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事務局による表書き 
 
 

概要 
 

要旨： この表書きの付属文書（Annex）は、船舶による温室効果ガス排

出に関する2000年の調査報告を見直した結果を詳細に報告する

ものであり、「第 2 回 IMO GHG 調査報告 2009」と命名された。 
 
戦略方針：  7.3 
ハイレベルな対策：  7.3.1 
期待される成果：    7.3.1.3 
必要な措置：      第 6 項 
関連文書：  MEPC 45/8; MEPC 55/23; MEPC 56/23; MEPC 57/4/18 及び

Add.1 
    MEPC 57/21; MEPC 58/4/2; MEPC 58/4/4 及び MEPC 59/4/7 
 
 
背景 
 
1 国際海運による温室効果ガス排出に関する1回目の IMO調査報告は、1997年9月に IMO

本部で開催された「大気汚染に関する外交会議」の要請を受けて委託された。その会議

は、国際海運に関連する大気汚染問題を検討するため、より具体的には MARPOL 条約

に対する 1997 年議定書（Annex VI： 船舶による大気汚染を防止するための規則）を

採択するために IMO が招集したものである。船舶からの温室効果ガス排出に関する第 1
回 IMO 調査報告は 1996 年当時の数値を使用し、文書 MEPC 45/8 として 2000 年に発

行された。
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2000 年 IMO GHG 調査報告の見直し 
 
2 MEPC 55 では 2000 IMO GHG 調査報告は全般的な見直しをおこなうべきとの合意に達

し、MEPC 56 でこの作業の検討項目（Terms of Reference）について合意した。見直し

作業の進捗は MEPC 57（MEPC 57/4/18 及び Add. 10）及び MEPC 58（MEPC 58/42）
で報告された。見直し作業の最終進捗報告は文書 MEPC 59/4/4 を参照されたい。 

 
3 この見直し作業に伴い設立された運営委員会（Steering Committee）は、「IMO GHG 調

査報告 2000」の改訂版を「第 2 回 IMO GHG 調査報告 2009」と命名することに決めた。 
 

委員会に対する報告 
 
4 Phase 1 の見直し結果は第 58 回総会で報告された。MEPC 58 では、調査報告の見直し

作業を委託された国際コンソーシアムのコーディネータを務める MARINTEK の Dr. 
Buhaug からプレゼンを受けた。その席で同博士は「船舶による温室効果ガス排出に関

する IMO 調査報告 2000」の Phase 1 の見直し結果が掲載された文書 MEPC 58/4/4（要

約）及び MEPC 58/INF.6（詳細報告）中の主な調査結果について要旨を報告した（文書

MEPC 58/23 の 4.23 項を参照）。 
 
5 「第 2 回 IMO GHG 調査報告 2009」（Phase 1 に加えて Phase 2 も含む）の報告全文は、

この文書の付属文書（Annex）としてまとめられた。要旨は文書 MEPC 59/4/7 を参照

されたい。 
 
委員会に対する要請事項 
 
6 委員会は、添付の付属文書「第 2 回 IMO GHG 調査報告 2009」を、船舶による温室効

果ガス排出問題に対して今後検討を加える上でのベースとして位置付けるよう要請を

受けた。 
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（第 2 回 IMO GHG 調査報告 2009） 

世界海事機構（IMO） 

免責事項 

この調査報告書は、その発行日時点から、全てあるいは一部において、提出先である IMO の審議

を受けるものである。 

この調査報告書に引用した見解及び結論は、それを執筆した科学者の見解及び結論である。 
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2009 年 4 月 9 日 

第 2 回 IMO GHG 調査報告 2009 

 
 マリンテック（MARINTEK）（ノルウェー） 
 CE デルフト（CE Delft）（オランダ） 
 大連海事大学（中国） 
 ドイツ航空宇宙センタ（Deutsches Zentrum fur Luft und Raumfarhrt e.V.: DLR）（ドイツ）

 ノルウェー船級協会（DNV）（ノルウェー） 
 環境エネルギー協会（Energy and Environmental Research Assocoates: EERA）（米国）

 ロイド船級協会・フェアプレイ研究所（Lloyd’s Register – Fairplay Research）（スウェ

ーデン） 
 マンチェスタメトロポリタン大学（英国） 
 木浦国立海洋大学（MNMU）（韓国） 
 海上技術安全研究所（MNRI）（日本） 
 海洋政策研究財団（OPRF）（日本） 

IMO の要請を受けて以下の機関が作成した。 
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序文 
 
船舶による温室効果ガス排出に関する今回の調査報告は、2000 年に IMO が発行した Study 
of Greenhouse Gas Emissions from Shios を見直すものとして委託された。この改訂調査

報告書は、IMO に代わって MARINTEK が主宰する国際コンソーシアムが作成した。作業

は以下の機関との連携によって実施した： 
 

CE デルフト、大連海事大学、ドイツ航空宇宙センタ、ノルウェー船級協会、環境エネ

ルギー研究協会（EERA）、ロイド船級協会、マンチェスタメトロポリタン大学、木浦

国立海洋大学（MNMU）、日本国海上技術安全研究所、海洋政策研究財団（OPRF） 
 

以下のメンバーが本調査報告書の主たる寄稿者である： 
 
Oyvind Buhang（主宰者）、James J. Corbett（「排出量及びシナリオ」に関するグルー

プリーダ）、Veronika Eyring（「気候変動影響」に関するグループリーダ） 
（＊以下個人名の転記は省略） 
 

取り組みの過程で調査チームは、国際エネルギー機関（IEA）、ボルチック国際海運協議会

（BIMCO）、国際独立タンカー船主協会（INTERTANKO）、オーストラリア政府、ギリシャ

政府、IMO 事務局などから情報及び助言の提供を受けた。 
 
この調査報告の主たる目的は以下の課題について定量評価することである： (1) 国際海運

による現状及び将来の排出量、(2) 技術および政策によるこれら排出量の削減ポテンシャル 
(3) これらの排出による気候変動への影響 
 
作業は 2 段階で実施した。対象とする範囲の一部のみを扱った Phase 1 の結果は MEPC 
58/INF.6.で報告した。今回の調査報告書は見直し作業の全範囲を対象とするものであり、

Phase 1 の報告書を修正するとともにそれに優先するものである。 
 
この報告書で引用した見解及び結論は、それを執筆した科学者の見解及び結論である。 
 
推奨引用文献：Second IMO GHG study 2009; International Maritime Organization (IMO) London, UK, April 

2009; Buhaug, Ø.; Corbett, J.J.; Endresen, Ø.; Eyring, V.; Faber, J.; Hanayama, S.; Lee, D.S.; Lee, D.; 

Lindstad, H.; Markowska, A.Z.; Mjelde, A.; Nelissen, D.; Nilsen, J.; Pålsson, C.; Winebrake, J.J.; Wu, W.–Q.; 

Yoshida, K. 
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略語リスト 
 

ACS (Air cavity system)： 空気腔システム 
AGWP (Absolute global warming potential)： 絶対地球温暖化係数 
AIS (Automatic identification system)：船舶自動識別装置 
AFFR (Aquaous film-forming foams)：水成膜泡 
AMVER (Automated Mutual-assistance Vessel Rescue System) ：自動相互船舶救助制度 
BC (Black Carbon) ：黒色炭素 
CBA (Cost-benefit analysis)：費用効果分析 
CDM (Clean development mecahanism)：クリーン開発メカニズム 
CFC (Chlorofluorocarbons)：クロロフルオロカーボン 
CFD (Conputational fluid dynamics)：数値流体力学 
CH4 (Methane)：メタン 
CO (Carbon monoxide)：一酸化炭素 
CO2 (Carbon dioxide)：二酸化炭素 
COADS (Comprehehensive Ocean-Atmosphere Data Set)：統合海洋気象データセット 
CORINAIR (Core Inventory of Air Emissions – Programme to establish an inventory of 
emissions of air pollutants in Europe)：大気排出物コアインベントリ（ヨーロッパにおける

大気汚染物質排出インベントリ作成計画） 
ECA (Emission Control Area)：排出規制海域 
EEDI (Energy Efficiency Design Index)：エネルギー効率設計指標 
EEOI (Energy Efficiency Operation Index)：エネルギー効率運航指標 
EJ (Exajoule) (1019 joules)：1019ジュール 
EIA (United States Energy Information Administration)：米国エネルギー情報局 
EGR (Exhaust gas recirculation) (NOx reduction technology)：排ガス循環（NOx 削減技術） 
EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme) ：EU 排出権取引制度 
FAME (Fatty Acid Methyl Ester) (a type of bio-diesel)：脂肪酸メチルエステル（バイオディ

ーゼルの一種） 
FTD (Fischer-Tropsch diesel (a type of synthetic diesel)：フィッシャー・トロプシュディー

ゼル（合成ディーゼルの一種） 
GCM (Global climate model)：全球気候モデル 
GDP (Gross Domestic product)：国内総生産 
GHG (Greenhouse gas)：温室効果ガス 
GT (Gross tonnage)：総トン 
GTP (Global temperature change potential)：地球温度変化係数 
GWP (Global warming potential)：地球温暖化係数 
HFC (Hydrochlorofluorocarbons)：ハイドロフルオロカーボン 
HFO (Heavy fuel oil)：重油 
HVAC (Heat, ventilation and air conditioning)：加熱・換気・空調 
ICF (International Compensation Fund for GHG emission from ships) ：船舶による GHG 排

出に対する国際補償基金 
IEA (International Energy Agency)：国際エネルギー機関 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ：気候変動に関する政府間パネル 
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ISO (International Organization for Standardization)：国際標準化機構 
LNG (Liquefied natural gas)：液化天然ガス 
LRFPR (Loyd’s Register – Fairplay Research)：ロイド船級協会・フェアプレイ研究所 
LRIT (Long range identification and tracking system)：船舶長距離識別追跡システム 
MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) ：船舶による

汚染防止のための国際条約 
MCFC (Molten carbonate fuel cell)：溶融炭酸塩型燃料電池 
MCR (Maximum continuous rating)：最大連続定格 
MDO (Marine diesel oil) (distillate marine fuel with possible residual fuel traces)：舶用ディー

ゼル油（少量の残渣含有可とされる舶用留出燃料） 
MEPC (Marine Environment Protection Committee)：海洋環境保護委員会 
METS (Marine emissions trading scheme)：海上排出量取引制度 
MGO (Marine gas oil)：舶用ガス油 
MSD (Medium speed diesel)：中速ディーゼル 
NOx (Nitrogen Oxides)：窒素酸化物 
HMVOC (Non-methane volatile organic compounds)：非メタン揮発性有機化合物 
NSV (Net standard volume)：ネット標準体積 
O3 (Ozone)：オゾン 
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)：経済協力開発機構 
OPRF (Ocean Policy Research Foundation)：海洋政策研究財団 
PAC (Polycyclic aromatic hydrocarbone)：多環芳香族炭化水素 
PFOS (Parfluorooctane sulphonates)：ペルフルオロオクタンスルホン酸 
PM (Particulate matter/material)：粒子状物質/物体 
PM10 (Particulate matter/material with aerodynamic diameter 10 micrometres or less) ：10μ
以下の空気動力学的直径を持った粒子状物質/物体 
POM (Particulate organic matter/material)：粒子状有機物質/物体 
RF (Radiative forcing)：放射強制力 
RPM (Revolutions per minute)：RPM(毎分回転数) 
RTOC (Refrigeration, Air conditioning and Heat Pumps Technical Options Committee) ：冷

凍・空調・ヒートポンプ技術選定委員会  
SCR (Selective catalytic reduction)：選択触媒還元 
SECA (Sox Emission Control Area)：SOx 排出規制特定海域 
SEMP (Ship efficiency management plan)：船舶効率管理計画 
SF6 (Sulphur hexafluoride)：六フッ化硫黄 
SFOC (Specific fuel oil consumption)：燃料消費率 
Sox (Sulpher oxides)：硫黄酸化物 
SOFC (Solid oxide fuel cell)：固体酸化物型燃料電池 
SRES (Special Reort on Emission Scenarios (IPCC) 排出量シナリオに関する特別報告 
SSD (Slow speed diesel)：低速ディーゼル 
TDC (Top dead centre)：上死点 
TEU (Twenty foot equivalent unit)：TEU(20 フィートコンテナ換算) 
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)：国連貿易開発会議 
UNEP (United Nations Environment Programme)：国連環境計画 
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UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)：気候変動に関する

国連枠組み条約 
VOC (Volatile organic compounds)：揮発性有機化合物 
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定義 
 
国際海運 
(International 
shipping) 

異なる国の港間の海運で「国内海運」の対語。軍艦及び漁船は含まない。

この定義では、同一船舶が「国際海運」と「国内海運」の両方に従事する

場合が起こり得る。これは IPCC 2006 ガイドラインとも整合する。 
国内海運 
(Domestic 
shipping) 

同一国内の港間の海運で「国際海運」の対語。軍艦及び漁船は含まない。

この定義では同一船舶が「国際海運」と「国内海運」の両方に従事する場

合が起こり得る。これは IPCC 2006 ガイドラインとも整合する。 
沿岸海運 
(Coastwise 
shipping) 

主に海岸線あるいは海域境界線に沿った貨物の輸送及び海運活動を指し

（旅客船、フェリー、オフショア船など）「外航海運」の対語。この区別

はシナリオのモデル化のために設けたもので船種によって決まる。すなわ

ち船舶は「沿岸航行船」または「外洋航行船」のいずれかに該当する。 
外航海運 
(Oscean-going 
shipping) 

これもシナリオのモデル化で使われる用語で、外洋を航行しながら貿易に

従事する大型貨物船が該当する。 

全ての海運 
(Total 
shipping) 

本報告書においては、「国際海運」、「国内海運」に「漁船」を加えたもの

として定義する。軍艦は含まない。 

 
 

目次 
 
第 1 章 要旨 ......................................................................................................................10 
第 2 章 海運及びその法体系の概要 ..................................................................................21 
第 3 章 1990 年から 2007 年までの、海運からのGHG排出量 .........................................37 
第 4 章 MARPOL Annex VI の実施により達成された排出削減......................................56 
第 5 章 排出削減に対する技術ポテンシャルび運航ポテンシャル ...................................64 
第 6 章 GHG及び関連物質削減のための施策オプション.................................................86 
第 7 章 国際海運による排出量の将来シナリオ .............................................................. 127 
第 8 章 気候影響............................................................................................................. 160 
第 9 章 船舶からのCO2排出量と他の輸送モードからの排出量との比較....................... 183 
Appendix 1 国際海運による 2007 年燃料消費量の推定................................................ 194 
 

 P 9 / 231 
 



MEPC 59/INF.10 
ANNEX 

第 1 章 要旨 
 
結論 
 

 2007 年の海運による CO2排出量を 1,046 百万トンと推定した。これは同年の地球全

体排出量の 3.3%に相当する。国際海運による排出量は 870 百万トンと推定され、地

球全体排出量の約 2.7%になる。 
 

 船舶による主要な排出源は排気ガスである。船舶が排出する GHG の内、もっとも重

要度の高いものは二酸化炭素である。排出量及び地球温暖化係数の観点からは、船舶

が排出するその他の GHG の重要度は低い。 
 

 中期の排出シナリオによると、排出規制策が実施されない場合、海運活動が拡大成長

するため船舶による排出量は 2050 年までに（2007 年比で）150%から 250%増加す

る。 
 

 技術的な対策及び運航面の対策によって相当量の GHG 排出量が削減可能であること

を確認した。両方の対策を実施することによって効率が改善され、排出量を現状レベ

ルよりも 25%から 75%削減できる可能性がある。第 5 章で述べるように、財政面以

外の障害によりその意欲が削がれる場合もあるが、これら対策の多くは費用効果が高

いように思える。 
 

 船舶による GHG 排出量を削減する多くの施策が考えられる。本報告書では、今日の

IMO の課題を解決するための選択肢（オプション）を分析した。その結果、市場原理

に基づく施策が、費用効果及び環境効果が高い施策であることを発見した。このよう

な施策によって対象となる GHG の排出を大幅に抑制するとともに、海運部門におけ

る技術対策及び運航対策の活用を促進し、さらには他部門の排出量を相殺することも

可能となる。新造船に対してエネルギー効率設計指標の順守を義務付ける施策は、新

造船の設計効率の改善に対するインセンティブを与えることになり費用効果の高い

解決法である。しかしながら、その適用が新造船に限定され、さらにインセンティブ

の対象が設計面での改善のみで運航面での改善には及ばないため、地球環境への効果

は限定的なものとなる。 
 

 一般的に海運は他の輸送手段に比べてエネルギー効率が高いとみなされてきた。しか

し、海運のすべての形態が他の輸送手段よりも効率的とは言えない。 
 

 海運による CO2排出は、放射強制力（気候変動の測定基準）のプラスサイドに作用し、

長期的な地球温暖化の一因となる。短期的には、海運による地球平均の放射強制力は

マイナスであり逆温暖効果を意味するが、局地的な温暖化やその他の気候変動の兆候

が見られる可能性もある。長期的には、CO2の持続的な影響はいかなる短期的な冷却

効果よりも強いため、海運による排出も結果として温暖化の方向に作用する。 
 

 2100 年までに気候変動を産業化以前のレベルよりも 2°C 以内の温度上昇に抑えると
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して、さらに海運による排出量が本報告中のシナリオに沿って推移する場合、2050
年の海運による推定排出量は、50％の成功率で（2100 年までに）気候安定化を達成

するために必要なその時点における地球全体の CO2総排出量の 12%から 18%を占め

ることとなる。 
 

背景 
 
1.1 IMO が開催した 1997 年 MARPOL 会議（1997 年 9 月）において「船舶による CO2

排出」に関する決議 8 が採択された。IMO にとってこの決議の採択が、地球全体の

GHG 排出インベントリの一部として「船舶による GHG 排出量と全体に占める割合」

を明確にするための調査を実施するまさにきっかけとなった。この決議のフォローア

ップとして「船舶による GHG 排出に関する IMO 調査報告」が完成し 2000 年 6 月の

MEPC 第 45 回総会（MEPC 45）で報告された。 
 
1.2 MEPC 55（2006 年 10 月）において決議 A.963(23)に対するフォローアップと、今後

の対策決定の基礎データを与えてそれを支援するため、2000 年発行の「船舶による

GHG 排出に関する IMO 調査報告」を見直すことが合意された。MEPC 56（2007 年

7 月）は旧報告書の見直し作業の「検討項目」（Terms of Reference）を採択するとと

もに、報告書の改訂版を「第 2 回 IMO GHG 調査報告 2009」と命名した。この改訂

報告書は、その序文の中で述べたように国際コンソーシアムが作成した。 
 

調査報告対象及び構成 
 
1.3 「検討項目」に示されたように、今回の調査報告は国際海運による現状と将来の排出

量を推定するものである。「国際海運」は、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）

が策定したガイドラインに沿って定義した。ガイドラインでは、海上の航行による排

出は二つの主要カテゴリ、すなわち「国内」と「国際」に区分され、「国際海上航行」

とは異なる国の港間の航行と定義されている。国内海運及び漁船の排出量も含む総排

出量の推定も今回の報告の対象である。 
 
1.4 この調査報告は「検討項目」で指定された温室効果ガス（CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, 

SF6）及びその他の関連物質（NOx, NMVOC, CO, PM, SOx）を対象とする。 
 

1.5 この調査報告は以下の主要部分で構成される。 
 

.1 海運による温室効果ガス及び関連物質の年間排出インベントリ（1990 年－2007
年）（第 3 章） 

.2 MARPOL Annex VI の実施による海運排出量の削減効果の分析（第 4 章） 

.3 排出削減のための技術対策及び運航対策の分析（第 5 章） 

.4 排出削減のための施策オプションの分析（第 6 章） 

.5 国際海運による排出量の将来シナリオ（第 7 章） 

.6 海運による排出が地球温暖化に及ぼす影響の分析（第 8 章） 

.7 海運輸送のエネルギー効率及び CO2効率の他の輸送形態との比較（第 9 章） 
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1990 年から 2007 年の排出量 
 
1.6 この調査報告における分析によって、海運による GHG 排出量に対し排ガスが支配的

な排出源であることが分かった。また原油の輸送に伴う冷媒の漏れあるいは揮発性有

機化合物の放出による排出量を求めた。その他の排出源として、消火設備の試験及び

メンテナンスによる排出のような種々の排出源が挙げられるが、これらはこの調査報

告では詳細検討及び定量化はおこなわなかった。 
 
1.7 国際海運の排ガスによる排出量の算定には、初めに国際海運の総燃料消費量を求める

という手法を用いた。求めた燃料消費量に対して対象とする汚染物質の排出係数を掛

けてその排出量を求めた。 
 

1.8 2007 年の燃料消費量は、活動基準（activity-based）法によって算定した。これは 2000
年発行の 1 回目の「船舶による温室効果ガス排出に関する IMO 調査報告」とは異な

る算定手法である。前回は燃料統計を使った。今回の検討結果によると、国際燃料統

計では燃料消費量が過少に報告される傾向にあると思われる。活動基準による算定で

は燃料統計データによる算定との間に約 30％の差を生じた。 
 

1.9 CORINAIR 及び IPCC 発行のガイドブックの排出係数を、NOx を除くすべての排出量

の推定に使用した。NOx に関しては MARPOL Annex VI の NOx 規制の影響を加味し

た調整を加えた。冷媒排出量の値は 2006 年国連環境プログラム（UNEP）の輸送に

伴う冷媒排出量の推定値を引用した。原油からの VOC 排出は複数のデータソースを

参考にして推定した。 
 

1.10 船舶排ガスによる総排出量の内、国際海運による排出量の比率は、2007 年の海運に

よる総燃料消費の推定値と国内海運による燃料消費の統計値から求めた。1990 年か

ら 2007 年までの排出量推移は、船舶活動量が Fearnresearch 発表の海上輸送に関す

るデータに比例するものとして作成した。2007 年の GHG 排出量の算定結果を表 1-1
に示す。SF6 及び PFC の排出量はネグリジブルと考え、定量化しなかった。海運に

よる CO2排出量と地球全体の総排出量の比較を図 1-1 に示す。 
 
 

表 1-1 海運による GHG 排出量*のまとめ（2007 年） 

 
* 国内海運、国際海運への分割は不可能 
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地球全体の CO2 排出量 

図 1-1 地球全体の排出量と比較した海運による CO2排出量 
 
 

MARPOL Annex VI の実施による排出削減効果 
 
1.11 MARPOL Annex VI で規定されたことによる排出削減効果を定量評価した。 
 
1.12 モントリオール議定書及び MARPOL Annex VI などいくつかの国際的な合意の結果、

船舶によるオゾン層破壊物質（ODSs）の排出削減が達成されつつある。これらの排

出削減量を、UNEP 冷凍・空調・ヒートポンプ技術選定委員会（RTOC）発行の 1998
年報告及び 2006 年報告の数値に基づいて算定した。2006 年 RTOC 報告の基準年は

2003 年である。1998 年報告における基準年は不明であるが、以下のような数字が示

されている。 
 

.1  CFC  － 735 トン削減 （98％） 

.2  HCFC  － 10,900 トン削減 （78％） 

.3  HFC   － 415 トン増加 （315％） 
 

1.13 HFC は CFC 及び HCFC の代用品として使用されるため排出量が増加した。 
 
1.14 NOx 排出量に関しては、規制前の（Tier 0）エンジンと比較して規制後（Tier 1）のエ

ンジンでは消費燃料トン当たり約 12－14％の排出削減が確認された。2007年時点で、

世界船腹が搭載するエンジン出力の約 40％が 2000 年 1 月 1 日以降に建造され、従っ

て Tier 1 に適合していると想定される。2007 年の国際海運による NOx 排出量のネッ
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ト削減量は、規制がない場合をベースとして約 6％である。ただし、国際海運による

NOx 排出量そのものの算定結果は 2000 年の 16 百万トンから 2007 年の 20 百万トン

に増加した。 
 
1.15 SOx 排出量の削減は、二カ所の SOx 排出規制特定海域（SECA）が完全に効力を持

った最初の年となる 2008 年について算定した。SECA 有りの場合あるいは規制無し

の仮想シナリオの場合にそれぞれ使用される燃料中の平均硫黄含有量など一連の前

提によれば、SECA 域内では海運による硫黄酸化物の排出量が約 42％減少したと推

定される。 
 

1.16 VOC の排出削減量は定量化しなかった。MARPOL Annex VI 規定 15 によるもっとも

具体的な対策が VOC 戻り配管設置の標準化であり、タンカーはその戻り配管を経由

して積荷中に VOC を陸に排出することが可能となった。使用頻度はまちまちである

が、いまやほとんどのタンカーがこの機能を備えている。 
 

排出削減のための技術的対策及び運航面の対策 
 

1.17 船舶設計あるいは運航方法の変更によってエネルギー効率の向上並びに排出削減を

図る種々のオプションについて検証した。これらオプションの CO2排出削減ポテンシ

ャルの全体評価を表 1-2 に示す。CO2排出削減の第一歩はエネルギー効率の改善であ

り、この削減ポテンシャルは一般的に船舶排ガスによるすべての排出に適用される。 
 
 

表 1-2 周知の技術対策及び運航対策による海運からの CO2排出削減ポテンシャルの評価 

 
+
 このレベルの削減達成には運航速度の低下が必要となる。 

*
 LNG を使用した場合の CO2換算量 

 
 

1.18 削減可能なかなりの部分が現状でもコスト効率が高いと思われる。しかし第 5 章で述

べるように財政面以外の障壁のため、対策によってはその導入が制限される場合もあ

る。 
 
1.19 再生可能エネルギーは、太陽光発電による電力及び風力による推力などの形での利用

が考えられる。ただし風力や太陽光はその強さ及びピーク値が変動する。そのため部
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分的な代替エネルギー源としてであれば技術的には実現可能である。 
 

1.20 CO2は海運が排出する GHG の内でもっとも重要度の高い物質であり、これと比べれ

ばその他の GHG の排出削減から得られる恩恵は少ない。 
 

1.21 ライフサイクル CO2排出量の少ない燃料として、バイオ燃料や液化天然ガス（LNG）

が挙げられる。船舶でのバイオ燃料の使用は技術的には可能だが、第一世代バイオ燃

料の使用はいくつかの技術課題があり、出力ロスのリスクが増える危険性がある（フ

ィルタの詰まりなど）。それでも近い将来の大々的な採用を控えさせる入手面での制

約あるいは高コストといった問題がこれらの課題に影を投げかけている。LNG の場

合は、とりわけ LNG が入手しやすい ECA 域内の貿易に関係する船舶にとっては、経

済面での魅力が出てくるはずだ。 
 

1.22 排ガス中の汚染物質として排出されるその他の関連物質（NOx, SOx, PM, CO, 
NMVOC）の量は、海運のエネルギー効率の改善によって減少する。改訂 Annex VI
の実施により期待される長期的な排出削減量を表 1-3 に示す。排出規制海域の対象範

囲の増加及び拡大によって、相当量の排出削減が期待される。 
 

表 1-3 改訂 MARPOL Annex VI による排出削減量の長期見通し 

 

* 2.7%硫黄含有燃料の場合の削減量 

+ 燃料組成の変更によって期待される PM の削減量 

 
 

1.23 （硫黄）排出規制海域（S・ECA）によって将来この海域で使用される燃料の最大硫

黄含有率が 0.1％に制約される。これは自動車用ディーゼル燃料のレベル（10 ppm、 
0.001 ％）の未だ 100 倍の値であるが、今日の残留燃料中の平均硫黄含有率 2.7％か

らは大幅な改善である。表 1-3 に示した ECA レベルをはるかに超える排出削減を達

成するためには、より厳格な燃料品質要件の設定が必要となる。 
 
排出削減のための施策オプション 

 
1.24 船舶による GHG 排出量の削減に利用可能な多くの技術対策及び運航対策を検証した。

ただし、対策の実施をサポートする施策を確立しなければ、実行に移されない可能性

がある。船舶による GHG 排出量の削減のための施策は実現性の高いものが多い。こ

の調査報告書はそれらオプションの全体観を包括的に把握し、続いて現状の IMO の

課題に関連するオプションを詳細に分析した。これらのオプションには以下のような

ものがある。 
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.1  新造船に対するエネルギー効率設計指標（EEDI）による強制的な制約 

.2  新造船の EEDI の強制的あるいは任意の報告 

.3  エネルギー効率運航指標（EEOI）の強制的あるいは任意の報告 

.4  船舶効率管理計画（SEMP）の強制的あるいは任意の活用 

.5  不順守に対する罰則を伴う EEOI 数値による強制的な制約 

.6  海上排出量取引制度（METS） 

.7  舶用燃料油に関する課徴金によって資金調達する一種の国際補償基金（ICF） 
 
1.25 先の MEPC 57 では、船舶 GHG 排出に関して一貫性を持った包括的な将来の IMO 規

制枠組みのための判定基準が決定された。今回のオプション分析はこの判定基準に基

づくものであり、現在 IMO で検討対象とされている各オプションに対して以下の定

性的な結論を導き出した。 
 

.1  新造船に対するエネルギー効率設計指標（EEDI）による強制力を持つ制約は、

新建造船の設計効率の改善に対する強いインセンティブとなり費用効果の高い

解決法と思われる。EEDI の一番の限界は、船舶設計のみを対象とすることであ

る。すなわち運航面での対策が考慮されていないため環境面の効果も限定される。

新造船にのみ適用されるという意味でもその効果は限定的なものとなる。 
.2  EEDI あるいは EEOI の強制的もしくは任意の報告それ自身には環境面での効果

はない。むしろ環境的な有効性及び費用効果は、その情報活用のために設定され

るインセンティブスキームに依存すると思われる。多くのインセンティブスキー

ムが考えられるが、その評価はこの調査報告の対象外である。 
.3  船舶効率管理計画（SEMP）は、費用効果の高い排出削減対策への関心を高める

現実的な手段である。ただしこの手段は排出削減を求めておらず、その有効性は、

費用効果の高い排出量削減対策（例えば、省燃料効果が投資額や運航費用を超え

るような対策）の利用のしやすさよって変わる。また「これまでどおり」の状況

を打破するような技術革新や研究開発の刺激策になるものでもない。 
.4  EEOI による強制的な制約は、すべての輸送に携わっている船舶の排出量削減に

強いインセンティブを与える費用効果の高い解決法と思われる。それは技術対策

及び運航対策の両面に対するインセンティブになる。ただしこのオプションは、

運航効率ベースラインを設定して常に更新することの困難さ、あるいは目標設定

の困難さによる技術的なハードルが非常に高い。 
.5  海上排出量取引制度（METS）及び船舶による GHG 排出に対する国際補償基金

（ICF）制度の両者ともに、環境面での大きな効果が期待される費用効果の高い

施策手段である。大量の排出量がその対象となり、海運部門に関連するすべての

対策の実行を促進する。さらに他の部門の排出量と相殺することも可能となる。

これらの手段は、運航技術及び船舶設計の両面の技術革新に対して強いインセン

ティブを与える。 
.6  METS の環境面の効果はその制度設計の不可欠な要素であり、必然的に成果が

得られると期待される。対照的に ICF の環境面の効果は、他のセクターから余っ

た排出権を購入する際に提供される基金の比率をどうするかの判断によって左

右される。費用効果、技術革新に対するインセンティブ、実施の可能性に関して

は、両施策手段ともに差がないように思われる。 
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国際海運による排出量の将来シナリオ 
 
1.26 国際海運による将来の CO2排出量を比較的単純なモデルを使って算定した。そのモデ

ルはよく知られたシナリオ実践手法に従って作成したもので、表 1-4 に示すような影

響度が高いパラメータを厳選して取り込んだ。 
 

表 1-4 シナリオ分析に使用した主要変数 
区分 変数 関連する要素 
経済性 海上輸送需要 

（トン・マイル/年） 

人口、世界全体及び地域の経済成長、モーダルシフト、

セクター別需要の変化 

輸送効率 輸送効率（MJ/トン・マイル） 

－船隊の構成、船舶技術、運航によって決

まる 

船舶設計、推進方法の進歩、運航速度、目的は別にある

が結果的に GHG 排出に影響する諸規則 

エネルギー 海運が使用する燃料の炭素含有率（燃料エ

ネルギーC/MJ 当たりのグラム） 

燃料のコストおよび入手性（例えば、残留燃料、蒸留出

燃料、バイオ燃料、その他の燃料） 

 
1.27 この調査報告では、カーボン排出量をシナリオの重要なパラメータと位置付けてモデ

ル化した。他の汚染物質の排出量はエネルギー消費量及び MARPOL 規制内容に基づ

いて推定した。今回のシナリオは、排出量シナリオに関する特別報告（SRES）の中

で気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が策定した地球規模の開発枠組みとその

実行計画をベースとして作成した。 
 
1.28 経済成長と貿易の歴史的な相関性並びに貿易の地域間シフト、リサイクルの拡大、新

たな輸送回廊などを考慮したハイブリッドな手法を採用し、特に輸送に対する将来の

需要予測を引き出した。 
 

1.29 CO2あるいは燃料効率に関する規制は想定していない。時間経過による効率の改善に

ついては、将来の技術的可能性よりも各シナリオ中での費用効果が高い改善を反映さ

せた。 
 

1.30 将来の燃料使用量については、エネルギーの入手性の観点から海運業では 2050 年ま

で油ベースの燃料の使用が継続されるという SRES シナリオ中の予測に基づいて仮

定した。このシナリオ中では GHG 排出に対する規制を設けていないが、石油ベース

燃料からの転換を経済的な要素によって奨励する必要がでてくるであろう。使用する

燃料に対する MARPOL Annex VI の影響は考慮に入れた。 
 

1.31 シナリオでは 2007 年から 2050 年までをモデル化した。主なシナリオは IPCC の排

出シナリオに関する特別報告（SRES）の用語に従って A1FI、 A1B、 A1T、 A2、 B1
及び B2 と名付けた。これらのシナリオは二つの大きな動向、すなわち(1) グローバ

ル化vs地域化 (2) 環境的な価値vs経済的な価値、を考慮しながら想定した世界人口、

世界経済、土地利用、農業などの違いによって特色づけられる。各シナリオの背景は

本報告書の第 7 章で検討する。 
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1.32 CO2排出量の年間増加率は、ベースシナリオでは 1.9 から 2.7％、極端なシナリオで

は各々5.2％の増加から 0.8％の減少と算定されている。排出量の増加は海上輸送が増

加するとの予測に起因するものである。排出量がもっとも少ないシナリオでは、2050
年には 2007 年比で CO2排出の減少が見られる。各シナリオによる算定結果を図 1-2
に示す。 

 
国際海運による CO2排出予測 

 
図 1-2 国際海運による排出量推移。右側の棒は各シナリオの中の結果のばらつき範囲を示

す。 
 

気候への影響 
 
1.33 最先端のモデルを使用するとともに関連する他の研究とも参照及び比較をしながら

船舶による排出の気候影響を詳細に分析した。国際海運による GHH 排出は、大気組

成、人間の健康、気候に重大な影響を与えることになる。検討結果を以下に要約する。 
 

.1  CO2のような十分に混合したGHGの増加によって放射強制力∗（RF）がプラスに

なり、持続的な地球温暖化をもたらす。 
.2   2007 年には海運が排出する CO2による RF は 49 mW m-2であると計算され、

2005 年に人為的に排出された CO2によるトータル RF の約 2.8％に相当する。 
.3   2050 年シナリオでは海運が排出する CO2による RF の範囲は 99 mW m-2から

122 mW m-2の間と計算され、その最小/最大不確かさ範囲（シナリオからの）は

                                                  
∗ 地球の平均放射強制力と地球の平均表面温度変化の間にはほぼリニアな関係が存在するため、異なる発生源の気候に

対する影響を定量化する共通の基準として「放射強制力」（RF）（単位：w/m2
の）が使われる。RF とは、産業化以前

の時代以降に生じた地球と大気間のエネルギーバランスの変化量をいう。例えば CO2 のような温室効果ガスの増加に

よって大気がプラスの放射強制力を受ける場合、大気は放射の平衡状態を維持しようとして大気温度が上昇する。 
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68 mW m-2及び 152 mW m-2となる。  
.4   海運による 2007 年のトータル RF は-110 mW m-2と算定した。ただし間接効果

のいくぶん不確かな推定によって大きく変動し（-116 mW m-2）、さらに船舶から

の排出に関しては計算しなかった黒色炭素と雪との干渉によって生じる可能性

があるプラスの放射強制力は含まない。ここで、CO2が長期にわたって大気中に

残り、排出後も長く温暖化に加担することを強調したい。この現象を、2007 年

以前の海運による排出量の残存効果が温度を下げる方向の作用から上げる方向

の作用に変わっていく様子を示すことによって証明した。対照的に硫酸塩は大気

中の滞留時間がわずか 10 日間程度で、硫酸塩に対する気候の反応持続時間は 10
年間のオーダーである。一方 CO2のそれは数世紀から数千年のオーダーとなる。 

.5   放射強制力及びそれによる温度変化に関してここでは地球平均の簡単な計算結

果を示したが、文献に報告された他の研究結果とも一致した。それらの研究でも

強調されたように、地球平均温度の変化は気候変動の一次指標に過ぎない。ここ

に示した計算結果によって、船舶に起因する放射強制力が複雑な空間構造を持つ

ことが分かった。さらには局地的なマイナスの RF の影響によって局地的な温度

はさほど変化しなくても、降水量が著しく変化するとの研究結果が、間接的な曇

り強制の効果に関するより全般的な他の研究から提示された例もある。例えマイ

ナスの RF の影響によるものであっても、降水量のそのような変化は気候変動の

一因となる。これは複雑な問題であり、この観点からの更なる検討が必要である。 
.6  船舶による NOx、SO2、PM の排出を抑制することは、空気性状、酸性化、富栄

養化などに好ましい影響を与える一方で、地球温暖化の防止には全ての発生源（船

舶やその他の輸送形態）から排出される CO2の削減が求められる。CO2排出削減

技術の進展に合わせて、よりクリーンな燃焼あるいはよりクリーンな燃料への転

換が進むであろう。 
.7  気候安定化には将来的な地球全体の CO2排出量の大幅削減が必要である。今回の

作業で算定した 2050 年の海運による推定排出量は、SRES の気候非介入方針の前

提に基づくものであるが、WRE450 安定化シナリオ排出量の 12％から 18％を占

める。ここで WRE450 安定化シナリオ排出量とは、地球の平均温度上昇を 50％以

上の確率で 2°C 以内に抑えようとした場合の 2050 年における地球全体の CO2許

容総排出量シナリオに合致する。 
 
船舶輸送による排出量と他の輸送形態による排出量の比較 
 
1.34. 実際の運転データ、輸送統計、その他情報を使って、種々の輸送形態による CO2効率

の範囲を推定した。船舶の CO2効率と他の輸送形態との比較を図 3-1 に示す。効率は

ton-km あたりの CO2質量で表わすが、ここでの CO2質量とは輸送活動による総排出

量を示し、ton-km は実行される総輸送仕事量を示す。図中に描かれた範囲が各々の標

準的な平均範囲を示す。この図は観測された効率の最大値（あるいは最小値）を示す

ものではない。 
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各種貨物輸送手段の標準的な CO2効率範囲 

 
図 1-3 標準的な CO2効率範囲の船舶輸送と鉄道輸送、トラック輸送との比較 
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第 2 章 海運及びその法体系の概要 
 
2.1 この章では海運業界の構造と法体系について概説する。特に海運活動の現状並びにそ

れによる排出量と関連があり、排出量の将来シナリオの作成にも不可欠な予備知識を

提供している。 
 
海上貿易及び経済への貢献 
 
2.2 海運による汚染物質の排出量は世界経済に牽引される海運活動と関係がある。従って 

海上輸送及びその他の海運活動のメカニズムを理解することが、排出インベントリ及

びその動向を整理するうえで不可欠である。 
 
2.3 UNCTAD [2]によれば、体積比で世界の貿易量の約 80％が海上経由で輸送される。海上

輸送に対する需要は、経済成長と密接に関連している。海運業の活動量は、輸送され

た荷物の量に輸送の平均距離を掛けたトン・マイルで表される。各種貨物の輸送量を

図 2-1 に示すが、これは 2007 ISL 統計年鑑[1]に掲載された Fearnleys の統計データに

基づくものである。貿易及び海運に関する詳細の報告書が毎年 UNCTAD[2]から発行さ

れている。 

 

世界の海上貿易（2006 年）（10 億 ton-mile） 

図 2-1 世界の海上貿易（2006 年） 
 
 

2.4 海上輸送は食料、エネルギー、原料、製品などの世界的な需要に応える活動である。

船舶は、穀物、米、トウモロコシ、肉、魚、砂糖、野菜、植物油などの重要な食糧、

さらには高品質の農作物をより多く収穫するための肥料などを運搬する。原油、石油

精製品、石炭、ガスなどの形をしたエネルギーはトン・マイル輸送量の内の重要なな

比率を占める。さらに鉄鉱石、鉱物、木材、鉄スクラップ、綿、ウール、ゴムなどの

原料が半製品、製品と同様に輸送される。貿易や輸送とは別に、特殊な船舶による多

様な業務も遂行され、これには海上のサービス活動、インフラ整備（ケーブル敷設、

パイプ敷設、浚渫）、漁業、探掘調査、曳航サービスなどが含まれる。 
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2.5 海上貿易は世界経済とともに成長してきた。1986 年から 2006 年の 20 年間の貨物別ト

ン・マイル輸送量の平均の年間成長率を図 2-2 に、また海上貿易総計の推移を図 2-3 に

示す（単位：10 億 ton-mile）。このデータは、元々は Fearnresearch が Lloyd’s Marine 
Intelligence Unit の船舶活動データ及び貨物別の輸送量を使って世界の貨物船隊の部分

を追跡することにより作成したものである。参考までに、このデータは 2007 ISL 統計

年鑑[1]に掲載されている。 
 

 

海上輸送量及び世界 GDP の年間成長率（1986-2006） 

図 2-2 世界の海上輸送量及び GDP の平均年間成長率（1986 年－2006 年） 
（Fearnresearch による） 

 
 

 

世界の海上貿易量の推移（1970-2007） 

図 2-3 海上貿易量の推移（1970－2007）（10 億 ton-mile） 
（Fearnresearch） 
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2.6 総トン・マイル量の平均年間成長率は 4.1％である。石炭及びその他貨物がもっとも高

い成長率を示し（各々4.5％と 4.8％）、一方で穀物がもっとも低い成長率を示した

（2.3％）。同じ期間内で世界の経済成長の実質 GDP は平均して年間 3.4％増加した[3]。 
 
2.7 国際海運は貿易との密接な関連性を有し、もっとも費用効果の高い輸送手段として円

滑な貿易の推進に重要な役割を果たす。経済成長とともに海運業は徐々に拡大し、海

運事業の 2004 年総売上高は表 2-1 に見られるように 1999 年比 8％増の 1 兆 3000 億ド

ルに達したとの集計がある（Stopford[4]）。その内、約 1/3 が商船関連である。表 2-1 に

はこの期間の商船のシェアの増加率も示されている（22％）。 
 

表 2-1 海洋・海運活動の経済全体に占める比率 

 
出典：Stopford 2009[4]

及び世界銀行のデータ
[5] 

 
 

2.8 今日の海運業は約 123 万人の船員を雇用する。総船腹の約半数が貨物運搬船であり

3,000 を超える主要な港間で運航されている。海運業にとって最大の支援産業は造船

業及び舶用機械産業で、2004 年の売上高はそれぞれ 469 億 US$と 906 億 US$を記録

した[4]。世界銀行の GDP データによると、世界 GDP に占める海洋及び海運活動の比

率はそれぞれ 3％と 1％になる[5]。 
 
2.9 世界の海事市場を 2.7 兆 US$と算定し、その中で造船業を世界的には最大の市場と位

置付けた調査もある[6]。国連貿易開発会議（UNCTAD 2006[2]）は、船舶運航に伴う運

賃収入が世界経済に及ぼす経済効果を 3,800 億 US$と推定している。 
 
2.10 船舶による排出量の過去の推移の推定と将来の予測のため、必要に応じて図 2-3 に示

す世界の海上貿易量の年次推移を使った。例えば、1990 年から 2007 年の排出量は、

排出量が世界の海上貿易量に比例して増加すると仮定して 2007 年の排出インベント

リをベースに算定した。 
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船舶交通の地理的分布 
 
2.12 船舶交通の地理的分布について、文献調査を行い、国際統合海洋気象データセット

（ICOADS）及び自動相互船舶救助制度（AMVER）のデータセットを使用した。

ICOADS は船舶の位置とそこの海洋状況及び気象状況の自発的な報告に基づくデー

タセットであり、自由に利用できる。AMVER はコンピュータを利用した世界中の船

舶からの自発的な報告制度であり、米国沿岸警備隊が主宰しているが、海上遭難者の

救助手配のため世界中の捜索救助機関が利用できる。これらのデータセットはともに

偏りの傾向がみられるが、船舶交通が北半球と沿岸海域に集中していることが明白で

ある。ICOADS に基づく分布図を図 2-4 に示す。 
 

 

図 2-4 ICOADS のデータに基づく船舶交通分布の模式図 
 
 

2.13 ICOADS と AMVER を結合したデータセット[7]は 1°×1°の空間分解能を有し、1 日の

合計船舶観測データが 1,990,000 件に上る。このデータセットによると船舶交通通過

点の海岸からの距離は以下の分布となった。 
 

.1 海岸から 200 海里以内： 70％ 

.2 海岸から 50 海里以内： 44％ 

.3 海岸から 25 海里以内： 36％ 
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世界の保有船舶 
 
2.14 Lloyd’s Register - Fairplay（LRF）のデータベースに基づく世界船腹に関する重要な

数字を図 2-5 に示す。LRF のデータベースは、各船舶に登録を義務付けている IMO
登録制度ともリンクすることにより、国際貿易に従事するほぼ全ての船舶とそれ以外

の多数の船舶のデータを収録する信頼性の高いデータベースといえる。IMO 船舶登録

番号制度が決議 A.600 (15)の採択をもって導入された際、IMO は自身に代わる登録管

理機関として Lloyd’s Register を指名した。IMO 登録番号制度によって各船舶には識

別のため恒久的な番号が割り当てられる。ある船舶の船籍が変わってもこの番号は変

わらず、船籍証書に記載される。IMO 番号は 1996 年 1 月 1 日以降全ての船舶（一定

の基準あり）に必須となった。 
 
2.15 図2-5に示すように2007年の世界船腹には100GTを超える船が10万隻以上含まれ、

その半数弱が貨物船で占められている。GT で見ると貨物船が世界全体の 89％を占め

ることから、貨物船が相対的に大型船であることが分かる。 
 

 

グロストン 船舶数 

図 2-5 世界の船腹構成（2007 年） 
（Lloyd’s Register – Fairplay） 

 
2.16 貨物船の主要カテゴリ別の典型的な大きさの比較を図 2-6 に、またカテゴリごとの船

腹量の推移（百万 dwt）を図 2-7 に示す。図 2-8 は、Lloyd’s Register – Fairplay の各

種刊行物[8]に基づく 100GT を超える全船腹の 1960 年から 2007 年までの推移を示し

たものである。グラフによれば、商船の世界船腹が船舶数及び大きさの両方で明らか

に増加している。 
 
2.17 船舶は輸送対象とする貨物の種類によって区別される。表 2-2 は、この調査報告の排

出インベントリで使用する主要船舶カテゴリの定義の一覧である。さまざまな船種に

関する詳細説明は、一般資料[9,および 10]またはインターネット[13 および 14]といった情報源

で参照が可能である。冷蔵または冷凍された貨物の輸送用として建造された船舶は

「冷凍船」としてまとめた。 
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標準的な貨物船の DWT 

図 2-6 主要な貨物船船種別の DWT 
（Lloyd’s Register – Fairplay） 

グラフの両端はこの調査で用いた船舶の大きさの大小カテゴリの平均 DWT を表わす。 
個々の船舶の最大、最小ではない。個々の最大最小の幅はもっと広い。 

 
 

 

船種別船 推移（DWT） 腹

 
図 2-7 主要船種別船腹推移（1980 - 2008）（百万 dwt） 

（UNTACD 2008） 
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図 2-8 船舶数による船腹推移（1960 – 2007） 
（Lloyd’s Register – Fairplay） 

 
 

表 2-2 この調査の排出インベントリで用いた船舶分類の定義 
 

原油タンカー 原油運搬用のタンカーを包含する分類 

プロダクトタンカ

ー 

種々の石油精製品を運搬するタンカー 

ケミカルタンカー 種々の化学工業品を運搬するタンカー 

LPG タンカー 液化石油ガス及び時としてアンモニアのような他の製品を運搬する専用タンカー 

LNG タンカー 液化天然ガスを運搬する専用タンカー 

その他のタンカー 燃料輸送タンカー、あるいはオレンジジュース、ビチュメン、ワイン、水などの特定

の液体製品を運搬するタンカー 

バラ積み貨物船 穀物、鉄鉱石、石炭などのバラ荷を運搬するよう設計された船舶 

一般貨物船 小型単倉船から最新式の多目的船まで幅広い範囲の貨物船を包含する分類。コンテナ

やバラ荷を運搬するよう設計された船舶も含まれる。これらの船舶の大部分は専用の

楊重機を装備している。 

その他のドライ貨物船 冷凍貨物船あるいは特別のドライ貨物運搬船 

コンテナ船 コンテナに収められた貨物のみを運搬するよう設計された純然たるコンテナ船。すな

わちデッキ上およびデッキ下の両スペースともにコンテナを運ぶよう設計されたフ

ルセルラー船 

車輛運搬船 （新しい）車、トラック、時には車輪が付いた特殊貨物を運搬するよう設計された船

舶 

貨物船 

Ro-ro 船 貨物を車輌に乗せ、運転して積荷・揚荷をおこなう船舶 

船舶数による船腹推移 
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フェリー 車と乗客を定期的に運搬する船舶。夜間フェリーも含む 

クルーズ 娯楽目的の航海で乗客を載せる船舶。 

ヨット 大型の娯楽用船舶。 

オフショア船 各種のプラットフォームサプライ船及びオフショアサポート船が含まれる。ドリリン

グリグはこの数値に含まない。 

サービス船 タグボートが主であるが、それ以外の作業船、浚渫船、観測船なども含まれる 

その他 

漁船 漁類捕獲用の船 

 
 

2.18 Lloyd’s Register - Fairplay による世界船腹の船齢プロフィールを図 2-9 に示す。それ

によると船舶数でみると世界船腹の約半数が船齢 20 年以上となっている（1987 年以

前の建造）。船舶数でなく GT でみると、船齢 20 年以上のものが 25％に過ぎない（図

2-10 参照）。GT では船腹の約半数が船齢 10 年以内である。すなわち、建造後一定の

年数を経過した多数の小型船が就航中であることを示す。ただしこれら小型船が業界

全体の輸送能力に占める比率は小さい。 
 

 

世界船腹船齢プロフィール 

図 2-9 世界船腹船齢プロフィール 
（Lloyd’s Register - Fairplay、2007） 

 
 

2.19 ドライ及びウェットバルク船（タンカー及びドライバルク船）の現状の船腹と発注量

の比較（DWT）を図 2-11 に示す。2009 年の世界金融危機も一因となり、この内かな

りの数の船舶が建造されない可能性が高いと思われる。 
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世界船腹船齢プロフィール（GT） 

 
図 2-10 世界船腹船齢プロフィール（GT） 
（Lloyd’s Register - Faieplay、2007） 

 
 

ドライ及びウェットバルク船腹プロフィール 

 

図 2-11 ドライ及びウェットバルク船腹推移及び発注量 
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（Fearnleys、2008/8、Lloyd’s Register - Faieplay） 
世界船腹の船籍及び船主構成 
 
2.20 海運産業の国際性という特性によって、その支配構造及びそのメカニズムが複雑であ

る。全ての船舶がどこか 1 つの国に船籍登録されるが、海運業の所有権の構成が多様

なために、その船舶の利権を管理する「本籍国」を特定するのは必ずしも容易でない。

例えば持ち株会社が、国籍が異なる多数の個人によって所有されるケースがあれば、

ある企業が第三国の企業の株式に対して 100％に近い株を保有するケースもある。こ

のような困難さにもかかわらず、船舶の利権を支配する「本籍国」に関する統計が

UNCTD[2]によって提供されている。ここで鍵となるいくつかの実態と数値を示し、さ

らに貿易量との関係についても考える。 
 
2.21 DWT による船籍国トップ 10 を表 2-3 に示す。加えてそれらの国の船舶数、世界総

DWT に占めるシェア、DWT 成長率も示した。上位 10 カ国で世界の総 DWT の約 69％
を支配している。 

 
表 2-3 船籍国トップ 10（UNCTAD、2008） 

 
 

2.22 外国船籍で登録される船舶が増加する傾向が長年にわたり続いた。UNCTAD[2]によれ

ば、外国船籍船の比率は 1989 年の 41.50％から 2007 年の 66.35％に増加した。ただ

し、ごく微小ではあるが 2006 年から 2007 年への減少は、その傾向が飽和点に達し

たシグナルといえる。ノルウェー国際船籍のような第二船籍やオランダ領アンティル

船籍で登録される船舶を含めると、外国船籍船の比率は DWT 比で世界船腹の 71％以

上を占める[2]。 
 
2.23 表 2-4 は 2008 年 1 月時点の支配国∗のトップ 10 を示したものである。上位 10 カ国で

世界の総船腹DWTの 70.2％を支配している。併せて 2007 年から 2008 年のDWT成長

                                                  
∗ UNCTAD 及び Lloyd’s Register - Faieplay の定義によると、支配国とは実質的な利権支配権を持った所有

権者の国をいう。海運界ではこれが明確に区別されていない場合がある。 
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率及び 2008 年時点の自国船籍中の支配率（DWT比）も示した。 
表 2-4 利権支配者の本籍国トップ 10（UNCTAD、2008） 

 

 
表 2-5 貿易国トップ 15 及びその船腹量並びに所有権プロフィール 

（UNCTAD、2008） 
貿易量は 2007 年データ、船腹量は 2008 年データ 

 

 
2.24 海運業が抱える国際性という特性を簡単に説明するため、表 2-5 に貿易国の上位 15

カ国及びそれらの船腹と所有権のプロフィールを示した。貿易国トップ 15 は取扱額

において世界貿易の 65％を占め、その船腹所有権比率は世界船腹総 DWT の 54％に

及ぶことがわかる。しかしながら、その船籍比率は世界船腹総 DWT の 19％に過ぎな

い。 
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2.25 さらに表 2-5 を表 2-4 と比較した場合、パナマ、リベリア、バハマなどの主要船籍国

は、支配国及び貿易国ともに上位に登場しない。例外は株式支配権に関するギリシャ

であり、ギリシャ支配下 DWT の 31％が自国船籍である。一般的に船主が外国船籍を

取得する動機として、優遇税制、有利な船舶融資条件、外国船員の雇用のしやすさな

どが挙げられる。これらは海運では普通の行為であり、海運業の国際的な仕組みを如

実に物語るものである。 
 

海運の規制 
 

2.26 国際海運などの海事活動は、国際的な海洋法と特定国の法律が混在しながら規制を受

ける。国連海洋法条約（UNCLOS）が国際海事法の基礎となる。UNCLOS は、いか

なる統治国も船舶登録制度を設けて旗国になることを保証し、船舶には領海及び経済

水域を越えて航行する権利を与えている。UNCLOS のような国際法は、国家間の問題

を規制するが、個々の船舶に直接適用されることは無い[10]。 
 
2.27 船舶は登録された国すなわち旗国の適用法および規則の規制を受ける。船籍登録の条

件として、個別の登録基準を充たすことを要求される国もある。そのような個別の登

録基準には、船舶がその領土内で建造されること、船舶の所有企業がその国で登録さ

れていること、船主がその国の市民権を得ていること、などがある。また船籍登録に

殆どあるいは全く制約をつけない国もあり、それらを総称して「自由置籍国」と呼ぶ。

船舶が国際海運に従事する、すなわち他国の領海あるいは国際水域に入る場合、その

旗国はその船舶が旗国の加盟する国際条約及び協定を遵守することを保証する義務

を負う。 
 
2.28 沿岸国の管轄水域内では、地域及び当該国の法規が適用される。一般的にそのような

国家法規は船舶の航行に対して法的な境界を定める。なぜなら UNCLOS によって規

定された無害通航の条項には次の内容が示されているからだ。すなわち、通常受け入

れられる国際規則あるいは標準を実施しない限りは、ある国の法や規則は外国船の設

計、建造、人員、設備には適用されない。 
 
2.29 図 2-12 は、海運業の関係者の全体観を示すとともに、法体系の執行の観点から個々

の関係者の役割を説明したものである。国際海運に関する今日の法体系は、国際海事

機関（IMO）が制定した 50 の協定・協約と国際労働機関（ILO）が制定した船員のた

めの関連法的措置で構成され、IMO が制定した協定・協約のうち 41 が効力を持って

いる。国際法を国の法令に置き換えそれを実施するのは協定加盟国の責任である。図

2-12 の右側は船主周辺の利害関係者を表わし、それには、船舶に融資する銀行、船舶

に保険をかける保険会社、船舶の商業行為や日常業務にかかわる会社（運航会社、管

理会社）などが含まれる。 
 
2.30 国際海事機関（IMO）は「国際貿易に従事する海運に影響するすべての種類の技術的

事項に関する政府の規則及び慣行について、政府間の協力のための機構となり、また、

海上の安全、効率的な船舶航行、船舶による海洋汚染の防止に関し最も有効な標準の
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採用勧告等をおこなう」ことを目的として設立された[11]。IMO はこの目的に関連する

行政上の問題及び法的な問題を処理する権限を与えられている。 
 

 
図 2-12 海運業の法体系に登場する関係者[15] 

 
 

2.31 IMOの役割はそもそも法律の制定であり、実施は条約加盟国（旗国）の責任である。

IMO加盟国によって取り決めた法律を批准するかどうかは各政府機関が決定する。政

府がIMOのある協定を批准した場合、その政府はそれに含まれる規則を自国の法令に

反映させることに事実上合意したことになる。そして必要に応じて船級協会に検査活

動を委託し、船級協会が旗国を代行して役目を果たす。船級協会は海運の技術に関す

る事項を扱う法人であり、旗国の代行として検査を実施する場合もある。この場合、

船級協会はしばしば「認定機関」（recognized organization: RO）と呼ばれる∗。船舶

は通常船級規則に則って建造されるので、船級協会は船舶の建造に対して重要な役割

を果たす。 
 
2.32 各協定には、発効前に満足すべき条件を規定した条項が含まれる。代表的な発効要件

として、ある国数以上、GT で世界船腹のある比率以上の国が合意に批准することな

どが挙げられる。ある IMO 措置が発効された場合は、一般的には国際規則あるいは国

際標準が受け入れられたと考えられ、無害通航中の外国船の設計、建造、配乗、設備

機器に適用する規則が UNCLOS によって禁止されることはない。 
 
2.33 ある IMO 法律文書が発効となった場合、それを批准した国は、それを自国籍船のみな

らず、旗国を問わず全ての船舶に適用することができる。そのため、IMO 規則を批准

した国の司法権下にある港あるいは海域に立ち入ることを希望する船舶は、旗国にか

かわらず、その協定に従わなければならない。これは通例として「非差別適用」の原

則と呼ばれる重要な原則である。この原則は、港に寄港する全ての船舶に対しその旗

                                                  
∗ IMO 決議 A.739(18)「政府に代わって活動する組織への権限付与に対する指針」並びに MSC.208(81)に

おける修正及び決議 A.789(19)「政府機関に代わって活動する認定組織の検査に関する仕様書及び認定機

能」を参照。 
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国にかかわらず一定の方法で適用標準を強制する寄港国にもあてはまる。 
 
2.34 この原則及び国際性という海運特有の特性のために、ある IMO 規則が一旦効力を発揮

すると、船籍にかかわらず事実上ほとんどの船舶に影響が及ぶ。一方で、ある船舶が

問題になっている協定を批准した国の領海外のみを航行する場合、その船舶に発効済

みの IMO 規定の不遵守をやめさせる上での法的な障害は何もない。 
 
2.35 旗国は自国籍船舶に対する法律の制定と実施の責任を負う。また IMO の重要度の高い

技術協約には、船舶が外国の港に寄港する際に、IMO 要件を満たすことを保証するた

め検査を受けさせることができるという条項が含まれる。これは「寄港国検査」（Port 
State Control: PSC）と呼ばれる。そして PSC で基準に適合しなかった船舶を修理の

完了まで拘留することが可能で、修理完了後にその船舶は解放される。PSC 検査が円

滑にそして協力的に実施できるように、多くの国が了解覚書（MOU）を交わしていく

つかのグループを編成し地域的な PSC 体制に加入する。現状では以下のように 9 グ

ループの寄港国検査体制があり、ほとんどの沿岸国が含まれる。 
 

.1 ヨーロッパ・北大西洋（パリ MOU）、1982 年調印 

.2 アジア・太平洋（東京 MOU）、1993 年調印 

.3 ラテンアメリカ（ヴィニャデルマール合意）、1992 年調印 

.4 カリブ海（カリブ海 MOU）、1996 年調印 

.5 西・中央アフリカ（ アブジャ MOU）、1999 年調印 

.6 黒海（黒海 MOU）、2000 年調印 

.7 地中海（地中海 MOU）、1997 年調印 

.8 インド洋（インド洋 MOU）、1998 年調印 

.9 アラブ湾岸諸国（リヤド MOU）、2004 年調印 
 

2.36 さらに米国沿岸警備隊（USCG）が外国船舶の検査サービス体制を確立した。これは

MOU の一部ではないが、PSC 体制相互の発展と調和に向けた取り組みの一環である。 
 
2.37 PSC 当局者が実施する検査に加えて、海運業もタンカーとドライバルク船を主体に確

認検査を実施する。この確認検査はスキームに応じて荷主関係者あるいは船主が実施

する。 
 
気候変動に関する国連枠組み条約、京都議定書と海運業 
 
2.38 気候変動に関する国連枠組み条約（UNFCCC）は 1992 年に調印され、1994 年に発効、

2009 年３月時点で 192 カ国が加盟している[16]。この条約の下で加盟国が集まってデ

ータを共有しながら排出問題に取り組む国家戦略を発表し、気候変動への対応のため

協力する。1997 年 12 月には京都議定書が採択され、2005 年 2 月に発効、2009 年 3
月時点で 184 加盟国が議定書を批准した。 

 
2.39 国連の条約は排出削減のコミットメントはしないが、京都議定書が Annex I 締約国に

対して拘束力のある目標を設定する。締約国は 6 種の温室効果ガスの総排出量を 2008
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年から 2012 年の間に 1990 年レベルの平均 5.2％を削減することに同意した。実行過

程で京都議定書は、(1) 排出量取引、(2) クリーン開発メカニズム（CDM）、(3) 共同

実施（JI）メカニズム、のような排出削減メカニズムを提供する。共同実施によって、

該当国は排出削減あるいは排出吸収プロジェクトからの排出削減ユニットを獲得で

きる。一方 CDM では、先進国が途上国の排出削減プロジェクトに対して認証排出削

減量（CER）を獲得できる。 
 

2.40 航空輸送及び海上輸送による排出は UNFCCC の課題の一つであるが、京都議定書の

対象外である。京都議定書第 2 条 2 には以下の記述がある。 
 
Annex I 締約国は、国際民間航空機関及び国際海事機関での活動を通して、モント

リオール議定書で規制されない航空機用及び舶用燃料油からの温室効果ガス排出

の抑制または削減に努力するものとする。 
 

2.41 IMO 内で議論の的となっているのは、京都議定書第 2 条 2 の言い回しをどのように解

釈するか、及び UNFCCC の下で合意された「共通だが差異ある責任」という原則を、

それ以前からある IMO の基本原則「非差別適用」を差し置いて国際海運の GHG 排出

削減対策に適用すべきかどうかという点である。 
 
2.42 さらに分かりやすく言えば「共通だが差異ある責任」の原則とは、温室効果ガス排出

削減のような地球環境問題への取り組みにおける先進国と途上国間の分担に差を付

けることを指すものと認識される。この原則は UNFCC 条約第 3 条 1 には次のように

記載されている[16]。 
 
締約国は、公平の原則に基づき、さらに共通だが差異ある責任ならびに各国の能

力に応じ、人間の現在及び将来世代のために気候系を保護しなければならない。

従って先進締約国は率先して気候変動及びその悪影響の防止に努めなければなら

ない。 
 

2.43 IMO での議論[17]を経て多くの国が、IMO によって採択されたすべての GHG 排出削減

対策が「共通だが差異ある責任」の原則に従い UNFCCC 及び京都議定書の Annex I
締約国にのみ適用されるべきである、との見解を持つに至った。代表団の中には、国

際海運に係る GHG 排出量の削減は先進国の自主的な活動に委ねるべきだとの見解を

持っていたところもあった。 
 
2.44 IMOの法律問題分科会の法的な助言が報告書MEPC 58/4/20で明確に指摘するように、

国際海運による GHG 排出量の削減に関して、京都議定書と IMO の規定条項の間には

条約として法的な矛盾点になりそうなものはない。 
 

2.45 また、船舶による汚染からの海洋及び大気の環境保護、あるいは船舶の安全に関して

は IMO が地球全体の負託を受けたのだから、GHG 排出に関する IMO の規制枠組は船

籍に関係なくすべての船舶に適用されるべきとの見解を表明した代表団もあった。 
 

 P 35 / 231 
 



MEPC 59/INF.10 
ANNEX 

2.46 先に示したように、船舶運航をとりまく船舶の所有並びに管理の連鎖にはさまざまな

国に本拠を置く多数の関係者が係っている。加えて耐用期間内に何度も船籍が管轄間

を移動する場合もある。国際貿易に従事する商船の世界船腹の約 3/4（DWT 比）が途

上国（京都議定書の非 Annex I 国）で登録され、世界船腹の大きな部分を占めること

は注目に値する。残りの部分すなわち世界船腹の 1/4 のみへの適用であれば、どのよ

うな規制機関にとっても効果は薄い。 
 

2.47 IMO には、IMO 条約自身によって、あるいは UNCLOS によって地球全体の負託が与

えられているが、規制をその船籍に応じて選択的に適用するという優遇措置は、現存

の 50 の IMO 条約条文のどこにもない。一方モントリオール議定書（オゾン層破壊物

質に関する）のように差異ある対応を認めた国際的な環境合意もある。しかし同じ問

題を扱う場合に IMO が差異ある対応の原則を船舶に適用したことはない。 
 

参照文献 
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第 3 章 1990 年から 2007 年までの、海運からのGHG排出量 
 
排出量推定方法の概要 
 
3.1 今回の調査報告では国際海運による現状の排出量を算定した。「国際海運」の定義は

IPCC ガイドライン、すなわち「船籍にかかわらず異なる国の港間の海運」に準じた。

国際海運には軍艦及び漁船は含まない。この定義によれば、同一船舶が「国際海運」

と「国内海運」の両方に従事することが頻繁に起こり得る。国内海運及び漁船を含む

すべての排出量についてもこの調査報告で算定した。海軍の活動による排出量は含ま

ない。 
 
3.2 この調査報告は、UNFCCC プロセスの対象となる温室効果ガス（CO2、CH4、N2O、

HFCs、PFCs、SF6）及び付託条項の中で定義されたその他の関連物質（NOx、NMVOC、

CO、PM、SOx）を取り上げる。船舶からの排出は、以下のように分類される： 
 

.1  排ガスからの排出 

.2  貨物からの排出 

.3  冷媒からの排出 

.4  その他からの排出 
 

3.3 この調査報告の対象となる排ガスからの排出は、主エンジン、補助エンジン及びボイ

ラによって排出される。焼却炉の排ガスからの排出は僅かとみなされ、対象としない。

冷媒は、主として貨物並びに食料の冷凍冷蔵庫及び空調機で使用され、航海中あるい

は冷蔵設備並びに空調機のメンテナンス中に発生する漏れによって大気中に排出さ

れる。冷媒ガスは、スクラップ化の過程でも放出される可能性があるが、スクラップ

作業による冷媒からの排出は通常、船舶をスクラップにする国に計上される。スクラ

ップ作業に起因するその他の排出もこの調査には含まない。貨物からの排出には、冷

蔵コンテナ並びにトラックからの冷媒の漏れ、液体貨物からの揮発性化合物（CH4、

NMVOC 類）の放出が含まれる。その他からの排出は、消火設備の試験並びにメンテ

ナンスからの排出などさまざまな発生源から生まれるが、大きな意味を持つとは考え

られず、ここでは詳細の検討は省いた。 
 
3.4 この調査報告では、排ガスからの排出について詳細な計算をおこなった。貨物からの

排出、冷媒からの排出、その他からの排出は既存の調査データを利用して推定した。 
 

3.5 排ガス中に含まれる GHG 及び汚染物質の排出量の算定には、対象とする排ガス成分

ごとの燃料基準排出係数の決定と燃料消費インベントリの作成が必要である。燃料基

準排出係数は、消費燃料から、燃焼プロセスに由来する排出量への換算値である。燃

料消費量と排出係数とを掛け合わせることによって排出量が求められる。 
 

3.6 ベースとなる排出インベントリを決められた基準通りに作成するため、IPCC 及び

UNECE/EMEP CORINAIR プログラムによって定められたデフォルト排出係数を使

用した。ただし、MARPOL Annex VI の第 13 規則の NOx 排出基準によってもっと詳
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細な計算が必要となった NOxは例外とする。この排出インベントリ作成指針に従い、

排ガスからの汚染物質として次の物質を検討対象とした。すなわち NOx、SO2、PM10、

CO、CO2、N2O、CH4、NMVOC である。 
 

3.7 本調査報告で提示する排ガスからの排出インベントリは、100 GT を超える全ての船

舶に搭載された主エンジン、補助エンジン、ボイラの排ガスを対象とした。ここでは

二通りのインベントリを提示する。 
 

.1  全ての排出インベントリ。国内海運及び漁業による排出も含む。 

.2  国際海運による排出インベントリ。国内海運及び漁業は除く。 
 

3.8 まず 2007 年の排出インベントリを作成し、次いで、1990 年から 2007 年までの間の

海運からの排出量は Fearnreserch の集計による海上貿易量データに比例するものと

して計算した（第 2 章 図 2-3 を参照）。 
 
1990 年から 2007 年までの燃料消費量の推定 
 
3.9 船舶の燃料消費量は、2007 年については二通りの手法を用いて推定した。 
 

.1  活動量基準（ボトムアップ手法） 

.2  燃料統計基準（トップダウン手法） 
 
3.10 国際海運と全海運による 2007 年の燃料消費量の推定値を納得性のあるものとするた

め、二通りの方法による予測結果を比較し考察した。この章では、1990 年から 2007
年までの燃料消費量の算定方法を要約して説明する。詳細は Appendix 1 を参照され

たい。 
 
3.11 活動量基準による算定方法では、船舶カテゴリごとにその燃料消費量を求めた。ある

船舶カテゴリの主エンジン（ME）の燃料消費量を算定する場合、まずカテゴリの「船

舶数」と「主エンジンの平均出力」とを掛け合わせてカテゴリの「搭載出力」（kW）

を求める。次いで、その「搭載出力」にカテゴリ別の「主エンジン稼働時間」と「平

均エンジン負荷係数」の予測値を掛けて年間の「出力量」（kW・h）を求める。最後

に、その「出力量」にそのカテゴリのエンジン固有の「燃料消費率（g/kW・h）」を

掛けることによってカテゴリの「燃料消費量」が求められる。ある船舶カテゴリの燃

料消費量の算定プロセスを図 3-1 に示す。補助エンジンの燃料消費量の算定にも同じ

方法を適用した。ボイラに関しては、加熱が必要な貨物の運搬頻度、載荷航海の距離

と回数、蒸気ボイラの加熱に必要な 1 日当たりの燃料消費量、などの前提を基にタン

カーに対してその燃料消費量を計算した。 
 

 
図 3-1 活動基準法による燃料消費量の計算プロセス 
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3.12 この種の推定には相当数のデータを必要とするが、今回のようなレベルの分析をおこ

なう場合、個々の船舶からこれらデータの全てが入手できるとは限らない。主たる入

力データの確かさ・不確かさに関するコメントは、表 3-1 及び表 3-2 を参照されたい。 

3.13 燃料に関する統計は、対象範囲、報告の一貫性、国や地域による精度のばらつきとい

った点で限界があり、このため燃料統計には誤差及び過小評価のリスクがある。これ

までの各推定結果の差によっても実証されるように、一般的に燃料消費量の推定には

相当程度の不確かさを伴う（Corbett と Kohler, 2003[1]、Eyring 他, 2005[3]、Endresen
他, 2003, 2007[5, 6]、Gunner, 2007[8]、OLiver 他, 2001[11]、Skjolsvik 他, 2000[12]、
Corbett と Fishbeck, 1997[15]）。統計を基にした燃料消費量推定値、今回の検討結果、

既存の報告を合わせて図 3-2 に示す。Appendix 1 で説明するように、比較を可能とす

るための修正が加えてある。 

 

図 3-2 活動基準の推定法及び統計データによる世界船腹の燃料消費量（軍艦を除く） 

波線は、推定点を起点として貨物量のトン・マイル値の時間発展法によって求めた過去および将

来の推移予測を示す。 
青四角は本調査の活動基準による推定結果を示し、青い縦棒が上下の推定限界を示す。 

ここで、各シンボルは、年ごとのオリジナルの推定点を示し、実線がその推移を示す。 
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表 3-1 主エンジン燃料消費量算定の信頼性及び不確かさ 
 

入力 情報源 信頼性 備考 
カテゴリ別船

舶数 
Fairplay データベース 非常に高いとの定評あ

り 
登録船の精度が高い。全船が活発に稼動しているか、あるいはカテゴ

リによっては係船しているか不確かさがある。 
主エンジンの

平均出力 
Fairplay データベース 非常に高いとの定評あ

り 
高精度と思われる。 

主エンジンの

平均稼働日数 
AIS データから計算。ただし

AIS データが少ない船種を除

く。 

中位のレベル。不確かと

まではいかない。 
精度は AIS の情報収集システムの精度に依存する。すなわち AIS ネッ

トワーク内の港間を航行する船舶比率、船の動きに関する仮定、デー

タのカットオフ及びフィルタリング、平均非稼動率/係船率、港間距離

の計算、船舶設計速力などによる。 
主エンジンの

平均負荷 
AIS の平均速度と Fairplay設計

速力データからデフォルト速

力を求めた。他のデータあるい

は個別条件の方がより適正と

思われる場合はデフォルト値

を置き換えた。 

中位のレベル。不確かさ

に間接的に影響 
計算は、拡大 Lloyd’s データベースの設計速力データ及び AIS の航行

速力推定誤差に敏感である。さらに船が空荷または軽荷の場合はエン

ジン負荷が過大に推定される。他のデータと比較して計算結果が実情

にそぐわないと思われる場合は、専門家の判断で修正する。 

平均非稼動日

数あるいは係

船日数 

仮定 中位のレベル。主エンジ

ンの稼動日数に影響 
全ての船舶に対して有効暦日は 355 日と仮定（平均して年間 10 日が

非稼動） 

AIS 観測点間の

距離計算 
AIS 座標に基づいて計算 中位あのレベル AIS 平均速力の計算に使用。AIS 受信点間の最短ルート内に陸地があ

る場合に精度に影響が出る。他のデータと比較して計算結果が実情に

そぐわないと思われる場合は、専門家の判断で修正する。 
船舶設計速力 拡大 Fairplay データベース 中位のレベル 「通常」と「低速」（異常）航海の間のカットオフを決定するために

使用。海上の出力係数(power factor)の推定にも使用 
主エンジンの

平均 SFOC 
幅広い試験台データ及びその

他のデータから推定 
高いとの定評あり エンジンによるばらつきがあるが、平均値は比較的高い精度を持つも

のと思われる。 
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表 3-2 補助エンジン燃料消費量計算の信頼性及び不確かさ 
 

入力 情報源 信頼性 備考 
カテゴリ別船

舶数 
Fairplay データベース 非常に高いとの定評あ

り 
登録船の精度が高い。全船が活発に稼動しているか、あるいはカテゴ

リによっては係船しているか不確かさがある。 
補助エンジン

の平均サイズ 
拡大 Fairplay データベース 高い。但し、データギャ

ップあり。 
主エンジンに比べると精度は幾分落ちる。しかし比較的高精度が期待

される 
補助エンジン

の平均稼働日

数 

専門家の判断および運航者と

相談 
中位のレベル。船舶の稼

働日数と補助エンジン

の需要による。 

船舶の出力需要および運航状況の変動のため評価は難しい。信頼性は

中位のレベルだが、トータルインベントリに与える影響は小さい。 

補助エンジン

の平均負荷 
専門家の判断および運航者と

相談 
中位のレベル。船舶の運

航状況及び出力需要に

よる。 

船舶の出力需要および運航状況によって変動するため評価が難しい。 

補助エンジン

の平均 SFOC 
幅広い試験台データ及びその

他の測定データから推定 
高い。運航者、建造メー

カからの定評がある 
エンジンによるばらつきがあるが、平均値は比較的高い精度を持つと

期待される。 
 
 
蒸気ボイラの燃料消費量推定の信頼性は中位の部類に入るが、全体のインベントリにはほとんど影響しない。
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3.14 活動基準による推定では、いずれの推定も燃料統計の値より高い燃料消費量を予測

する。これらの活動基準による推定は、多くの入力データと前提条件を共有するた

め、それぞれが完全に独立しているとはいえない。一方、統計データには明らかな

誤差が含まれ、データ間の一貫性に欠ける場合も多く、消費量を過小に評価する原

因となる。 
 
3.15 本調査報告の Appendix 1 に詳述する検討の結果、この調査を推進した科学者達の国

際チーム（本調査報告書の序論に名前を載せた）は、船舶による総排出量に関して、

活動基準推定の方が燃料統計よりもより的確な推定値が得られると結論付けた。当

チームは、表 3-3 に示す活動基準推定値であれば、この調査報告の「総意の推定値」

として使用できるとの合意に至った。そして不確かさを定量化するため、別の入力

データを使って上下の推定限界を求めた。活動基準のモデルは、国際海運から国内

海運を分割できない。そのため、国内海運による排出量算定用のバンカー統計から

の数値を、国際海運による排出量の計算にも使用した。チームが合意した上下推定

限界は中央値である総意の推定値からは、約 20％の上下幅がある。ここで、この限

界は、不確かな入力データによって出力される可能性がある結果の全範囲を表わす

ものではなく、入手可能データで裏付けが可能と思われる範囲を示すものである。

表 3-4 は、燃料種別及び燃焼源別の燃料消費量を示す。残留燃料と留出燃料間の比率

は、活動基準のモデル中で燃料種別の前提条件を合わせ込むために使うもので、実

際には燃料統計に基づくものである。表 3-5 は、1990 年から 2007 年までの燃料消

費量の推移を予測したものであり、海上貿易量に関する Fearnly のデータを使って

2007 の推定値を起点にしてさかのぼって計算した。 
 
 

表 3-3 2007 年の燃料消費量の「総意の推定値」（百万トン） 
 Low bound Consensus High bound 

Total fuel consumption4
 279 333 400 

International shipping5
 223 277 344 

 
 

表 3-4 燃料種別及び燃焼源別の 2007 年の燃料消費量（百万トン） 

 
 
 

                                                  
4 この推定は 100GT を超える全ての船舶を対象とし、軍艦は含まない。国内海運及び漁船は含む。 
5 国内海運、漁船、軍艦は含まず。 
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表 3-5 1990 年から 2007 年までの燃料消費量（百万トン） 

 

 
排ガスの燃料基準排出係数 

 
3.16 燃料基準排出係数は、燃料消費量に基づいて排出量を計算するために使われる換算値

である。所定の基準に沿ってベースの排出インベントリを作成するため、IPCC 及び

UNECE/EMEP CORINAIR プログラムによって準備されたデフォルト排出係数を使

用した。ただし、IMO NOx 規制によって特殊な計算が必要となった NOx は例外とし

た。1990 年から 2007 年までのインベントリに使用した排出係数を表 3-6 に示す。

NOxに対しては 3 種類の排出係数が示された。 
 

.1 規制を受けないエンジンの排出係数（Tier 0、2000/1/1 以前のもの） 

.2 Tier 1 NOx規制を受けるエンジンの排出係数（2000/1/1 以後のもの） 

.3 2007 年の計算に使う船腹加重平均された排出係数 
 
3.17 2007 年の排出係数を決定するための重み付けは、2000 年 1 月 1 日以後に搭載された

世界船腹のトータル出力比率に基づいておこなった。この 40.4％という数値は、

Lloyd’s Register - Fairplay データベースによるものである。ボイラ内の燃焼は、ディ

ーゼルエンジン中の燃焼とまったく異なり、連続的でかつ低圧で起こる。ボイラは単

位燃料当たりの NOx 発生が非常に少ない。ボイラの排出係数は IPCC あるいは

CORINAIR ガイドラインによっては与えられていない。限られた数のデータに基づく

ものではあるが、ボイラからの NOx排出に関して 7 kg/ton という排出係数を選んだ。

NOx 排出係数の詳細のバックデータおよび計算については本報告の 4.5 項から 4.11
項を参照されたい。 
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表 3-6 2007 年インベントリで使用した燃料基準排出係数 

 
* NOx排出係数： 規制無し/IMO NOx規制有り（2007 年平均排出係数） 

 
 

海運からの排ガス排出量（1990 年から 2007 年） 
 

3.18 3.9 項から 3.15 項までの燃料推定消費量及び 3.16, 3.17 項の燃料基準排出係数を使っ

て、排ガスからの排出量を掛け算によって求めることができる。全ての海運による排

出量及び国際海運による排出量の計算結果を表 3-7 及び表 3-8 に示す。これらの予測

は、燃料消費量の総意の推定値に基づくものである。海運による燃料消費量の推定の

不確かさは、排出量の推定に持ち越され、限界範囲は約±20％である。図 3-3 は船舶

分類ごとの燃料消費量を示すものであるが、同時にある程度までは各排出量を示すも

のでもある。 
 

表 3-7 全ての海運からの排ガス排出量（1990 年－2007 年）（百万トン） 

 

燃料消費量の推定に起因する各排出量の不確かさ：±20％ 
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表 3-8 国際海運からの排ガス排出量（1990 年－2007 年）（百万トン） 

 

燃料消費量の推定に起因する各排出量の不確かさ：±20％ 
 
 

船舶カテゴリ別の燃料消費量 

 
図 3-3 主要船舶カテゴリ別及び仮定された運航形態別の燃料消費量 

（沿岸海運は、主に 15000 dwt 未満の船舶、大型フェリー、クルーザ、内航船、漁船によるものを指す） 
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海運からの冷媒の排出 
 
3.19 冷媒は、熱サイクル中で使用されるときに、気体から液体あるいはその逆の相転移を

する化合物である。船舶における冷媒の二つの主用途は、貨物と食糧の冷凍冷蔵及び

空調機での使用である。船内で使われる代表的な冷媒は以下のとおり： 
 

.1 HFCs（ハイドロフルオロカーボン） 

.2 CFCs（クロロフルオロカーボン） 

.3 HCFC-22（ジフルオロクロロメタン）（CFC の一つでもある） 

.4 R717（アンモニア） 
 
3.20 HCFC-22 及び CFC 類は、オゾン層破壊の一因である。MARPOL Annex VI の規則 12

は、これら物質及びその他オゾン層破壊物質の意図的な排出を禁止する。規則 12 は、

HCFC 類が 2020 年 1 月 1 日まで許可されるのを除いて、オゾン破壊物質を使用する

設備の新設を禁止する。HCFC-22、HFC、CFC は強いオゾン破壊性を有するのみな

らず、地球温暖化を引き起こす可能性も高い。 
 
3.21 冷媒は運転中、あるいはメンテナンス作業に伴う漏れによって放出される。装置の解

体時にも冷媒ガスが放出される可能性がある。国際海運による冷媒放出は、以下の 3
つの発生源に起因する。 

 
.1 冷凍船の冷凍設備 
.2 船舶型式に限らず、空調設備及び食糧の冷凍設備等、 
.3 船上輸送される冷凍コンテナ 

 
3.22 船舶からの冷媒放出に関する最も包括的で至近の見直し作業は、国連環境計画

（UNEP）の 2006 年アセスメント報告である。この報告は、UNEP の冷凍・空調・

ヒートポンプ技術選択委員会（RTOC）によって作成された[33]。以下のセクション

は、主としてこの報告に基づく。 
 
冷凍船 
 
3.23 冷凍船の約 90％が未だに HCFC-22 を使用する。しかし冷凍船の約 10％の冷凍シス

テムは、HFC-134a（主に）、R404A 及び R407C あるいは R410A のような HFC 類に

よって運転され、そのほとんどが 500 kg から 1000 kg の冷媒を充填する間接システ

ムによるものである。HFC-23 が冷凍庫に使われる場合もある。1993 年以降、新造船

において R717 システムが増加してきた。旧式システムからの放出率が依然として高

く、年間 20％と推定されるが、初期充填量が少ない間接システムからは年間 5％から

10％の放出に抑えられる[33]。 
 
コンテナ 
 
3.24 コンテナに冷凍品を収納した船上輸送が近年急速に増加している。2005 年の冷凍コ

46/231 



MEPC 59/INF.10 
ANNEX 

 
 

ンテナ船腹は、約 750,000 ユニットで 1,270,000 TEU に相当する。これらのコンテ

ナは船上及び陸上で使用される。現状でも HCFC-22 を使うシステムが 50,000 ユニッ

ト使われているが、HCFC-22 システムは、新規には造られていない。約 700,000 ユ

ニットが HFC-134a を使用し、ごく一部に R404A を使用するものもある。コンテナ

全体からの推定放出量を表 3-9 に示す。このうち船上で発生する放出量については分

かっていない。 
 
空調システム及び冷凍システム 
 
3.25 ほとんどすべての商船に食糧庫用の冷凍設備と船内空調設備が装備される。船腹の

70％から 80％が未だ冷媒として HCFC を使用し、残りは HFC 類を使用する。R717
及び R717/R744 カスケードシステムを使う漁船もあり、CFC ベースのシステムも残

っている。 
 
3.26 HFC-134a、R404A、R507 は市場に出回り入手可能な状況にある。年間の推定リー

ク率は、データソースによって 1％から 100％までばらつく。適切な設備を使用し、

訓練を受けた人が保守管理すれば、海上輸送の過酷な環境においてもリーク率の改善

が可能であるというのが業界の総意である。しかしながら、常に適切な設備が設置さ

れ、正しい保守作業がおこなわれるとは限らない。このようなことは、空調設備や冷

凍設備にもよくあるように、必ずしも絶対的に必要ではないと考えられる設備の場合

に特に多く見受けられる。 
 

3.27 クルーザー業界においては、米国で適用されるさらに厳格な環境規制（EPA 608）の

影響を受けて日常のメンテナンス作業の改善が進み、HFC 冷媒の消費量には明らか

な減少傾向が見られる。さらに冷媒回収装置の販売増や冷凍設備の検査及び修理の需

要増もみられる。運航会社の将来への備えの奨励策として HCFC-22 からオゾンに優

しい HFC 類への転換が進みつつある。 
 

船舶からの冷媒放出量の推定値 
 

3.28 海運及び他の輸送手段による冷媒放出量の推定が、国連環境計画の 2006 アセスメン

ト報告中でおこなわれた。アセスメント結果の一部を表 3-9 及び図 3-4 に示す。この

推定値は 2003 年に関するものである。これら放出量は、活動量よりも構成/構造とよ

り密接に関連する。そのため排ガスからの排出量と同じ方法で将来や過去を予測する

ことはできない。 
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表 3-9 各輸送手段からの冷媒排出量（2003 年）、UNEP [3333] 

 
 
 

各輸送手段からの冷媒排出量 

 

図 3-4 各輸送手段からの冷媒排出量（2003 年）、UNEP [3333] 
 
 

船舶からの非排ガス系 VOCs の排出 
 
3.29 揮発性有機化合物（VOCs）は船舶が運搬する貨物から排出される可能性がある。本

調査報告では、原油の輸送中に発生する CH4及び NMVOC の排出を対象とした。VOC
はプロダクトキャリアからも排出される可能性がある。LNG タンクは、運航中は大

気中との通気がないため、輸送による排出は非常に少ない。 
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3.30 VOCs の排出は、主として積荷中あるいは輸送中に起きる。積荷中に発生する VOC

排出量の一部は、国の排出インベントリにカウントされる場合がある[37]。3.29 項及

び 3.30 項では、利用可能なデータ及び既存の文献を参考にしながら原油の輸送中に

起きる VOCs 排出量を推定する。 
 

貨物の受払量に基づく VOCs 排出量の推定 
 

3.31 エネルギー協会のハイドロカーボン管理委員会 4A（HMC-4A）は、世界中の石油の

海上輸送に関するデータの集計分析をおこなっている。2006 年のデータベースには

海上輸送される原油の世界全体量の 40％に関する詳細の積荷及び揚荷データが含ま

れる。データ集計のまとめが Petroleum Review の 2007 年 10 月号に掲載された[34]。 
 
3.32 そのデータベースからネット標準体積（NSV）の損失分が分かる。これは個々の航海

データから計算されたものである（「船荷証券上の NSV」 – 「揚荷 NSV」）。ここで

NSV とは、堆積物と水分を除いて 60°F に換算した原油の体積である。2006 年の世界

平均の NSV のネットロスは、積荷体積の 0.177％である。この NSV ロスの値は、計

算の元となる原油体積の一般的な測定精度 2％に比べると小さく、さらにいえば NSV
ロスの計算は、多数のサンプル数があって初めて意味あるものになる。2006 年に報

告された NSV ロスの標準偏差は 0.31%である。 
 
3.33 このデータは単に VOCs の放出による体積変化を示すものであり、そこから各段階

（積荷、輸送など）の損失量及び CH4と NMVOCs の比率を特定するのは不可能であ

る。 
 
3.34 VOCs の放出により損失する質量のロスは、NSV で表すロスよりも少し小さい値とな

る。VOC の放出で失われるのは原油の軽質品である。揚荷される原油の平均分子量

は、積荷時の分子量よりも少し大きい。そのため同じ温度では、揚荷される原油の密

度は積荷時よりも少し重い。 
 

3.35 いくつかの事例で計算すると、質量ロスは体積ロスよりも 25％から 40％小さい値と

なる。質量ロスが体積ロスよりも30％少ないと仮定すると、[34]にある0.177％のNSV
ロスは 0.124％の質量ロスに相当する。 

 
3.36 BP の世界エネルギー統計[36]によると、2006 年の原油輸送量は 1,941 百万トンであ

る。そうすると、これによる VOCs（CH4 + NMVOCs）の排出量は～2.4 百万トンに

相当する。 
 

積荷、揚荷時の原油の蒸気圧に基づく推定 
 

3.37 A.P.I. Bulletin No. 2518 で引用されたモデルに積荷・揚荷時の原油の平均蒸気分圧を

入力することによって航海による平均的な VOC 排出ロスを求めるという手法で

VOCs 排出量を推定したデータがある。この試みは、32 隻の船舶から提供を受けたサ
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ンプル及びデータを使用したものである。 
 
3.38 この手法によって、航海による VOC 排出ロスは、積荷された原油の 0.26％であると

推定された[35]。これは[34]で報告された積荷・揚荷時のロスを含む NSV ベースの推

定値の約２倍の量である。以下に述べるようにこの結果に対しても、直接の測定、あ

るいは標準排出係数[6]を使った技術計算からはその妥当性を証明することができな

かった。 
 

VOC/NMVOC 排出の直接測定 
 

3.39 MARINTEK/SINTEF は、20 年間にわたり北海の数カ所の沖合油田でシャトルタンカ

ーへの積荷時に発生する VOCs 排出量の測定を多数実施してきた。これらは船内タン

クから大気中に流出するガスの流量、絶対圧力、温度、組成を直接測定することによ

り排出量を求めた。図 3-5 に約 70 回の排出量測定で求めた VOC 排出係数（貨物の%
で示した VOC 排出量）を示す。うち 2 カ所の油田に対してはそれぞれ約 20 回の測

定を実施した。 
 
3.40 VOCs の排出は、大きくばらついた。測定値が 0.04 質量％から 0.27 質量％まで変動

した。同一油田に対してさえも、VOC ロスで 1:2 の違いがある。おそらく測定項目

のいくつかが同一油田の VOCs 排出量に大きなばらつきを生む要因である。原油の組

成及び温度の差が VOC 排出量のばらつきの大きな影響要因と思われる。また積荷前

の船内タンク中の VOCs 量が相当量違っており、積荷中の VOCs ロスへの影響度が

異なる可能性もある。 
 
 

北海沖合油田での VOC 排出量の測定値 

 

図 3-5 北海での海上積荷中に測定した VOC 排出係数 
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3.41 このような測定によって平均的な VOC ロス係数を求めようとする試みはこれまでな

かった。ただし、これには個々の結果に対するある種の重み付けが必要で、長くて不

確かなプロセスになる。重み付けを無視すると、図 3-5 の値の平均値はおよそ 0.18
質量％になる。たとえ[34]の NSV 法が輸送時及び揚荷時のロスも含むとしても、[34]
のデータベースへの入力データの大部分が陸上中継基地での積荷時のデータである。

にもかかわらずこの測定結果は NSV 法による平均 VOC ロスよりもかなり大きい。 
 
3.42 MARINTEK は、排出ガスの組成を測定しており、それ故に VOC ロスをメタンロスと

メタン以外の VOC（NMVOC）ロスに分割することが可能である。全 VOC ロスに対

するメタンロスの質量比率は、0 から 0.5 までばらつく。0.5 という比率は、原油中

のメタン含有量が通常高いとされる油田からのデータである。大部分の油田にとって、

この比率は 0.02 から 0.10 の間にある。 
 

3.43 図 3-5 に示す測定データのうちいくつかのケースでは、積荷航海中の NMVOC 排出量

も測定された。航海日数は短期間で、概して半日から 4 日間である。積載航行中の

NMVOC 排出量は、原油の組成と温度あるいは海況によって、積荷中の NMVOC 排出

量の 0％から 10％の間を変動した。  
 

標準排出係数に基づく公知の推定法 
 

3.44 Endresen ら[6]は原油の輸送によって生じる VOC 排出量のモデル式を作成した。こ

の研究は、船舶による VOC 排出量の地理的分布を示し、それが第 8 章の気候に対す

る影響の解析に使われた。 
 
3.45 Endresen ら[6]は、積荷、輸送、揚荷中の VOC 排出係数を用い、また輸送パターン

を想定しながら VOCs の排出量と排出場所を推定した。揚荷時及び輸送時の VOC 排

出係数は、「AP-42 排出係数」として知られた US-EPA の排出係数を使った[38]（そ

れぞれ 129 mg/litre と 150 mg/week/litre ）。積荷中の VOC 排出係数は、

EMEP/CORINAIR に提供されたハイドロカーボンの排出データと係数を見直したも

のを用いた（積荷質量の 0.1％）。これらは船舶の主推進エンジンからの VOC 排出量

も含む（燃料トン当たり 0.3 kg のメタン及び 2.4 kg の NMVOC）。 
 

3.46 ある輸送パターンを想定し、彼らは往復航海による VOC 排出量が積載質量の 0.15％
になるとの結論をだした。彼らのシミュレーションモデルによれば、VOC 排出の割

合は、積荷中が 70％、航行中が 27％、揚荷中が 3％である。 
 

原油輸送からの VOCs 排出量の推定 
 

3.47 入手可能なデータを比較検討し、全体排出量を予測するのにもっとも適したデータベ

ースとしてエネルギー協会のデータベースを選択した。CH4 と NMVOC の比率は、

MARINTEK 測定値によるもので、概ね 0.02％から 0.1％の範囲にあった。北海におけ

る MARINTEK のデータは、世界全体の状況を代表するものではないため、この想定

比率は極めて不確かである。算定結果を表 3-10 に示す。 
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表 3-10 原油の輸送による VOC ロス（2006 年） 

 
 

船舶からの 6 フッ化硫黄（SF6）の排出 
 
3.48 6 フッ化硫黄（SF6）は、非常に高い地球温暖化係数（GWP 23,900）を示す合成ガス

である。主な用途は、電力分野における高圧部の絶縁材料及びアーク開閉器媒体であ

る。SF6の主たる使用者は、電力会社、送電会社、一部の大規模な事業用電力利用者

であるが、この SFR は窓の遮音材または油井中のトレーサーとしても使用される[30]。 
 
3.49 6 フッ化硫黄が船上で相当量を使用されることはない。SF6 は、加圧されたガス容器

に入れ分けて搬送される。船舶によって問題になるような量の SF6が排出されるとは

考えられない。 
 

船舶からの PFC の排出 
 

3.50 PFCs は、数千オーダーの地球温暖化係数を有する影響度の高い温室効果ガスである。

化学物質である PFOS（ペルフルオロオクタンスルフォン酸）は、PFCs として総称

される化合物の一つである。PFOS 関連の物質は、その特殊な表面性状を付与する特

性によって 1950 年代以来、工業用あるいは消費者製品での使用と広く利用されてき

た。その用途は、布地や紙製品の処理をはじめ、塗膜関連のそれ以外の分野、すなわ

ちクロムメッキ、油圧作動油（航空機用）、消火器の泡（フィルム形成が可能なため）

など幅広い範囲にわたる。 
 
3.51 船上で PFOS を使うとすれば、主に AFFF（水溶性フィルム形成泡式）消火器での使

用と思われる。新しい AFFFs 消火器における PFOS の使用は、近年では大手メーカ

が中止したが、PFOS を含む消火器の備蓄品が残っていて使用される可能性がある。

PFOS を含む AFFFs 消火器は、理屈上は多くの船舶で使われる可能性があるが、一

般的に大容量のものは、可燃性液体を運搬する船舶あるいはヘリコプターデッキを有

する船舶などに設置される。船舶の型式及び大きさによって 100リットルから 10,000
リットル程度までの容量のものとなる。消火剤は、通常、機械室に設置された 1 個の

メインシステム供給タンクに貯蔵され、小型のタンク（例えば 20 リットル）が付属

する場合もある。PFOC は、通常 0.017kg/litre から 0.037 kg/litre の濃度であり、船舶

1 隻当たりの PFOS 量は 0.3 kg から 400 kg となる。PFOS は、消火装置内に密封さ

れ、装置が作動する場合のみ放出される。船舶からの PFCS の定常的な排出はなく、

漏れは無視できる程度と思われる。PFOS の排出は、船のリサイクルとの関連が深く、

そこでは消火装置を正しく処理しないと全量を放出する危険性がある[31]。 
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船舶からの現在の排出量のまとめ 
 

3.52 以上のように、船舶の排ガスからの排出量は、活動基準法によって推定した。そこで

はインベントリガイドブックからの標準排出係数を可能な限り使用した。冷媒からの

排出量は、UNEP のアセスメント報告から引用し、VOCs の排出量は、異なる情報源

からのデータを合成して推定した。2007 年の全ての航行による排出量予測の総括表

を表 3-11 に示す。原油輸送による VOCs の排出も CH4及び NMVOC に関しては重要

な排出源であるが、全体的に見ればやはり船舶の排ガスがより重要な排出源である。

なお、冷媒排出量の数値は 2003 年のものである（使用できるもっとも至近の数字）。 
 
 

表 3-11 全ての海運からの排出量（2007 年*）（百万トン） 

 
* HFC の数値は 2003 年、原油の輸送の数値は 2006 年のもの 
+  

かなり不確か 

 

 

参考文献 

 

53/231 



MEPC 59/INF.10 
ANNEX 

 
 

54/231 



MEPC 59/INF.10 
ANNEX 

 
 

 

55/231 



MEPC 59/INF.10 
ANNEX 

 
 

第 4 章 MARPOL Annex VI の実施により達成された排出削減 
 
4.1 この章では IMO 規則の実施により得られた温室効果ガス及びその他関連物質の排出

削減の向上について述べる。海上輸送の増加によって絶対排出量は、年々増加傾向に

あるが、輸送活動量当たりの排出量は減少した。一般的にエネルギー効率が改善され

れば、排ガス排出量は減少するはずである。したがって、この章でで説明することに

加えて、第 9 章で述べる船舶効率の歴史的な改善も輸送活動量当たりの排出量削減に

寄与することを示唆している。 
 
規則 12‐オゾン層破壊物質 
 
4.2 MARPOL Annex VI の規則 12 は、オゾン層破壊物質の故意の排出を禁止する。規則

12 では、HCFC が 2020 年 1 月 1 日まで許可されるのを除き、オゾン破壊物質を使用

する設備の新建造も禁止された。 
 
4.3 船舶による冷媒の推定排出量が UNEP の 1998 年[1]及び 2006 年[2]アセスメント報告

の一部として報告された。これらアセスメントの推定値の比較を表 4-1 及び図 4-1 に

示す。これら推定値は、失った分を補充するため船舶に供給された冷媒の量を基準に

して算定された。CFCs 及び HCHCs は期間内に相当量の排出削減が達成された。た

だしCFCs及びHCFCsとの置き換えによってHFCsの使用量及び排出量が増加した。

2006 年 RTOC 報告[2]に示された排出量は、2003 年のデータであるが、1998 年報告

[1]にはデータの年の提示がない。HCFC 以外のオゾン層破壊物質は、Annex VI の発

効に伴い使用が禁止されているため、CFCs 及び HCFCs の排出は、ほとんどなくな

ったと思われる。  
 
 

表 4-1 船舶*からの冷媒の推定年間排出削減量(トン) 

 
* 商船、軍艦、漁船、冷凍船 

 
 

4.4 Annex VI の改訂版[3]では、全ての船舶に対してオゾン破壊物質を貯蔵する設備のリ

ストを携行すること、再充填可能なシステムを装備する 400 GT 超える全ての船舶に

対してオゾン層破壊物質記録簿を携行することが規定された。これによって、運転方

法の改善、排出レベルの把握、意識の向上、今後の排出削減への活用といった効果が

期待される。 
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船舶からのオゾン層破壊物質排出量 

 

図 4-1 オゾン層破壊物質[UNEP]の推定排出量 
 
 

規則 13－窒素酸化物（NOx） 
 
4.5 NOxの排出に関しては、Annex VI の規則 13 に規定されている。NOx排出量に対する

最初の規制となった Tier Ⅰ規制は、2000 年 1 月 1 日以後に製造されたエンジンに適

用される。MEPC/Circ.344[4]によって通達された暫定指針によって、エンジンメーカ

は、規則の実施に先立ちこれに従うこととなった。 
 
4.6 この規則による効果を分析するには、2000 年 1 月 1 日の前後の排出レベルの比較が

必要となる。NOx排出量は、エンジン中での燃料の燃焼条件によって大きく影響され

る。そのためエンジンの型式、状態、運転条件によって変わり、さらに燃料の種類と

燃焼条件によっても変わる。このため NOx排出量のデータは、相当量ばらつく。排出

インベントリの作成時には、通常、低速ディーゼル（SSD）エンジンと中速ディーゼ

ル（MSD）エンジンを区別して考える。 
 

4.7 ノルウェーでは 2007 年 1 月 1 日をもって国内海運の NOx排出税が導入されたため、

相当数のエンジンからの排出量の測定データが集まった。これらの未公開データを本

調査報告に使用することについては Norweigan Maritime Administration（ノルウェー

海事局）からの承認を得た。ノルウェー海事局のデータ、Lloyd’s Marine Emission 
study のデータ、MARINTEK の測定データを組合せて、現存する船舶からの NOx排

出量に関する統合データセットを作成した。このデータセットには 121 個の測定デー

タが含まれ、その内 96 個は中速エンジンのデータである。このデータセットから算

出した排出係数を、二つの権威ある参考文献からのデータと合わせて表 4-2 に示す。

スウェーデン環境研究所（IVL）のデータと Lloyd のデータを組合せて求めた MSD の

排出係数が少し高めに出たことを除けば、各排出係数はかなり一致している。 
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表 4-2 2000/1/1 以前に設置されたエンジンの NOx排出係数（kg/燃料 ton） 
 

SSD MSD データソース 
87 57 Lloyd’s Marine Emissions study (1995)[5] 

89* 65* “Quantification of emissions from ships associated with ship movements 

between ports in the European Community” 2002[6]に掲載の IVL のデータと

Lloyd のデータの組合せ 

90a 60b 今回の IMO 調査報告で編集したデータセット 

* いくつかのエンジンは 2000/1/1 以後に設置された可能性がある。 
a
 25 基のエンジン、Lloyd’s Marine Emissions study から引用の 7 基を含む。 

b
 99 基のエンジン、Lloyd’s Marine Emissions study から引用の 19 基を含む。  

 
4.8 排ガス排出量の船上測定は、試験台認証データなど別のデータが入手できないエンジ

ンを主体に実施した。このため、船上測定データは、2000 年以前に設置されたエン

ジンのデータが主体となる。2000 年 1 月 1 日以後に新設された（そのため Tier 1 NOx

排出規制が適用される）エンジンについては、DNV 認証試験のデータベースから引

用したエンジンの試験データを使って排出係数を計算した。このデータベースには

2000年 1月 1日の前後に設置され DNV船級を取得した親エンジンの試験台での排出

データも含まれる。このデータベースを使った算定結果を表 4-3 に示す。 
 

表 4-3 試験台の NOx排出係数（2000/1/1 以後のエンジン*） 
 

 SSD MSD 
平均 NOx 排出係数（kg/燃料 ton） 78.2 51.4 

データの標準偏差 11.0 7.6 

加重処理をした測定数 1057 309.3 

EMEP/CORINAIR Guidebook の NOx 排出係数（kg/燃料 ton） 87 57 

差 -10% -10% 

     * EIAPP 認証試験及びその技術ファイルのデータ 

 
4.9 表 4-3 が示すように、MARPOL NOx規制の適用を受けるエンジンの排出係数は、現

行の EMEP/CORINAIR ガイドブックの値よりも平均して 10％低い。試験台でのエン

ジンの排出測定は、留出燃料を使用して実際のエンジン運転負荷とは異なる負荷ポイ

ントにおいて実施される。船上での実際の排出量は、例えば燃料中の窒素などが原因

でより高目になる。一方で、船上での燃料消費量もまたより高目となり、排出係数（消

費した単位燃料当たりの排出量）の観点からは低目に作用する。このように試験台で

のデータが偏るとしても、どちらの方向に偏るのかは明らかでない。つまり試験台デ

ータを「船上相当」に修正する明らかな必要性はなく、エンジン排出係数を代表する

ものとして試験台データを「そのまま」使用した。 
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NOx排出係数データ 

 
図 4-3 測定データ及び EIAPP 認証データから求めた NOx排出係数 

 
 

4.10 2000 年以前（Tier 0）と以後（Tier Ⅰ）のエンジンの違いを考慮した船腹全体の排出

係数とするため、Lloyd’s Register - Fairplay のデータから引用した 2000 年以前と以

後の建造船の総出力比率を使って加重平均を求めた。2000 年以後の急激な船腹増加

によって、総エンジン出力に占める 2000 年以後エンジンの比率が 40.4％となり、極

めて大きな意味を持つこととなる（表 4-4 参照）。2000 年から 2006 年までの間の排

出係数は、線形内挿法により求めた。 
 
 

表 4-4 使用した NOx 排出係数 

 

*表 4-5 を参照 

 
4.11 第 3 章で示した燃料消費量データを使って、Tier 0 排出係数が 2000 年 1 月 1 日以後

も適用された場合を仮想した「規制無しのシナリオ」に対する NOx排出削減量を計算

した。結果を図 4-3 及び表 4-5 に示す。世界船腹において Tier Ⅰ適用エンジンの比

率が増加するにつれて、年間削減量が毎年増加した。規則 13 の導入によって 2007
年の船舶による NOx排出量が、規制無しシナリオに比べて約 6％減少したと評価され

る。 
 
 

59/231 



MEPC 59/INF.10 
ANNEX 

 
 

規則 13 による NOx 削減効果 

 

図 4-3 規則 13 による NOx削減効果 
 
 

表 4-5 規則 13 による NOx削減効果（千トン） 

 

 
規則 14－SOx 

 
4.12 SOx排出量が Annex VI 規則 14 の対象となり、燃料中の硫黄含有量（訳注：原稿の

sulphur emissions は間違い）の上限が世界全域で 4.5％に、Sox排出規制特定海域

（SECAs）ではさらに低い上限に規制された。SECA 内では、船舶に使用する燃料の

硫黄含有量が質量比で 1.5％を超えてはならない。一つの選択肢として、船舶は排ガ

ス清浄システムを使ってもよいが、現状では非常に限られた数の船舶でプロトタイプ

試験の形で実施されているに過ぎない。 
 
4.13 船舶燃料中の硫黄含有量は、IMO の Sulphur Monitoring Programme（硫黄監視プログ

ラム）によって監視されるが、それを MARPOL Annex VI の下で義務付けた。このプ
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ログラムによれば、有償で燃料サンプルを分析する試験所からデータを集め、その結

果は、毎年 MEPC に報告される[7]。 
 

4.14 硫黄含有率 4.5％という世界共通の制約が、現実的には地球全体の硫黄排出量の削減

に寄与しないことは幅広く認識されている。なぜならこの規制の発効以前から硫黄含

有量がこのレベルを超えることは非常に稀だからである。硫黄含有量が 4.5％を超え

る稀なケースにおいてもごくわずかに超えるのみなので、相対的に低硫黄の燃料を混

ぜれば容易に含有量を下げることができる。ただし、SECAs はかなりの効果を発揮

する。 
 

4.15 2 か所の SECAs が発効中である。すなわち 
 

.1  バルト海 SECA： 2006/5/19 発効 

.2  北海 SECA：   2007/11/22 発効 
 

4.16 上記のような特別に環境上の配慮が必要で、また、船舶の航行密度も高い海域では、

局地的な規制は SOx排出量の削減に対して大いに寄与する。排出削減効果を評価する

ためには、以下の値を求めなければならない。 
 

.1  SECA 内での燃料消費量（地球平均での削減効果を推定するため） 

.2  SECA 内で使われる燃料の平均硫黄含有量 

.3  MARPOL 規則 14 がなかった場合の燃料中の硫黄含有量の想定値 
 

4.17 2008 年を基準年として設定した。なぜならこの年が、両 SECAs が年間を通して実施

された最初の年となったためである。以下の前提を設けて計算をおこなった。 
 

.1 2008 年の世界燃料消費量（表 4-6 参照）は 2007 年の総意の推定値と A1B シ

ナリオの成長傾向をベースとして求める。（A1B は第 7 章記載のシナリオ） 
.2 SECA 内の燃料消費量は世界の消費量の 8％と推定する。これは欧州委員会の

ために算定された推定値[7]を使った。 
.3 燃料中の硫黄レベルは表 4-7 に示すものとする。 

 
 

表 4-6 燃料推定消費量（2008 年）（百万トン） 

 
* HFO： 燃料重油 
+
 MDO： 船舶用ディーゼル油 
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表 4-7 燃料の平均硫黄含有量推定値（2008 年） 

 
* SECA 域外の数値は、規制無しの仮想シナリオでも使用 

 
 

表 4-8 SO2の推定排出量（2008 年）（百万トン） 

 
 

 

SECA 内 SO2排出量（2008 年） 
世界全体の SO2排出量（2008 年）

図 4-4 SO2の推定排出削減量（2008 年） 
 
 

規則 15－揮発性有機化合物（VOC） 
 

4.18 揮発性有機化合物（VOC）の排出量は、MARPOL Annex VI 規則 15 の規制対象であ

る。この規則は、Annex 締約国の司法権下にある港及び中継基地においてタンカー積

荷時の VOC 排出をどのように抑えるかを規定した。特にこの規制の適用を受ける場

所では、Annex VI 締約国は VOC 排出削減に関する規制内容を IMO[9]に報告しなけれ

ばならない。いくつかの VOC 回収プラントが米国、ヨーロッパ、日本などの世界各

地で稼働中であるが[10]、2008 年末までにはこのような規制の存在を IMO に報告し

た締約国はない。 
 
4.19 規則 15 のもっとも具体的な成果は、積荷中に漏れた VOC を陸側に回収することを可

能とする VOC 戻し配管の標準化の導入である。INTERTANKO によると、使用頻度は

まちまちであるが、ほとんどのタンカーがこの戻し配管を設置している[10]。 
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4.20 改訂Annex VIは原油タンカーに対しVOC管理計画を策定し実行するよう求めている。

これには積荷中及び輸送中の VOC の漏れロスに対する注意を油タンカーの運航者に

喚起するとともに、排出を最小限に抑える作業方法に関する指針を示す意図がある。 
 

参考文献 
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第 5 章 排出削減に対する技術ポテンシャルび運航ポテンシャル 
 
5.1 第 3 章に示すように、船舶は大気汚染物質および温室効果ガスの主要な発生源の一つ

である。第 4 章では、国際ルールによって排出削減が可能であることを示した。この

章では技術的な観点から温室効果ガス及びその他の関連物質の排出削減ポテンシャ

ル（可能性）を再検討する。 
 
5.2 海運からの排出量の削減オプション（選択肢）は、原則的には 4 種類の基本カテゴリ

のいずれかに入る。 
 

.1  エネルギー効率の改善。すなわち、同じエネルギー消費量でより有効な仕事をす

る。これは船舶の設計及び運転の両方に当てはまる。 
.2  再生可能エネルギーの利用。例えば風力あるいは太陽光 
.3  単位仕事量当たりのライフサイクル総排出量が少ない燃料の使用。例えばバイオ

燃料あるいは天然ガス 
.4  排出削減テクノロジーの活用。すなわち、化学的な転換、捕捉、貯蔵、その他オ

プション 
 

5.3 以下の項では、これらのオプションを取り上げる。個々の具体的な排出削減ソリュー

ション及び排出削減技術の詳細かつ補足的な説明は、本報告の Appendix 2 を参照さ

れたい。 
 
エネルギー効率改善オプション 
 
5.4 エネルギー効率の改善とは、有効な仕事量が同じ場合に消費するエネルギーを少な

くすることを意味する。すなわち、より少ない燃料を燃焼させて排ガスの排出量を

減少させることである。船舶の設計面からあるいは運航面からエネルギー効率を改

善する多様なオプションが利用可能である。省エネルギーに対する重要な着目点を

「設計」と「運航」の分野に分けて表 5-1 に示す。 
 

表 5-1 エネルギー効率改善の基本オプション 
 

設計 運航 
設計コンセプト、速力設計、機能設計 船腹管理、物流計画、奨励施策 
船体構造、上部構造 航海の最適化 
駆動源及び推進装置 エネルギー管理 

 
 

船舶設計によるエネルギー効率改善 
 

5.5 5.5 項から 5.20 項では、設計の変更によるエネルギー効率改善について述べる。

MEPC がおこなったエネルギー効率設計指標（EEDI: Energy efficiency design index）
の策定（第 6 章を参照）は、効率改善のための設計オプションを引き出す一つの取
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組みである。設計変更の多くは、新造する場合に特に適したものである。このこと

は逆に船舶の場合は、耐用年数が長いために（第 2 章参照）設計変更が段階的に導

入され、エネルギー効率の改善効果が徐々に現れてくることを意味する。オプショ

ンによっては、既存の船舶に適用できる場合もある。 
 
設計コンセプト、速力設計、機能設計 
 
5.6 船舶のエネルギー効率は、オリジナルの設計仕様と密接に関連する。速力、大きさ、

さらに船幅、喫水、長さなどの基本仕様は、設計に起因するエネルギー効率に大き

く影響する。港や運河へのアクセスによって決まる喫水、船幅、長さなどの制約条

件が設計面ではエネルギー効率を悪化させる方向に作用する可能性もある。ギャー

付き船舶（貨物を降ろすクレーンを装備する船）あるいは耐氷船、予備の推進シス

テムを装備する船は、余分な機能を備える分、エネルギー効率が悪い[1]。 
 
5.7 船舶の寿命が 30 年を超え、その間に運航環境、事業環境が大きく変わる可能性があ

る。シナリオ変化に対応しながら船舶の改造及び効率的な運航を可能とするフレキ

シビリティを設計段階で考慮しなければならない。用途に適した船舶を建造するこ

とが重要な意味を持ち、それによって運航面でも十分なフレキシビリティが与えら

れる。船舶の仕様を定め、それに基づいて設計を進めていくのは、高度に複雑な仕

事である。この段階において省エネルギーポテンシャルを推定することも同様に複

雑な仕事といえる。しかし、この設計段階で下した選択の影響は非常に大きく、こ

れを過小評価してはならない[2, 3]。例えば、積荷時には小型船に比べて大型船ほど

トン・マイルあたりの効率が高いが、小型船あるいは最適サイズの船の方が高い稼

働率を達成し、結果的に全体効率で勝るといったケースもある。設計速力もまた輸

送効率に大きな影響を及ぼす。 
 
5.8 設計コンセプト、速力設計、機能設計による排出削減ポテンシャルは、船舶の運航

とも密接に関連する。設計段階の計画が良ければ、運航段階においてより多くの削

減ポテンシャルがもたらされる。 
 
船体構造及び上部構造 
 
5.9 水中にある船体形状の最適化技術は、その都度、新しい船舶設計に導入されてきた。

今日ではほとんどの新造船において、抵抗の減少と推進効率改善に重きを置きなが

ら、体系付けられた最適化プロセスを踏んだ設計が進められるようになった。ただ

し、そのようなプロセスを経た世界船腹の実際の比率は不明である。このような最

適化は難易度の高い課題であり、「最適化プロセス」を踏まえた結果が結果的に最適

設計をもたらすとは言い切れない。プロペラに対して最適な運転条件を保証するこ

とが船体最適化の重要なポイントであり、船体とプロペラの最適化は一体のプロセ

スとして設計される。 
 
5.10 重要なポイントの一つに、最適設計点を船舶の実際の運航条件に合わせる、という

点がある。特に天候及び波に対する完全な最適化が必ずしもなされるとは限らない。
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これは、契約仕様で定めた船舶性能を確認する試験航海が静水状態で実施されると

いう事実とも関連する。 
 
5.11 船体の上部構造が全体抵抗に占める比率は小さいが、空気抵抗及び漂流時のような

横風の悪影響を最小化するような設計によって更なる省エネルギーが可能である。

これは大きな上部構造を持つ船舶にとっては特に重要となる。 
 
5.12 船体の軽量化は、いかなる積載量に対しても水中表面積及び抵抗を減らし、省エネ

ルギーになる。軽量化の可能性は、必要強度、安全率、設計基準での規定内容など

と関連する。一般的に軽量化のためには、高級鋼と軽量素材の使用が必須となる。

現在高速船では、アルミニウム、カーボンファイバー、グラスファイバーのサンド

イッチ構造の部材が使用される。 
 
5.13 前回の温室効果ガス調査報告[4]では、船体構造及び上部構造の最適化によるポテン

シャルを算定するため、MARINTEK のデータベースを使ってモデルを解析した。モ

デル解析によって水中の船体挙動の最適化による省エネポテンシャルが 5％から

20％あることが示された。船舶の小型化の方が大きな省エネポテンシャルを持つが、

船舶の小型はすでに実施済みであり、この面での最適化の原資は少ない。船体の最

適化は、波の中での性能を考慮する必要があり、それは船舶によって相当な差があ

ることが分かっている[5]。 
 
駆動装置及び推進装置  
 
5.14 船舶の駆動力は、特殊な場合を除き低速又は中速ディーゼルエンジンによって発生

される。駆動系のエネルギー効率改善には多くの方法が考えられる。 
 
5.15 古いエンジンの効率は、エンジンの改造（新鋭化）、古いターボチャージャーの更新、

あるいは出力ダウンが許容される場合の減速比変更、などによって改善される。し

かし、現在ではコストと複雑さが原因となってか、この種の改造はあまり採用され

ない。この種のエンジン改造は、IMO の NOx規制に関連して新たな認証の取得及び

管理が必要な大改造とみなされる可能性もある。 
 
5.16 排気側のバイパス流、あるいはエンジンの廃熱で発生させた蒸気、あるいはその両

者によって直接駆動されるパワータービンを使って排ガスからのエネルギー回収が

可能となる。回収したエネルギーは発電用の電動発電機の主軸駆動又は主エンジン

の補助として使用する。補助エンジンの排ガスからもエネルギーの回収が可能であ

る。将来的には高効率で小型のシステムを実現するため、蒸気以外の流体の使用も

考えられる。排ガスからのエネルギー回収は、全体の約 10％に相当する追加の出力

を発生させ、大型 2 サイクルエンジンの場合で軸効率を 50％から約 55％に改善でき

る。排ガスからのエネルギー回収は、小型エンジンにも適用可能である。また 2 段

ターボチャージングが、排気エネルギーを利用した別のエネルギー効率改善手段と

して考えられる[5]。 
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5.17 運航パターンが変動する場合は、エンジン配列を特殊なものにして稼働率及び効率

の最適化を図る。すなわち、親子推進エンジン方式、補助エンジンの数と大きさの

変更、同軸発電システムなどの採用である。ディーゼル‐電気推進システムもこの

ようなケースの省エネ対策として考えられる。ただし、電気による推進方式はいか

なる省エネ効果とも相殺される新たな変換ロスをもたらす。ディーゼル‐電気推進

システムは設計の自由度を増やすといった別な面のメリットがあり、それによる間

接的な省エネルギー効果を期待するものだ。 
 

5.18 プロペラにはスラスト力が発生する。高い推進効率は低速で回転する大きなプロペ

ラによって得られる。理想的には、ブレード数を最少にしてブレード面積及び摩擦

抵抗を減らすのがよい。設計面での代表的な制約条件は、直径、キャビテーション、

負荷に関する設計限界である。プロペラの寸法は船舶の設計、運航を予定する海域

の喫水制約、エンジントルクなどによって制約される[1]。 
 

5.19 特定のケースにおいては、羽、フィン、ダクト、高効率舵、羽根車、非対称舵、二

重反転プロペラなど多様な対策によって、エネルギー効率を高めることができる。

そのような装置に関しては Appendix 2 で説明する。これらの装置の多くは一般的に

はプロペラの回転エネルギーを回収する代案と考えられる。これによる省エネポテ

ンシャルは、より高い数値が特殊ケースとして業界で報告されることもあるが、概

して船舶推進力の 5％から 10％のオーダーと推定される。 
 

5.20 これらの推進装置の全てがあらゆる種類の船舶に適するわけではない。特殊な推進

強化策は、コスト、信頼性などの理由で広範囲には使われない。プロペラに作用す

る機械負荷は非常に高く、荒海に耐える能力は限界に近い。またこのような対策の

効果を実機規模で確認するのは難しい、そしてある船舶で達成された効果が別の船

舶には当てはまらない可能性もある。そのためこのような先進的な推進方法への投

資はむしろリスキーと判断されることが多い。 
 

運航面での省エネルギー 
 

5.21 運航段階での省エネルギーは全ての船舶で達成可能である。しかし、5.6 項から 5.8
項で述べたように、貨物荷役装置の改良、異なる船速においても効率的に航行する

能力といった運航面の省エネポテンシャルを引き出す自由度をより多く備えるのは

新造船である。運航段階での省エネルギーへの取り組みとして、エネルギー効率運

航指標（EEOI）及び船舶効率管理計画（SEMP）が MEPC によって策定された。 
 
船腹管理、物流計画、奨励施策 
 
5.22 エネルギー効率の改善は、ある輸送システムに対して正しい船舶を使用することに

よっても達成が可能である。一般的には 5.6 項から 5.8 項で示したように、可能な限

り大型船に貨物を集中させた方がエネルギー効率は上昇する。大型船の使用によっ

て、航行区間内でのエネルギー消費量が減少するが、一方では大型船による輸送が

貨物の個別配送に貢献する小型船によって補佐されない限りは、ドアツードアの全
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行程の物流機能に対する影響としてはマイナスの影響となる。当然ながら大型船は、

十分な貨物を確保しない限りは低積載率を余儀なくされ、非効率となる。多くの港

や貨物にアクセス可能で貨物積載率が高い小型船の方が実質的なエネルギー効率が

高い場合もある[7]。 
 
5.23 計画速力の減速（航海日数の延長が許容されるなら）はエネルギー効率を上げるが、

結果的により多くの船舶が必要となる。計画速力の減速は、運搬量さらには輸送費

の売上に直接的に影響するため、かえって高価なものになる可能性がある。しかし

輸送単価と燃料費の間には相殺関係がある。すなわち例えば運賃単価が低く燃料価

格が高い場合は、速度を下げた方が収益性の向上を期待できる。 
 

5.24 先入れ先出しあるいは待ち行列優先順位付けなどの物流制御管理システムも影響が

ある。より効率的な貨物ハンドリング、接岸、係留による停泊時間の短縮が排出削

減に貢献する。 
 

5.25 運転面の効率を最適化し改善する多くのチャンスがある一方で（上記あるいは 5.29
項から 5.38 項、あるいは SEMP[30]で述べられたように）、あるレベルにおいては、

そのための複数の関係者の協力も必要となる。これらの関係者がインセンティブと

フレキシビリティを持って省エネルギーの取り組みに参加することが不可欠であり、

特に、非効率な行動を助長するようなインセンティブを与えないことが重要である。

逆効果のインセンティブの例として、船舶の性能が高度化し、重要な補修点検作業

が運航会社の高度な戦略に頼らざるを得ないような場合がある。船舶が商業運航会

社とは異なる会社によって運航される場合、技術的な運航は乾ドック時間を最短に

する（オフハイヤーコストを最少にする）、あるいは他のメンテナンスコストを最小

限に抑える（例えば塗装費）と同時に燃料費は商業上の運航会社持ちとするなどの

傾向がある。別の例では、運航会社が混雑する港に到着して数日あるいは数週間荷

揚げをただ待つだけで、待機日数に見合う補償（デマレージ）を受け取る場合もあ

る。契約条件及びインセンティブが運航に対して大きな影響を及ぼすことは明らか

であり、当然効率に対しても大きな影響がある。 
 

5.26 通常、契約は 2 当事者間のみで結ばれ、いろいろな条件の下で当事者の（経済的な）

利益を保護することを目的とする。典型的な定期用船契約では、用船者は速力と燃

料費、さらに遅延による結果も責任を負う。典型的な航海用船契約では、船舶運航

者は速力を設定し、同時に港の混雑時の滞船に対する経済的な補償（デマレージ）

の権利も与えられる。港が船舶を処置することができる場合、船舶運航者は新しい

貨物を積み込むことができるが、もしできない場合、船舶運航者はデマレージによ

って補償される。しばしばデマレージ料が追加の燃料費よりも高いので、両ケース

ともに船舶運航者にとってのインセンティブは可能な限り早く到着するために高速

で航行する方に作用する。 
 
5.27 この結果、効率的な運航に対して柔軟性が損なわれ、最悪のケースでは、非効率な

運航を奨励することになる。現行システムの不備な箇所の指摘は容易であるが、全

ての当事者が満足するような解決策を見つけ出すのは難しい。実際のところ、海運
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界には直接的、間接的に輸送効率に影響を及ぼす多くの関係者が存在する。これら

の関係者の利害は多くの契約によって縛られる。運航形態にもよるが以下のような

関係者が考えられる： 
 

.1 船主（裸用船者/運航会社も含む） 

.2 用船者 

.3 複合運送人（MTOｓ） 

.4 貨物の荷送人及び荷受人 

.5 船荷購買者/売主（輸送を必要とした源泉) 

.6 輸送代理店/仲介者 

.7 港湾局 

.8 ターミナルオペレータ 
 
5.28 輸送効率は、港で費やされる時間に影響される。上記関係者以外にも、他の関係者

（船会社代理店、港湾作業会社、曳船会社、パイロット、燃料供給会社、その他の

サービス供給者）が停船時間の最短化に何らかの形で関与する。 
 
航海の最適化 
 
5.29 航海の最適化とは、船長が物流、工程、契約事項による制約あるいはその他の制約

の範囲内で達成できる船舶航行の最適化の意味があり、以下のような課題が含まれ

る。 
 

.1 エネルギー消費を最小化するための、天候及び海流の観点からの最適航路の

選択（ウェザールーティング） 
.2 潮流、待ち行列、風向きを考慮したジャストインタイムの到着。前述のごと

く、インセンティブ及び契約条件がこの点で非常に重要である。例えば到着

遅延に対する厳格な罰則は船舶側に余裕を見込んだ航海計画を促す。時間待

ちのための追加払い（デマレージ）はジャストインタイム到着のやる気をそ

ぐ。 
.3 バラスト最適化、すなわち不要なバラストの回避。最適バラストの決定は時

として難しい思考を要し、航海の快適さと安全性に影響する。 
.4 トリムの最適化－適正トリムの検討及びそれによる運航 

 
5.30 航海の最適化によるエネルギー効率の改善ポテンシャルは、船舶が現状どのように

運航されているかによって大きく変わり、共通的な判定基準で評価するのは難しい。

2000 年の船舶による GHG 排出調査報告において、航行中のトリム及びバラストの

最適化による船腹の平均改善ポテンシャルは微小と評価された（総燃料消費量の 0
から 1％）[4]。DNV が最近実施したタンカー運航の具体的なケーススタディでは、

トリム及びバラストの最適化による改善率は 0.6％と算定された。航行時間の大半で

相当量のバラストを運ぶような特定の船舶型式であれば、改善率が上がる可能性も

ある。 
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5.31 ウェザールーティングは、特定の航路を航行する船舶にとっては相当な省エネにな

る可能性がある。ウェザールーティングシステムは珍しいものではないが、このシ

ステムの改善あるいは普及によって期待される省エネ効果は検討対象とされたこと

がない。ジャストインタイム到着にかかわる改善ポテンシャルは 2000 年報告では 1
から 5％と評価された。効率化に逆行する港への到着のやり方を助長する経済的な対

価（契約条件からのインセンティブ）に関しては、より大きな省エネポテンシャル

が期待される。最近になって、日本の国内船腹ベースでジャストインタイム到着に

かかわる省エネポテンシャルが 1％であるとの報告があった。 
 
5.32 多様な方式のウェザールーティングシステム、技術支援システム、性能監視システ

ム、その他のシステムが最適航海の遂行を達成する補助手段として利用できる。こ

れらのシステムは実際に使いながら理解を深めていくものであるが、同時に乗員の

技能とモチベーションが重要となる。効率運航によって乗員が恩恵を受けられるよ

うなインセンティブ制度はモチベーションを向上させる一つの方法といえる。 
 
エネルギー管理 
 
5.33 推進に必要な駆動源に加えて、乗員の日常生活（ホテル負荷）あるいはさまざまな

補助システム（冷却水ポンプ、換気扇、制御システム、ナビゲーションシステムな

ど）のための電力が必要とされる。ほとんどの商船は低速での操舵用に横推力装置

を装備し、ごく短時間であるがかなりの出力を必要とする。船舶によっては積荷、

揚荷時に大出力を必要とする揚重機を搭載したものもある。旅客フェリーおよびク

ルーザーは客室設備、換気、空調にかなりの電力を要する。旅客の快適さの維持及

び飲料水の製造に伴うかなりの熱エネルギーも必要となる。 
 
5.34 特定のケースではあるが、貨物の品質を保つために冷却が必要とされる場合がある、

すなわち冷凍・冷蔵貨物である。逆に、特殊な原油、重油、ビチューメンのような

貨物は加熱を必要とする。このような熱需要に対しては、排ガスの回収熱で発生さ

せた蒸気によってその一部を供給することが可能である。しかし、多くの場合、十

分な蒸気を供給するために別の蒸気ボイラが必要となる。排気ガスから回収した蒸

気は、航行時は船舶が使用する重油の加熱には十分であるが、停泊中は補助ボイラ

からの蒸気が必要になる場合がある。 
 

5.35 船舶の各システムの最適運転をより意識して実行に移すことによって、船内でのエ

ネルギー消費量の削減が可能である。対応可能な対策として以下が挙げられる。 
 

.1  エネルギーの不必要な消費の回避 

.2  発電機の並列運転の回避 

.3  蒸気プラントの最適化（タンカー） 

.4  燃料浄化器/分離器の最適化 

.5  船内 HVAC 運転の最適化 

.6  エコノマイザー及び他の熱交換器の清掃 

.7  蒸気及び圧縮空気系統の漏れの検知と修理    

70/231 



MEPC 59/INF.10 
ANNEX 

 
 
 

5.36 これには乗員の訓練並びに動機付け、あるいはエネルギー消費量の標準値の設定及

び監視などに対する投資を必要とする場合がある。同時に自動温度制御、流量制御

（ポンプ及びファンの自動回転数制御）、自動点消灯などの自動化設備及びプロセス

制御系の増強も省エネルギーの手助けとなる。エネルギー管理に関する対策の省エ

ネポテンシャルは、評価が難しい。なぜならそれは、すでにこれまでに、いかに効

率よく船舶を運航してきたか及び総エネルギー消費量のうち補助出力の占める比率

によって変わるからである。補助出力の 10％の省エネは、多くの船舶にとって現実

味がある。これは環境にもよるが総燃料消費量の 1％から 2％に相当する。 
 
5.37 主エンジンの最適メンテナンス及び最高効率点の圧力での運転も重要である。平均

的なポテンシャルは約 1％と考えられるが、チューニングによって主エンジンの燃料

消費量の 1％から 2％の省エネが達成されたという極端な例もある。 
 

5.38 船体及びプロペラの清掃も燃料効率にとって重要である。多くの船主が、船体及び

プロペラの清掃頻度の増加によって、あるいはコンディションベースの清掃の実施

によって、相当量の省エネを達成した。より効果的な船体塗装を実施することによ

って、船体抵抗を減らし、結果的に入渠間隔を延長する効果が得られる。表面仕上

げ、船体塗装、その他摩擦低減策は抵抗を決定する上で非常に重要な要素である。

Appendix 1 で述べるように、船体塗装及びメンテナンスを適正に実施するだけでも

エネルギー消費量で 5％の差を生じる場合がある。 
 

再生可能エネルギー源 
 

5.39 再生可能エネルギーは、船上で直接使用されるか（風力、太陽光、波力の有効利用

による）、あるいはエネルギーを陸上で発生させて水素あるいは電気のようなエネル

ギー担体に変換することができる。 
 
風力、船上利用 
 
5.40 風力は、船舶の駆動力としていろいろな方法で有効に利用することができる。例え

ば以下の手段で利用する。 
 

.1 従来型の帆 

.2 固体翼帆 

.3 凧 

.4 フレットナー型回転子 
 
5.41 これらの手段は異なる特性を持つ。海域によって風の状態が異なり、そのため風力

は特定の海域あるいは航路においては他と比べてより効果的となる。ベルリン工科

大学の研究[8]では、3 通りの航路を航行する 2 種類の船舶に設置する 3 種類の帆が

モデル化された。研究目的は、実際の気象データを用いて 5 年間の省エネ・省燃料

ポテンシャルを評価することであった。この研究によれば、南太平洋よりも北大西
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洋及び北太平洋の方が帆の省エネポテンシャルが高かった。また省燃料の絶対値で

は、高速航行時の方がわずかに高く、一方省燃料比率の点では、推進力のトータル

需要が低いため低速航行時の方が大きくなった。省燃料比率は 15 ノットで約 5％で

あったのが 10 ノットでは約 20％に増加した。 
 
5.42 風力の推力への利用技術は、大型船に対してはこれまで限定された実績しかなく、

モデル計算の結果について検証するのが難しい。にもかかわらず風力のアシスト出

力としての利用は中長期的には省燃料技術として可能性があると思われる。 
 

太陽光、船上利用 
 

5.43 現在の太陽光発電技術は、甲板全体を光電セルで覆ったとしてもタンカーに必要な

補助出力のごく一部をカバーできるに過ぎない。当然、季節や海域によっては、太

陽光の輻射量が平均以上となり補助動力需要を満たす可能性もある。ただし、太陽

光電力は、いつも利用できるわけではないため（例えば夜間）バックアップ電源が

必要である。太陽光電力はそもそもエネルギーの補完的な発生源として関心を集め

るものであり、太陽光発電の利用拡大が進んだとしても、今日の技術では総エネル

ギー需要のわずか数パーセントの供給にとどまる。現状のコスト及び効率では、太

陽光発電は費用効果リストの下位に置かざるを得ない[9]。 
 
波力、船上利用 
 
5.44 この技術の概念は、波のエネルギー及び船の動きを利用するものである。波力発電

の例としては内部方式（ジャイロ式）と波フォイル、船尾フラッパ、あるいは複数

の船体間の相対運動（三胴船）などの外部方式がある。波力発電は、技術的な複雑

さあるいはエネルギー効率の低さといった課題があり、必ずしも前途有望な技術と

はみなされていない。 
 
陸上からの再生可能エネルギー 
 
5.45 陸上では、風力発電、水力発電、地熱発電、太陽光発電などが再生可能エネルギー

として考えられる。これらにふさわしいエネルギー担体を利用できれば、このよう

な発生源からのエネルギーを船舶の動力に利用するという可能性もある。しかし陸

上でも再生可能エネルギーが不足する限りは、陸上の再生可能エネルギーを船舶の

推進力に向けるメリットはほとんどない。明らかな例外として停泊中の陸上電力の

利用が考えられる。 
 
燃料サイクル CO2排出の低い燃料 
 
5.46 全燃料サイクル（生産、精製、流通、消費）を通じて、トータル排出量が少ない燃

料に転換することによって CO2排出量の削減が可能である。改訂 MARPOL Annex VI
による硫黄規制でも示唆された残留燃料から留出燃料への転換は、すでに合意済み

であり、CO2排出量に対するメリット、デメリットをここで論ずる必要はない。CO2
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排出削減の可能性を持つその他の燃料として、バイオ燃料と天然ガスが考えられる。 
 
バイオ燃料 
 
5.47 現状のバイオ燃料（第 1 世代バイオ燃料と呼ぶ）は、砂糖、でんぷん、野菜油、動

物性脂肪から作られる。エンジンに手を加えることなく（或いは小さな改造で）、多

くのバイオ燃料が容易に舶用ディーゼル機器で使用できる。ただし、原料にもよる

が、保管中の安定性、酸化、吸湿（燃料タンク中で生体成長を促す）、フィルタの詰

まり、ワックス形成、エンジン沈殿物の増加などの技術課題がある。また、バイオ

燃料は、生物付着に特に敏感なため、水との混合を避ける配慮が求められる。バイ

オ系燃料を少量ディーゼル燃料あるいは重油に混合させることは、技術的な観点か

らは実現可能である。しかし燃料油との適合性を確認する必要がある[25, 26, 27]。
バイオ燃料に関連する技術課題の多くが細かいことのように見えるが、エンジン停

止の原因となる可能性もあることに注意する必要がある。船舶のエンジン停止は、

例えば車あるいは陸上の固定された燃焼設備よりも安全面でのより重大な問題に発

展する可能性がある。第一世代のバイオ燃料は、製油所で改質（水素添加）するこ

とが可能である。この場合、改質後の燃料は、高品質で、前述の実用上の問題点は

あてはまらない。ただし、改質にはエネルギーが必要で、結果的に排出増となる。 
 
5.48 CO2の正味の削減量は、バイオ燃料の種類によって異なる。全てのバイオ燃料で削

減効果があるわけではない[25, 28]。CO2削減効果は、燃料の製法にも関係し、必ず

しも燃料の種類だけで決まるものではない。バイオ燃料は、従来燃料とは異なる燃

焼特性を有する。バイオ燃料の使用によって NOx排出量が 7％から 10％増えたケー

スもある。しかしこのようなケースでも、バイオ燃料に対するエンジンの最適化が

図られれば、NOxに対する影響も変わる可能性がある。 
 
5.49 第一世代バイオ燃料は、人類の食物連鎖から食物を迂回させ、食糧不足や価格の高

騰を招くとして批判されている。付随的な問題点として森林伐採、土壌浸食、水源

に対する影響なども挙げられる。バイオ燃料に関する持続性の問題が国連のエネル

ギー報告書 Sustainable Biofuels: a framework for decision makers の中で取り上げ

られた[29]。 
 
5.50 余った非食料穀物、既存の穀物の非食料部（葉、茎）、さらに果物圧搾後の木片、皮、

パルプなどの産業廃棄物から製造されたバイオ燃料は、第二世代バイオ燃料と呼ば

れ、より持続可能な燃料と考えられる。経済的に成り立つような第二世代バイオ燃

料の工業規模での製造を可能にする転換プロセスは、未だ開発途上である。藻を利

用したバイオ燃料は、第三世代バイオ燃料と呼ばれることがある。この技術は、現

在開発の初期段階にある。 
 
5.51 要約すると、船舶による CO2排出量に対するバイオ燃料の削減ポテンシャルは、限

定的である。これは技術的な理由のみならず、バイオ燃料の製造及び利用する場合

のコスト、入手難、その他の要因による。2050 年に向けた将来のバイオ燃料の利用

可能性を IPCC シナリオと照らし合わせながら第 7 章で検討する。 
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液化天然ガス（LNG） 
 
5.52 液化天然ガスは海運業界で一つの代替燃料として使用される可能性がある。LNG は

油ベース燃料に比べて水素/炭素比が高く、結果的に CO2の単位排出量（CO2 kg/燃
料 kg）が低い。加えて LNG は硫黄を含まないクリーンな燃料である。すなわち SOx

の排出がなく、汚染粒子もほとんど排出しない。さらに燃焼中のピーク温度が下が

るため、NOx排出量が最大 90％減少する。ただし、残念ながら LNG の使用によって

メタン（CH4）の排出量が増加するため、地球温暖化防止へのネットの貢献度は 25％
から 15％程度に減少する。 

 
5.53 LNG 駆動の船舶は、排ガス処理をしなくても Tier Ⅲ排出基準及び SOx要件を満足す

るため、排出規制問題に関して特に将来的な期待が大きい。 
 
5.54 舶用燃料としての LNG が抱える課題の一つとして、船内に確保しなければならない

広い保管スペースの問題がある。同じエネルギー含量で LNG はディーゼル油の 1.8
倍の体積を占める。しかも厚肉の圧力タンクはさらに広いスペースを必要とし、実

際の必要容積スペースは、ディーゼル油の 3 倍程度になる。さらに給油地の港にお

ける LNG 燃料の入手性が LNG を一つの選択肢と考える上での解決しなければなら

ない課題である。ディーゼル駆動から LNG 駆動への転換は可能であるが、エンジン

の大改造及びタンク容量の増大に伴うスペース確保が必要となる。そのため LNG 化

は、新造船の場合の選択肢との意味合いが強い。 
 
5.55 目下のところ LNG 技術は、4 ストロークエンジンにのみ適用可能である。2 ストロ

ークエンジンに対しては、直接吹き込みをベースとする別のガスエンジンコンセプ

トがより好ましい。また LNG による NOx削減効果は、4 ストロークエンジンで使わ

れるプレミクッス希薄燃焼法よりも少ない。 
 

5.56 要約すると、現在のところ LNG の補給手段に制約があること、LNG 化は新造の場合

の選択肢であることなどの理由によって船舶によるCO2の排出量に対するLNGの現

状の削減ポテンシャルは、やや限界がある。来るべき NOx 及び SOx ECA の導入拡

大によって、短い航海における LNG による推進システムの利用に対する新たな意味

あるインセンティブが与えられると思われる。なぜなら ECA 要件は、LNG 推進船で

あれば容易に満足されるからである。LNG の価格は、現在留出油よりも十分安いの

で、LNG 化に対する経済的なインセンティブにもなる。 
 

排出削減テクノロジー 
 

5.57 様々な排出削減テクノロジーの利用が考えられる。化学変換によって排ガスから

CO2を除去することも可能ではあるが、採算性があるとは思えない。確かに本調査

報告が対象とする汚染物質のリストを考えると、排出削減技術は大部分が排ガス中

の汚染物質、すなわち NOx、SOx、PM、CH4、HNVOC との関連が深いことが分か

る。排出削減のこれらのテクノロジー的なオプションについては、Appendix 2 で検

討するものとし、ここでは短い紹介にとどめた。 
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NOxに対する排出削減オプション 
 
5.58 ディーゼルエンジンからの NOx排出量は、以下のように多くの手段によって削減で

きる。 
.1 燃料の改質、例えば水エマルジョン 
.2 給気の改質、例えば加湿、および排ガス再循環（EGR） 
.3 燃焼プロセスの変更、例えばミラータイミングの変更 
.4 排ガス処理、例えば選択触媒還元（SCR） 
 

5.59  燃料の硫黄含有量及び及び沈殿形成性は、排ガス再循環（EGR）あるいは選択触媒

還元（SCR）などの排出削減技術の実現性に影響する。水の消費量及び純度は、水を

使うすべてのオプションにかかわる問題である。 
 
5.60 NOxの排出量が減る時にはCO2とPMの排出量が増えるといったようにある種の相殺

関係が存在する。これは必ずしも、NOxの排出レベルをより低くした将来のエンジン

が現状モデルよりも CO2、HC、CO、PM の排出レベルが高くなるはずだということ

を意味するものではない。[5]で実証されたように複数の領域で同時に改善することが

可能である。残る課題は、もし改善されたエンジンを再度最適化する場合に、NOxと

他の汚染物質との相殺が生じるかもしれないということである。ミラーサイクルは 2
段ターボチャージャーと組合せた結果、4 ストロークエンジンにおいて、NOx排出量

を 40％強削減し、燃費も改善した[5]。 
 

5.61 燃料としての LNG の使用は、燃料転換であると同時に燃焼プロセスの変更でもある。

LNG 運転は 4 ストロークエンジンにおいて大幅な NOx削減（最大 90％）をもたらす

可能性がある[10]。大型 2 ストロークエンジンに対する NOx排出削減ポテンシャルは

確認されていない。LNG の燃料としての使用については 5.52 項から 5.56 項で取り上

げた。 
 

5.62 Tier ⅡNOx規制、すなわち現状レベルから 15％から 20％の削減は、内部燃焼プロセ

スの変更によって達成される。現在のところは、Tier Ⅲ規制値（Tier Ⅰから 80％削

減）までの NOx排出削減は、選択触媒還元（SCR）後処理、あるいは LNG を使った

希薄プレミックス燃焼によってのみ達成可能である。これらの技術は 4 ストロークエ

ンジンに対しては実証されている、しかし大型 2 ストロークエンジンでの実績は限定

的である。 
 

5.63 SCR 及び LNG 技術を用いれば、負荷ポイントによっては Tier Ⅲ限界以上の排出削

減の達成も可能である。ただし、低速域でのさらなる削減の達成は、SCR では原理

的に解決が難しい。何故なら舶用エンジンからの排ガス温度は、触媒の効率的な運転

に必要な高い温度レベルにないからである。非常に低いレベルまで排出削減を長期に

わたり安定して達成しようとすると、触媒の非活性化という問題点が露見する可能性

がある。舶用エンジンにおける低負荷での NOx排出削減技術が、現在、改訂 NOx 
Technical Code の改正された Tier Ⅲ試験サイクルの要件によって IMO から強く要請

されている。 
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SOxに対する排出削減オプション 
 

5.64 SOxの排出は、燃料の炭化水素と化学的に結合された硫黄がその発生源である。燃料

が燃えるときに、硫黄が酸化されて SOx（主に SO2）になる。SOx排出量を削減する

ためには硫黄含有量が低い燃料を使うか、燃焼過程で形成される SOxを除去する必要

がある。 
 
5.65 改訂 MARPOL は、燃料の硫黄含有量を規制することによって SOx排出削減を保証す

るものである。低硫黄燃料使用の代案として、排ガススクラバシステムの採用によっ

て二酸化硫黄（SO2）の排出レベルを下げることができる。二つの基本形がある。す

なわち、開ループ海水スクラバと閉ループスクラバである。両方式ともに PM 及び限

られた量ではあるが、NOxの除去が可能である[16, 17]。排ガスの洗浄にはエネルギ

ーが必要で、それは MCR の 1％から 2％の範囲であると推定される[18]。 
 

5.66 SOxを除去するための洗浄は、排ガス温度を下げる。一方で、SCR 技術は、排ガス

の高温を必要とし、同時に排ガス中の硫黄と PM の含有量を下げる。SO2を下げるた

めに SCR と排ガス洗浄を組合せることは可能性がないと判断される。 
 

5.67 排ガスから除去された汚染物質はスクラバ排水中に混入して運ばれる。硫黄酸化物は、

海水と反応して一般の海水中に豊富に存在し大抵の海域では環境に無害と思われる

安定した化合物を形成する。一方で、海水中に捕獲された排ガス中の粒子状物質は環

境に有害な可能性がある。IMO Scrubber Guideline 改訂版[31]は、多環芳香族炭化水

素（PAH）、濁度、pH、硝酸塩及びその他の物質の規制などを盛り込んだ排水規定を

定めた。排水の放出に対する寄港国の要求は、海水スクラバの使用に対して重大な影

響を持つ。この要件を満たすためには、排水を浄化する処理システムが必要になる。

一般的には、スクラバによって排ガスから除去される SOx及び PM の量が多いほど、

排水から除去すべき汚染物質が増える。 
 
PM に対する排出削減オプション 
 
5.68 化学的に定義される他の排出物と異なり、粒子状物質（PM）は国際標準（ISO 8178）

においてしかるべき条件でフィルタに捕捉される塊として定義される。しかし、PM
の塊と定義するだけで、PM の化学組成及び粒度分布は定義しない。これらは健康に

とって、また環境的な影響において重要である。 
 
5.69 粒子状有機物質（POM）が発生する度合いは、エンジン潤滑油の消費量と相関性があ

り、基本的には抑制が可能である。潤滑油のベース成分と添加物の変更によって PM
の質量を減らすことができる。元素状炭素の排出量は、燃焼中に形成される煤煙の量

と関係し、その内のいくらかは除去できる。このように有機物質及び元素状炭素の発

生量は、燃料とは無関係と考えられる。硫酸塩及び付随する水分、灰分の量は、主に

燃料によって決まる。燃料中の硫黄含有量が高い場合、硫酸塩系の PM 排出量は、燃

料依存性を示し、他の PM 濃度は比較的依存性が薄い。燃料の硫黄含有量が低くなる

と、燃料非依存性 PM はいっそう目立たなくなる。 
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5.70 高硫黄燃料を使用した場合、排出される PM の中には海水洗浄によって排出量の削減

が可能なものもある。その場合の PM レベルの減少ポテンシャルは文献によって 90%
から 20％の範囲のばらつきがある[16, 17]。低硫黄燃料を使用した場合も、PM の排

出量は、煤煙並びに PM の酸化を促進させるような燃焼の最適化、潤滑油消費量の最

少化、潤滑油添加物使用量の最少化によって、さらなる削減が可能である。燃料を水

エマルジョン化させ、それを燃焼させることによっても PM 排出量をある程度まで削

減することができる。 
 
5.71 自動車分野で開発され、利用されている後処理技術、例えば微粒子トラップは硫黄分

が多い舶用燃料には適した技術とは考えられない[18]。SECA において使用が認めら

れる 0.1％という将来の燃料中の硫黄含有量でさえも、EU 域内の自動車用ディーゼル

燃料の現行規準の 100 倍のレベルである。 
 
CH4及び NMVOC に対する排出削減オプション 
 
5.72 エンジン排ガスによるメタン（CH4）及び NMVOC の排出量は、比較的少ない。燃焼

プロセスの最適化によっていくらかの削減が期待できる。NMVOC は触媒による酸化

も可能である。酸化触媒と SCR 装置との併用は、珍しい組合せではなく、未利用の

アンモニアを酸化してその排出を抑える。ただし、触媒を使用しても排ガス中の CH4

レベルを下げるのは難しい。 
 
5.73 ガスエンジンからの CH4排出は、プレミックス燃焼による未燃メタンの発生によるも

のである。CH4の排出レベルは、燃焼室の設計に依存する。隙間を生じないように設

計することによって排出量が相当削減される。しかしそれでもあるレベルの排出量が

残る。NMVOC の場合ほど単純ではないが、残った CH4は、触媒によって酸化が可能

である。この問題は、研究開発的な課題といえる。 
 
5.74 ガスエンジンからの CH4排出は、希薄プレミクス燃焼の概念を高圧ガス吹き込みで置

き換えることによってほぼ除去できる。後者のコンセプトは、大型 2 ストロークエン

ジンに対しては効果があると確信されている。このオプションの弱点は、希薄プレミ

クス燃焼に比べて直接吹き込みによって達成される NOxの排出削減量が少ないこと

である。 
 
HFC 並びに他の冷媒に対する排出削減オプション 
 
5.75 HFC の排出は、冷凍設備の運転及びメンテナンス中の漏れによって起きる。漏れを

少なくする技術的対策として、腐食、振動、応力に対して耐久性を持たせる設計、冷

媒補充量の最少化（間接冷却法）による漏れた場合の影響緩和、漏れを遮蔽する配管

スペースの区切りなどが挙げられる。メンテナンス中に安全、かつ不必要に面倒でな

い回収作業を可能とする装置の開発も重要である。運転面の対策としては、計画的な

メンテナンス、漏れの防止及び検出のための冷媒消費量の監視などが挙げられる[19, 
20]。 
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排出削減ポテンシャルの評価 
 
CO2排出削減ポテンシャル 
 
5.76 効率改善のための多くのオプションがこれまでの各項で取り上げられた。これらのオ

プションを組み合わせた場合の省エネポテンシャルは非常に大きなものとなる。一方

で、コスト、インセンティブの欠如、その他障壁の存在などによって多くのオプショ

ンの採用が見送られる。省エネポテンシャルに対する評価を下すに当たって、われわ

れは妥協、取り組み方、さらに費用の増大の程度に関して、暗黙の仮定をおいた。こ

れまでに説明した技術オプション及び運航オプションを実行した場合の省エネポテ

ンシャルの評価を表 5-2 に示す。表中の数字の範囲は、船種の違い及び削減義務の程

度によるポテンシャルのばらつきを表す。 
 
5.77 将来の効率改善に関する予測は、第 7 章で述べる将来の排出シナリオでおこなった。

表 5-2 に示された高い方の数値は、省エネ効果が最も高い改善を実施する場合のシナ

リオにかなり一致する。そのシナリオでは、2050 年のネットの改善率は低カーボン

燃料オプション分を含まないで、船種によって 58％から 75％まで変動した。船種別

効率のこれまでの推移と今後の推移予測を図 5-1 に示す。これまでの効率の推移の背

景については第 9 章で説明する。 
 
 

表 5-2 既知の技術オプション及び運航オプションを実施した場合の 
海運からの CO2排出削減ポテンシャルの評価 

 
+ このレベルの削減には船速の低下を必要とする 

* LNG 利用前提での CO2換算 

 
 

効率改善の推移 
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図 5-1 これまでの効率の推移及び最大効果シナリオによる今後の推移予測 

 
 

5.78 削減ポテンシャルに関する別の観点は、限界削減コストカーブ（MACC）による見方

である。そこでは、各対策のコストを弾き出し、それを表 5-2 に示した削減ポテンシ

ャルに情報として追加する。こうして算定された費用効果に対して、MACC は達成可

能な最大削減量をプロットしたものである。最も費用効果が高い削減対策が最初に実

施されると仮定すると、次点のオプションはコストに対して効果がより少なくなる。

例えば、船体の設計変更によってエネルギーを 5％削減し、プロペラの設計変更によ

って 3％の削減を達成するとすれば、両方を実施した場合に必ずしも 8％の削減が得

られるものではない。MACC は実施済みのオプションによる削減を常に前提として、

次のオプションの CO2トン当たりの排出削減コストを考える[22]。 
 
5.79 MACC は、ある排出削減量を達成するためのコスト、あるいは税金や課徴金の環境面

での効果などに関して、政策決定者の判断材料になり得るものである。しかしながら、

MACC がある政策に対して考えられる全てのリアクションを表現できるわけではな

いことに注意すべきである。例えば、需要変化に及ぼす影響などは考慮されないため、

施策に伴うコスト分析を完全に実施するためには経済モデルを使わなければならな

い。 
 

5.80 MACC カーブの作成は、データ収集の観点からは非常に厳しい作業である。海運業に

おける排出削減対策の費用効果のデータが皆無に近く、今回の MACC はまさにこれ

に該当する。この調査報告では、ごく一部の対策（25 の対策）が MACC に取り込め

た。いくつかの対策を取り込まなかった理由は、データの関連性ではなく、入手の困

難さであった。にもかかわらず、相当数のオプションを取り込み、コスト及び排出削

減ポテンシャルに関して世界船腹に対する意味ある指標とすることができた。対策の

対象を適正に選択すれば、排出量の削減ポテンシャルは拡大する。ここでは取り上げ

なかった対策のいくつかがすでにに実施されており、費用効果の高い排出削減ポテン

シャルがさらに拡大すると予測するのが妥当である。 
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5.81 大部分のオプションについてコスト及び削減ポテンシャルを一つの値で推定するの

は不可能であるため、単一の値ではなく、範囲として提示することとした。個々の手

段の費用効果について、前提条件、データ、特記事項を Appendix 4 に示した。CO2

の MACC を図 5-2 に示す。このカーブを考察する場合、以下の点に留意する必要が

ある。 
 

.1  この曲線は社会的な観点で作成した。言い換えれば、排出削減が世界経済に対し

てかける負担を示すものだ。海運会社が排出削減のために負担する費用を表わす

ものではない。 
.2   今回の評価モデルは、船腹平均の削減ポテンシャル及び対策の費用効果を評価す

るものだ。船種によっては非常に費用効果の高い対策であっても、世界中の船腹

に適用すると高いコストがかかる場合がある。そのような場合、このグラフでは

費用効果が高いようには見えない。 
.3  このモデルは、一部の改善オプションを取り込んだ。オプションを多く取り込む

ほど、トータルの削減ポテンシャルは増加する。 
.4  削減ポテンシャルの最大値は、2020 年の世界船腹において達成可能となる。こ

れは表 5-2 との直接的な比較はできない。さらに、特定の対策の利用が限定され

るといった市場的な制約は考慮されていない。 
.5  オプションによってはコストがマイナスになり、採用した方が得になるケースも

ある。ただし、その実施を妨げる非財政的な障壁があるかもしれない。あるいは

社会的な観点からは費用効果が高いが、海運会社の観点からはそうでない可能性

もある。 
.6  一般的に公定歩合が引き上げられると、投資による返済コストが増加してカーブ

を上方にシフトする（費用効果を下げる） 
.7  一般的に燃料価格が上昇すると、節約される燃料の観点からは対策による恩恵を

増やし、カーブを下方にシフトする（費用効果を押し上げる） 
.8  2020年の最大削減ポテンシャルは、CO2換算で 210百万トンから 440百万トン、

すなわち A1 シナリオ群での予想排出量の約 15％から 30％に相当する。 
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2020 年の CO2限界削減コストカーブ（燃料価格 500 $/ton） 

 
図 5-2 2020 年の CO2限界削減コストカーブ 

（データの利用が可能な 25 の技術対策と運航対策を取り込んだ） 
 
 

その他の GHG の排出削減ポテンシャル 
 
5.82 海運からの排出量が気候に及ぼす影響の詳細な解析は第 8 章で取り上げる。多少とも

単純化すれば、船舶から排出される個々の温室効果ガスの相対的な重要性は、それら

の地球温暖化係数（GWP）によって表示される[21]。2007 年をベースとした 100 年

の視野での GWP の比較を表 5-3 に示す。この表では、CO2が船舶によって排出され

る GHG のうちもっとも重要度が高く、それに比べると他の GHG の排出削減ポテン

シャルは小さいことがわかる。 
 
5.83 排ガスによる N2O 及び CH4の排出量は、エネルギー消費量に比例した削減が可能で

ある。従って、表 5-2 に示す削減ポテンシャルは、これらの排出量にも適用できる。

ただし、CH4の排出量の一部は、原油の輸送及びハンドリングから発生し、これらの

排出量は、船舶効率を改善しても削減されないことに注意されたい。HFC の排出は、

漏れによるものであり、達成は難しいが HFC の理論的な排出削減ポテンシャルは、

非常に高い。 
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表 5-3 船舶による GHG 排出の相対的な重要性（2007 年） 

 
* GWP 値は HFCs の種類によって大きく変動する。冷媒 HCFC-22 が船上でもっとも一般的に使用され

る冷媒である。そこでこの表の計算ではその GWP 値を使用した。 
 
 

その他の関連物質の削減ポテンシャル 
 
5.84 排ガス中のその他関連物質（NOx、SOx、PM、CO、NMVOC）の排出量は、航行時

のエネルギー効率の向上とともに減少する。そこで、表 5-2 に示した削減ポテンシャ

ルは、これらの排出にも適用できる。ただし、原油の輸送および積荷・揚荷によって

発生する NMVOC の排出比率は、エネルギー効率には影響されない。5.84 項から 5.90
項ではエネルギー効率改善以外の削減ポテンシャルについて検討する。 

 
5.85 改訂 Annex VI の実施によって要求あるいは期待される排出削減量を表 5-4 に示す。

この削減ポテンシャルは、燃料の硫黄含有率が 2.7％、PM 濃度が 7.53 項及び 7.54
項の値とするとの前提で算定した。 

 
 

表 5-4 改訂 Annex VI の実施による最大排出削減量 

 

* 燃料中の硫黄含有率を 2.7％とした場合の削減量 
+  燃料転換による推定削減量 

 
NOx 

 
5.86 Tier Ⅲ規制値（Tier Ⅰから最大 80％削減）に到達する NOx排出削減は、今のところ

は、SCR 後処理法あるいは LNG を使用した希薄プレミックス燃焼によってのみ達成

可能である。これらの技術は、4 ストロークエンジンでは実績があるが、大型 2 スト

ロークエンジンでの実績は限られる。現状のエンジンに対してエネルギー効率の改善

と CO2排出削減対策を同時に実行した場合、4 ストロークエンジンでの削減効果は、

Tier Ⅰからは 40％から 50％程度の削減である[5]。 
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5.87 SCR 及び LNG 技術を活用すれば、高負荷運転時には Tier Ⅲ規制を超える排出削減

が可能である。しかし、低負荷時のさらなる削減及び長時間の安定した削減は、より

困難である。さらに 2 ストロークエンジンの削減ポテンシャルは、報告例が少ない。

そのため NOx排出削減の第 1 歩は、ECAs を拡大あるいは新規に設定し、世界全体の

NOx 量を減らすことであろう。ECAs 対象海域の拡大による削減ポテンシャルは、算

定しなかった。 
 

SOx及び PM 
 

5.88 改訂 MARPOL Annex VI では、表 5-4 に示すように SOx及び PM についても然るべき

削減が要求されている。個々の船舶からの SOx排出量を削減する可能性については、

あまり議論の対象とならなかったが、この排出規制が世界中の船腹に適用された場合

の CO2排出に与えるトータルの影響に関しては、専門家の間で議論があった。さらな

る削減のポテンシャルを検討する場合も同様のことがいえる。技術的には、船舶の観

点からは、硫黄分のさらなる削減は、明らかに実現可能である。確かに燃料中の硫黄

含有量を下げることはエンジン自体にもメリットがある。しかし、燃料の別の特性（例

えば、潤滑性、点火性、燃焼性などの）もエンジンの性能にとっては重要な要素であ

る。舶用燃料の最大硫黄含有量の低減を求めると、舶用エンジンが異なる成分を使っ

てこれまでと異なる方法で混合される原因となる。それは燃料の他のパラメータに対

してプラスマイナス両方向に影響する。以上のように今後舶用燃料に対しては、より

包括的でかつ厳格な仕様が求められる。 
 
5.89 SOx及び PM の排出量を表 5-4 のレベル以下にするスクラバ－技術を利用した削減ポ

テンシャルが報告された。LNG のような代替燃料もまた SOx排出レベルを下げるこ

とができるが、そのような燃料は、一部の船腹に対してのみ可能性があると考えなけ

ればならない。LNG の舶用燃料としての将来の適用の可能性は、第 7 章で検討する。

ECA 海域の拡大による SOxの排出削減ポテンシャルは、算定しなかった。 
 

CO 及び NMVOC 
 

5.90 一酸化炭素及び NMVOC は、不完全燃焼の副産物である。これらの排出量は NOx排

出量とある相殺関係にあり、SCR を除く NOx削減技術は、これらの排出量を増やす

傾向にある。これらの排出量の一般的なレベルは 0.1 g/kWh から 0.3 g/kWh と非常に

低く、それ以上の削減に対しての取り組みは、ほとんどなされていない。 
 
まとめ 
 
5.91 5.91 項から 5.94 項では、海運業界からの温室効果ガス及び関連物質の排出量を削減

する可能性を有するオプションについて技術面からの考察をおこなう。船舶による排

出量の削減オプションは、原則的には 4 種類の基本カテゴリのいずれかに入る。 
 

.1  エネルギー効率の改善。すなわち同じエネルギー消費量でより有効な仕事をする。

これは船舶の設計及び運航の両方に当てはまる。 
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.2 再生可能エネルギーの利用。例えば風力あるいは太陽光。 

.3 単位仕事量当たりの燃料サイクル総排出量が少ない燃料の使用。例えばバイオ燃

料あるいは天然ガス。 
.4 排出削減テクノロジーの活用。すなわち化学的な転換、捕捉、貯蔵、その他オプ

ションなど 
 
5.92 表 5-2 に示したような各オプションの組合せによる省エネポテンシャルは、非常に重

要な意味を持つ。ここで説明した技術オプション及び運航オプションを組合せて適用

すれば、船種及び妥協の程度にもよるが、船舶のエネルギー効率を 25％から 75％改

善できると評価する。 
 
5.93 風力、太陽光などの再生可能エネルギーは、補助的な駆動源としてであれば船上で利

用可能である。しかし、風力あるいは太陽光の稼働時間、安定性、現状の利用技術な

どの理由から、再生可能エネルギーによる総エネルギーに対する供給比率は、限定的

である。 
 

5.94 LNG は、NOx、SOx、PM などの排出削減と同時に CO2換算排出量の削減にも効果が

ある舶用燃料である。入手しやすい地域では、LNG は留出燃料に比べて安価な燃料

として存在価値を示すものと期待される。両者の組合せは、特に ECA 域内での将来

の利用という点で関心を集めている。排出削減テクノロジーは、SOx、NOx、PM の

排出削減に適用可能である。 
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第 6 章 GHG及び関連物質削減のための施策オプション 
 
はじめに 
 
3.14 船舶による将来の排出シナリオが本調査報告書の第 7 章で示される。このシナリオに

よると、海運による GHG 排出量は将来主として輸送需要の拡大のため増加する。第 3
章で、海運が排出する GHG のうち CO2がもっとも重要度が高いことが分かった。そ

こでこの章では CO2の排出削減を重点的に取り上げる。第 8 章では気候への影響につ

いて述べるが、そこでは将来の海運による排出を地球規模で考える。将来の船舶によ

る CO2排出シナリオを地球全体の CO2排出量と比較するが、この地球全体の CO2排

出量は将来気温を 2°C 上昇させるといわれている。海運による CO2排出は、そのシナ

リオで予測した削減量以上の削減が必要とされることがこの比較でわかった。排出削

減のために実施可能な技術的な対策と運航面の対策を第 5 章で示した。対策のいくつ

かはコストが高いため、その実施をサポートする施策が必要である。ここでは、排出

削減のために適用が可能と思われる施策オプションを分析する。 
 
3.15 この章は以下の構成とした。6.4 項から 6.33 項では、この課題に対する IMO の取り組

みの経緯と現状について説明する。6.34 項から 6.47 項では施策オプションの分析方

法の概要を示し、6.48 項から 6.71 項では分析対象となるオプションの施策設計を説

明する。6.72 項から 6.130 項では、施策オプションの判定基準を示し、定性的な分析

結果を提示する。最後に 6.131 項で結論を述べる。 
 
3.16 この章の全体的な背景に関連する情報は第 2 章で提供した。主たる背景には、国連気

候変動枠組み条約（UNFCCC）の紹介、京都議定書 2.2 条項の文言に対する解釈の違

い、海運業における規制及び法体系の概要などがある。 
 
IMO 内の進捗及び現状の議論 
 
3.17 1997 年の MARPOL 総会は「船舶による CO2排出」に関する決議を採択し、IMO に対

して、船舶による GHG 排出量に関する調査を実施し「実行可能な GHG 排出削減戦略」

を検討するよう要請した。MEPC はその調査を委託し、2000 年に調査が完了した。こ

の調査報告では、船舶による温室効果ガス排出量を検討し、さらに各種の技術手段、

運航手段、市場手段による排出削減の可能性を提示した。 
 
3.18 船舶による GHG 排出の問題に対するさらなる取り組みとして、IMO 総会は「船舶に

よる温室効果ガスの削減に対する IMO 方針とその実施」に関する決議 A.963(23)を採

択した（2003 年 12 月）。その内容は以下のとおり。 
 
.1 国際海運による GHG 排出量の制限または削減に必要なメカニズムを特定し、

それを構築するよう MEPC に要請する。そのために、とりわけ以下を優先さ

せる。 
- GHG 排出ベースラインの設定 
- 船舶による GHG 排出量の指標化との観点から船舶の GHG 効率を計算す
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る方法の開発。GHG 排出指標スキームの開発に当たっては、CO2が船

舶の排出する主要温室効果ガスであることに留意する。 
- GHG 排出指標スキームを実施する際のガイドラインの策定。例えば検証

方法などを規定する。 
- 排出削減を達成する技術手段、運航手段、市場手段の評価 

 
6.6 この課題に対応した MEPC 内の広範囲な作業の結果を以下のセクションで簡単に説

明する。6.7 項から 6.12 項では GHG 排出量のベースラインの設定に向けた進捗を説

明する。6.13 項から 6.28 項では、船舶の GHG 係数を表現する方法に焦点をあてる。

6.29 項と 6.30 項では、GHG 排出指標スキームを現実的に適用する場合のガイドライ

ンの開発について述べる。6.31 項は、6.48 項から 6.71 項でも取り組まれるが、技術

的対策、運転面の対策、市場ベースの対策の評価について説明する。 
 
GHG 排出ベースラインの設定 
 
6.7 GHG 排出ベースラインに関して、決議 A.963(25)では、船舶による総排出量の推移を

把握するため、ある年の CO2総排出量を全体のベースラインとして設定するよう求め

られた。合わせて同決議では、国際貿易に従事する船舶の GHG 排出量の報告に関し、

その算定方法についても検討するよう MEPC に要請があった。 
 
6.8 海運活動に対するベースラインの設定は、MEPC にとってはかなりの難題である。な

ぜなら、ベースラインの対象範囲に船籍による制限を設ける、設けない、という争点

がある。すなわち IMO の基本原則である「特別待遇をしない」ではなく「共通だが

差異ある対応」の原則を国際海運による GHG スキームに適用すべきか否かという疑

問が未解決のまま残されている。 
 
6.9 さらにこのようなベースラインの設定には方法論的な難しさがある。これは、本調査

報告書の第 3 章及び Appendix 1 における検討においても明らかである。その検討で

は、現在利用可能な統計データは舶用燃料消費量を過小評価する傾向にあると、あえ

て結論付けた。今回の調査報告書の排出インベントリは、20007 年の船舶の活動基準

による予測をベースとした。第 3 章で分かったように、この予測にはかなりの不確か

さが含まれる。今回の調査報告では、2007 年以前の年間排出量の推移予測は、

Fearnresearch による海上貿易量の推移予測に基づいた。今回の調査報告での可能な

選択肢の中ではこれがベストであると思われるが、将来の排出量を予測する場合、目

標達成の成否の判定には極力直接的な活動データを利用するとの方針があり、

Fearnresearch のデータを使って将来の排出量を予測するというのは不適切と思われ

る。 
 
6.10 本報告書の第 3 章及び Appendix 1 は、当該年の排出量を設定するために船舶活動量

を使用した範例であり、さまざまな干渉や経済情勢の下で将来の排出量を予測するた

めに説得性のあるシナリオドライバーを使うという方法を実際に示したものである。

ベースラインの設定はこの後のセクションで説明する施策オプションの重要な要素

であり、適切な選択といえる。 

87/231 



MEPC 59/INF.10 
ANNEX 

 
 

6.11 さまざまな船種が実際に海上を航行する日数は、不確かさの最大要因となる活動基準

インベントリのパラメータである。船舶長距離識別システム（LRIT）によって、活動

基準ベースラインに好都合な船舶活動の傾向に関するデータの入手が可能である。ま

た、SOLAS 1974 年条約の関連条項が 2008 年 1 月 1 日に発効となった。2008 年 12
月 31 日から段階的実施がスタートし、2009 年 12 月 30 日までに国際航行に従事す

る旅客船（高速艇を含む）、500GT 以上の貨物船（高速艇を含む）、自走海洋掘削装

置（目的地にいない間）に対して完全実施となる（SOLAS1998 年議定書の締約者で

もある SOLAS 締約政府機関の場合は、2010 年 3 月 30 日までに完全実施）。 
 
6.12 LRIT 情報のコストはその情報の要求元が支払うが、実質的には LRIT システムの全体

コストは、旗国として SOLAS 条約を批准した政府が支払う。結果的に、LRIT 情報の

利用及び共有に関してはある種の通告があるため、LRIT 情報を環境保護の目的に利

用できるように現行の決定を修正するなど Maritime Safety Committee（海上安全委

員会）内での議論が必要となる。いくつかの不確かさは避けられないにしても、活動

基準データに基づいて正確なベースラインを設定するのは、技術的には、近い将来に

可能となると思われる。 
 
船舶の GHG 効率の表現方法 
 
6.13 決議 A.963(23)によって、船舶の GHG 排出に関する指標としてその船舶の GHG 効率

を表わす方法を開発するよう求められた。船舶が排出する温室効果ガスでもっとも重

要なのが CO2 であるとの認識の下、MEPC が CO2 排出量を中心に検討を進めた。

MEPC は排出量を指標化する方法として、三通りの基本的なアプローチを検討した。 
 

.1  船舶設計要因の GHG 効率を表わす指標 

.2   船舶運航要因の GHG 効率を表わす指標 

.3  上記の組合せ 
 

6.14 排出指標は、船舶の設計あるいは性能を評価する目安となるよう設計される。将来的

には、この排出指標は船主及び運航会社が自主改善のために活用するものである。ま

た 6.48 項から 6.71 項で述べるように、自発的なインセンティブスキームあるいは強

制的なスキームの中で利用される可能性もある。このセクションの残りで、現在 IMO
が検討中の二通りの指標を紹介する、すなわち、エネルギー効率設計指標（6.15 項か

ら 6.23 項）とエネルギー効率運航指標（6.24 項から 6.28 項）である。 
 
エネルギー効率設計指標（EEDI） 
 
6.15 MEPC は、船舶設計の GHG 効率を表わす指標について極めて詳細に亘り検討した。

その結果、基本原則として排出指標をコスト（= 排出量）と利益（= 輸送仕事量）の

比率を示すものとするとの結論に達した。 
 
6.16 MEPC58 では、本報告書の Annex 11 に述べるように更なる工夫と改善を行うために、

新造船のエネルギー効率設計指標の計算方法に関する暫定ガイドライン（案）を計算
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及び試験運用の目的で導入することが承認された。本報告書の執筆時点（2009 年 5
月）では EEDI が未完成のため、ここで紹介するものに対して修正が加わる可能性も

あるがそれも細部の変更にとどまり、ここでの議論の対象となる全体コンセプトには

ほとんど影響がないものと思われる。 
 
6.17 EEDI は、船舶による CO2排出量を特定の条件（エンジン負荷、喫水、風、波）の下

での名目輸送仕事量と関連付けて表わすものである。EEDI の単位は、輸送能力-マイ

ルあたりの CO2換算グラムで、「輸送能力」とはその船舶の輸送対象として設計され

た貨物の搬送能力を示す値である。大部分の船舶が、輸送能力を DWT で表わすこと

になる。 
 
6.18 EEDI の計算式は、エネルギー回収の採用、低炭素燃料の使用、波浪中における船舶

の機能、特定船舶の耐氷構造ニーズなどの特別な設計特性及び設計ニーズを考慮する。

電気推進のような特殊設計仕様の扱いは未だ検討中である。EEDI は設計変更の場合

にのみ変化する定数である。 
 
6.19 EEDI によって、各船舶の設計性能を表わす数値が示される。あるカテゴリに属する

船舶の EEDI データを集めることにより、その船舶カテゴリの典型的な効率を示すベ

ースラインを設定することが可能になる。図 6-1 に、いくつかの船舶カテゴリの CO2

設計指標に及ぼす船舶 DWT の影響を示す[2]。CO2 設計指標の計算に使用した式は

EEDI と似たものであり、EEDI も同じ傾向を示すと思われる。 
 
6.20 このような計算で求めた、船舶の大きさを関数とする（ここでは船舶の大きさを DWT

あるいは GT で表わした）船舶カテゴリ別の EEDI ベースラインを提示した[3]。EEDI
ベースラインは、EEDI を利用する種々の施策に適用することができる。しかしなが

ら船舶の大きさの単位として DWT あるいは GT を使うとなると、それが非常に小さ

くなると、すなわち小型コンテナ船及びドライカーゴ船の場合は、EEDI を表すカー

ブが急勾配になり、船の大きさが少し変化しただけで EEDI ベースラインが大きく変

化してしまう。船舶の大きさを運航ニーズよりも EEDI ベースラインの許容条件によ

って選択した場合は、これは最適とはいえない設計につながる危険性があり、好まし

い結果にならない。そのためこの種の EEDI ベースラインを適用する場合は、大きさ

の閾値を考慮することも必要になる場合がある。 
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コンテナ及びドライカーゴ船の CO2 指標 

図 6-1 船舶 DWT が CO2設計指標に与える影響[2] 
 

 
6.21 異なるデータセットを使って EEDI ベースラインを計算すると、計算結果が違ったも

のとなる。現状、EEDI は最終決定されたものではなく、ベースラインデータも、個々

の船舶の EEDI を求める過程で得られたデータベースよりも現存する船舶のデータベ

ースのデータを使用して近似したものである。また、共通構造規則（CSR: Common 
Structure Rules）の導入によって新造船の鋼材重量が増えるため、それも考慮する必

要がある。EEDI ベースラインの策定の完了までに MEPC にはいくつかの作業が残さ

れている。 
 
6.22 船舶によっては、貨物輸送用に設計されていないものもある。例として、曳航船、砕

氷船、浚渫船、漁船、クルーザーなどが該当する。このような場合、輸送仕事量は船

舶がもたらす利益を表わすものとしてはふさわしくない[4]。船種によってはキロメー

トル（km）の単位による EEDI は、意味合いや妥当性が少ないと考えられる。このよ

うなケース、あるいは最小サイズの閾値を設ける必要性の有無などから、船舶型式や

大きさによって EEDI の測定単位を変える必要があること、さらには EEDI を全ての

船舶型式に適用するのは現実的には難しいこと、なども想定される。ただし、大型貨

物船に関しては何も問題がなく、第 3 章に示したようにこれら大型貨物船が全排出量

の圧倒的なシェアを占めている。 
 
6.23 EEDI を基本パラメータとして利用する施策の内、実現可能性のある施策について以

後のセクションで検討する。 
 
 
 

90/231 



MEPC 59/INF.10 
ANNEX 

 
 

エネルギー効率運航指標（EEOI） 
 
6.24 EEOI の基本的な原則は EEDI での結論と同じである。すなわち排出指標とは、コス

ト（= 排出量）ともたらされる利益の比率を表わすものである。 
 
6.25 EEOI はこれまで（運航的面での）「IMO CO2 指標」と呼ばれた。試験的な利用で自

主的に船舶 CO2排出を指標化するための暫定指針が、2005 年 7 月の MEPC53 で採

択され MEPC/Circ.471 として公表された。MEPC は、関連機関に対してその試験的

運用を手助けし、結果を報告するよう要請した。MEPC 53/WP.3 及び MEPC 49/4 の

中で紹介されたように MEPC/Circ.471 の採択に至る作業の中で、別の計算式、手法、

指標の使用なども議題に上った。今回の調査報告書の執筆時点（2009 年 3 月）では、

IMO は EEOI 改訂版の仕上げ段階の途中にある。そのため最終の EEOI はここで検討

されている EEOI とは少し異なるものとなる可能性がある。 
 
6.26 EEOIは単位輸送仕事量当たりのCO2排出量といった観点から実際のCO2効率を以下

の計算式を使って表わす（MEPC/Circ.471）。 

 
ここで 

FCiは、航海 i の燃料消費量 
Ccarbonは、使用された燃料中の炭素含有量 
mcargo,iは、航海 i で輸送された貨物質量 
Diは、航海 i の航行距離 

 
EEOI の単位は輸送能力-マイル当たりの CO2グラムで、「輸送能力」とは船舶が実際

に輸送する貨物の量である。大部分の船舶にとって「輸送能力」は移動される荷物の

トン数で表わされる。しかし他の単位（乗客数、TEU、車輌台数など）を使ってもよ

い。EEDI と異なり EEOI は運航条件によって変化する。EEOI はそのため航海の 1 行

程ごとに計算する必要があり、一定期間平均としてまたは定期的に報告される。 
 
6.27 MEPC/Circ.471 では「この指針は輸送業務をおこなう全ての船舶に適用する」と規定

された。 
 
6.28 これまでの試験運用から、EEOI の値は、とりわけ、貨物輸送能力に対して実際の運

航で達成された平均稼働率によって大きく影響されるように思われる。稼働率は、さ

まざまな貿易を取り巻く周期的なビジネス環境の影響を受ける[5]。従って、船舶カテ

ゴリごとの平均稼働率は、年毎に、需要と競争力の変化、更には航路間で、変動する

可能性もある。輸送作業によっては（例えば、戻りの貨物、あるいは三角貿易など）

高い平均稼働率の可能性を示唆するものもあれば、他の取引形態（小荷持の輸送など）

によっては、運航のやり方や船舶の選択の仕方ではなく輸送需要の特質あるいは地理

的な問題から構造的な低稼働率に終始する場合もある[6]。こういった問題全てがEEOI
ベースラインの設定を難しくしている。 
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GHG 排出指標スキームの実用化 
 
6.29  船舶の燃料効率運航のための最善の手法を推進するため、MEPC は船舶効率管理計

画（SEMP）の導入を検討中である。MEPC 58/INF.7 で紹介されたように、海運業界

はこの運用方法の技術的詳細を検討する作業に大変な努力を払っている[7]。 
 
6.30 SEMP は、体系化された手法で性能を監視し改善の可能性を探ることによって、エネ

ルギー効率の高い運航を実現する枠組みを船舶に対して提供するものである。SEMP
は海運会社のみならず用船者のような他の関係者も開発に参加可能である。これは 4
段階のフェーズを経ながら使いこなすことになる。 

 
1. 計画 
2. 実行 
3. 性能監視 
4. 自主改善 

 
SEMP の中では性能監視のために EEOI を活用できる。SEMP は単独で考えるもので

はない。このような規定はすでに ISM コード（国際安全管理コード）中に存在し、船

主及び運航会社に対して環境性能の監視と継続的な改善プログラムの策定を求めて

いる。MEPC が提案する SEMP も ISM コードの要求事項を拡大したものと考えられ

る。SEMP は、船舶及び船腹の性能実績（EEOI に基づくもの）の推移を監視する実

用的なメカニズムを提供するほか、船舶性能の最適化を目指す場合に検討対象となる

いくつかのオプションも提供する[7]。 
 

技術手段、運航手段、市場ベースの手段による解決策 
 

6.31 IMO 総会決議 A.963(23)が MEPC に要請した作業の一つが「技術手段、運航手段、市

場手段の評価」である。確かに MEPC は、技術手段、運航手段、市場ベース手段で

の解決策の検討に着手したが、未だ施策の採択という具体的な姿にはなっていない。

ただし、この間になされた提案が、6.48 項から 6.71 項で取り上げる海運の GHG に

対する施策設計のベースとなった。 
 
IMO GHG の作業計画 
 
6.32 決議 A.963(23)のフォローとして、MEPC 55（2006 年 10 月）は「国際海運による

CO2 排出量の制限及び削減を達成するために必要なメカニズムを特定し設定する作

業計画」を採択し、締約政府にこの作業に積極的に参画するよう要請した。この作業

計画は MEPC 59（2009 年 7 月）で終了し、特に前述の 6.13 項から 6.28 項で述べた

運航効率を指標化する方法の改善、CO2排出ベースラインの設定、国際貿易に従事す

る船舶による GHG 排出に対応する技術対策、運航対策、市場ベースの対策といった

問題が検討された。 
 
6.33 この作業の成果は、第 15 回気候変動枠組み条約の締約国会議総会（COP-15 2009 年
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12 月）での UNFCCC に関する判断に対して大きな影響を与える。この会議の全体目

標は、地球の気候に関する野心的な合意を築くことである。 
 
施策オプションの特定 
 
6.34 船舶による GHG 排出量を削減する多くの施策が考えられる。このセクションでは

IMO に対する具体的な提案から抜粋したいくつかのオプションについて、その概要の

包括的な特定を試みる。その次のセクションでは現在 IMO で議論の対象となってい

るオプションについてより詳細に検討する。 
 
6.35 施策を分類する場合に多くの方法があるが、分類方法を二つ挙げる。 

 
.1 その施策が使用する基本パラメータに基づいて各施策を分類する。気候に関する

施策の基本パラメータには絶対排出量、効率指標、燃料から生じるライフサイク

ル炭素排出量などがある 
.2 各施策は、施策手段の種類によって分類される。環境施策で使われる手段には、

市場手段、指揮統制6手段、自発型手段などがある。 
 

本調査研究では基本パラメータによって施策手段を明らかにする7。6.42 項から 6.44
項では、政策手段を基本パラメータと手段の種類の両軸で分類するマトリクスを提示

する。 
 

海運による CO2排出量の決定要因 
 

6.36 図 6-2 は、海上輸送による排出量の大きさに影響する基本的な要因の型式化した概観

図である。図の目的とするところは、排出削減オプションを評価するために施策を分

析する枠組みを提示することにある。各要因を示すとともにそれら要因と海運活動に

よる排出量との間の直接的、間接的関連を下に詳細に表わした。これは全般的な概念

図であり、すべての考えられる要因及び相互関係を示すものではないことに注意され

たい。この枠組みによって海運活動の GHG 排出量を削減する施策オプションの特定

が可能となるため、ここでこの枠組みを紹介し、以後のセクションで使用するものと

する。 
 

 
6 「指揮・統制」（command-and-control）という用語は通常全ての規範的な規則を包含する。例えば、禁止、技術ベー

スの排出基準、達成水準など（Russell と Powell, 1999[26]
）。 

7 その施策の種類によって分類された施策リストは、例えば Torvanger 他, 2007[29
を参照 
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図 6-2 海運による排出量の決定要因型式概観図 

 
 

6.37 大部分の船舶において、海運活動による排出量は、その定義のとおり、船腹の運航上

の CO2 効率（CO2 排出量/トン・マイル）と輸送仕事量（トン・マイル）による。非

輸送船舶の場合は、作業単位が違ってくる（例えば出漁日数、曳航/非曳航稼働時間、

旅客数‐マイルなど）が、ここでは取り上げない。 
 
6.38 海事部門の輸送仕事量は、（全体の）輸送需要及び輸送形態間の分担という二つの主

要因によって決まる。図 6-2 には示されていないが、物流効率も実際のトン・マイル

量に対する要因の一つとなる。また、輸送需要は経済活動全般及び原材料、最終消費

地、製造拠点の地理的分布によって決定される。生産は要素コストが安い地域に集中

する傾向がある（要素コストとは、労働、エネルギー、原料など入力要素のコストの

こと）。要因コスト及び最終消費地は、世界各地域の人口当たり GDP のような経済指

標との相関性がある。総 GDP は総輸送需要と正比例の関係にある。このように経済

活動（例えば GDP で表わされる）及び原材料、生産、消費の地理的分布が輸送需要

の原動力（driving force）である。 
 
6.39 輸送形態分割は、代替となる輸送形態の利用可能性と海上輸送の価格競争力によって

決まり、さらに後者は船隊運航 CO2効率、海事インフラ、海上輸送の要素コストおよ

び競合輸送形態の価格次第である。 
 
6.40 一方、図 6-2 の下半分に示された運航 CO2 効率について説明すると、運航 CO2 効率
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は燃料のライフサイクル炭素排出量、船隊の運航状況及び船隊設計エネルギー効率に

よって決まる（図 6-2 の「船隊運航エネルギー効率」は、EEOI が対象とするような

個々の船舶ではなく、船隊に対して適用されることに注意されたい。船隊運航効率は

各船舶の EEOI の加重平均値である）。燃料のライフサイクル炭素排出量は天然ガス

やバイオ燃料などへの燃料転換によって変化する可能性がある。CO2効率にもっとも

影響を及ぼす船隊運航上の要素は、物流（航海実績）、メンテナンス、速力である。

三つの要素は全て、燃料価格及び輸送需要と船腹量との相対関係の影響を受ける。 
 
6.41 船隊設計エネルギー効率はその船隊に属する船舶の型式（例えばエンジン型式、大き

さ、船の形状）及び第 5 章で概説した種々の省エネルギー技術（その船隊中の当該船

舶が建造された時点の最新の造船技術と関連する）の利用によって決まる。（再度、

図 6-2 に示す「船隊設計エネルギー効率」は、EEDI が対象とするような個々の船舶

ではなく、船隊に対して適用されることに留意されたい。船隊設計エネルギー効率は

各船舶の EEDI の加重平均値である。） 
 

施策オプション概観 
 
6.42 原則として施策は、図 6-2 に示すように海運活動による CO2排出量を決定する各要因

をターゲットとする。実際には、自由な海上行動あるいは自由貿易を阻害する施策、

すなわち、輸送仕事量に直接影響するような施策もある。多くの施策は、使用する指

標によって 4 つのカテゴリにまとめられる 
 
.1 設計、運航、エネルギー源を問わず海運活動の CO2 排出削減を直接狙った施

策 
.2 船隊の運航燃料効率の改善を狙った施策 
.3 船隊の設計効率の改善を狙った施策 
.4 燃料のライフサイクル炭素排出量の削減を狙った施策、例えば天然ガスある

いはバイオ燃料の利用促進施策 
 

これらの基本パラメータごとに、多くの施策手段が設計できる。海運活動による CO2

排出量は市場手段による対処が可能である。運航効率、設計効率、ライフサイクル炭

素排出量は、市場手段あるいは指揮統制手段あるいは自発的な対策によって対処可能

である。施策オプションの全体観を単純化して表 6-1 に示す。 
 

表 6-1 船舶による GHG を制約・削減する施策の全体観 
 市場手段 指揮統制手段 自発的な対策 

海運活動による GHG
排出量 

排出枠取引、例えば

METS* 
排出税、例えば ICF+ 

  

運航効率 EEOI 税 
EEOI 税/報奨金スキー

ム 

EEOI の強制的な制約

EEOI の強制的な報告

SEMP の強制的な適

用 

EEOI 自主改善の協定

SEMP の自主活用協

定 
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設計効率 EEDI 税 
EEDI 税/報奨金スキー

ム 

新造船 EEDI の強制的

な制約 
EEDI の自主改善協定

自主基準の遵守 

燃料ライフサイクル

炭素排出量 
燃料税の差別化 燃料ライフサイクル

炭素排出量標準化 
バイオ燃料標準 

 

* METS： 海事排出量取引制度 
+ ICF：  国際補償基金 

 
 

6.43 IMO の内部議論では、施策を 3 つのカテゴリに分けた。 
 
.1 技術施策オプション、すなわち船隊の設計効率改善を目指す施策 
.2 運航施策オプション、すなわち船隊の運航効率改善を目指す施策 
.3 市場ベースの施策オプション、すなわち直接 CO2削減に取り組む手段 
 

「市場ベースの施策オプション」という言葉は、IMO 内部では通常 CO2 排出削減に

対応する市場に基づく施策オプションを指すことに注意されたい。運航効率あるいは

設計効率に対処するための市場ベースの施策オプションが議論されることは殆どな

い。この章でも IMO 用語に従う。 
 

6.44 上記カテゴリを以下の議論でも使用する。 
 
施策の下での技術対策及び運航対策 
 
6.45 第5章では船舶によるCO2の排出削減のために講じることができる技術対策及び運航

対策を特定した。燃料価格次第ではあるが、運航者にとって費用効果が高いと思われ

る対策もある。海運業界関係者は、事業的・経済的な判断に基づいてこれらの対策を

実行する傾向にある。それ以外の対策は、燃料価格の上昇を仮定したとしても、費用

効果が高いとは思えない。事業的・経済的な判断だけが規準になれば、これらの対策

が講じられることは決してない。そのためそれらの対策は施策によるインセンティブ

を与える必要がある。 
 
6.46 表 6-2 は、基本的な施策オプションと第 5 章に示した排出削減オプションとの関連を

表したものである。この表においても、技術施策オプションが新造船の設計対策を意

図したものであることがわかる。運航施策オプションは、原則として新造船の設計オ

プションと全船舶の運航オプションの両方を包含している。市場ベースの手段は設計

対策と運航対策の両方を対象とし、他部門の排出削減オプションを利用するメカニズ

ムを意味する場合もある。 
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表 6-2 基本施策と主要排出削減オプション間の関係 
 

 技術施策オプション* 運航施策オプション+ 市場ベースの手段** 
設計（新造船）    
コンセプト、速力、輸

送能力 
船体及び上部構造 
駆動源及び推進装置 

EEDI あるいは技術標

準において主仕様が

明記される 

低炭素燃料 
再生可能エネルギー 

能力は考慮されるが、

必ずしも使われると

は限らない。 
運航（全船舶）  
船隊管理、物流、イン

センティブ 
No 

航海最適化 No 
エネルギー管理 No 

実施後の性能がこの

手段の評価基準であ

り、暗黙的に全ての設

計要素と運航要素が

対象となる。 

実施後の CO2 排出量

がこの手段の評価規

準であり、暗黙的に全

ての設計要素と運航

要素が対象となる。 

その他    
他部門からの排出権

購入 
No No No 

* EEDI の削減を目指す施策。あるいは他の特定技術標準。 

+ EEOI の削減を目指す施策、エネルギー効率管理計画の実施 

** 排出量取引制度（ETS）、国際 GHG 基金（補償基金） 

 
6.47 各種施策において利用できる対策については、6.72 項から 6.130 項の各種施策の環境

効果及び費用効果に関する検討の箇所で詳細に検討する。 
 
詳細分析の対象となる施策オプションの選択と定義 
 
6.48 6.34 項から 6.47 項に示したように、船舶による GHG 排出量を削減する多くの施策が

考えられる。このセクションでは IMO 内部で検討中の主な施策オプションの高度な

設計について説明する。この設計の目的は、これらの施策手段の評価を可能にするこ

とである。この施策評価は MEPC 57 で合意された評価基準に基づくものである（6.72
項から 6.130 項）。 

 
技術施策オプション 
 
6.49 技術施策オプションに関する IMO 内の検討対象は、現在エネルギー効率設計指標

（EEDI）として知られているものをベースとするオプションが主体である。すでに

説明したように MEPC 58 は、更なる改良改善を視野に入れながら、この暫定的な計

算方法を試験運用的に使用することを認めたのであって、EEDI は未だ開発途上であ

る。このセクションは「新造船 EEDI 数値の強制的な制約」、「新造船 EEDI の強制的

な報告」、「新造船 EEDI の自主報告」といったことを取り上げる。 
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施策設計の特徴：新造船 EEDI の強制的な制約値  
 
6.50 IMO 内部で提案された一つの技術施策オプションが、新造船 EEDI 値の強制的な制約

値である（例えば、Annex 6、MEPC 58/4、MEPC 58/4/17、MEPC58/4/18 を参照）。

EEDI の強制的な制約値の設計の骨子は 
 
.1 IMO が EEDI の計算式を決める 
.2 IMO が EEDI のベースラインを承認する。ベースラインはその指標の試験的

な運用結果に基づいて設定される。ベースラインは船舶の種類と大きさの関

数となる。一般式として、ベースライン値 = a・Capacity-c で求められ、こ

こで a と c は船種固有のパラメータである。以下の 7 種類の船種に関しては、

ベースラインを求めることが可能である（MEPC 58/23、MEPC 58/48）。他の

船種への拡大は追って可能となろう。 
- ドライバルクキャリア 
- タンカー 
- ガスキャリア 
- コンテナ船 
- 一般貨物船 
- RO-RO 貨物船 
- 旅客船、ただし RO-RO 旅客船は含むが、高速船は除く。 

.3 IMO が例えば「ベースラインの X %下」といった目標を設定する。従って、

その目標は船種と大きさ別に設定される。ある日付以後に建造された船舶は、

EEDI がその目標より優れていることを証明しなければならない。 
.4 IMO が徐々に目標値を上げる。 
 

施策設計の特徴：新造船 EEDI の強制的な報告 
 
6.51 この施策は、EEDI の計算が可能な船舶に対して、船籍登録時に EEDI の報告を求める

ものである。EEDI は新造船にとってはすでに分かっている性能指標であり、自主管

理、港湾使用料の差別化、識別表示といったスキームの中で利用される。 
 
6.52 EDDI 強制報告スキームの設計の骨子は次のとおり。 
 

.1 IMO が EEDI の計算及び検証のためのガイドラインを設定する 

.2 IMO が旗国に対し新造船の EEDI を登録するよう求める。 
 
施策設計の特徴：新造船 EEDI の自主報告 
 
6.53 この施策は、EEDI が計算可能な船舶に対し、EEDI を報告させる受け皿を設けるもの

である。EEDI は自主管理、港湾使用料の差別化、識別表示といったスキームの中で

利用される。 
 
6.54 EDDI 自主報告スキームの設計の骨子は次のとおり。 
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.1 IMO が EEDI の計算のためのガイドラインを設定する 

.2 異なったインセンティブスキームの中で判断基準が異なるのを避けるため、IMO
は随意に EEDI の検証のためのガイドラインを設けることができる。 

 
運航施策オプション 
 
6.55 EEOI は原型も含めてその使い方が MEPC で度々議論され、以下のような提案がなさ

れた。 
 

.1 EEOI の強制的な記録/報告 

.2 EEOI/SEMP の強制的な適用 

.3 不順守に対する罰則と組合せた EEOI の強制的な制約値 

.4 EEDI の自主的な記録/報告 

.5 EEOI/SEMP の自主的な利用 
 

これらのオプションの設計について以下で簡単に紹介する。 
 
施策設計の特徴： EEOI の強制的な記録/報告 
 
6.56 この施策は船舶に対しその EEOI 値を記録する義務を課すものである。そうすれば

EEIO を業界内部での活用、あるいは例えば港湾のような第三者が設けるインセンテ

ィブスキームでの利用などが考えられる。EEOI 値をインセンティブスキーム中で報

償の事由として使う場合は、EEOI 値の検証等級を設定する必要がある。 
 
6.57 船舶効率及び総排出量のベースラインを設定するための手段として、中央機関へ

EEOI データを報告させることも提案された。そうすれば自主行動、入港税の差別化、

識別表示といったスキームの中で利用される可能性がある。しかしそうなるとその内

容自体が排出削減施策でなくなるため、ここでは取り上げない。 
 
施策設計の特徴： EEOI/SEMP の強制的な適用 
 
6.58 SEMP に関して何かを強制するとするなら、各船舶が運航効率を管理するための活動

内容を文書化させるといったようなことが考えられる。この場合船上では VOC 管理

計画（改訂 MARPOL VI 規則 15 で義務付けられた）に類似した形態で実施されるこ

とになろう。性能監視のために EEOI を強制的に適用させることなどもこの施策の一

種といえる。EEOI を強制的に利用させて、入港税の差別化、識別表示スキームのよ

うな他の施策の中での利用に対して道を開くこともできる。このようないろいろな可

能性を持つ施策手段あるいは自主活動の評価は本調査報告書の範囲外である。 
 
6.59 EEOI をインセンティブスキーム中で利用する場合は、独立した第三者機関による

EEOI の検証だけは必要である。 
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施策設計の特徴： 強制的な EEOI 制約値 
 
6.60 2008 年に MEPC の GHG 作業部会が、EEOI を将来強制的なものにする可能性を残す

ものの、EEOI は本質的には推奨するものであって強制するものではない、との考え

方を提示した（MEPC 58/4）。EEOI の強制的な制約値に関する設計の骨子は以下のと

おりである。 
 
.1 IMO は、船舶の EEOI に関する必要データを収集した後、EEOI のベースライ

ンを設定する。前述のEEDIベースラインと同様、原則的にはこのEEOIが IMO
に報告された各 EEOI の最大公約数的なものになるはずである。EEOI は統計

数値ではないので、この仕事は EEDI よりも EEOI の方が相当な困難さを伴う

ことに注意されたい（6.24 項から 6.28 項を参照）。 
.2 IMO は、例えば、ある期限までに然るべき EEOI 値を改善すること、のよう

な EEOI の削減目標を設定できる。 
.3 各船舶は、妥当な指針に従って自らの EEOI を定期的に計算する。 
.4 船舶は、自らの EEOI を旗国に報告する。不正防止のため、報告書は第三者検

証機関の検証を受ける。 
.5 船舶の EEOI 値が規定値に適合しない場合、旗国は適正な措置を講じる。船舶

が EEOI を改善する方法は唯一、運航効率を改善することであり、不適合には

罰金を課すこともあり得る。これは不適合船舶を罰すると同時に、次の期限

までに EEOI を改善するよう促すためである。 
 

施策設計の特徴： EEOI の自主記録/報告 
 

6.61 この施策は、船舶に対し自主的に EEOI の計算及び報告をさせるものである。この

EEOI は自主行動、入港税の差別化、識別表示といったスキームの中で利用される。

EEOI のベースラインあるいは検証に対する要求事項は、この情報を利用するスキー

ムによって決まる。 
 

6.62 EEOI の自主報告スキームの設計の骨子は以下のとおりである。 
 
.1 IMO は、EEOI の計算式を含むガイドラインを設定する。 
.2 異なったインセンティブスキームの中で判断基準が異なるのを避けるため、

IMO は随意に EEDI の検証のためのガイドラインを設けることができる。 
 

施策設計の特徴： SEMP の自主活用 
 
6.63 SEMP の自主活用は、船主と運航者に普及して独自の判断で利用できるような SEMP

を IMO が開発するという暗黙の前提がある。 
 
6.64 SEMP の自主活用のための設計の骨子は以下のとおりである。 

 
.1 IMO は SEMP を開発する。 
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.2 SEMP が船主と運航者に普及して独自の判断で利用される。 
 

市場ベースの手段 
 
6.65 IMO における市場ベースの手段に関する議論の対象はあくまでも船舶の CO2 排出と

取り組むための手段であって、例えば効率指標を改善するための市場ベースの手段で

はない。多くの関心を集めた２つの市場ベースの手段は、海運の排出量取引制度

（METS）及び船舶による GHG 排出に対する国際補償基金である。後者は世界的な

舶用燃料税をベースとする基金で、本調査報告書では ICF と呼ぶ。 
 
6.66 IMO で議論の対象となっているこの２つの市場ベースの手段は多くの特徴を共有す

る。 
 

.1 両スキームとも、原則として、地球全域で、全ての船舶に適用できる。 

.2 両スキームとも、使用する燃料コストを押し上げることにより、各船舶の燃料

効率を改善する新たなインセンティブを生み出す。 
.3 両スキームとも、スキームを管理する中央機構が必要となる。 
.4 両スキームとも、基金を調達してそれを多くの目的に利用するよう提案されて

いる。ただし、歳入を高めることは、当然税金にとっては重要な要素であるが、

一般的に排出量取引スキームにとっては重要な要素ではないことに注意が必要

だ。 
.5 両スキームとも、基金を管理する機構の設立が必要となる。 
.6 両スキームとも、慎重な法的な検討を必要とする。法的な観点からの検討は一

般的にはこの調査報告の範囲外である。ただし基本的な枠組みは第 2 章で簡単

に紹介した。 
 
6.67 二つの市場ベースの手段の主な違いは以下のとおりである。 
 

.1 METS は地球全体の CO2排出量に対する海事部門のみの貢献に限定される。海

事部門の排出量が増加した場合にそれによって他の部門の排出量が同時に減少

しない限り貢献したとは認識されない。ICF にはこの設計特性はない。 
.2 METS は、効率改善に対するインセンティブを高めることによって、また排出

枠上限を超える事業者に対して他の部門から排出枠を購入するよう要求するこ

とによって、地球全体の GHG 排出量の削減に貢献する。 
.3 ICF は、効率改善に対するインセンティブを高めることによって、及び基金か

ら他の部門の相殺分を購入することによって地球全体の GHG 排出量の削減に

貢献する。 
.4 ICF には 4 年ごとに一定の税収が見込める。METS における排出枠価格は市場

によって決まるものであり、不安定さがある。 
 
国際補償基金（ICF）の制度設計の特徴 
 
6.68 世界規模の舶用燃料税に基づく国際補償基金の制度設計案は、IMO に対する数回にわ
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たる提案の中で説明された（MEPC 56/4/9、MEPC 57/4/4、MEPC 57/INF.13、
GHG-WG1/5/1、MEPC 58/4/22）。MEPC 内で使われているこのオプションの名称が、

この市場ベースのオプション（ICF）と METS との主たる違いを浮き彫りにするもの

ではないことに注意されたい。最終的には、提案されているオプションは、共に国際

補償基金のために歳入を確保する特性を共有する（6.70 項及び 6.71 項参照）。両者の

違いは歳入確保の方法にある。すなわち ICF は燃料税によって歳入を確保し、一方

METS は排出枠を競売にかけて歳入を得る。 
 
6.69 ここに紹介する設計は上記 IMO への提案に基づくものである。制度設計は以下の特

徴をもつ。 
 

.1 国際貿易に従事する全ての船舶は、積み込む燃料のトン当たりで決められた額

の舶用燃料税を納付する。この燃料税はその排出係数に応じて全ての舶用燃料

に適用される 
.2 税を払うのは船舶、舶用燃料の供給者、石油精製業者のいずれかとなる。各ケ

ースについて GHG-WG 1/5/1 で議論されたので、以下を補足する。 
- 最初のケース（船舶が支払うケース）では、非加盟国の船籍船に対して

も締約国の港に寄港中の場合、締約国のポート・ステート・コントロー

ルによって支払を請求できる。 
- 後者のケース（燃料供給者が支払うケース）では、非締約国の舶用燃料

供給者には税金の支払いを請求できない。言い逃れを防止するため、代

わりに船舶に税金を納めさせることとし、それは旗国及び PSC を経由し

て請求するという規定を定める。 
- 舶用燃料の供給者に税金の支払いを要求する場合も、ケースによっては

船舶が支払う規定を必要とするのであるから、結局は船舶に納税義務を

負わせる方が、理解が簡単で実施しやすいスキームとなる。 
.3 中央機関は各船舶固有の口座を設け、燃料の購入及び税金の納付の記録を追跡

する。このようなシステムは船舶（すなわち船主/運航会社）との信頼関係に基

づき、燃料補給後直ちに船舶の口座に税金を振り込ませる。船舶は PSC に提示

する納付レシートを受け取る。 
.4 その税金は、未決定であるが締約国あるいは中央機関が管理する国際海事 GHG

排出基金に預けられる。 
.5 締約国は基金の用途に関する明確なガイドラインを設定する。一般的には以下

の目的で基金から支出する。 
- 他の業界で所有する排出枠の取得。たとえば CDM クレジット、その他の

プロジェクトのクレジットなど 
- 船舶に限定しない GHG 排出削減プロジェクトあるいは適応プロジェクト

（CDM あるいは JI）への資金提供 
- 海運に関する研究開発への資金提供 
- 世界船腹の効率を改善するための IMO 技術協力プログラムへの資金提供 
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海事排出量取引制度（METS）の制度設計の特徴 
 
6.70 METS の制度設計案が数回にわたる IMO への提案の中で説明された（GHG-WG 1/5/3、

GHG-WG 1/5/5、GHG -WG 1/5/6、GHG-WG 1/5/7、MEPC 58/4/19、および MEPC 
58/4/25）。これらの提案の多くに、先に説明した ICF のような国際基金の要素が含ま

れることに注意が必要である。両者の違いは基金調達方法にある。METS の場合は、

排出枠を競売にかけることによって調達し、ICF の場合は舶用燃料に課税することに

よって調達する。 
 
6.71 ここに紹介する制度設計は上に引用した IMO への提案に基づくものである。設計は

以下の特徴をもつ。 
 

.1 スキームの範囲は世界全域とし、ある大きさ以上の全ての船舶による CO2 排出

を対象とする。ただし、好ましくないマイナス効果を避けるため対象範囲の修正

が許される。 
.2 これまでの排出量推移及び削減目標に基づき、世界全体の海事排出量上限枠を設

定する。気候変動に対する影響を低減・遅延・防止するために、地球の総排出量

を絶対量で制限する必要があるとの IPCC の見解（IPCC 2007 [20]）に沿った形で、

その上限枠は絶対量の排出目標とする。上限枠を世界全域の海上輸送に適用する

のであるから、その上限枠は適当な国際機関によって設定されるべきという主張

は理にかなっている。 
.3 スキーム内の船舶間の取引はさておき、このスキームは他の排出量取引スキーム

との取引にも門戸を開放する。このことの利点は、海運部門が他の業界から排出

枠を購入することが可能となり、海運業界が自らの削減コストに比べて安い価格

で排出を削減する可能性が生まれることである。METS を開設して他部門の排出

枠が利用できることによって、価格の不安定さがかなり緩和される。何故なら、

ビジネスサイクルが異なる他の部門が組み込まれるためである。さらに、途上国

のプロジェクトクレジット（CDM クレジットのような）の利用を可能にするこ

とによって、METS による途上国の排出削減に対する資金提供も可能となる。 
.4 責任事業体、すなわち排出量の監視と報告、あるいは排出枠の返還に責任を負う

事業体は船舶となる。これによって、船舶が不順守の場合の責任を船舶に負わせ

ることが保証される。しかし船舶自体は排出枠を返還できないので、実際には、

船舶の排出量に対して排出枠を返還するのは運航会社、用船者、あるいは荷受人

である。規制する側からの視点では、誰が排出枠を返還するかは、返還される限

りでは重要な問題ではない。海運に従事する当事者に残された問題は、排出権返

還の責任に関して契約上の手配を整えることである。船舶は検証可能な方法によ

って燃料消費量を監視しなければならない。 
.5 責任事業体は年間排出量を旗国に報告し、所定の排出枠を返還するものとする。

非締約国で登録された船舶は他の国あるいは他の事業者に排出枠を返還する可

能性を与えられる。寄港国は船舶が排出枠を返還したかどうかを検査することが

できる。 
.6 初めに個々の船舶に排出枠を割り当てるいくつかのオプションがある。 

- 排出枠の販売あるいは競売 
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- 個々の船舶のこれまでの排出量あるいは活動量（トン・マイル）に基づく

自由な割り当て 
- ある基準に基づく自由な割り当て 
- 上記の組合せ 

.7 これらのオプションはそれぞれ、海運業界に与える影響、早期対応の場合の優遇

措置、環境効果が異なる。いずれを選択するかについては、経済効率、行政面の

負荷、海運業界に与える影響のバランスを考える必要がある。 
.8 排出枠を競売にかける場合、売上金は途上国での適用あるいは海運業界の研究開

発などの支援基金への資金提供に使うこともできる。 
.9 排出枠の全てあるいは一部を競売にかける場合は、その基金を管理するための行

政管理組織を設立する必要がある。 
 
施策オプションの評価 
 
評価基準 
 
6.72 MEPC 57 において、船舶による GHG 排出に対する一貫性があり包括的な将来の IMO

規制枠組みは以下のようであるべきとの合意に達した（MEPC 57/21）。 
 

.1 地球全体の GHG 総排出量の削減に効果的に貢献する。 

.2 「言い逃れ」を防止するため、全ての旗国に拘束力を持たせ、平等に適用する。 

.3 費用効果が高い。 

.4 競争の不公平さを排除する、あるいは少なくとも効果的に最少化する。 

.5 世界貿易およびその成長を妨げることなく持続可能な環境開発を基本とする。 

.6 目的に基づく手法を基本とし、特殊な手法を採用しない。 

.7 海運業界全体の技術革新及び研究開発の推進と促進をサポートする 

.8 エネルギー効率分野の先端技術を導入する 

.9 実用的であり、透明性があり、不正がない、運営しやすい。 
 

ただし、2 番目の原則は全ての代表団には受け入れられたわけではない。 
 
6.73 次に、分析結果を理解しやすいように、上記の九つの評価基準を 4 項目に集約する。

その過程の議論について補足説明する。 
 

.1 MEPC 57 の 2 番目の基準‐全ての旗国への平等な適用性‐はここで取り上げ

る全ての施策にあてはめることができる。 
.2 MEPC 57 の 4 番目の基準‐競争の不公平さの最小化‐は環境効果及び費用効

果を評価する時に考慮される。結局のところ、施策が市場の特定の部分にのみ

他と異なる影響を与えるならばその市場はゆがめられる。これは、環境目標が

海運市場の特定の部分にのみ影響を与えるので、排出削減量及び制約量がより

少なくなることを意味する。あるいは、目標に到達する負荷が市場のある部分

に他の部分に比べ重くのしかかることを意味する。このような場合、影響が及

ばない部分では費用効果の高い手段は講じられることなく、平均の費用効果が

104/231 



MEPC 59/INF.10 
ANNEX 

 
 

下がる。このように、不公平な競争は環境効果と費用効果の両方を阻害する。 
.3 環境効果と費用効果は共に、MEPC 57 の 5 番目の基準、すなわち地球全体の貿

易及びその成長を妨げない持続可能な環境開発、を満足する度合いを指標化す

るものである。 
.4 MEPC 57 の 6 番目の基準は、いずれも具体的な規定がないので、検討中の全て

の施策が満足できる。 
 
6.74 当チームは、MEPC 57 が設けたいずれの評価基準をも廃棄するつもりはなく、議論

の繰り返しを減らすためにそれらを集約したことに注意されたい。この調査報告書で

使う基準は以下のとおりである。 
 

.1 環境効果、すなわち施策が全地球的な温室効果ガスの排出削減に及ぼす効果の

程度（MEPC 57 の 1 番目の基準） 
.2 費用効果（MEPC 57 の 3 番目の基準） 
.3 技術的な変更に対するインセンティブ（MEPC 57 の 7 番目と 8 番目の基準。

技術的な変更とは新しいテクノロジーの開発及び導入、すなわち R&D 及び技

術革新、あるいは現行のテクノロジーの導入と理解される） 
.4 実施の実用面での実現可能性（MEPC57 の９番目の基準） 

 
環境効果の評価 
 
6.75 施策の環境効果は、排出削減手段の供給と排出削減に対する需要に依存する。削減に

対する需要は、目標、排出枠上限、税率（これは政治的な判断）によって決まるので、

このセクションでは供給を決定する四つの要素に着目する。 
 

.1 施策の対象となる排出量。すなわち、量が多いほど施策はより有効性が増す。 

.2 海運業界以外での排出に対する影響 

.3 施策の恩恵を受けられる対策。この場合、対策の排出削減ポテンシャルが大き

いほど施策はより有効性が増す。 
.4 施策手段の適用性。すなわち、回避できる施策、リバウンド効果あるいはただ

乗りに悩まされる施策は効果が少ない。 
 

これらの各要素を以下で取り上げる。これら要素は、報告を求めるといった類を除く

施策手段に限定して適用される。除外の理由は、報告手段の有効性は、その報告され

たデータが、例えば入港税差別化あるいは識別表示スキームのような他の施策におい

てどのような使われ方をするかによって変わるためである。このようなスキームの有

効性の評価は本調査報告の範囲外である。 
 
施策の対象となる排出量 
 
6.76 施策の対象となる排出量は、施策の影響を受ける船舶の型式あるいは種類をどう限定

するかによって変わる。そのような限定には技術的な理由がある。例えば、EEOI、
EEDI 及びそれぞれのベースラインを全ての型式の船舶には設定できない。施策対象
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の限定には行政的な理由もある。例えば施策が適用対象とする船舶数を限定するため

に船舶の大きさの閾値が設けられる。施策の適用に地理的な制約をつける場合もある。

これらについては以下で検討する。 
 
6.77 MEPC によって検討された技術施策オプションは EEDI がその基準となっている。現

状 EEDI はドライバルクキャリア、タンカー、ガスキャリア、コンテナ船、一般貨物

船、RO-RO 貨物船で、RO-RO 旅客船は含むが、高速船は除いた旅客船に対して適用

される（MEPC 58/4/8）。船種の数は将来拡大するであろうが、そのためにはこれ以

外の船種用に計算式の変更あるいは新たな計算式の作成が必要になる。現状の適用対

象船種を合計すれば、2007 年の海運による CO2総排出量の約 81％を排出したと推定

される（第 3 章参照）。現在の形の EEDI を基準とする施策の環境効果は、全ての船

腹に適用可能な施策の効果よりも約 19％低い。 
 
6.78 現在の形の EEOI は、貨物を輸送する全ての船舶に適用される（MEPC/Circ.471）。

2007 年には、これらの船種からの排出量は全ての船舶による排出量の約 84％になる

（第 3 章参照）。従って、現在の形の EEOI を基準とする施策の環境効果は、全ての

船腹に適用可能な施策の効果よりも約 16％低い。 
 
6.79 CO2 排出量を基準とする SEMP 及び市場ベースの手段は、原則的には、全ての船種

を対象にできる。従って、この点では環境効果を制約する要素はない。ただし、市場

ベースの手段が可能とする対象範囲に関する MEPC の議論は、未だ結論に至ってい

ない。 
 
6.80 大きさの閾値は施策の対象となる排出量を制約する。第 3 章に示したサイズカテゴリ

別の排出量データは、ほとんどの船種に対して、大きさと排出量の関係が逆 U 字型に

なることを示している。言い換えれば、小型の船舶ほど排出量が少ないが、多数の小

型船舶が存在するため、サイズカテゴリ別の合計排出量は中型船で最大値を示す。そ

のためもっとも小型の船舶カテゴリを除外しても総排出量にはほとんど影響しない。

しかし、大きさの閾値の取り方によって影響は急激に拡大する。 
 
6.81 ここで取り上げる全ての施策の地理的な対象範囲は地球規模であり、その場合、環境

効果を制約するものではない。これは、現行の IMO 条約手段及び MEPC 49 で起草さ

れた決議 A.963(23)に沿うものである。草案の中では、MEPC は「船舶からの温室効

果ガス排出削減に関連する IMO 施策及び履行に関する総会決議案は、京都議定書の

規定に基づくよりも全ての船舶に適用可能な汎用性のある施策に基づくべきである

と合意した」とある。 因みに京都議定書は、温室効果ガスの排出削減は議定書 Annex 
1 締約国の責任により行う、と述べている。（MEPC 49/22 の 4.9 項） 

 
6.82 しかし施策において地域による差別化を適用することもあり得ることで、それは

UNFCCC の「共通だが差異ある責任」の原則に沿うものである。このオプションの

一つが船籍に応じた差別化であるが、これでは旗国の変更が容易であるゆえに、どの

施策の環境効果も著しく損なわれる（CE Delft 他、2007 [15]）。結局どの施策もコスト

上昇につながり、ある特定国に登録した船舶のみがこのコスト上昇に直面し、他国に
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登録した船舶のコストが安いのであれば、施策の対象とならない国で登録するのは当

然の成り行きである。施策の対象外の国で船舶を所有する法人を設立するのが比較的

容易であるため、船舶の船主国に対しても同様の議論となる。 
 
6.83 それとは対照的に、船舶の航路あるいは貨物の輸送経路による差別化の場合、確かに

対象とする排出量は減少するが、航路の選択がそれほど影響を受けないのであれば、

地球全域での総排出量の内、相当な比率が施策の対象範囲内に残る。従って環境効果

はさほど極端には下がらない。 
 
6.84 各種施策の対象範囲内にある排出量を状況分析した結果を以下に要約する。 
 

.1 CO2 排出量に基づく市場ベースの手段の対象となる排出量は、対象船種による

制約はない。 
.2 EEOI の対象となる排出量は、現在の定義では、全ての船舶による地球全域排

出量の約 84％と推定される。 
.3 EEDI の対象となる排出量は、現在の定義では、全ての船舶による地球全域排出

量の約 81％と推定される。 
.4 船舶の航路あるいは貨物の輸送経路に応じて差別化する施策手段の環境効果は

一律の施策の効果に比べ減少する。ただし本調査報告ではその減少量の予測は

行わなかった。 
.5 旗国あるいは船主によって差別化する施策手段の環境効果は極端に下がると思

われる。 
 
海運以外の部門の排出量への影響 
 
6.85 施策の環境効果は、海運部門の排出量削減だけでなく他部門においても見込まれる効

果にも依存している。施策手段によりその効果は、他の部門の排出量が増加する場合

もあれば減少する場合もある。増加は、海上輸送からのモーダルシフトによって起こ

る可能性が強い。減少は排出量の相殺によって起こる可能性が強い。両ケースを以下

で検討する。 
 
6.86 別の輸送形態へのシフトは、短距離海上輸送の場合に問題となることが多い。このこ

とは価格弾力性及び交差価格弾力性といった指標によって裏付けられる。海運需要の

価格弾力性は一般的には低いとされるが（上記参照）、短距離海上輸送及び内陸水上

輸送の場合は価格弾力性が非常に高い。Beuthe 他（2001）[13]は、ベルギー国内の内

陸水上輸送の価格弾力性が、比較的長距離の場合の 1.3から比較的短距離の場合の 2.6、
の間にあると推定した。Oum 他（1990）[25]は、石炭の内陸水上輸送需要は非弾力性

で、小麦及び油の内陸水上輸送需要はかなりの弾力性があることを見い出した。これ

らの研究は内陸水上輸送に着目したものだが、同様のことが近距離海上輸送にも当て

はまる。オーストラリアでは、国内海運の価格弾力性は、国際海運に比べてずっと高

い平均値 0.8 を示すとの報告がある。（Bureau of Transport and Communications 
Economics, 1990[12]）。交差価格弾力性に関しては実例がほとんどないが、内陸及び近

距離海上輸送における非常に高い価格弾力性は、鉄道あるいはトラック輸送などの他
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の輸送形態との競争によるものと考えるのが妥当であろう。 
 
6.87 近距離海上輸送における自己弾力性及び交差価格弾力性に関して入手可能なデータ

を分析すると、海上輸送の価格が鉄道及びトラック輸送に比較して上昇した場合、海

上輸送モード離れが起こることが分かる。逆に、例えば燃料消費税によって、あるい

は排出量取引制度における発電コストの算入によって、トラック及び鉄道輸送が割高

となった場合は、近距離海上輸送へのモーダルシフトが起こる。海上輸送と陸上輸送

のコストが同時に同じ程度まで上がる場合は、モーダルシフトは起こらない。 
 
6.88 それ故に、海運コストを上げるような施策は、同時に他の輸送形態のコストが上がら

ない限りは、近距離海上輸送においてモーダルシフトが起こる可能性がある。自主対

応による施策は海運コストを上げそうにないため、EEDI及びEEOIの強制的な制約、

METS、ICF の場合の方がモーダルシフトのリスクが最も高い。 
 
6.89 この章で検討した施策手段の内の二つが、その施策設計の中に相殺メカニズムが含ま

れる。 
 

.1 ICF は、燃料税によって調達された基金を使って、他部門からの排出枠または

他部門が生み出した排出枠を購入することができる。 
.2 METS は、他の排出権取引制度とリンクして、一つの排出枠上限の下にある異

った部門あるいは地域からの排出量を取り込む。さらに、排出枠を競売に掛け

て資金を調達し、この内の一部を使って他の部門から排出枠または他部門が生

み出した排出枠を購入することができる。 
 

ICF の相殺メカニズムは、他部門から排出権を購入するために利用可能な基金の割合

による。一方の METS は、中心的な設計要素として、排出枠を超える海運部門のいか

なる排出量も METS がリンクする他の取引制度における排出削減によって相殺され

なければならないとの特性を有する。言い換えれば、ICF における相殺量は資金によ

って決まり、METS における相殺量は海運部門の排出枠と排出量によって決まる。 
 
6.90 モーダルシフト及び相殺メカニズムが非海運部門の排出量に及ぼす影響を分析した

結果を下記の通り要約する。 
 

.1 モーダルシフトは近距離海上輸送で起こりやすく、海運と鉄道あるいはトラック

輸送など他の輸送形態との相対コストによって決まる。近距離海上輸送のコスト

を上げるような施策はモーダルシフトの要因となる。 
.2 METS、ICF の両市場ベースの手段ともに他部門における排出量との相殺が可能と

なる。METS の施策設計による相殺量は環境目標との関連性があるが、ICF の施策

設計における相殺量は、環境目標との明確な関連性はない。 
 
施策の下で利用できる対策 
 
6.91 要件遵守のために全ての排出削減対策が使えるとは限らない。施策の形式によって利
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用できる対策が変わる。表 6-1 に示したように、EEDI に基づく技術施策オプション

では新造船に対する改善オプションが利用できる。EEOI に基づく運航施策オプショ

ンでは既存船舶の運航オプションが利用できる。市場ベースの施策手段では、他部門

のオプションも含む全てのオプションが利用できる。 
 
6.92 第 5 章で紹介した限界削減コストカーブは、排出を削減する全ての技術対策及び運航

対策を対象としたものではないため、上記による差を定量化しても単なる試算でしか

ない（限界削減コストカーブに含まれていない主な対策には、廃熱回収、ディーゼル

‐電気推進、アジポッドシステム、太陽光発電などがある）。表 6-1 はより包括的な

全体観を示したものだ。また以上のような問題はあるが、EEDI ベースのオプション

と EEOI ベースのオプションの差をあえて示せば図 6-3 のようになる。 
 
6.93 図 6-3 に、本報告書の限界削減コストカーブの対象とした対策の費用効果と削減ポテ

ンシャルを示した（Appendix 4）。第 5 章で述べたように、MACC は予測される費用

効果に対する達成可能な最大削減量をプロットしたものである。 
 
6.94 図 6-3 において、緑色の線は EEDI ベースの施策を遵守するために利用できる対策に

ついて示したものであるが、ここではその EEDI 施策で、船体形状、プロペラ並びに

推進システム、エンジンに対する各種改造対策が利用できるとの前提を設けた。改造

対策が利用できると仮定するのであるから、このカーブに表れた EEDI 対策が既存の

船舶にも適用され、新建造船が新たに船腹に加わる場合も EEDI は大きくは変化しな

いことに注意されたい。赤線は EEOI ベースの施策を遵守するために利用できる対策

を表わす。図 6-3 で分かるように、これには改造対策だけでなく運航オプション及び

メンテナンスオプションが加えられている。 
 
6.95 両ケースともに各対策の最大削減ポテンシャル（x 軸上の幅）は、施策手段として利

用できる対策が適用可能な船種において実施されることを想定したものである。 
 
6.96 このグラフによって、EEDI 基準の施策手段の費用効果削減ポテンシャルは EEOI 基

準の施策手段の費用効果削減ポテンシャルと比較して約半分しかないことが分かる。

EEOI 基準の施策手段で評価された対策の総ポテンシャルは EEDI 基準の施策手段で

評価された対策の総ポテンシャルの 2.5 倍以上となる。現状の EEDI は新造船のみに

適用されるので、短期的にはこの差はより大きくなる。EEDI、EEOI の両限界削減コ

ストカーブ間の差は、EEDI では技術対策のみが利用可能であるのに対して EEOI で
は排出削減の運航対策も利用可能であるという事実に起因するものである（表 6-2 参

照）。 
 

109/231 



MEPC 59/INF.10 
ANNEX 

 
 

 

図 6-3 2020 年の限界削減コストカーブ（燃料価格：500 US$/ton） 
 
 

6.97 CO2 排出量基準の市場ベースの手段は、EEOI ベース施策で利用可能な全ての排出削

減対策の利用が可能である。従ってそれらの削減ポテンシャルは少なくともそのまま

の数字が示される。さらに、6.85 項から 6.90 項で示したように、市場ベースの手段

によって対策が他の部門で講じられることも可能である。 
 
6.98 限界削減コストカーブに含まれていない排出削減の対策の１つは需要の減少である。

費用効果の低い対策を強いるような施策は必然的に海運コストを上昇させ、その結果

需要を減少させる。需要に与える価格の影響は需要の価格弾力性で示される。推定サ

ンプル数は限られるが、海運業においてこの弾力性は、近距離海上輸送を除いて低い

ように思える（6.85 項から 6.90 項を参照）。研究結果の見直しの中で Oum 他は（1990）
[25]は、その弾力性が-0.06 から-0.25 の間にあると発表した。であれば例えば海運コス

トが 10％上がると需要が 0.6％から 2.5％減少することになる。Meyrick と Associates
他（2007）[23]も似た数値を報告した。このように需要がコストに与える影響は小さ

いと考えられる。 
 
6.99 各種の施策手段を遵守するために利用できる対策を分析した結果を要約する。 
 

1. METS、ICF および EEOI に基準を置く施策は、その遵守のために利用できる対策

に制約がない。 
2. EEDI 基準の施策は、その遵守のために利用できる対策に制約がある。さらに、短

期的なポテンシャルも、その適用が新造船に限られるため限定される。 
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施策手段の適用性 
 

6.100 施策手段及び遵守のために利用できる対策の対象となる排出量に加えて、環境効果

は施策のリバウンド効果、さらには「言い逃れ」や「ただ乗り」による影響を受け

る。これらをこのセクションで検討する。 
 
6.101 一般的には、運航効率にしろ、設計効率にしろ、効率改善を目的とする施策はリバ

ウンド効果に悩まされる場合がある[8]。この「リバウンド効果」とは、効率を改善

しても結果的にごくわずかな排出削減効果に終わってしまうことを指す。理由は、

効率が改善されことで限界コストが減少し（海運コストが下がる）、結果として海

運需要が増加するためである。需要が価格に敏感であるほど、すなわち需要の価格

弾力性が高いほど、リバウンド効果は大きくなる。海運においては、証拠は僅かだ

が、価格の弾力性は低い。報告では、価格弾力性は、-0.06 から-0.29 の範囲にある 
[9]。6.85 項から 6.90 項で説明したように、近距離海運における一般貨物の輸送が唯

一の例外と思われる。その他の海上輸送ではリバウンド効果は小さいように思われ

る。 
 
6.102 一般的に施策の対象範囲が限定されると、言い逃れをしやすくなる。ここでの「言

い逃れ」とは「何らかの違法な行為」という意味で用いるのではない。「言い逃れ」

は、施策手段が提示するものに対して、それに従わない法的な可能性を利用すると

いう意味において「詐欺」とは区別される。船舶に対する気候変動防止施策との関

連では、三通りの言い逃れの可能性が考えられる。 
 

.1 施策がある船種には適用されて他の船種には適用されない場合で、これら船種

の機能が重なる場合、運航者は施策の対象にならない方の船種を使うことによ

り施策に対する言い逃れができる。 
-  EEDI 基準の技術施策手段及び EEOI 基準の運航施策手段は、限られた船種

に適用される。しかし EEDI 及び EEOI の対象となる船種は本質的に全て

の貨物船であり、貨物船と非貨物船の間には機能的な重なりがほとんどな

いため、言い逃れの余地は少ないと思われる。 
.2 施策が船の大きさに閾値を設ける場合、運航者は閾値を超える船舶の代わりに

閾値を少し下回る小型の船舶を利用することにより施策に対する言い逃れが可

能となる。 
-  CO2排出量基準の市場ベースの手段の提案内容には400GTという大きさの

閾値が計画されている。おそらく同じ閾値がここで取り上げる他の施策手

段にも適用されるであろう。400GT 前後の船舶を概略調査した結果では、

これらの大半はサービス船（浚渫船、曳航船、探査船）、漁船、旅客船、

RO-RO フェリーを含むフェリーである。400GT 前後の貨物船は数少なく、

そのほとんどが一般貨物船である。そのため言い逃れが起こるとすれば、

主として技術施策手段及び運航施策手段の両者の対象とならない「その他」

の船種で起こる可能性がある。従って、この種の言い逃れは、主として CO2

排出量基準の市場ベースの手段に対して発生しやすくなる。ただし、本調

査報告はこの種の言い逃れの対象を定量化する立場にない。 
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.3 施策が船舶あるいは貨物の経路によって差別化する場合は、船舶の経路を変更

することによって言い逃れが可能となる。 
-  CO2 排出量を基準とする市場ベースの手段においては、施策手段の中での

「経路」の定義のされ方によっては、船舶が施策の対象とする地域外の港

に寄港するか、あるいはそこで貨物を降ろすかもしれない。言い逃れをす

ることが利益をもたらすのであれば、すなわち、言い逃れのための経路変

更によって発生する伴う追加のコストが、税金の支払いあるいは排出枠の

返還を免れる利益よりも小さければ、船舶は制度に対する言い逃れをする

ようになる。我々は、このコストと利益を定量的に評価するに十分な証拠

を持ち合わせていないが、定性的にこの種の言い逃れは税金または排出枠

返還のレベルが高ければ起こりやすい。 
-    EEDI あるいは EEOI のいずれかを基準とする指揮統制施策手段において

は、運航者は非遵守船を施策手段の対象外地域に移すかもしれない。繰り

返すが、当チームはこの種の言い逃れの件数を定量的に評価するに足る証

拠を持ち合わせていない。 
 
6.103 海運に対する気候施策の環境効果は、モーダルシフトの範囲によって影響を受け

る。例えば気候施策の結果、海運の価格が上昇すれば貨物は海上輸送から他の輸

送形態にシフトされるかもしれない。これによって海運部門の排出量は減少する

が、他のモードの方が、輸送効率が低いためトータルの排出量が増える（第 9 章

参照）。 
 
6.104 「ただ乗り」は自主協定において起こりやすい。自主協定は本来、社会的圧力以

外に強制する手立てがない。施策遵守のためのコストが上昇すると、ただ乗りの

発生件数が増えやすい。従って、コストがかかる対策はただ乗りに悩まされるこ

とが多く、自主施策による環境効果は費用効果の高い対策に限定される。もっと

一般的な意味では、これまで OECD で思い知らされたように、大抵の場合、自主

協定の環境効果は低い[9]。 
 
環境効果に関する要約及び結論 
 
6.105 このセクションでは次の四つの要素が施策手段の環境効果に与える影響を評価し

た。 
 

.1 施策の対象となる排出量 

.2 非海運部門の排出量の影響 

.3 関係者が施策による恩恵を受けるために利用できる対策 

.4 施策のタイプ 
 

このセクションで取り上げた施策手段ごとにこれらの要素についての結論を総括

し、表 6-3 にまとめた。 
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表 6-3 施策の環境効果の総括評価 
 

評価基準 
技術施策 

オプション 
運航施策オプション 市場ベースの手段 

 新造船 EEDI の強

制的な制約 
SEMP の 
強制的な適用 

SEMP の 
自主活用 

EEOI の 
強制的な制約 

METS 国際補償基金 
（ICF）  

施策の対象となる

排出量 
現状は、新造船の

みへの適用である

ため、それほど多

くない。適用船種

を拡大するよう計

算式を変えない限

り、将来も全排出

量の 81％までの増

加にとどまる。 

原則として全ての

船舶に SEMP の開

発を求めるため、

大量の排出量が対

象となる。 

この種の自主対策

の実施程度によ

る。 

現状では全排出量

の 84％。計算式を

変更して、対象船

種が増えれば、将

来はさらに増加す

る。 

原則として全ての

船舶が METS の対

象となるため、大

量の排出量が対象

となる。 

原則として全ての

船舶が ICF の対象

となるため、大量

の排出量が対象と

なる。 

非海運部門の排出

量に対する影響 
 
 
 
 

近距離海上輸送で

モーダルシフトが

起こる可能性があ

る。 

SEMP によって海

運のコストがさほ

どは上がらないた

め、モーダルシフ

トは起きにくい。 

SEMP によって海

運のコストがさほ

どは上がらないた

め、モーダルシフ

トは起きにくい。 

近距離海上輸送で

モーダルシフトが

起こる可能性があ

る。 

近距離海上輸送で

モーダルシフトが

起こる可能性があ

る。 
海運部門の排出枠

上限を守るよう他

部門で排出を削減

する。 

近距離海上輸送で

モーダルシフトが

起こる可能性があ

る。 
他部門での排出削

減が起こりうる。 
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評価基準 
技術施策 

オプション 
運航施策オプション 市場ベースの手段 

 新造船 EEDI の強

制的な制約 
SEMP の 
強制的な適用 

SEMP の 
自主活用 

EEOI の 
強制的な制約 

METS 国際補償基金 
（ICF）  

排出削減のため認

められる対策 
 

新造船に対する設

計対策。 
海運部門で考えら

れる全ての対策の

約 50％。 

一種の管理計画と

して、SEMP は排

出削減を求めるも

のではない。費用

効果の高い排出削

減方法を特定す

る。 

一種の管理計画と

して、SEMP は排

出削減を求めるも

のではない。費用

効果の高い排出削

減方法を特定す

る。 

海運部門における

運航対策及び設計

対策。 
即ち、海運部門で

考えられる全ての

対策。 

海運部門における

運航対策並びに設

計対策、及び他部

門での対策。 

海運部門における

運航対策並びに設

計対策、及び他部

門での対策。 

施策手段の適用性 地理的な対象範囲

を限定すると、「言

い逃れ」が発生し

やすい。 

地理的な対象範囲

を限定すると、「言

い逃れ」が発生し

やすい。 

「ただ乗り」に悩

まされる可能性が

ある。 

地理的な対象範囲

を限定すると、「言

い逃れ」が発生し

やすい。 

地理的な対象範囲

を限定すると、「言

い逃れ」が発生し

やすい。 

地理的な対象範囲

を限定すると、「言

い逃れ」が発生し

やすい。 
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6.106 全体として以下のように結論付ける。 
 

.1 市場ベースの施策手段は全ての船種及び大きさに適用可能で、他部門での対

策も含めて全ての種類の排出削減対策が認められるため、潜在的に高い環境

効果を有する。 
.2 METS の環境効果は排出枠上限によって決まる。それに対して ICF の環境効

果は他部門から相殺排出枠を購入するために利用できる基金の額によって決

まる。 
.3 EEOI 基準の運航施策手段は、現状では輸送に従事する全ての船舶に適用され、

海運部門のすべての排出削減対策が認められるため、METS あるいは ICF よ

りも環境効果は幾分か低い。EEOI が全ての船種を対象とするように策定され

れば、その強制的な制約による環境効果は市場ベースの施策手段の環境効果

に近づく。 
.4 EEDI 基準の技術施策手段は、現状では対象が新造貨物船による排出量に限定

される中で技術的な排出削減対策のみが認められるため、その環境効果は運

航施策手段よりも低い。EEDI を全ての船種を対象とするように設定すれば、

環境効果は増える。また、時間経過とともに船腹に占める新造船の比率が拡

大するため、環境効果も増える。しかしながら、技術施策手段で認められる

のは技術的な排出削減対策に限定されるため、その環境効果は依然として運

航施策手段よりも低い。 
.5 施策手段をいかに選択しようとも、地域によって差別化する施策は、対象と

する排出量が少なくなる上に「言い逃れ」の口実を与える可能性があり、環

境効果が低い。 
.6 施策手段をいかに選択しようとも、自主協定は「ただ乗り」される可能性が

あるため、環境効果が低くなる。 
 
費用効果 
 
6.107 施策オプションの費用効果は主として以下の要因で決まる 
 

.1 奨励される排出削減対策の費用効果 

.2 施策スキームの実施及び運営に伴う行政管理費 
 

報告の要求以上のものを求める施策手段に対する各要因を以下で分析する。その

理由は、報告手段の費用効果は、その報告されたデータが、例えば入港税差別化

あるいは識別表示をスキームとするような他の施策においてどのような使われ方

をするかによって変わるためである。このようなスキームの効果を評価するのは

本調査報告の範囲外である。 
 

奨励された手段の費用効果 
 
6.108 施策手段の費用効果ポテンシャルは限界削減コストカーブ（図 6-3）から読み取る

ことができる。限界コストカーブとは、「削減量当たりのコスト」に対する「達成
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可能な削減量」を示したものである。 

 
6.109 図 6-3 から、大部分の排出削減目標に対して、運航対策を利用できる施策の方が、

技術対策のみを認める施策よりも費用効果が高いことが分かる。図 6-3 は

Appendix 4 で説明する費用効果分析に基づいて、航海および運航オプション、船

体の塗装及びメンテナンス、プロペラのメンテナンスが費用効果の高い対策であ

ることを示す。それらは運航施策及び市場ベースの施策の手段によって奨励され

るものであり、技術施策手段によって奨励されるものではない。 
 
6.110 しかしながら図 6-3 に一例を示したような限界削減コストカーブは、現実を少し抽

象化したものになっていることに注意しなければならない。今回の調査報告で提

示した限界削減コストカーブは、船隊平均の費用効果を示したものである、例え

ば、ある対策が適用可能な全ての船種に適用した場合のネットのコストを示す。

現実には、削減対策の費用効果は船舶の特性及び運航の方法に依存する。従って、

その船隊平均では費用効果が高いとされる対策が、ある船舶では費用効果が低く、

他の船舶では非常に高いというケースもある。逆に、船隊平均では費用効果が低

いとされた対策が、ある船舶では費用効果が高いというケースもある。市場ベー

スの施策手段は、例えば、あるインセンティブレベルにおいて費用効果が高い全

ての排出削減対策を実行し、残りの排出量に対しては排出枠を購入するか課徴金

を支払う、といったようなやり方を含めた最適戦略を各船舶に模索させることが

できる。 
 
6.111 市場ベースの施策手段の費用効果を比べた場合、主たる違いは価格変動の影響で

ある。ICF で用いるような固定税制度は、排出権の価格が変動しやすい METS に

比べて、投資する側から見てリターンの確実性がより高い。一般的に、不確かさ

は投資の先送りを生みがちで、その結果費用効果を下げる。しかしこの場合投資

に対するリターンは使用された燃料の節約と低い排出量である。燃料価格の不安

定さは手段の選択とは無関係である。燃料単価を 250 US$/ton というより安い価

格に想定し、排出税あるいは排出権単価を 30 US$/ton というより高い単価に想定

しても、排出量の数字には投資に対するトータルリターンの約 1/4 の変化しか表に

出ない。これは、燃料価格が排出枠価格と同じように不安定である限りは、施策

の選択によって不確かさが受ける影響は限られた範囲であることを意味するもの

である。 
 
6.112 各種の施策手段の遵守のために利用できる対策の費用効果を分析した結果を以下

に要約する 
 

.1 市場ベースの手段においては、他部門での排出削減も含めて考えられる全て

の排出削減対策が利用可能であり、さらに市場ベースの施策の影響を受ける

関係者が排出削減量の最適レベルを模索可能であるため、その費用効果は非

常に高い。 
.2 EEOI 基準の運航施策手段においては、考えられる全ての排出削減対策が利用

可能であるため、その費用効果は高い。 
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.3 EEDI 基準の技術施策手段においては、考えられる排出削減対策の一部しか利

用できないため、その費用効果は中位のレベルにとどまる。 
 
行政管理コスト 
 
6.113 広義の「取引コスト」（transaction costs）には、プロジェクト提唱者及びスキーム

の実施を請け負った部署によって負担される削減のためのコスト（技術対策及び

運航対策に関連するもの）を除く全てのコストが含まれる（Betz 2007 [14]）。取引

コストは二つのカテゴリに分けられる。 
 

- 市場参加者がスキームの規則を遵守するためコスト 
- スキームの行政管理コスト（administrative costs） 
 

このセクションでは強制的な施策手段に焦点を当てる。自主協定の場合の取引コ

ストが安いとの理由からではない‐経験論的には逆であるとの証拠がある（OECD 
2003[9]）。むしろ、自主協定の行政管理的な取り決めは当該協定の関係者間の折衝

によって決まるので、そのコストについて事前の話し合いはほとんどない。対照

的に、強制的な施策手段を実施するためには最小限の行政管理を必要とし、事前

の評価が可能である。 
 

6.114 6.48 項から 6.71 項に示した施策手段の設計に基づいて、表 6-4 に示すような必要

となる行政管理業務をリストアップした。 
 

表 6-4 各種の施策手段の行政管理業務 
 

 船舶 旗国 寄港国 その他の機関 
EEDI の 

強制的な制約 
EEDI の計算 

EEDI の検証を受ける

EEDI の報告 

船舶の EEDI の登録 船舶の EEDI の検査 IMO が計算式を作成

IMO がベースライン

と削減目標を設定 

EEDI の 
強制的な報告  

EEDI の計算 

EEDI の検証を受ける

EEDI の報告 

船舶の EEDI の登録 船舶の EEDI の検査 IMO が計算式を作成

 

EEDI の 
自主報告 

EEDI の計算 

EEDI の検証を受ける

EEDI の報告 

（全て自主的な行動）

  IMO が計算式を作成

EEOI の 
強制的な報告 

EEOI の計算（毎年）

EEOI の検証を受ける

（毎年） 

EEDI の報告（毎年）

船舶の EEOI の登録 船舶の EEOI の検査 IMO がベースライン

と削減目標を設定 

SEMP の 
強制的な適用 

SEMP の作成 SEMP の登録及び

SEMP の携行を確認 

SEMP の携行を確認 IMO が SEMP ガイド

ラインを設定 

EEOI の EEOI の計算（毎年） 船舶の EEOI の登録 船舶の EEOI の検査 IMO がベースライン
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強制的な制約 EEOI の検証を受ける

（毎年） 

EEDI の報告（毎年）

と削減目標を設定 

EEOI の 
自主報告 

EEOI の計算（毎年）

EEOI の検証を受ける

（毎年） 

EEDI の報告（毎年）

（全て自主的な行動）

  IMO が登録簿を保管

SEMP の 
自主活用 

SEMP の自発的作成   IMO が SEMP のガイ

ドラインを設定 

METS 排出量及び燃料消費

量を監視 

排出量及び燃料消費

量を検証 

排出量及び燃料消費

量を報告 

排出枠の取得 

排出枠の返還 

船舶の排出枠登録簿

の管理 

遵守の監視 

排出枠の受領 

排出枠返還証書の検

査 

国際機関が排出枠上

限を設定 

国際機関が排出枠を

割り当て 

国際機関が基金を管

理 

ICF* 排出量及び/又は燃料

消費量を監視 

排出量及び/又は燃料

消費量を検証 

排出量及び/又は燃料

消費量を報告 

税金の支払い 

税金の徴収 税金納付証書の検査 国際機関が税金納付

記録簿を保管 

国際機関が基金を管

理 

 

* ICF の場合、船舶の管理上の責任は、施策の詳細設計によっては燃料油の供給元に移管することもでき

る(6.68 項および 6.69 項を参照)。 

 
6.115 表 6-4 から、技術施策オプションには管理業務がほとんど存在しないことが明らか

である。各船舶にとって EEDI を 1 回だけ計算すればよい。計算に必要な全ての係

数は設計仕様に記載されており、計算に要するコストはわずかである。これらの

コストは船舶寿命期間中に償却される。 
 
6.116 EEOI は毎年あるいはある周期で計算が必要なため、EEOI に基づく運航施策手段

の管理的な負荷は技術施策手段の負荷よりも重い。試験的運用の結果では、その

指標は、ほとんどの運航者が必要データを管理情報システム中に保有していると

思われた（CE Delft 他 2006[5]）。しかし強制的な手段においては、これらのデータ

及びそこから求められるEEOIは定期的な、すなわち年に1回の検証が必要であり、

それによってコストが増加する。 
 

6.117 市場ベースの手段は、排出量を毎年、監視・検証・報告することを求められるた

め、EEOI に基づく運航施策手段と多くの管理的な負担を共有する。ただし EEOI
とは対照的に、輸送実績の監視及び検証をする必要はない。代わりに金銭的な取
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引または排出枠の返還に関連するコストが発生する。更に、旗国及びその他機関

の行政負荷は他の施策手段よりも重いように思える。 
 

費用効果に関する要約及び結論 
 

6.118 このセクションでは、二つの要因が施策手段の費用効果に及ぼす影響を評価した。 
 

.1 排出削減対策のコスト 

.2 施策スキームの実施及び運営に伴う行政管理コスト 
 

これら二つの要因が全体の費用効果に占める相対比率は、施策全体の環境効果に

依存する。施策が大きな環境効果を生み出すように設計された場合は（例えば、

税金が高い、排出枠上限が厳しい、EEDI あるいは EEOI の目標値がベースライン

よりもはるか下に設定された）、関係者はこの効果を達成するために、費用がかか

る対策を数多く実施しなければならない。この場合全コスト中の行政管理コスト

の比率は低くなる。逆に環境効果を小さく設計すると全コスト中の行政管理コス

トの比率は上がる。 
 

 
6.119 表 6-5 はこのセクションで取り上げた施策手段のこれら要因について結論を要約

したものである。 
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表 6-5 施策の費用効果に対する評価のまとめ 
 

評価基準 
技術施策 

オプション 
運航施策オプション 市場手段 

 新造船 EEDI の

強制的な制限 
SEMP の 
強制的な適用 

SEMP の 
自主活用 

EEOI の 
強制的な報告 

EEOI の 
強制的な制約 

METS 国際補償基金 
（ICF）  

排出削減対策の

費用効果 
中位のレベル 
考えられる排出

削減オプション

の一部しか利用

できない。 

該当せず  該当せず 該当せず 良好。 
考えられる排出

削減対策が全て

利用できる。 

非常に良好。 
考えられる排出

削減対策が、他

部門の対策も含

めて全て利用で

きる。関係者は

市場原理に基づ

いて最適削減レ

ベルを決めるこ

とができる。 

非常に良好。 
考えられる排出

削減対策が、他部

門の対策も含め

て全て利用でき

る。関係者は市場

原理に基づいて

最適削減レベル

を決めることが

できる。 
行政管理コスト 低い。 

EEDI の計算が

船舶の寿命の中

で 1 度だけ必

要。 

  高い。 
EEOI の計算が

毎年必要 

高い。 
EEOI の計算が

毎年必要 

高い 
排出量の監視・

検証・報告が毎

年必要。また排

出枠の返還が毎

年必要。 

高い 
排出量の監視・検

証・報告が毎年必

要。また金銭的な

取引が少なくと

も年に一度発生

する 
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6.120 以下の結論にまとめられる。 
 

.1 大きな効果を出すように設計された施策手段では、削減対策コストがトータ

ルコスト中の大きな比率を占める。削減対策コストが支配的な場合、市場ベ

ースの施策手段は、運航者が最適な削減レベルを模索できるようにしている

ため、非常に高い費用効果を示す。 
.2 小さな効果を狙った施策手段では、行政管理コストがトータルコスト中の大

きな比率を占める。行政管理コストが支配的な場合、技術施策手段は監視・

報告・検証が比較的簡単なため、非常に高い費用効果を示す。 
 
技術的な変革に対するインセンティブ 
 
6.121 このセクションでは MEPC 57 で合意された「施策は、海運部門全体の技術革新及

び研究開発の促進、さらにはエネルギー効率分野の先進技術の導入を支援するも

のでなければならない」との判断基準を取り上げる。このセクションでは技術変

革のための施策に対するインセンティブについて検討する。 
 
6.122 CO2 の排出価格を引き上げる施策は、燃料価格の上昇が対応技術の導入を奨励す

るのと同様に、排出削減技術の導入を奨励する。これらの技術の需要が増えれば、

これらの技術の提供者は、より高いリターンを期待して R&D への投資を駆り立て

られる（Baumol 2002[11]）。市場ベースの施策のみがこの効果を見込めるわけでは

ない。EEOI あるいは EEDI の強制的な制約数値が、成り行きの効率改善以上のも

のを要求する場合、排出削減技術に対する需要が増大する。 
 
6.123 一般的に、大気汚染のコストが上昇すると、R&D 及び技術革新への投資に対する

インセンティブが強まる。市場ベースの手段の場合、これはより高い税金あるい

はより野心的な排出枠上限が技術革新に有利に作用することを意味する。技術対

策及び運航対策の場合は、ベースライン以下の削減量がそのインセンティブを決

める。対照的に、自発的な施策あるいは自主報告を要求するにとどまる施策は、

成り行きレベルを超える排出削減に対する見返りがないため、技術に対する需要

を増大させるか、あるいは R&D を奨励する可能性はほとんどない。 
 
6.124 6.75 項から 6.120 項で述べたように、技術施策オプションは技術的な排出削減対

策のみを奨励する。現状の姿では、例えば EEDI はより効率的なエンジンあるいは

より効率的な船体形状は評価するが、船体やプロペラのブラッシング頻度の増加

は評価しない。従って、技術革新に対するインセンティブはこれらの対策だけに

向けられる。対照的に運航施策及び市場ベースの施策は運航面の技術革新も奨励

する。 
 
6.125 以上の検討によって次のことが分かった。 
 

.1 市場ベースの手段は、全ての技術対策及び運航対策による船舶の効率向上を

目的とする技術革新及び R&D に対してインセンティブを与える。なぜなら技
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術革新及び R&D のリターンを増やすからである。 
.2 運航施策手段は、技術対策及び運航対策による船舶の効率向上を目的とする

技術革新及び R&D に対してインセンティブを与える。なぜなら技術革新及び

R&D のリターンを増やすからである。 
.3 技術施策手段は、技術対策による新造船の技術的効率の向上を目的とする技

術革新及び R&D に対してインセンティブを与える。なぜならこれらの対策が

技術革新及び R&D のリターンを増やすからである。 
.4 自発施策はリターンを増やさないため、技術革新及び R&D に対するインセン

ティブは弱い。 
 
実施の現実的な可能性 
 
6.126 このセクションでは MEPC 57 で提案された「GHG 施策は、実用的で、透明で、

不正行為を許さず、行政的面の処理をしやすいものでなければならない」との基

準を取り上げる。個々の施策オプションは、多くの技術的な問題、実用上の問題、

法的な問題に直面する。これらは、施策の詳細設計、ベースライン設定、法的な

定義・取扱・施行、さらには新しい機構/法人設立の必要性などと関連する。これ

らの形勢は、基本的な施策設計と同程度に実施面の詳細によっても変わる。特に

「透明性」と「不正行為」に関してはそうである。そのため、これらの側面の評

価はここでは難しい。 
 
6.127 施策手段の行政的な処理のしやすさは、その行政面の複雑さによって決まる。複

雑さの尺度は、少々乱暴だが、業務の数である。表 6-4 にその全体観を示している。

表によればここで取り上げた中では市場ベースの手段がもっとも複雑で、EEDI の
強制がもっとも簡単な手段である。 

 
6.128 施策が実施可能となる前に解決しなければならない問題点といった観点から、表

6-4 をベースに以下のようにまとめられる。 
 

.1 「EEDI の強制的な制約数値」の場合、ベースラインと削減目標の設定が必要

となる。6.15 項から 6.23 項、6.49 項から 6.54 項でベースラインの例を示し

た。これによってベースラインの設定は実行可能になったと結論できる。削

減目標の設定には、おそらく EEDI の改善ポテンシャルに関する詳細の検討が

必要となるであろう。 
.2 「EEOI の強制的な制約数値」の場合、ベースラインと削減目標の設定が必要

となる。6.24 項から 6.27 項に示したように、EEOI に関するデータからも、

ベースラインがビジネスサイクルによって変動することが分かった。従って、

ベースラインを設定するのはかなりの難題である。同様に、削減目標を設定

するにも難しさがある。 
.3 「SEMP の強制的な適用あるいは自主活用」の場合、SEMP のガイドライン

を設定する必要がある。これはどちらかといえば問題ない作業である。 
.4 「METS」の場合、排出枠上限の設定、排出枠の割り当て、登録簿の作成が必

要で、おそらく基金の設立及び運営も必要となる。6.7 項から 6.12 項で述べ
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たように、排出枠上限の設定には排出量データの収集、あるいは現行の算定

法の改善が必要になる。別の課題として、これらの業務に当たる一つあるい

は複数の機関も設立しなければならない。これら業務は全て他の部門での実

績があり、基本的には実行可能と思われる。 
.5 「ICF」の場合、納税記録簿の管理及び基金の運営をおこなう一つあるいは複

数の機関を設立しなければならない。これら業務は全て他の部門での実績が

あり、基本的には実行可能と思われる。 
.6 「ICF」及び「METS」ともにそれらの業務範囲を拡大するため、国際機関の

設立を必要とする。これはかなり挑戦的な仕事となる。 
 
施策評価のまとめ 
 
6.129 このセクションではこれまでのセクションの施策評価を表にまとめる。目的は

MEPC で検討中の各種提案の主たる強みと弱みを要約するためである。そのため

これまで評価した結果をあえて単純化したことに注意されたい。従ってこれまで

の各セクションにおける詳細な評価を参照しながら、この表を活用するよう強く

要請する。 
 
6.130 この表は、報告の要求以上のものを求める施策手段に限定して適用される。その

理由は、報告手段の有効性及び費用効果は、その報告されたデータが、例えば入

港税差別化あるいは識別表示スキームのような他の施策においてどのような使わ

れ方をするかによって変わるためである。このようなスキームの有効性の評価は

本調査報告の範囲外である。 
 

表 6-6 集約化した基準*に基づく施策評価のまとめ 
 

評価基準 
技術施策 

オプション 
運航施策オプション 市場ベースの手段 

 新造船 EEDI の強

制的な制約 

SEMP の 

強制的な適用

SEMP の 

自主活用 

EEOI の 

強制的な制約

METS 国際 

GHG 基金

環境効果 長期的には 

中位 

低い 低い 高い 非常に高い 非常に高い

費用効果 中位 不明 不明 良好 非常に良好 非常に良好

技術変革に対する 

インセンティブ 

高い、 

ただし技術手段

に限定 

低い 低い 高い 高い 高い 

実施の現実的な可

能性 

高い 高い 高い 低い 中位 中位 

* これら四つの基準と MEPC 57 の関係は、6.72 項から 6.74 項で説明している。 
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結論 
 
6.131 今回の調査報告の第 7 章（海運による将来の排出量シナリオ）及び第 8 章（気候

影響）の結果によれば、海運による将来の排出量に対して「成り行き」シナリオ

で達成できる以上の削減が必要となる。第 5 章は排出削減のために講じることが

できる技術対策及び運航対策の例を示した。これら対策の内いくつかはコストが

高いため、実施をサポートする施策が必要となる。このような状況においてこの

章では、船舶による CO2 排出量を削減する施策オプションについて分析した。特

に、IMO 内で議論されてきた施策オプションを中心に検討を進めた。これらの施

策に対する定量的な評価を下すのは現状では不可能である。しかし定性的な評価

としては以下のように整理できる。 
 

.1 「新造船 EEDI の強制的な制約」は、新造船による排出量の削減に強いインセ

ンティブを与える費用効果の高い解決法と思われる。EEDI の最大の限界は、

船舶設計のみに対応して運航対策が対象外となることである。新造船にのみ適

用されるという意味においてその効果も限定的なものとなる。これら２つの要

因のために、地球全体の CO2排出削減手段としての「EEDI の強制的な制約」

の環境効果及び費用効果には限界がある。 
.2 「EEOI の強制的な制約」は、輸送作業に従事する全ての船舶による排出量の

削減に強いインセンティブを与える費用効果の高い解決法と思われる。それは

技術対策、運航対策両者に対する刺激策となる。しかしながら、運航効率のベ

ースラインの設定並びにその見直し、さらに目標設定のいずれもが難しい課題

となり、このオプションの実施には技術的に非常な困難を伴う。 
.3 要請ベースでおこなわれる「強制的な EEOI の記録/報告」は、実行される可

能性の高いオプションと思われる。ただし、達成可能な削減量は、その情報を

利用するインセンティブスキームによって決まるため、このオプションの環境

効果及び費用効果の評価が難しい。  
.4 「SEMP の自主活用」は、費用効果の高い排出削減対策に対する意識を高める

実現性の高い取り組み方といえる。しかしながら、この手段は排出削減を求め

ていないため、その環境効果は、費用効果が高い排出削減対策（すなわち、燃

料節約効果が投下資本及び運航支出に勝るような対策）の利用可能性に依存す

る。同時に、このオプションは「成り行き」の状況を打破するような技術革新

及び R&D の刺激策となるものでもない。 
.5 「SEMPの強制的な適用」はSEMPの自主活用に比べて適用範囲が拡大する。

しかし排出削減に対するインセンティブは変わらない。 
.6 「METS」及び「ICF」は共に高い環境効果を有する費用効果の高い施策手段

と思われる。これらの施策手段は、膨大な排出量を対象とし、海運部門の全て

の対策が利用可能であり、さらに他の部門と排出量の相殺も可能である。市場

ベースの手段として、これらは費用効果が高いと思われる。両施策手段ともに

新しい機関の設立あるいは既存の機関の業務の拡大が必要であり、それらはか

なり挑戦的な課題である。 
.7 「METS」の環境効果は制度設計上からも不可欠な要素であり、それゆえに達

成される。対照的に、ICF の環境効果の一部は、他部門から排出枠を購入する
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際に支出される基金の割合をどうするかの決定にかかっている。費用効果、技

術変革に対するインセンティブ、実施の実現可能性に関しては、両施策手段と

も同じ程度と思われる。 
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第 7 章 国際海運による排出量の将来シナリオ 
 
はじめに 
 
7.1 この章では、国際海運による排出量の将来シナリオを提示する。このシナリオは、気

候変動に関する政府間パネル（IPCC）の SRES 中の筋書き（Nakicenovic 他 2000[6]）
で示された地球規模の発展予測に基づき作成した。すなわち本プロジェクトの策定シ

ナリオは、基本的には IPCC SRES シナリオで示された全体将来像に沿った海運と海

上貿易の詳細版と位置付けられる。シナリオの作成過程において当調査チームは、フ

ェーズ 1 の「検討項目」（Terms of reference）の 1.3 に記された「各種の規制シナリ

オ」（different regulatory Scenarios）という表現を海運による CO2の排出量の削減を

要求する『具体的な』規制施策や指令はないと解釈した。このシナリオは、将来の排

出量に影響する重要な経済的変数、技術的変数、運航的変数を特定するために利用さ

れる。当然ながら『具体的な』施策の効果として、技術的な差異（船舶効率及び使用

燃料種類）は生じる可能性もある。その他の汚染物質に関しては、改定 MARPOL Annex 
VI が適用されるものと仮定した。 

 
7.2 この章では2050年までの船舶による排出量に影響を及ぼす三種類の駆動変数（driving 

variables）を特定した。これらの変数は、(1) 経済 (2) 輸送効率 (3) エネルギー、の

カテゴリに分類される。これら三つのカテゴリに属する主要パラメータの値は、専門

家の意見と分析に基づく「オープンデルファイ（Delphi）プロセス」を使って作成さ

れた。1960 年代に Rand Corporation で開発されたこのプロセスは、各分野の専門家

グループに対し、意見の違いにはっきりと妥協や合意することなく、各パラメータに

対する最良の情報源を信頼させる手法である[22]。今回の作業ではこれらパラメータ

の値を地球全体の船腹排出インベントリのモデルに使ったが、これは前の章でインベ

ントリモデル用に修正されて検討されたものである。全体で 324 通り（2020 年シナ

リオと2050年シナリオがそれぞれ162通りずつ）のシナリオをモデル化し解析した。

この解析結果に基づき、2050 年までに起こり得る海運による排出量の変動範囲を提示

した。 
 
IPCC SRES シナリオ 
 
7.3 シナリオプランニングは不確かな将来を予測する研究者にとって共通のツールであ

る。シナリオプランニングの定義には以下のようなものがある[1]。 
 

.1 「将来そうなるかもしれないという『一つの』内部的統一見解。単なる予測では

なく、可能性のある将来像として下した結論」[2] 
.2 「個人の決定事項が実行されるかもしれない将来環境のどれかひとつに関する

個人的概念を順位付けする『一つの』ツール」[3] 
.3 「組織の決定事項が実行されるであろう将来像を思い描くための決められた『一

つの』手法」[4] 
 
シナリオは、しっかりした決定を導き、これらの決定が想像しうる将来の世界の中で
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どのような結果を生むのかテストするのに役立つ[5]。この章では、排出削減オプショ

ンに関する政策決定者の戦略的思考をサポートするため、シナリオを使って将来の排

出量の変動範囲を予測する。 
 

7.4 1992 年に IPCC は、気候変動モデルに対して状況設定及び排出量データを提供する排

出シナリオのセットの作成を開始した。このシナリオは排出量のベースラインを設定

し、それに対して技術の変革、経済成長、人口統計学的推移を変えて排出量を予測す

るものである[6]。このシナリオはその大部分を 2000 年に第 3 回アセスメント報告用

に、さらに 2007 年には第 4 回アセスメント報告及び IPCC 排出量シナリオに関する

特別報告（SRES）[7]用に修正した。IPCC はシナリオに以下の用語を使用する[8]。 
 

・筋書き（Storyline）：あるシナリオ（あるいはシナリオの 1 ファミリ）の物語的記述。

メインシナリオの特性並びに動学、そして重要な駆動力（driving force）間の関係に

重きを置いたもの。 
・シナリオ（Scenario）：明確なロジック及び定量的な筋書きに基づく将来予測 
・シナリオファミリ（Scenario family）：人口統計的、政治的社会的、経済的、技術的

筋書きを共有する一つあるいは複数のシナリオ[8] 

 

IPCC の筋書き（IPCC） 
 

7.5 図 7-1 は、SRES で策定されたさまざまな筋書きを示したものである（訳注：P128
の Fig 7.1 ではなく、このページの図番のない図）。それぞれ A1、A2、B1、B2 と名前

がつけられた。図中に駆動力が示されているがそれらは人口、経済、技術、エネルギ

ー、土地利用、農業などである。これらの駆動力は二つの大きな動き、すなわち(1) グ
ローバル化 vs 地域化および (2) 環境価値 vs 経済価値、に対して予測される。IPCC
の報告書から抜粋した各筋書きの要旨を以下に示す（各筋書きにはさまざまな個別シ

ナリオが含まれる）[6, 7]。 
 

.1 筋書きA1： 急激な経済成長、世紀半ばにピークに達しその後は下り坂になる

世界人口推移、効率改善新技術の積極的な導入、といった変化を伴う未来社会。

人口当たりの所得格差を是正するための経済・文化の収束及び生産能力増強が
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主たる課題となる。このような未来社会で人々は環境品質よりも個人的な富を

追及する。 
.2 筋書きA2： 世界人口の増加が継続する一方で、他の筋書きと比べて断続的で

緩やかな地域的な経済成長が継続する、非常に不均一な社会。 
.3 筋書きB1： 筋書きA1 と同じ世界人口推移で、経済構造がサービス・情報経済

に向かって急速に変化する収束社会。省資源志向が強まり、環境及び省資源技

術の導入が進む。 
.4 筋書きB2： 経済的、社会的、環境的持続性に対する地域的な解決を重視する

社会。人口が連続的に増加し（A2 よりは緩やか）、中位の経済成長を伴う。 
 
7.6 IPCC はこれらの筋書きを使ってさまざまな駆動力の値を推定し、結果的に六つのモ

デル化チームで 40 通りのシナリオを作成した。IPCC はこれらのシナリオに確率論は

適用しなかった。4 通りの筋書きから 6 グループのシナリオが作成された。A2、B1、
B2 ファミリに属するのが各々1 グループ、A1 ファミリが 3 グループである。3 個の

A1 シナリオは将来のエネルギー利用を以下のように特徴づけて使い分けた。すなわち

A1FI（化石燃料集約型）、A1T（先進技術による非化石燃料シフト型）、A1B（エネル

ギー源バランス型）。 
 
7.7 IPCC シナリオの重要な駆動変数の特定は、下記に示す環境影響の IPAT モデル及び

CO2排出量の関連モデル中によく出てくる次の関係式を使った。 
 

影響 = 人口 × 豊かさ × 技術 
CO2排出量 = 人口×（GDP/人口）×（エネルギー/GDP）×（CO2/エネルギー） 

 
IPAT モデルによって前述の四つの重要な駆動要因、すなわち人口、経済、技術、エ

ネルギーの重要な関係が単純ではあるが端的に示された。40 通りの IPCC シナリオの

データ表は http://sres.ciesin.org/final_data.html を参照されたい。 
 

シナリオの作成方法 
 
7.8 本プロジェクトは分析のためのシナリオを作成するにあたり、IPCC とよく似た手法

を採用した。シナリオ構築用の Schwartz の方法[9]を使って、将来の船舶による排出

量に影響を与える重要な駆動変数を特定した。これらの変数は、表 7-1 に示すように

三つのカテゴリに分類できる。またこの表によって各変数の将来値に影響を及ぼす関

連要素も分かる。 
 

表 7-1 シナリオ分析に使用する駆動変数 
カテゴリ 変数 関連要因 

経済 海運需要（ton-mile/year） 人口、世界全体と地域の経済成長、モーダルシフト、

部門間の需要シフト 

輸送効率 輸送効率（MJ/ton-mile） 

船隊構成、船舶技術、運航によっ

て変わる 

船舶設計、推進システム、船舶速力、目的は別にあ

るが、GHG 排出と因果関係がある規制 

 129 / 231 
 



MEPC 59/INF.10 
ANNEX 

エネルギー 海運燃料炭素画分 

（C-g/燃料エネルギーの MJ） 

燃料のコスト及び入手性（例えば残留燃料、流出燃

料、バイオ燃料、その他） 

 
7.9 この調査研究では、CO2 排出量をシナリオパラメータとして詳細にモデル化した。

その他汚染物質の排出レベルはエネルギー消費量を基準にして計算し、MARPOL 規

制も考慮した。その他汚染物質の排出削減に関する個別のシナリオは作成しなかっ

た。 
 
7.10 これらの駆動変数は、船舶カテゴリごとに影響の仕方が異なる。そこで国際海運船

腹を三つのカテゴリに分けて、上記の要因の全体影響の仕訳を可能とした。すなわ

ち 
 

.1 沿岸海運－地域的な（近距離）海運に使われる船舶。ほとんどが小型船及び

Ro-Ro 客船 
.2 外航海運－大陸間貿易用の大型船 
.3 コンテナ船（全ての大きさ） 
 
この分類によって、さまざまなシナリオに対して、成長率、効率、燃料消費量など

を変えたモデル化が可能となった。大型船と小型船の境界は通常 15,000 DWT 近傍

に設定されるため、コンテナ船以外の船腹の大半が外航海運船とみなされる。小型

のコンテナフィーダ船は近距離船とみなすことも可能であるが、その需要は一般的

なコンテナ輸送の需要とリンクする。そこで全ての純コンテナ船を一つのカテゴリ

にまとめることとした。 
 

7.11 この分類に基づいて、IPCC シナリオファミリ（すなわち A1FI、A1B、A1T、A2、
B1、B2）ごとに各変数の値を推定した。これらの値は「オープンデルファイ法」に

よって求められた。これは、議論と熟考を繰返した結果まとまった専門家の意見を

尊重するという方法である。このケースでは、世界中から集まった海運の専門家で

構成されたプロジェクトチームがミュンヘンで開催された 3 日間作業部会に出席し、

各変数、各変数の値に影響する要因、各変数が全体のシナリオロジックの中で果た

す役割などについて議論した。この期間中、各変数の初期パラメータ値が議論と討

論を経て決定された。この作業部会に続き、変数の推定及びシナリオモデルの設計

精度の改善が、e メール、2008 年 4 月 25 日のプロジェクトチームのウェッブ会議、

2008 年 5 月の電話会議などの場で話し合われた。シナリオのパラメータ化の作業は

2008 年 6 月 3 日、4 日にロンドンで開催されたチーム作業部会をもって終了した。 
 
シナリオモデル入力値 
 
経済成長と海上輸送量の伸び 
 
7.12 輸送に対する需要は世界船腹の規模と活動レベルを決定し、同時に船舶による排出

量のもっとも重要な駆動力でもある。輸送の将来需要は、貿易の拡大、工場の立地、

原料の消費量、貿易形態の変化、新規航路開拓の可能性などによって変わる。ある
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種類の貨物に対する輸送需要がこの市場の船舶数に比べて少ない場合、減速措置が

奨励されて輸送効率が上がるという意味では、船舶による排出量も海運市場に敏感

である。逆に相対的に船腹が不足している場合は、より高速で運航して効率が下が

り排出量が増える。この種の市場不安定さは未だモデル化されていない。その代わ

りに、シナリオモデルでは、経済成長の予測に基づいて将来の輸送需要を推定した。

さらに将来の輸送需要に見合う理想的な成長率で船腹量が増えると仮定した。 
 
7.13 経済成長と海上輸送量の伸びの間には歴史的に見ても強い相関がある。これまでの

調査研究でも将来の輸送需要予測にこの相関関係を使った[11]。問題の複雑さ及び

GDP と海運のこれまでの強い関連性を考えれば、この相関関係を利用することが不

適切だとは言えない。しかし、この方法では他の重要な動向を見落とす危険性があ

る。海洋政策研究財団（OPRF）は最近 IPCC A1B シナリオに基づく将来の海上貿

易量に関する基礎調査報告の結果を発表した[21]。これら二通りの手法の概要と結

果について紹介する。 
 

GDP との歴史的な相関から類推した輸送需要予測 
 

7.14 世界の GDP と海上輸送需要の間の歴史的な相関が [11] に示されている。この相関

に基づいてシナリオごとに将来の ton-mile 需要を予測した。今回のシナリオモデル

では、外航海運、沿岸海運、およびコンテナ海運を区別するため、予測された ton-mile
量をモードごとに分配する必要がある。この分配は、各種 SRES シナリオの地域的

な特性及びコンテナ輸送の急成長を考慮したものとした。この 20 年間でコンテナ輸

送は年間 10%近くのの伸びを示した[10]。ただしこの傾向が 2050 年まで継続する

とは想定しにくい。なぜなら、もしそうなるとコンテナ輸送量単独で世界全体の海

上輸送量の予測 ton-mile 量を超えてしまうからだ。その代りにコンテナ輸送の平均

成長率を他の貨物輸送よりも 2％高いと仮定した。その結果世界全体の ton-mile 量

に対するコンテナ輸送の比率が 2007 年の 24％に対して 55％という結果になった。

2020 年の予測は 2050 年のシナリオから指数関数的に内挿した。このようにして求

めたシナリオの入力値を表 7-2 に示す。この表はシナリオファミリごとに将来の

ton-mile 量を 2007 年に対する指数表示で示したものである。例えば、2050 A1B シ

ナリオファミリの外航海運の 320 という数字は、2050 年の外洋航行の ton-mile 量

が 2007 年に比べて 3.2 倍になることを意味する。 
 
 

表 7-2 GDP との相関から求めた 2050 年の ton-mile 量指数（2007 年を 100） 
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OPRF A1B シナリオに基づく輸送需要シナリオ 
 
7.15 日本の OPRF が現在、本格的な調査研究を実施中であるが、その中で 2050 年まで

の輸送需要（ton-mile）を IPCC A1B シナリオに基づいて予測している。この興味深

い、そして詳細なシナリオの中で、OPRF は GDP と ton-mile 量との相関をコンテ

ナ輸送にのみ適用した。OPRF は他の貨物（ドライバルク、原油、LNG、石油製品）

に対しては、総人口や一次エネルギー消費量といった異なるパラメータを使用した。

このようなパラメータは IPCC も検討したが、その増加率は GDP よりも低い。その

ためこのような予測による輸送需要は、GDP を全ての増加率に使った場合よりも低

く出る。次に、OPRF は、輸送形態の変化あるいはモーダルシフトによって平均輸

送距離も変化すると想定した。OPRF が想定する重要な将来展開には、パナマ運河

の拡張、あるいはミャンマーから中国（2030 年代）、中東からインド（2030 年代）、

ロシアから中国（2010 年代）へのガスパイプラインの開通なども含まれる。さらに

は北アフリカからヨーロッパへのパイプラインの延長（2030 年代）、シベリア鉄道

近代化の完工（2030 年代）なども想定された。鉄道は東アジアからヨーロッパまで

のコンテナ輸送のある一定の比率を担うであろう。東アジアとヨーロッパ間の北極

海航路が商業的に注目を集める（2040 年代）ことも想定された。極海域における船

舶の安全航行及び汚染防止を保証する観点からの IMO 内の作業（Polar Code の策

定）もこのような変化を実現させるために重要な意味を持つ。さらに、2020 年から

2050年までの鉄スクラップリサイクルの増加は鉄鉱石の生産量を約 5％減少させる

ことに相当するという。要するに、OPRF は 2050 年の A1B シナリオにおける輸送

需要を、GDP からの類推と比較して約半分と予測する。 
 
7.16 OPRF シナリオでは広範囲の船種に対して輸送需要が予測された。これら船種を今

回のシナリオの該当カテゴリに統合して、OPRF の A1B ton-mile 量を IMO の A1B
ファミリ用に編集した。IMO の他のシナリオファミリに対しては、地域化、GDP の

伸び、その他のシナリオ要素の A1B との相対的な差に関して判断を加え、その結果

以下のシナリオを作成した。A1B は詳細な分析の結果であるが、他のファミリはそ

うでないことに注意されたい。2020 年の予測は 2050 年のシナリオから指数関数的

に内挿した。こうして作成したシナリオを表 7-3 に示す。 
 
 

表 7-3 OPRF の 2050 A1B 詳細シナリオを参考に予測した ton-mile 指数(訳注；英文には

index は抜けているが本来 Tonne-miles index とあるべき)（2007 年を 100） 

 
 

 
この調査研究で使用する ton-mile 需要予測 
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7.17 上記 2 種類の手法は各々不確かさがあることが判って居るので、両手法の平均値を

使用するべきことで合意した。平均値であれば歴史的な相関と貿易パターンの変化

や極海航路の開通なども見込んだ将来動向の予測という両方の見方を取り込むこと

ができるだろう。さらに、ある余裕代を持たせて両手法による予測値を包含するシ

ナリオの上下限を設定することも決定した。これら予測結果の相対比較を図 7-1 に

示した。この調査研究で使用するこのような輸送需要予測（ton-mile）結果を表 7-4、
表 7-5、表 7-6 にまとめた。 

 

 
図 7-1 輸送需要の予測基本図 

  輸送需要予測の原則  シナリオごとの輸送需要を、 (1) SRESのGDP予測と歴史的なGDP

の相関の組合せ（青い破線）、 (2) SRES の GDP 予測と OPRF の想定、の組合せによって予

測した。この調査研究で使用するのはその平均値である（緑のドット）。上下限値は(1) (2)の

手法による結果よりも夫々高い、または低い値となった。 
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表 7-4 本調査研究で使用する輸送需要予測（ton-mile）（2007 年を 100 とする） 
 

 
 
 

表 7-5 本調査研究で使用する輸送需要予測の上限（ton-mile）（2007 年を 100） 
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表 7-6 本調査研究で使用する輸送需要予測の下限（ton-mile）（2007 年を 100） 

 
 
 

表 7-7 シナリオ入力値（年間成長率として一括） 

 

(1) 2000 年から 2050 年の世界 GDP（年間）の平均成長率[8] 

 
 

輸送効率 
 

7.18 エネルギー効率の改善及び船舶による CO2排出量の削減に利用できる手段は、第 5
章及び本報告書の Appendix 2 にて説明した。第 5 章では CO2排出削減ポテンシャ

ルの評価もおこなった。このセクションでは、将来の輸送効率に関するシナリオを

提示する。 
 
7.19 海運界の輸送効率改善には長い歴史がある。船舶の大きさが決まると、速度が燃料

消費量を決定するもっとも重要なパラメータとなる。速度と「標準的な」運航パタ

ーンの間にはある種の関連がある。一般的には、船主は速度に余裕を持った船を発

注し、運航会社に対してある限度内でそれを自由に変更する裁量を与える。このフ

レキシビリティがいくつかの場面で非常に役に立つ（運河あるいは港の進入溝、あ

るいは運賃が高い場合）。この措置によって、世界船腹としても輸送需要の変動に対

応する柔軟性を与えられたことになる。さらに、技術の進歩によって長い間に効率

が改善されてきた。例えば、蒸気タービンからディーゼルエンジンへの転換、それ

に伴う改善、知識の蓄積による船体並びにプロペラの設計改良並びに最適化、製造

ツール並びに解析ツールの開発などである。今日の船舶の効率は、設計時点では経

済的に最適と考えられたものを反映したものになっていることも補足したい。この
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ような考えから、将来シナリオをモデル化する場合、効率を三つの要素に分けるこ

ととした。 
 

.1 大きさによる効率。大きな船舶ほど効率がよい（大型の優位性を発揮できる量

の貨物が確保される前提で） 
.2 速度による効率 
.3 船舶の設計及び運航方法による効率 

 
大きさによる効率 

 
7.20 大型船が小型船に代わって船腹構成に加わった場合は一般的には輸送効率が上がり、

逆も成り立つ。大きさによる影響は、今回のシナリオモデルで将来の船腹構成を変

化させることによって検証した。2020 年の船腹構成についてはロイド船級協会・フ

ェアプレイ研究所（LRFPR）による予測がある。この LRFPR の船腹予測は IMO 専

門家グループが示した 2020 年の船腹予測にほぼ近い[12]。2020 年の船腹は、しか

るべき公称輸送能力を備えているといえる。しかしながら、ton-mile で表わした輸

送需要予測はシナリオによって異なるものとなっているため（上記参照）、2020 年

の船腹予測を今回のシナリオに合わせて調整する必要がある。そこでカテゴリごと

の輸送作業のポテンシャルを表わす指標として GT（gross tonnage）総計を使用し

た。2007 年の船腹総 GT 及び 2020 年の船腹総 GT 予測を表 7-8 に示す。 
 
 

表 7-8 カテゴリ別の船腹総 GT 及び成長指数  

 

 
7.21 個別の船腹構成ごとの重み係数は、公称 GT 指数を各シナリオの ton-mile 予測指数

で割った数字とした。下記の例は、その方法をチャート図で示したものだ。2020 年

では、A1B シナリオによると外航海運の輸送需要指数は 131 に増え、一方船腹予測

（公称 GT 指数で表現）は 178 である（表 7-9）。そこでこの差を調整するための重

み係数を求め、次いでこの係数を今回のシナリオの船舶カテゴリごとに適用した。 
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表 7-9 重み係数の計算 

 

 
7.22 シナリオ A1B の 2020 年船腹量は、2020 年の額面上の船腹量欄におけるカテゴリ別

船腹量に妥当なカテゴリ別重み係数を掛け合わせて求める。2020 年船腹量の計算方

法の全体観を図 7-2 に示す。 
 

 
図 7-2 2020 年船腹構成の予測プロセス 

 
 

7.23 2050 年の船腹構成の予測は 2020 年の予測よりもはるかに難題である。そのため、

2020 年と 2050 年では、構成の変更をモデル化しなかった。その代りに 2050 年に

対しては、各シナリオに 2020 年の構成比をベースとして ton-mile 量の増加率に相

当する成長係数を適用することとした。この期間の船腹構成の変化による効率改善

の可能性は、後で説明する効率の評価の項で考慮した。例として、2020 年と 2050
年の間の A1B シナリオにおける成長係数の計算を表 7-10 に示す。 

 
表 7-10 成長係数の計算 

 

* 予測 ton-mile 指数 
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7.24 多くの場合、今回のシナリオの 2020 年予測船腹がロイド船級協会・フェアプレイ

研究所の予測値よりも低いことに注意されたい。これは主としてロイド船級協会・

フェアプレイ研究所に比べて我々のシナリオでは今回の輸送需要予測が低いことに

よるものである。Lloyd’s の予測は SRES の経済成長予測と関連づけていない。 
 
速度による効率 
 
7.25 速度を落とすほど船体の摩擦抵抗が支配的になり、所要推進力は速度のおよそ 3 乗

に比例する。高速になると波の発生による抵抗が顕著になり、この抵抗増のために

速度の 3 乗以上の出力増が必要となる。そのため特に高速船において減速措置が消

費動力を減らす有効な手段となる。一方、輸送能力が不足してしかも運賃が高い場

合は、増速措置が輸送能力ニーズを満足する方法となる。 
 
7.26 航行中の速度は、運賃、燃料価格、その他の固定費、変動費などの経済的な要因に

よって決定する。例えば、燃料価格が上昇し輸送能力の伸びが需要の伸びを上回る

場合は、市場主導による減速措置が想定される。速度変更はこのように市場変動や

剰余能力吸収のために利用される。また長期的にも、燃料価格が他のコストよりも

上がると予測される場合は、船隊側は、船舶の大型化および運航速度の減速措置に

よって対応すると予想される。逆もまた成立する。 
 

7.27 今回のシナリオモデルでは、現状と将来の船隊平均速度に関する 2020 年と 2050 年

の予測をベースに市場要因による速度変更の可能性を考慮した。表 7-11 において速

度変更の下限をゼロに設定したが、それは船隊の設計速度の平均値が将来も変わら

ないことを意味する。これまでの実績では増速傾向が見て取れるが（コンテナ化の

進展の間）、船隊の平均速度は大体において安定しており、エネルギー効率及び GHG
効率を考慮した今後の市場条件の下では、本調査報告では増速シナリオをモデル化

することは選択しなかった。この減速値のテーブルは全てのシナリオファミリに対

し一様に適用した。 
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表 7-11 シナリオ入力；市場要因による平均船隊速度変化 

 

 
7.28 減速によってもたらされるネット効率改善効果は、速度と出力間の 3 乗比例を前提

にモデル化した。速度変更が船舶の輸送能力に影響するため、船舶の生産性を一定

に保つためモデルでは船腹の大きさを調整した。効率改善効果を若干過大評価する

ことになるが、単純化のため減速措置は補機にも適用した。減速措置及び他の対策

によるネットの改善効果を表 7-12 に示す。 
 
船舶設計、技術、運航による効率 
 
7.29 この評価ではそれぞれのシナリオにおいて技術が進歩することが想定される。ただ

し、燃量消費に関する規制が明確でないため、技術的な要素の変化としては最大限

の技術的ポテンシャルではなく費用効果の高い改善内容を各シナリオに反映させた。 
 
7.30 検討過程では、以下のような技術の進歩が話題になった。 

 
.1 回転エネルギーの回収（二重反転プロペラ、高効率舵、非対称船体、ボスキャ

ップフィンなど） 
.2 船舶大型化を除く船体に対する全般的な改造及び設計優先順の変更 
.3 エンジン技術の進歩 
.4 排熱回収技術の活用促進 
.5 すでに紹介した減速措置以外の運航改善策 
.6 帆、太陽光などの代替エネルギー源 

 
7.31 これらの技術に加えて、海運活動を別の観点から改善する規制面の整備によって船

舶のエネルギー効率が影響を受ける。そのような規制面の整備の例として、防汚、

空気排出量削減、バラスト水規制、速度制約（クジラの衝突防止）、ニ重船殻化、新

しい建造標準、船体の対氷強度などの話題がある。これらの要素は、議論の結果、
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技術改善に関するシナリオ入力に反映した。輸送効率の改善に関連するパラメータ

を表 7-12 に示す。これらの値は船隊平均に適用される。2020 年までには船隊の限

られた範囲しか入れ替わらないため、技術的進歩による効率改善は緩やかに進むと

予測される。 
 
 

表 7-12 シナリオ入力：市場要因の技術的変化及び規制面の変化による輸送効率への影響 
（船隊平均値） 

 
 

輸送効率の総合改善 
 

7.32 輸送効率の総合改善の予測を表 7-13 に示す。この数字はこれまで説明した検討結果

から求めたものであるが、実施順序が異なる場合でも同じような削減結果に到達す

ることを確認した。2050 年の総合値は、2020 年以降に起こり得る船腹構成の変化

も考慮した。新造船の平均効率のこれまでの推移は 9.13項から 9.15項で計算する。

シナリオ入力の結果を大局的に把握するため、効率のベースラインの総合改善の予

測結果を、9.13 項から 9.15 項で求めたこれまでの効率改善推移とともにプロット

したものを図 7-3 に示す。実績としての効率推移の最終は 1995 年のデータである

ため、1997 年と 2007 年の間は 2007 年から 2050 年の間の予測と同じ比率を使っ

て線形内挿法によって補完した。 
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表 7-13 シナリオ入力：2007 年の効率をベースとして比較した効率の総合改善 
（船隊平均値） 

 

 
 

歴史的観点でのベースラインの効率改善 

 

図 7-3 効率のベースライン向上予測及びこれまでの実績推移 
 
 

舶用燃料の進歩 
 
7.33 船舶による CO2排出量は燃料の種類によって変わる。例えばある燃料が他に比べて

エネルギー出力当たりの炭素含有量が多い場合は、単位仕事量当たりの CO2排出量
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が増える。この影響を反映するには、将来シナリオで使用する燃料の前提を設ける

必要がある。将来の燃料の選択は、入手性、価格、船舶利用上の実用的な適合性、

規制など多くの要因がある。燃料に関して考慮が必要な規制は改訂 MARPOL Annex 
VI による規制である。 

 
7.34 SRES シナリオでは、一次エネルギー源ごとの世界全体の使用予測が取り込まれた。

一次エネルギーは、地球上の全エネルギーの発生源であり、全ての有効な仕事の根

源である。集約レベルでは以下のエネルギー源が挙げられる。 
 

.1 石炭 

.2 石油 

.3 ガス 

.4 核燃料（シナリオ B1 では非化石電力と表記） 

.5 バイオマス 

.6 他の再生可能エネルギー 
 
当然、地球全体のエネルギー動向はある程度までは海運にも反映される。しかし従

来の石油燃料からの転換は相当な牽引力が必要である。各シナリオにおけるその牽

引力は経済である。なぜならこれらシナリオには燃料転換を要求する規制が設定さ

れていないためである。上記エネルギー源の舶用燃料としての適合性に関する考察

結果を以下に要約する。 
 

石炭 
 

7.35 石炭による推進駆動は、技術的にはボイラ/蒸気タービンの組合せによって実現可能

である。ただし、硫黄酸化物除去の必要性、低い熱効率、入港中もボイラ加熱が必

要、石炭の燃えガラおよび灰の廃棄が必要などの観点から、魅力ある燃料とは思え

ない。石炭から液体燃料を抽出することが可能で、液体燃料であれば船舶での使用

に適し、さらにほとんど硫黄フリーである[13]。現在では石炭液化燃料技術に対す

る関心が高まり、製造プラントが米国と中国で計画されている[14]。このような合

成ハイドロカーボン燃料は、カーボン比が石炭とは異なるがディーゼル燃料と似た

炭素含有率を有する。ただし製造に伴う CO2 排出量が石油燃料よりも多い[25]。炭

素の捕捉・貯蔵技術を適用して石炭液化プラントが排出する CO2 の 90％を捕捉し

ても、石炭液化燃料からのネット排出量は既存の道路燃料よりも多い[14]。 
 
石油 
 
7.36 石油は現状では国際海運にとって唯一と言ってよい主力エネルギー源である。これ

を変更するのは強力な推進力が必要である。よって石油系燃料を全てのシナリオの

デフォルト選択肢と考える。改訂 MARPOL Annex VI を考慮して石油系舶用燃料を

「グローバル留出燃料」と「ECA 留出燃料」に区分する。この両者の基本的な違い

は硫黄分の制約である。両者の炭素含有率はエネルギーベースの測定結果では大き

くは違わない。 
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ガス 
 
7.37 天然ガス、液体で貯蔵される場合は液化天然ガス（LNG）、は将来の舶用燃料と予測

されている。LNG 化を推進させる重要な要因は、LNG 駆動船舶の NOX、SOX、PM
の低排出量、及び留出燃料と比べた価格の安さである。一方で重要な技術課題とし

て、船内での必要貯蔵スペースの確保と給油港での LNG の入手性が挙げられる。そ

のため、LNG の導入があるとすれば、まずは沿岸海運での採用が現実的である。沿

岸海運であれば、船舶の航行距離が短いことによって問題の顕在化が抑制され、さ

らに次の給油港が予測しやすい。タンカーは甲板上に十分な LNG タンクのスペース

を確保できるため、LNG に対する関心を集める可能性がある。LNG 船は後処理なし

でもTier III排出レベルに適合するため、NOX排出規制海域では特にメリットが多い。

天然ガスは特殊な処理によってディーゼルエンジン用のフィッシャー・トロプシュ

ディーゼル（FTD）への転換も可能である。ただしこの場合は LNG 運航に伴う NOX

の利点は失われる。 
 
7.38 LNG はディーゼル燃料と比べて水素が多く炭素が少ない。従って、CO2排出量が削

減される。残念ながらメタン（CH4）の排出増によってネット効果が CO2換算排出

削減量の 15％が目減りする。バルク LNG のコストは残留燃料油とほぼ同じで、留

出油よりは相当安い。 
 

核燃料 
 

7.39 原子炉を船上に搭載するのは、国際海運船舶にとって、環境、政治、安全、商業的

な理由から関心を引くオプションとは思えない。原子力発電あるいは他の非化石電

源から取り出した電力を推進駆動力として利用するのも（停泊中の利用は別として）

出力密度の低さ、コスト、重量、バッテリサイズ等の理由で実現可能とは思えない。 
 
バイオマス燃料 
 
7.40 この種の燃料には、既存の技術を使って砂糖、でんぷん、野菜油、動物性脂肪から

作られる「第一世代」バイオ燃料が含まれる。この内、バイオディーゼル（すなわ

ち脂肪酸メチルエーテル：FAME）と野菜油が舶用ディーゼルとして容易に利用で

きる。大まかに言えばバイオディーゼルは留出燃料の代替として、野菜油は残留燃

料の代替として利用できる。現状の（第一世代）バイオ燃料の場合は、どれを選択

してエンジンにどう適用するのかについて、細心の注意が必要と思わせる具体的な

問題点がある（保管中の安定性、酸化、吸湿、フィルタの詰まり、ワックス形成な

ど）[16, 17, 18, 19]。少量のバイオ系燃料をディーゼル燃料あるいは重油に混合さ

せることは、技術的な観点からは実現可能であるが、燃料油との適合性を確認する

必要がある。バンカー燃料に対しても同じことがいえる。将来は、船上での利用に

適した燃料を合成するバイオマス液化燃料製造プロセスが開発される可能性がある。

現状バイオ燃料は石油系燃料に比べて非常に高価である[16]。規制無しのシナリオ

でも船舶のバイオ燃料使用にインセンティブを持たせるとすれば、価格問題も解消
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しなければならない。 
 
他の再生可能エネルギー源 
 
7.41 その他の舶用再生可能エネルギーとして、船上で発生可能な再生エネルギー（主な

ものとして、風力、太陽光、船の動きによる発電）あるいは陸上で発生させ水素の

ようなエネルギー担体を利用して船舶に移送する再生エネルギーなどが考えられる。

シナリオモデルの構成としては、船上で創出される再生可能エネルギーは省エネル

ギー対策としてモデル化され、燃料の炭素含有量の変更には反映されない。一方、

陸上で創出され船上まで移送される再生可能エネルギーは燃料と解釈され、燃料の

炭素含有量に反映される。もし陸上で創出された再生可能エネルギーが規制無しシ

ナリオの中で使用されるのであれば、競合する燃料（石油系など）よりも費用効果

がより高いものでなければならない。 
 
海上輸送業への新燃料の浸透 
 
7.42 今回のシナリオ分析に際して、現実味のある 7 種類の燃料の市場普及ポテンシャル

をシナリオファミリごとに考察した。それらの燃料は、(1) 舶用留出油、(2) 重油、 
(3) LNG、(4) LPG、(5) バイオディーゼル (6) 合成ディーゼル（例えば FTD） (7) そ
の他再生可能燃料である。各種シナリオに対して市場浸透を考える場合、以下の特

記事項がある。 
 

.1 全てのシナリオで、石油は 2020 年と 2050 年においても主要 1 次エネルギーの

一つである（2050 年の世界 1 次エネルギー消費の 16‐28％） 
.2 SRESシナリオでは、2050年には化石燃料が全ての 1次エネルギーの 57‐82％

を占める。 
.3 SRES シナリオに基づくこれまでの予測では、2050 年の海運の燃料消費量は

400 百万－810 百万トン(4 億トン－8．1 億トン？)の範囲となる。これは 22‐
32 EJ、すなわち SRES シナリオにおける 2050 年の世界一次石油エネルギー消

費の 10－15％に相当する。 
 

7.43 さらに 2020 年には、改訂 MARPOL Annex VI による硫黄規制が採択され、新たな

航路開設に伴う規制として硫黄含有量に関する世界共通の上限 0.5％が適用される

と予測される。 
 
7.44 前述のように SRES シナリオは、燃料コストの上昇が予想されるものの石油系燃料

の継続使用を容認するものと考えられる。そこで GHG 以外の排出の規制に係るシ

ナリオにおいては、脱石油燃料の動きは経済によって刺激されるしかない。しかし

陸上においては GHG 排出削減の拘束力のある目標がすでに設定されているため、

バイオ燃料が価格競争力を発揮して船舶までは回ってこないことが予測される。陸

上から転送される再生可能エネルギーについても同じことが言える。 
 

7.45 シナリオ A1FI 及び A2においては石炭液化燃料が価格競争力を発揮するようになり、
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石炭が主力エネルギー源の一つになると予想される。この燃料のある量が市場に出

回る可能性がある。天然ガスは全ての SRES シナリオでの主要エネルギー源の一つ

である。LNG による推進駆動は全てのシナリオの沿岸海運に対して魅力ある技術に

なると思われる。LNG は特にタンク構造の船舶に適した燃料となる可能性を有し、

そこでは甲板上のタンクに燃料を貯蔵することでマイナス要素の制約条件が解消さ

れ、実現性が出てくると期待される。このような考察を基に、表 7-14 及び表 7-15
に示すような市場浸透の予測を立てた。 

 
表 7-14 将来の燃料シナリオ（2020 年） 

 
* 石炭あるいは他の競合材料をベースとするもの 

+ 全てのサイズの外航原油タンカー 

 
 

表 7-15 将来の燃料シナリオ（2050 年） 

 

* 石炭あるいは他の競合材料をベースとするもの 

+ 全てのサイズの外航原油タンカー 

 
 

7.46 不純物、ハイドロカーボンの分子式、エネルギー含有量、物理的密度など将来の燃

料の特性に関する予測に基づき、表 7-16 に示すように燃料種別ごとの炭素画分（炭

素グラム/MJ）を計算した。これらの燃料種別ごとの炭素画分と各シナリオ中の市場

浸透率を使って船種ごとの燃料炭素画分の加重平均を求められる。 
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表 7-16 シナリオモデルで使用される燃料固有の炭素画分 

 
* 合成ディーゼルの係数はフィッシャー・トロプシュディーゼルの代表的なデータを使用した。 

+ 将来の燃料では不純物が減ると予想して現行のインベントリより高い排出係数を想定した。 

 
排出量の計算 

 
7.47 これまで説明した主要な前提に基づき、シナリオモデルを使ってエネルギー消費量

と CO2排出量が直接計算される。 
 
7.48 CO2 以外の排出ガス汚染物質に関しては、技術的なシナリオは作成せず、排出量が

MARPOL Annex VI の規制を遵守しながら推移すると仮定した。これはこの規制の

導入に伴って NOX、SOX、PM 固有の排出係数が下がることを意味するものだが、

他の汚染物質固有の排出係数は下がらないと仮定した。 
 

将来の NOX排出量 
 

7.49 改訂 MARPOL Annex VI は段階的な手法で NOX排出量を削減する。Annex VI によ

る元々の排出限界は「Tier I」と呼ばれ、「Tier II」、「Tier III」と呼ばれる将来の排出

限界は 2011 年と 2016 年に導入される。改訂 MARPOL Annex VI の見直し規制 13
の内容を表 7-17 にまとめた。 

 
 

表 7-17 MARPOL Annex VI の NOX制約 

 
Tier III は排出規制海域でのみ適用される。n は定格エンジン回転数（rpm）のこと。 

 
 

7.50 Tier II では、排出係数が排出規制に比例して削減されると仮定する。そこで低速エ

ンジンの場合は、排出係数が Tier I の 14.4/17（85％）に下がり（訳者注：66/78（85%）

の間違いでは？）、中速エンジンの場合は排出係数が Tier I の 80％に下がると仮定
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した（表 7-18）。Tier III は、全てのエンジンが排出限界近くで運転されるものと仮

定する。LNG エンジンによる排出量は MARINTEK 及びエンジンメーカの測定デー

タをベースにした。 
 
 

表 7-18 排出標準による NOX排出係数の推定値 

 

 
7.51 船隊平均の排出係数は各年の船隊構成によって変化し、船隊構成は船の寿命及び船

腹量の伸びによって決まる。船腹量の増加は船舶速度の減速措置と関連がある。従

って、減速措置は新造船及び新しいエンジンの導入を加速することによって間接的

に NOX削減に対してポジティブな効果を与える可能性がある。NOXの将来の排出係

数は、船腹が年間で 3％増加し、船舶の平均寿命を 30 年というシナリオに基づけば

図 7-4 のように推移する。この図は、将来の ECA 域内、域外での低速エンジン(SSD)
及び中速エンジン(MSD)の排出係数を示すものだ。 

 
NOX排出係数 

 
図 7-4 将来の NOX排出係数（年間船腹増加率：3％、船の寿命：30 年） 

 
将来の SOX排出量 

 
7.52 燃料硫黄排出係数の新しい限界値が改訂MARPOL Annex VI によって与えられてい

る。現状の燃料中の硫黄含有率データは IMO 硫黄監視計画によって入手できる[26]。
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燃料中の硫黄含有率に関する IMO による将来の限界値を表 7-19 に示す。これらの

規制を反映した硫黄排出係数の低下予測を図 7-5 に示した。ここで、世界平均が現

状でも 2.7％であり、2012 年に導入される 3.5％という世界の規制値が平均排出係

数に影響を与えるとは期待できないことに注意されたい。 
 
 

表 7-19  MARPOL Annex VI による燃料中の硫黄含有率限界 

 
* この数字は 2018 年に見直され、2025 年まで延期される可能性がある。 

 

 
SOX排出係数 

 

図 7-5 シナリオで使用する将来の SOX排出係数 
硫黄含有率 3.5％という世界の規制値が平均排出係数に影響するとは思えない。 

 

 

粒子状物質の将来の排出量 
 
7.53 粒子状物質（PM）は非揮発性化合物と半揮発性化合物の混合物で、燃焼中に必ず発

生するとは限らず、高温高圧燃焼によって発生する。船舶の場合は PM の例として

しばしば、灰及びその他の不燃残渣汚染物質、エアロゾル（例えば硫酸塩）を形成

する硫黄系化合物、凝縮水粒子、通常は有機物と呼ばれる複合有機化合物、元素状

炭素（大きさや数によって目に見える場合は「すす」として知られる）と呼ばれる

微小な不燃炭素粒子などが挙げられる。粒子状物質の排出量は燃料中の硫黄の量に
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よって部分的に影響されるが、特に燃料中の硫黄含有量に合わせた成分設計がなさ

れ、他の排出物と共に排出されるシリンダ潤滑剤に含まれる複合有機化合物の影響

が大きい。灰及びその他残渣汚染物もまた直接的な影響はないが、一般的には燃料

中の硫黄含有量に比例して排出される。燃料に起因する硫黄排出量の削減対策は、

このように粒子状物質の削減にも効果がある。Germanischer Lloyd から提供された

2 ストロークエンジンの実験による PM 排出量と燃料組成の関係を図 7-5 に示す。

このデータから以下のことが分かる。 
 

.1 PM 灰は燃料中の硫黄含有率が 1％未満（留出油）になると、ステップ状に大幅

に減少する。 
.2 硫酸塩及び付随する水分は燃料中の硫黄含有率と関連がある。 
.3 元素状炭素は燃料中の硫黄含有率と関連がある。 
.4 有機物質は燃料中の硫黄含有率の影響を受けない。 

 
 

PM 排出物の化学組成 

 

図 7-6 異なる燃料から採取した粒子状物質の組成 
Germanischer Lloyd[24] 

 
 

7.54 Germanischer Lloyd によって提供されたデータを使用し、CORINAIR Emissions 
Guidebook にある PM の各排出係数に基づいて以下に示す将来の PM 排出量を算定

した。図 7-5 及び表 7-20 に示すように、硫黄含有率が 0.1％のときの PM 組成は、

2.7％のときの PM の組成とまったく異なる。そのため PM の大幅な削減が予想され

るものの、将来の PM の組成は現状とは違ってくる可能性がある。 
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表 7-20 現状及び将来の PM 排出量（kg/燃料 ton）のシナリオ 

 
 

排出係数のまとめ 
 

7.55 SECA 海域内の燃料消費量が世界全体の 8％（現状レベル）を維持するものとし、

船腹量の年間の伸びを 3％、船舶の平均寿命を 30 年と仮定すれば、排出シナリオ用

の合成排出係数を導くことが可能である。燃料に関する前提が変わるため、筋書き

によって排出係数が異なる。異なる IPCC 筋書きごとの技術シナリオは作成しなか

った。 
 
 

表 7-21 シナリオ別の 2020 年の排出係数（kg/燃料換算 ton） 

 
* 現行の Annex VI による最終段階の規制は 2020 年までに実施されると仮定した。ECA 海域内

の燃料消費量は全体の 8％と仮定した。 
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表 7-22 シナリオ別の 2050 年の排出係数（kg/燃料換算 ton） 

 
* 現行の Annex VI による最終段階の規制は 2020 年までに実施されると仮定した。ECA 海域内

の燃料消費量は全体の 8％とする。 

 
 

結果 
 
7.56 シナリオ分析に際しては、前記 6 通りのシナリオファミリごとにさらに細かく分け

たシナリオを作成した。CO2の場合は、需要の伸び（ベース、低い、高い）、輸送効

率（ベース、低い、高い）、減速措置の影響（ベース、低い、高い）の全ての可能性

のある組合せについて検討した。この方法によって両年（2020 年と 2050 年）の

CO2に対して、シナリオファミリごとに 3 × 3 × 3 = 27 通り、すなわちトータルで

は 6 × 27 = 162 通りのシナリオが生まれた。今回の調査報告ではこれまで説明した

ように、シナリオファミリごとに船種別の炭素排出係数を特定しそれを使用した。

CO2 以外の排出量については、ベースラインの予測値を基準として将来の排出量を

類推した。 
 
7.57 CO2排出量のベースシナリオ値の推移と 162 通りのシナリオ全体の最大最小範囲を

図 7-7 に示す。さらに各数値を表 7-23 と表 7-24 にも示した。その他の排出量は表

7-25 と表 7-26 に示した。  
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国際海運による CO2排出量シナリオ 

 
図 7-7 国際海運による CO2排出量の推移 

右欄の縦棒は各シナリオファミリ中の予測結果の最大最小範囲を示す。 
 
 

表 7-23 国際海運による CO2排出量（百万 ton/年） 
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表 7-24 海運による CO2排出量の平均年間増加率予測（2007‐2050*） 

 
* 国内海運と国際海運の成長率が同じと仮定した。 

 
 

7.58 最大最小シナリオは別として、図 7-7 の各シナリオはその類似性が特徴といえる。

これは、筋書きと一次エネルギー源が異なるにもかかわらず、シナリオが前提とし

た船舶に対する技術的な展開の経路が全体的に類似している結果である。シナリオ

間の差は主として需要と使用される化石燃料の種類との違いによって生じたもので

ある。これらののシナリオでは、地球規模の影響を及ぼす核やバイオマスのような

ゼロエミッションエネルギーへの転換が海運部門では十分に浸透しないとの予測が

ある。 
 

表 7-25 2020 年における全ての海運による排出量のシナリオ（百万 Ton/年） 
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表 7-26 2050 年における全ての海運による排出量のシナリオ（百万 ton/年） 
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図 7-8 全ての海運による GHG 排出量推移シナリオ（排ガスによるものに限定） 
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図 7-9 全ての海運によるその他の関連物質排出量推移シナリオ（排ガスによるものに限定） 
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考察 
 
7.59 作成されたシナリオは、船舶の活動量及び船舶による排出量の大幅な増加を示して

いる。これは、船舶による温室効果ガス排出量に関する IMO 調査報告 2000 を含む、

船舶の将来の排出量に関する従来の調査結果と同様である。今回の調査研究で予測

した将来の CO2排出量は 2005 年に発表された Eyring 他[11]の予測よりも多いが、

最近作成された EU project QUANTIFY（OECD 2008[23]）による 2050 年までの海

運活動シナリオと同等の範囲にある。 
 
 

船舶による CO2排出量のこれまでの推移と将来シナリオ 

 

図 7-10 過去の推移からみた船舶による CO2排出量のシナリオ 
 
 

7.60 NOX、SOX/PM の現状および将来の排出量に及ぼす IMO 規制の影響は図 7-9 から明

らかである。NOX 排出量は 2020 年までは安定もしくは減少傾向さえ示し、その後

徐々に増加する。今回の予測は排出規制海域の数が現状と同じとの前提に立った。

ECAs の導入が進めばさらに多くの削減がなされるであろう。これは SOX、PM に

関しても同じことがいえるが、ここでもかなりの削減が行なわれている。燃料の硫

黄含有量の低下とともに PMs の化学組成及び粒径分布が変化するため、得られる環

境上の効果や公衆衛生上の効果はここに示した PM の排出削減量に必ずしも比例す

るわけではない。 
 
7.61 今回のシナリオの結果を分析することによって多くの重要な知見が得られる。重要

な知見の一つが、輸送需要が将来の CO2排出増加量にもっとも影響度の高い変数で

あるということである。また中には排出量が削減するとのシナリオもある。このよ

うなシナリオは、輸送需要の伸びが極めて小さく、一方で輸送効率が改善されるケ

ースである。海上輸送の低成長は必ずしも世界経済の低成長を意味するものではな

い。リサイクルの増加、域内貿易の増加、経済のサービス化の進展などによって、
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経済成長と海上貿易の関係が切り離される可能性もある。 
 

7.62 もう一つの知見はシナリオ A1 ファミリの比較によって得られるものだが、A1 ファ

ミリの全てがほぼ同じ排出量を示す。A1 ファミリ内で差が生じるとすれば、それは

世界的なエネルギー消費パターン変化の仮定の違いによるものである。IPCC SRES
シナリオでは、「バランス型」、「化石燃料集中型」、「先進技術型」といった将来像の

違いが浮き彫りにされた。それは、発電、軽量自動車製造、工業プロセスなど海運

業界以外の分野では代替低炭素燃料の果たす役割が変わってくるためである。国際

海運の場合は、世界のエネルギー市場で起きる高炭素燃料から低炭素燃料への転換

の影響がほとんど見られない。なぜなら、海運業界のように規模が大きくなると、

低炭素燃料への転換は何十年という長い年月を必要とするためである。さらにこの

転換が海運業界よりも他の部門で早く実現されることを予測している。 
 

結論 
 

7.63 最小排出シナリオで示された以上の排出削減を達成するには、我々のモデルの前提

条件と比較してより抜本的な変化が必要である。そのような変化の例を示す。 
 

.1 海上貿易の拡大と世界経済の成長の間に存在する相関関係の劇的な切り離し。

今回のモデルではすでに、輸送需要の伸びを GDP とのこれまでの相関よりも

低めに設定した。従って、この切り離しがより急激でより大幅なものでなけれ

ばならない。 
.2 B2 シナリオと比べて大幅に低い世界経済の成長率 
.3 SRES シナリオに比べて化石エネルギーの極端な不足。SRES シナリオによれ

ば、2050 年までに一次エネルギーの総消費量は 2010 年の 160％から 284％の

範囲に増加し、化石燃料が世界一次エネルギー需要の 57％から 82％を賄う。 
.4 想定外の技術の導入 

 
従って、本調査の各シナリオは、CO2 排出量削減の可能性を排除しない。しかしな

がらそのようなレベルの削減を達成するためには基本的な変化が必要であることを

知らせている。。 
 
7.64 全体的に見て、海上輸送はトラック輸送や航空輸送に比べて炭素排出量において十

分な優位性を示し、この点では第 9 章で示すように鉄道に対しても競争力がある。

そのため国際海運の需要増加に伴い 2050 年まで排出量が増え続ける。ただしこの

増加を他の輸送モード（トラック及び航空）のさらに多い排出量と相殺する設計が

可能である。例えば、輸送形態をトラックから船へのシフトによって船舶からの排

出量は増えるが、商品輸送システム全体の排出量から見ればトータルではプラスの

効果を及ぼすことになる。 
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第 8 章 気候影響 
 
はじめに 
 
8.1 近年、海運部門が気候に及ぼす影響の性質及び強さに対する問題意識が高まりつつあ

る。船舶による排出物質が人間の健康に直接悪影響を及ぼすほか、地域的な酸性化及

び富栄養化をもたらし、さらには気候の「放射強制力13」（RF）にも影響するという

ことが現実のものになり、海運活動による気候影響の問題は、環境政策決定者にとっ

て重要な課題に発展しつつある（Corbett 2003）。 
 
8.2 気象科学分野における研究成果は、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第 1

作業部会（WG1）によって定期的な見直し及び評価が実施される。至近の報告書は

2007 年に発行された（IPCC 2007）。ただし IPCC 2007 は、特別に海運を取り上げた

ものではなく、報告書の第 2 章で航跡との関連の中で海運活動の影響について簡単に

触れたに過ぎない（Forster 他 2007）。このように IPCC では、気候に対する海運の

影響が例えば航空活動と同じレベルでの総合的な評価がなされていない（IPCC 

1999）。参照可能な技術文献として、近刊予定の Eyring 他の評価報告書（2009）に現

状でもっとも完成度の高い新しい評価が掲載される。 

 
8.3 海運によって多様な物質が排出される。主たる排出化合物として、二酸化炭素（CO2）、

窒素酸化物（NOX）、一酸化炭素（CO）、揮発性有機化合物（VOC）、二酸化硫黄（SO2）、

黒色炭素（BC）、粒子状有機物質（POM）が挙げられる。海運が排出するNOX及びそ

の他オゾン先駆物質によって対流圏オゾン(O3)が形成され、水酸基ラジカル（OH）

の濃度が不安定になり、結果的にメタン14（CH4）の寿命が不安定になる。船舶によ

る排出がもたらすエアロゾルの主成分は硫酸塩（SO4）である。SO4はSO2の酸化に

よって生成されるものであるが、元々は燃料中の硫黄が発生源である。 

 

8.4 二酸化炭素は直接温室効果ガスである。また NOX、CO、VOCs はオゾン先駆物質であり、

これまで多くの研究で取り上げられた（例えば、Lawrence と Crutzen 1999、Kasibhatla

他 2000、Davis 他 2001、Endresen 他 2003、Eyring 他 2007a）。海運によって排出さ

れる粒子状物質は、対流圏化学への影響に加えて下層雲の物理的性質を変え、気候に影

響を与える（Lauer 他 2007）。船舶の排出物に起因する長くて湾曲した雲の構造を衛星

画像で見ることができるが、これが通常「航跡」と呼ばれるものである（例えば Durkee

                                                  
13 地球の平均放射強制力と地球の平均表面温度変化の間にはほぼリニアな関係が存在するため、異なる発生源の気候に

対する影響を定量化する共通の基準として「放射強制力」（RF）（単位：w/m2
の）が使われる。RF とは、産業化以前

の時代以降に生じた地球と大気間のエネルギーバランスの変化量をいう。例えば CO2のような温室効果ガスの増加に

よって大気がプラスの放射強制力を受ける場合、大気は放射の平衡状態を維持しようとして大気温度が上昇する。 
14 メタンは温室効果ガスの一つで、原則的には他の部門から排出される（農業、鉱業など） 
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他 2000、Schreier 他 2006, 2007）。海運による排出物質は、気候の放射強制力（RF）

に影響する。RF は m2 当たりのワット数（W/m2）で表わされる慣習的な気候尺度とし

て気象化学で使われ、IPCC も使用する。RF は、1750 を基準値として大気圏のエネル

ギー収支の変化を示す（IPCC が採用した定義で、本報告書でも使用する）。RF は通常、

全球平均で表わされ、プラスの RF は温暖化、マイナスの RF は寒冷化を意味する。海

運からの排出物と気候への影響は以下に起因する。 
 

.1 CO2の排出。温暖効果を持つ（プラスの RF） 

.2 NOX の排出。この結果大気圏オゾンが発生し（プラスの RF）、大気メタンが減

少する、すなわち冷却効果がある（マイナスの RF） 

.3 硫酸塩粒子の排出。（マイナスの直接 RF） 

.4 煤煙粒子の排出（プラスの直接及び間接（雪）RF） 

.5 下層雲の形成あるいは変化（マイナスの間接 RF） 

 
8.5 排出物質が気候に与える総合的な影響は複雑である。海運部門の関連要素を表わした

概念図を図 8-1 に示す。大気中にさまざまな微量種物質が排出されることによって変

化が生じる。大気中のプロセスとして、これら排出微量種が大気反応を起こしてミク

ロ物理プロセス的変化を生じる、すなわち乾性沈着あるいは湿性沈着を通してさまざ

まなシンク（地表あるいは水面）に吸収/除去される。次いでこれらの変化が、豊富な

微量種の変化、大気組成の変化、雲及びエアロゾルの特性変化を通じて大気圏の放射

バランスに影響する。このような RF の変化によって、例えば地球全体のあるいは局

地的な平均地表温度、海面水位、降雨量、積雪量の変化、氷冠面積の変化などさまざ

まな形での気候に対する影響が出る。引き続いて、これらの物理的影響が、農業、林

業、エネルギー生産、人間の健康への影響を通して社会的影響を与える。最終的には、

これら全ての影響が社会的なコストに跳ね返り、それを定量化するのは非常に困難な

作業となる。ただしこれらの影響として明らかなのは、相互の関連性が深まる一方で

そのためより複雑となり、定量的にはより不確かになるということだ。この調査報告

では、全球平均の RF 応答と温度応答の変化を主な尺度として気候影響を評価する。

ただし全球平均という指標は気候影響を単純化していることに注意しなければなら

ない。すなわちプラスとマイナスが存在して互いに相殺すると思われる局地的な応答

変化でも、さらに全球平均 RF 応答のような尺度の一次指標としては微小な（あるい

はゼロの）変化であっても、気候に影響する可能性がある。 
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図 8-1 海運部門による排出物質の影響を表現したブロック図 
（出典：Lee 他 2009a） 

 
 

海運による排出及び機構変動 

8.6 今日の海運による排出量については本調査報告書の別のセクションで取り上げられ

てきた。以後のセクションでは、2007 年の海運排出量から全球平均 RF 応答と気温

応答が計算によって求められた方法を説明する。その後にその計算結果を示して他の

文献の値とも比較する。仮想的ではあるが一つの気候安定状態の中で海運が果たす潜

在的な役割についても取り上げた。最終のサブセクションでは、海運の影響による気

候変動に関して総合的な結論を述べる。 
 
計算方法及びモデルの説明 
 
8.7 海運による排出に起因する全球平均の RF 応答と気温応答を計算するため、単純化し

た炭素サイクルモデルを使って、限界 CO2濃度とその結果の RF に対する CO2排出

量の影響を計算した。RF 応答は、全球平均気温応答を計算する線形気候応答モデル

に使用され、あらゆる強制媒体に適用可能である。 
 
8.8 CO2以外の RF 応答に対しては、強制力の計算がより複雑なため異なる手法を必要と

する。例えば、海運による CO2以外の排出物質が大気組成及び雲量に及ぼす影響の計

算はもっと複雑なモデルを使わなければならない（例えば、Lauer 他 2007、Eyring
他 2007a）。この調査報告で求めた 2007 年の排出量を、2 種類のモデルの入力デー
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タに使用した。一つは対流圏オゾン化学モデル（MOZART v2 Horowitz 他 2003）
そ し て 一 つ は エ ア ロ ゾ ル の 存 在 度 と 雲 量 に 影 響 す る 大 気 組 成 モ デ ル

（ECHAM5/MESSy1-MADE、Lauer 他 2007）である。CO2以外の強制力による全球

平均の時間展開気温応答を計算するため、まずある年の RF を予測し（より複雑なモ

デルの結果から）、年間排出量との関係を代理に利用して各年の RF 応答を計算した。

このようにして全球平均温度応答を計算することができる。この方法は以下で詳細に

説明する。 
 

海運排出物質に起因する RF 及び気温の時間展開応答の計算方法 
 

8.9 Sausen と Schumann（2000）が開発した気候応答モデルは、これまで航空機の排出

シナリオに適用された実績があるが (Lee 他  2009b)、その排出シナリオは、

Hasselmann 他（1993, 1997）の方法に基づいて作成されたものだ。いくつかの改善

及び拡張がその気候応答モデルに加えられ、今では海運による全ての影響を扱えるよ

うになった（O3及び CH4に対する CO2及び NOXの影響、エアロゾル及びその先駆物

質、Lim 他 2007、Lee 他 2007 を参照）。 
 
8.10 CO2の大気中濃度に対する海運 CO2排出の寄与は、以下に示すように、「背景の」総

排出量の寄与と海運排出量の寄与の次の計算値の差であると仮定する。（訳注：内容

的には「船舶 CO2排出の寄与は船舶を含む背景の総排出量の寄与と船舶を含まない排

出量の寄与の差である」に意味だと思うが、英文原稿ではこうしか読めない）CO2の

時間当たり排出量 E(t) に対する CO2濃度の応答 C(t) は、Hasselmann 他（1997）を

参考にしてモデル化された。これは Meier-Reimer と Hasselmann（1987）の炭素循

環モデルから導かれたものとほぼ等しく、以下で表わされる。 
 

    (1) 
及び 

     (2)  

 
ここでτjはモード j の「1/e 減衰時間」であり、単位強制力に対するモード j の平衡

応答は表 8-1 に示すモードパラメータを使ってαjτjで表わされる。 
 
 

表 8-1 CO2濃度の力積関数 Gcの係数（Schumann と Sausen 2000） 
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8.11 CO2の RF は、スペクトル飽和のためその濃度とは無関係である。そのため海運によ

る CO2排出の影響を計算する場合、「背景の」RF を求める必要がある（式 3）。 
 

 (3) 

 
8.12 1800 年から 1995 年の間の過去の背景 CO2濃度データ及び SRES の 2100 年まで将

来シナリオデータ（IPCC 2000）（海運も含むすべての自然的及び人為的発生源によ

る排出）を使用した。濃度は背景濃度と海運に起因する濃度の差であるとの前提で、

海運が排出する CO2の寄与は、式 (3) 及び式 (4) によって求められる。（訳注：内容

的には「CO2 大気濃度に対する船舶の寄与は、『背景濃度』と『船舶の排出を除いた

背景濃度』の差である」の意味だと思うが、英文原稿ではこうしか読めない） 
 

8.13 CO2濃度から RF を計算した。IPCC によると、CO2の RF は濃度の対数関数として

求められる。対数関数は CO2濃度の増加によって RF が飽和するという関係を近似し

たものである。 
 

8.14 ここでは Ramaswamy 他（2001）の式を使用し、Myhre 他（1998）による 5.35 のα

係数を代入する。 
 

     (4) 
 
ここで使用する海運による排出量及び排出シナリオについては、本調査報告書の別の

セクションでその前提も含めて説明した。使用する過去及び現在の排出量を図 8-2 に

示す。1870 年から 1925 年までの排出量は、OECD の推定値（2008）を採用した。

その後の CO2排出量の推移は、1925 年から 1985 年の Endresen 他（2007）の推定

につなげた。今回の調査報告では 2007 年の CO2排出量を 1050 CO2-Tg/Year と予測

した。1986 年から 2007 年の間は、この 2007 年を基準の年として、フレートトン・

マイル量（Fearnleys 2007）をベースに過去の類推で時間展開して排出量を求めた。

現在の排出インベントリから過去の類推で求めた CO2排出量が Endresen 他（2007）
の 1985 年推定値と十分に一致し、1870 年から 2007 年までの全期間を通してなめら

かな曲線を描けた。 
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過去の船舶からの CO2排出量 

 

図 8-2 海運による CO2排出量の過去および現在までの推移 
 
 

8.15 以上の方法によって、CO2濃度の変化及びそれによる RF 変化が計算される。CO2以

外の排出物質の影響については、影響物質ごとに他の研究で求められた RF を基準に

取り、年間排出量をベースにした変換計算によって RF の年次推移を求める。全球平

均気温応答を計算するためには、RF の年ごとの推移を示す完璧なデータをそろえな

ければならない。気温応答の計算に使用した排出物質別の RFs の外部計算値、その

前提となる年間排出量、基準年及び出典を表 8-2 に示した。 
 
 

表 8-2 気候応答モデル入力値 
（海運に規定される CO2以外の排出物質の RF、年間排出量、基準年、出典） 
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8.16 表 8-2 に示した RF は、それぞれのデータソースが独自の年間排出量を前提に基準の

年を定めて、その値を計算したものである。従って基準の年を同じにしても、今回の

調査報告とは排出量が異なるため上記の RF をそのまま使用することはできない。今

回求めた各排出物質の排出量が最良の推定値と考え、整合性を図るため RF の計算に

は今回求めた排出量を使用した。 
 
8.17 各種の強制媒体に対する全球平均気温応答は、従来から幅広く利用されてきた

Hasselmann 他（1993）が開発した手法を使って計算した（例えば、Hasselmann 他 
1997、Sausen と Schumann 2000、Shine 他 2005）。 

 
8.18 気候応答関数による計算にはコンボリューション積分を使うが、それには、システム

（ここでは気候）に対する微小摂動は線形加法の式を使って表わされるという意味が

含まれている。そこで強制力 F(t)に対する時間 (t) における気候応答変数 Φは次の式

で求められる 
 

    (5) 
 
ここで GΦ(t) は、t = 0 における強制力変化に対するシステムの応答を表わす力積関

数すなわち Green 関数（例えば Livesly 1989）である。また強制力 F(t) 及び Φ(t) は
平衡状態（気候）に対する摂動である。 

 
8.19 摂動の影響を加味するため、Sausen と Schumann（2000）の式を修正した。すなわ

ち 
 

  (6) 

     (7) 

 
ここで、ΔTi は摂動 i による気温応答（K）、ri は i の有効率、λCO2はもととなる大気循

環モデル（GCM）の CO2気候感度パラメータ（K/W m-2）、RFiは i の RF（Wm-2）で

ある。修正したGreen関数G
．

T(t)において、τは気温摂動の寿命（平均寿命）である(年)。
モデルの現行バージョンではさらに細かい修正が加えられ、フルスケールの大気海洋

モデル ECHAM4/OPYC3（Roeckner 他 1999）の過渡的挙動も λCO2を 0.64 K/W m-2、
τを 37.4 年と置いて計算できるようになった。ここで、λCO2と τを関数に含む気候シ

ステムの熱容量には不確かさが含まれることに注意されたい。ある排出シナリオに対

して IPCC（2007）が示した気温応答の差の範囲は、気候システムの熱容量の不確か

さが原因である。 
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大気組成及び雲量変化の計算手法 
 
8.20 気候応答モデルの目的は、単純化されかつ経済的な方法で時間展開 RF 応答及びそれ

による全球平均気温応答を計算することである。それは、大気組成及び雲量の変化か

ら RF を計算するさらに複雑なモデルに頼っており、そのようなモデルで求めた排出

物質の影響についても、変化の空間特性及び RF 応答を示すためにここで提示する。

本報告書では 2 種類の全球モデルからの結果を示す。。ECHAM5/MESSy1-MADE
（Lauer 他 2007）は、エアロゾルの豊富さの変化とそれに伴う雲の特性の変化を計

算するために使った。そして MOZART v2（Horowitz 他 2003）は、船舶からの O3

先駆物質の排出が O3の豊富さ及び CH4の寿命に及ぼす影響を計算するために使った。 
 
8.21 ECHAM5/MESSy1-MADE（以後 E5/M1-MADE と呼ぶ）は全球エアロゾルモデルで、

Lauer 他（2007）による詳細な説明がある。E5/M1-MADE の主要部は、モジュール

球体サブモデルシステム MESSy（Jockel 他 2005）に組み込まれた大気循環モデル

（GCM）ECHAM5（Roeckner 他 2006）で構成される。エアロゾルサブモデル MADE
（Ackermann 他 1998）は、エアロゾル中の詳細なミクロ物理プロセスを考慮して作

成された。このエアロゾルサブモデルは、GCM の雲ミクロ物理（Lohmann 他 1999、
2000）及び放射スキームだけでなく化学サブモデル MECCA（Sander 他 2005）とも

互いに連携が取られる。 
 

8.22 MOZART v2 は、対流圏の化学的な全球モデルである。3 次元グリッド内に放出され

た微量成分が予測した風況に応じて運ばれる様子を（通常は）1 年間の全行程を 6 時

間ごとの時間ステップで追跡する。微量成分が運ばれる間に他の微量成分と化学的に

反応し、乾性及び湿性堆積の物理プロセスによって除去される。海運による排出の有

無を切り替えてモデルを走らせることによって、海運による排出量が O3及び CH4の

濃度に及ぼす影響の定量化が可能となる（O3 及び CH4 は、NOX 及びその他のオゾン

先駆物質の排出との関連において、放射的な重要性が高い主要成分である）。モデル

及びその機能は Horowitz 他（2003）によって詳細に説明されている。今回のシミュ

レーションでは全行程を 1 年間とし、グリッド形式で示された NOX、NMVOCs、CO
の排出量データを使用した。気象データは、ECMWF の運転データから 2003 年のデ

ータを採用した。2003 年は 1998 年から 2008 年の間を気象的に代表する年であるた

め、固有のバイアスが取り込まれることはない。 
 

結果：放射強制力及び気温応答 
 
CO2排出が放射強制力に与える影響 

 
8.23 排出された CO2は、大気中の残存期間が長いため十分に混合される。式 (5) は CO2

濃度の変化からその結果生じる RF を計算するものだ。今回の作業で求めた排出量に

よって生じる RF の過去から現在までの時系列推移及び排出シナリオに基づく RF の

ばらつき範囲を提示する。 
 
8.24 2007 年の船舶による CO2の RF は 49 mW m-2であった。現時点の年間排出量の比較

167 / 231 
 



MEPC 59/INF.10 
ANNEX 

では、航空機が同等もしくはわずかに少ない値と予測されるが（航空機は 2005 年に

733 CO2 Tg、海運は 2005 年に 965 CO2 Tg）、2007年の航空機による RF は 30 mW m-2

である（Lee 他 2009b の 2005 年予測から外挿した）。このように船舶による RF の

方がいくぶん大きくなった理由は、大気中の CO2の滞留時間及び両部門の活動期間の

両方で説明される。CO2は単一の寿命を持つのではなく、排出されたうち 50％は 30
年以内に吸収され、30％は数世紀の時間尺度の間に吸収され、さらに残りの 20％は

何千年もの間、空中を浮遊する（IPCC 2007）。炭素循環モデルの至近の見直し結果

によると、この長期に浮遊する比率は元の排出量の 20‐60％であると報告された

（Archer と Brovkin 2008）。活動期間でみると、動力によって駆動される海運活動が

開始された時期は石炭焚船が帆船に取って代わった 19 世紀後半までさかのぼる。一

方、本格的な航空機の活動は一般的に 1940 年以降に始まったものと思われる。  
 

8.25 Fuglestvedt 他（2008）が最近になって輸送活動の気候への影響を解析した結果、海

運が排出した CO2による RF が 2000 年には 35 mW m-2であったと報告した（補足の

情報は、http://www.pnas.org/content/105/2/454/suppl/DC1 を参照）。本調査報告の検

討結果では、2000 年の該当する CO2の RF は 43 mW m-2となり、これは排出量の予

測をより詳細なモデルに基づいておこなったことを考えれば、Fuglestvedt 他（2008）
の RF 推定計算も十分に近い数字であったと評価できる。 

 
8.26 2007 年以後は、多くの CO2排出シナリオ（第 5 章で説明した）が作成された。中心

的な存在といえるSRES AファミリあるいはBファミリに属する全てのシナリオをモ

デル化したわけではないが、A1FI、A1B、A1T、B1、B2 などのファミリのベースシ

ナリオをモデル化した。加えて全体の中で最大量（A1B ファミリから）と最小量（B2
ファミリから）を示す二つのシナリオもモデル化した。各種シナリオにおける 2007
年から 2050 年の間の CO2排出量は図 7-7 に示した。それらの CO2排出量に対応する

RF を図 8-3 に示す。 
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図 8-3 海運による CO2の放射強制力 

これまでの推定（1870 年－2005 年）及び今後のシナリオに沿った予測（2050 年まで） 
 
 

CO2の放射強制力 

8.27 各種の CO2排出ベースシナリオは、2050 年の RF を 99 から 122 mW m-2の間にある

と予測する。2050 年の最小 RF は 68 mW m-2、最大 RF は 152 mW m-2となり、これ

は排出シナリオ及びその前提条件の不確かさが表れたものだ。 
 
CO2以外の排出が放射強制力に与える影響 
 
8.28 8.7 項から 8.22 項で説明した方法において、他の研究による CO2 以外の物質の推定

排出量を使って RF の時系列推移を求めた。これによって対応する気温応答の計算が

可能になる（表 8-2 参照）。表 8-3 は気温応答及び全球モデルシミュレーションで使

用した 2007 年の排出量を示す。 
 
 

表 8-3 モデル計算で使用した船舶の燃料消費量及び排出量（2007 年、Tg/Year） 

 

* タンカーの積荷時に発生するものは除く 

169 / 231 
 



MEPC 59/INF.10 
ANNEX 

8.29 図 8-4 は 2007 年の CO2及び CO2以外の排出物質による RF を棒グラフ（青い棒）で

示し、各強制力に対応する気温応答も併記した（赤い棒）。これらの RFs は 2007 年

以前と 2007 年の排出物質によってもたらされる放射強制力を示す。実際には 2007
年以前の排出物質による影響を受けるのは、CO2による放射強制力と CH4濃度の減少

である。しかし対応する気温応答の場合はそうではない、以下に説明し、図に示すよ

うに、それらは全て 2007 年以前の排出による影響を受ける。 
 
8.30 IMO の検討結果及び CO2以外の排出物による RFs の外部研究（表 8-2）に基づいて

計算された海運による全球平均 RF は-110 mW m-2である。ネットでマイナスの RF
はほとんどが海運の排出による付加的な低層雲の形成、地球のアルベドの増加、地表

の冷却などの間接効果によるものである（Lauer 他 2007）。このマイナスという強制

力が意味するように、2007 年の全球平均気温応答は冷却応答である。 
 
 

海運排出による全球平均 RF とΔT 応答（2007 年） 

 

図 8-4 海運排出による全球平均 RF（W m-2）及び気温応答（K）（2007 年） 
この図には、船舶に関しては未だ解析されていない BC と雪の相互作用によって起こり得るプラス

の RF は含まない。 
 
 

8.31 Fuglestvedt 他（2008）の計算によるネットのマイナス強制力は、-71 mW m-2（2000
年）であり、今回の計算結果のネットの強制力 -72 mW m-2と非常に近い。 

 
8.32 海運による排出の結果、RF 及び全球平均気温応答がネットでマイナスになるという
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イメージは、あまりに単純化され過ぎて、誤解を招く恐れがある。こういう解析は空

間、時間の次元を無視しているからである。 
 

8.33 さまざまな RF 要因の時間の次元が全く異なり、気温応答も異なる可能性がある。短

命の排出種物質及びその影響、例えば O3、SO4ダイレクト、BC、POM、及び間接効

果の場合、排出物質が除去されれば、強制力は応答モデルの離散期間である 1 年内に

急激に消滅する。ただし CO2 と CH4 の場合は事情が異なり、前にも説明したように

CO2は数種類の寿命を有し、同時期に排出された内のごく一部は数千年の間大気中に

残存する。メタンは約 12 年の寿命を有し、CH4存在量に対するいかなる摂動（増加・

減少とも）も RF を非常にゆっくりと変化させる（さらに、寿命に対する CH4の化学

的なフィードバック効果がある）。全ての強制力に起因する気温応答は、気候系の熱

慣性のために非常に長い時間軸で起こり、それは海洋面と大気との間の熱交換の時間

軸の影響を大いに受ける。そのため 1 年以内に消滅する短命の強制力に比べて、その

熱応答は非常に長い時間を要する。 
 

8.34 RF と気温の過渡応答は、海運の排出時点から 2007 年までに残るであろう「残存」

RF 応答と気温応答を計算することによって求められる。このような異なる見方は、

海運による全ての排出が止まるとして 2007 年以降に起きるのが、RF と気温応答で

あるというものである。この仮想的な状況設定は、図 8-4 の考察からは気付かない各

種応答の時間推移を解明する方法として役立つ。 
 

8.35 図 8-5 は、2007 年以前の海運排出物による 2050 年と 2100 年の残存 RF と気温応答

をその時点の値で表示したものである。 
 

パネル A：2007 年以前の海運排出物による 2050 年時点の残存 RF 及び全球平均ΔT 
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パネル B：2007 年以前の海運排出物による 2100 年時点の残存 RF 及び全球平均ΔT 

 
 

図 8-5 2007 年以前の海運排出物による残存 RF 及び気温応答 
 2050 年時点：パネル A、2100 年時点：パネル B 

 この図には、船舶に関しては未だ解析されていない BC と雪の相互作用によるプラスの RF
は含まない。 

 
 

8.36 2050 年には、残存 RF はすでにマイナスからプラスに切り換わっているが、気温影響

は未だマイナスである。これは CO2による RF がゆっくりではあるが減衰するのに対

し、大きなマイナスの強制力を主要素（間接効果）とする強力で持続性のあるマイナ

スの気温影響が未だ残るためである。2100 年までには残存 RF 及び気温応答ともに

プラスに切り換わる。これは、CO2によるプラスの RF が保持され続ける一方で、CH4

の減少によるマイナスの残存 RF が消滅するためである。同様に CO2によるプラスの

気温影響が残って、間接効果によるマイナス要素がほとんど消滅する。 
 
8.37 RF 及び気温応答を異なる時間経過で検討し図解できる多くの方法がある。一般的に

使用される RF の気候尺度（気候影響を測る尺度）は、大部分が回顧

（backward-looking）尺度である。すなわちある時点においてそれまでの排出によっ

て発生した RF を求めるものだ。そのような RF では、すでに説明したように、CO2

あるいは CH4 のような寿命の長い温室効果ガスの効果のみが残り、気温応答のプラ

ス・マイナスが切り換わる可能性さえあるにもかかわらず、その排出の結果として将

来に起こることについては何も予測できない。予見（forward-looking）尺度であれば、

政策の策定及び CO2等価（CO2-e）排出量の割当などに利用できる。地球温暖化係数

（GWP）あるいは地球温度変化係数（GTP; Shine 他 2005）のような尺度であれば、

172 / 231 
 



MEPC 59/INF.10 
ANNEX 

微々たるものとはいえ放射的に活性な物質のある将来の時点における単位排出量当

たりの影響を CO2と比較して評価することができる。絶対地球温暖化係数（AGWP）
は RF を時間軸で積分したものだ。これらの尺度が Fuglestvedt 他（2009）によって

詳細に検討された。GTP 尺度による CO2換算排出量の評価では、CO2による温暖化

と硫黄酸化物並びに窒素酸化物の冷却化の相殺によって、現状の排出物質のネットの

全球平均効果が 50 年後にはゼロに近づくと予測されている（Eyring 他 2009、
Fugelestvedt 他 2009）。 

 
8.38 精密な排出シナリオと少し不確かな（特に間接効果）RF 応答の強さから総合的に判

断すれば、海運の全体効果は将来、冷却化から温暖化に切り換わるものと思われる。

理由は、CO2の持続性と蓄積による温暖化影響が最後にはいかなる冷却化影響よりも

勝ると思われるためである。 
 
8.39 これまでの計算には、船舶排出に関して未だ検証されていない可能性の一つで、BC

と雪との相互作用によって起こるかもしれないプラスの RF が考慮されていない

（Hansen と Nazarenko 2004、Hansen 他 2005、Koch と Hansen 2005、Flanner 他 
2007）。Flanner 他（2007）は、予後のエアロゾルの移動も考慮した全球気候モデル

と雪、氷、エアロゾルの放射モデルを合体させて、雪に堆積する石油燃料、バイオ燃

料、バイオマス燃焼による BC 排出物による気候強制力について解析した。彼らは、

現状の使用可能な排出予測データに基づけば、雪中への BC 封入によって起こる全球

平均平衡温暖化は年間 0.1°C から 0.15°C であるが、北極圏だけで見れば温暖化影響

がかなり大きいことを発見した（年間 0.5°C から 1.621°C）。この検討結果は、特に北

極圏においては、雪と BC の相互作用が全体のエアロゾル気候強制力の中でも重要な

要素となることを示唆するものだ。船舶にとっても同様の BC・雪相互作用によるプ

ラスの強制力が将来北極圏において重要な役割を果たす可能性がある。北極圏は今や

地上でもっとも急激な気候変動を経験している。北極圏における気温上昇の速度は、

年間平均で世界の他の地域の 2 倍である。過去 50 年間の観察結果では、北極圏にお

ける海氷は、夏季がもっとも顕著であるが年間を通しての氷解が認められた。北極圏

の海氷の溶解によって、北極海域が効果的に開放され、人類の活動、特に海運及び石

油とガスの生産に対する門戸が開かれる可能性がある（IPCC 2007、Pharand 2007、
Serreze 他 2007）。北極圏の温暖化傾向は、北極海の氷の厚みが減少して氷結海域が

狭まる季節が延長されることを意味し、北極海盆の縁周辺の船舶のアクセスが向上す

る。気候モデルによって、この傾向が加速され、新しい航路の開設及び海運可能期間

の拡大が進むこが示された。最近までこの海域での貨物の海上輸送は非常に限定され、

報告された船舶排出量は低いものであった（Corbett 他 1999、Endresen 他 2003）。
ヨーロッパと北太平洋地域の間をバレンツ海経由で北海航路（NSR）を選択すれば、

今日利用中のルートに比べて航海日数を最大 50％短縮できる（Fridtj of Nansen 
Institute 2000）。従って年間の航海可能日数が増えれば、このルートを通る通行量が

増加し、その場合 BC・雪効果は将来さらに重要なプラスの強制力要因となるであろ

う。 
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空間分布及び気温以外の気候応答 
 
8.40 空間的な次元もまた、全球平均の RF 及び気温応答では表に出ない要素である。CO2

のような長寿命の温室効果ガスは、RF 分布においても空間的な偏りが小さい。しか

し O3、SO4、エアロゾル、間接効果などの短命の強制媒体は、強制力分布が空間的に

不均一となる。 
 
8.41 NOX排出の場合は、それによる O3の RF が CH4のマイナス RF 応答に比べて寿命が

極端に短いため（週対年）、空間的な偏りが大きい。二つの要因が重なった結果、NOX

排出によるネットの強制力はゼロ、もしくは若干マイナスとなり、全球平均気温応答

は、これによる全球平均の地表温度に変化がないか、あるいはトータルでわずかに冷

却かのいずれかである。これは気候応答が微々たるものというよりもむしろ評価の尺

度及びモデルの限界である。局地的な強制力は、プラス・マイナスが相反する強制力

（例えそれが地球規模では同程度の強度であっても）によって相殺されない可能性が

ある。 
 
8.42 局地的な気候影響なのか、全球的な気候影響なのかを判断するには、海洋・大気結合

気候モデルを解析しなければならない。この計算は、計算機の利用コストが高く、微

小摂動の S/N 比の問題に悩まされ、たくさんのシミュレーションあるいは長期の平衡

シミュレーションが必要となる。地球・海洋結合気候システム特有のフィードバック

効果によって、異なる強制力分布であっても似たような気温応答の空間分布の結果と

なるとの報告がある（Boer と Yu 2003）。ただし「気候」とは気温だけではない。似

たような強度の強制力であっても空間分布が異なれば、降水量の分布が変化するとの

報告がある（Taylor と Penner 1994）。 
 
8.43 海運による RF の全体的な分布を求めるために、Lee 他（2009a）は、O3と CH4に対

して全球対流圏化学モデル MOZART v2（8.20 項から 8.22 項で説明）を適用した。

彼らは先に説明した全球エアロゾルモデル E5/M1-MADE を使って、エアロゾルの直

接・間接効果のゾーン平均 RF 分布を求めたほか、エアロゾルと雲量の応答をもとめ

るために GCM を、CO2 応答を求めるために海洋・大気結合 GCM を使用した。2007
年の RF の IMO 予測に対して求めたゾーン平均 RF 分布を図 8-6 に示す。上で説明し

たような緯度によって強制力が変化する様子がはっきりと表わされた。 
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図 8-6  IMF の 2007 年海運 RF 推定（Lee 他 2009a を修正）を使用した海運 RF の緯度による年間

平均値の変動 
 

 
CO2に対する海運と気候安定化 
 
8.44 気候安定化に関する初期の解説が Wigley 他（1996）によってなされ、その後 IPCC

の第 2 回評価レポート（IPCC 1996）でも取り上げられた。この「安定化」という語

句は、大気濃度並びに大気温度に対して同じ程度に使用され、排出量にも誤って使用

されることがある（排出量の安定化は、21 世紀の CO2濃度あるいは気温の安定化を

達成するものではない）。厳密に言えば「安定化」は、いわゆる WRE（Wigley、Richels、
Edmonds の頭文字）シナリオを背景とする CO2濃度に適用される。 

 
8.45 気候はCO2 に対して複雑な応答をするため、ここでCO2 の安定化の概念と排出履歴

（pathway）について説明する。第一に、CO2 は大気中に長期間残ることで知られ、

300 年を超えるオーダーになる。厳密に言えば反応時間が異なる複数の発生源や吸収

源が存在するため、CO2 は単一の寿命を持つわけではない（Harvey 2000、IPCC 
200715を参照）。第二に、気温の観点から、気候系の熱慣性が大きく海洋と大気間の

熱交換に長時間を要するために、CO2排出量と気温変化の間の応答が遅れる。これは

何十年のオーダーである。従って気温の応答を制限するには、気候系が 2100 年ごろ

までに応答するように排出削減に関する早期の対応が必要とされる。 

                                                 

 
8.46 21 世紀末までに大気中の CO2濃度の安定化を達成するには、将来の CO2のグローバ

ル排出量の相当な削減が必要である。いくつかのレベル（例えば 450ppm、550ppm）

 
15 「よくある質問」7.1 を参照（http://ipcc-wgl.ucar.edu/wgl/Report/AR4WG1_Print_FAQs.pdf） 

 2008 年 8 月 6 日アクセス済み 
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で CO2濃度を安定化させた場合、その結果生じる気温変化は、気候感度によって変わ

る。気候感度とは、CO2濃度が倍増した場合の全球平均地表温度変化を示し、気候モ

デルの共通指標である。気候感度は通常 2°C から 4.5°C の間にあると予測される。 
 
8.47 気候安定化に関して、550ppm で安定させた場合は全球平均地表温度変化 2°C という

目標は達成できないが、450ppm ならば 50%の可能性で達成できる、とした最近の研

究報告がある（Tirpak 他 2005）。より最近になって NASA Goddard 宇宙科学研究所

理事長の James Hansen 教授は、350ppm の CO2濃度が「危険な気候変動」を防止

するより最適なレベルであるが、これは 385ppm という現状の大気濃度よりも低い、

と指摘した（Hansen 他 2008）。この主張は古い気候データの解析に基づくものであ

る。 
 
8.48 CO2濃度 450ppm という繰り返し検討されてきた目標を達成するには、CO2のグロー

バル排出量を、図 8-7 の WRE 450 で表わされた値に制限しなければならない。図に

は WRE 550 排出履歴カーブも示した。  
 

8.49 以下の項では、今回の調査報告で作成した海運による排出シナリオと照合しながら、

CO2安定化排出量履歴の概念を取り上げる。これは単なる説明に過ぎないことに注意

されたい。重要な要素であるが、本調査報告書の海運排出シナリオは、本質的にいか

なる気候施策の介入も想定しない（IPCC の SRES 背景シナリオ筋書きと同様）。し

たがって、安定化シナリオは明らかに気候施策の介入を意味するから、両者の「筋書

き」は本質的に異なる。 
 

8.50 図 8-7 は、気候介入施策がないと想定したシナリオにおける海運排出量の増加予測と

450ppm の CO2大気濃度の安定化との間に潜む不一致を表わすものである。図 8-7 が

示すように、ベースシナリオにおける 2050 年の海運の排出量は、その時点の WRE 
450 シナリオのグローバル排出量の 12-18％を占めると予測される（合わせて表 8-4
も参照）。 

 
8.51 WRE 安定化シナリオは、排出量の求め方に関する限り、規定しているものではない。

なぜならWREの排出量はCO2大気濃度の安定化を達成するためという逆モデルによ

って求められたからである。本調査報告書で提示した海運シナリオは SRES 式の前提

に基づくものである。それは WRE シナリオと違って、気候施策介入有りのシナリオ

ではない。そのため基本的な考え方で両立しない。にもかかわらず、もし海運が安定

化に貢献するのであれば、想定以上の削減が必要となる可能性が非常に高いことを説

明するために、安定化に必要な排出履歴と比較する形で SRES ベースの海運排出予測

を併記するのは意味のあることといえる。 
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表 8-4  WRE 安定化シナリオグローバル排出量に占める海運排出量の比率 
（2050 年時点） 

 
 
 

WRE 450/550 排出量安定化に対する海運活動の影響 

 

図 8-7 海運予測排出量の比較 
    対 WRE450、対 WRE550、および 修正 WRE450（グローバルトータル – 海運排出量） 

 
 

人体の健康に対する影響 
 
8.52 外洋航行船は、地上レベルオゾンの形成と移動及び硫黄物質並びに粒子状物質の排出

を通して、局地的、地域的な規模で人体の健康に影響を与える（Corbett 他 2007）。
多くの港湾都市で、船舶による排出は都市公害の主たる発生源となった。さらに、船

舶が排出する NOX、CO、VOC、粒子状物質、硫黄（およびその派生物）などは、た

とえ海上で排出されても、数百キロ離れた大気中まで運ばれ、遠い内陸での大気環境

を汚染する可能性がある。運ばれる経路にあたる場所では硫黄及び窒素化合物が堆積

し、自然界の生態系と淡水系の酸性化及び冨栄養化の原因となるほか、過度の窒素入
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力によって生物の多様性が脅かされる（Eyring 他 2007b、2009）。このため NOX、

SO2、粒子状物質の排出抑制は、大気環境汚染、酸性化、冨栄養化を防止する有効な

対策となる。 
 
8.53  Corbett 他（2007）は、外洋航行船による PM の排出が引き起こす新肺疾患と肺がん

による若年死が年間 6 万件に上ると報告した。彼らのシナリオでは 2012 年までにさ

らに 40％の増加を予測するが、シナリオには 2008 年 10 月に IMO の海洋環境保護委

員会（MEPC）で採択された船舶による有害排出物を削減する MARPOL  Annex VI
規制の修正内容は盛り込まれていない。Corbett 他（2007）の死亡予測値には、呼吸

器疾患（例えば気管支炎、ぜんそく、肺炎）のようなその他の健康被害によるものは

含まれていない。健康被害はヨーロッパ、東アジア、南アジアの海岸線近くに集中す

る。 
 
まとめと結論：気候影響 
 
8.54 国際海運及びその排出物質は大気組成、人間の健康、そして気候に大きな影響を与え

る。それらの影響は、緯度によって、あるいは排出場所が沿岸地域か外海かによって

事情が異なる場合もある。船舶が排出する化合物及びその反応物質には、それによる

RF がプラスのもの（CO2、O3、BC）とマイナスのもの（例えば、硫酸塩粒子の直接

効果、メタンの大気中濃度の減少）がある。粒子状物質は、雲核（CCN）として作用

することにより、あるいは雲粒中で溶解することにより、そして表面張力が変わるこ

とによって（いわゆる間接的なエアロゾル効果）雲の光学特性を変える性質を持ち、

気候に対して間接的に影響を及ぼす。そこでは雲が光学的な輝きを増し、より多くの

太陽放射を宇宙に反射して戻すようになる。不確かさが依然として高いモデルではあ

るがその結果によると、変質された雲による冷却効果が現状の海運による温室効果ガ

ス（CO2あるいは O3）の温暖効果を上回り、現状のところネットの RF はマイナスに

なることが分かった。ただしこのモデル計算は、BC と雪との相互作用によって予測

されるプラスの RF は考慮していない。BC・雪の相互作用は、船舶に対しては未だ検

証されていない。 
 
8.55 硫黄排出量の減少によってそれに伴うマイナスの RF が局地的に減少する可能性があ

る。プラスの RF とマイナスの RF の気候的な相殺は、未だ一つの研究課題であるが、

全球平均値の単純な相殺が無意味であることは自明であり、より包括的な評価基準が

必要である。しかしながら、CO2が排出後も長期にわたって大気中に残って温暖効果

を発揮し続けることを強調したい。IPCC 第 4 次評価報告においても、かなりの割合

の CO2が数千年のオーダーで大気中に残ることを重要視した。対照的に硫酸塩の大気

中の残存期間は 10 日程度で、硫酸塩による気候応答は 10 年のオーダーである。因み

に CO2による気候応答は数世紀以上のオーダーとなる。確かに、全球気温変化ポテン

シャル（GTP）という尺度で各排出物質の CO2 換算排出量を見ると、現状の排出の

50 年後のネット効果は、CO2による温暖化と硫酸塩及び NOXによる冷却化の相殺に

よってほぼ中立になる（Eyring 他 2009）。このことは、2007 年までに放出された排

出物質の 2050 年と 2100 年時点での残存効果を計算するモデルでも裏付けられた。

すなわち、CO2の今までの排出量によるネット RF は 2050 年までにはプラスに変わ
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るが、CH4によるマイナスの RF 応答が未だ残るのである。しかし全体のネットの気

温効果は、この「2007 年で船舶排出量を無くす」シナリオにおいても、気候系のゆ

っくりとした応答（海洋の熱慣性による）のために 2050 年には依然としてマイナス

である。2100 年までにはいかなる有効なマイナスの強制力も確認されていないが、

CO2による 2007 年時点のプラスの RF の 32％は 100 年後にもまだ残る。従って 2100
年には、残存する気温応答及び RF 応答はともにプラスである。このシミュレーショ

ン結果は CO2及びその気候影響の長寿命特性を証明するものである。 
 
結論 
 
8.56 以下の結論が導かれた。 
 

.1 二酸化炭素のような十分に混合された温室効果ガスが増加することによってプ

ラスの放射強制力が発生し、長期的には地球温暖化をもたらす。 
.2 海運が 2007 年に排出した CO2による RF は 49 mW m-2と計算される。IPCC 第

4 次評価報告によると（すべての排出源からの）CO2によるトータル RF は 1.66 
mWm-2（2005 年）であり、船舶の RF は 2005 年のトータルの人為的 CO2 RF
の約 2.8％を占める。 

.3 2050 年シナリオの計算結果によると、海運が排出した CO2による RF は 99 から

122 mWm-2 の間にあるが、その最小・最大不確かさは 68 mW-2と 152 mWm-2

である。 
.4 船舶による 2007 年時点のトータル RF は-110 mWm-2と予測されるが、かなり不

確かな間接効果（-116 mWm-2）の影響を受け、さらに船舶に関しては未検証だ

がおそらくプラスの RF となる BC と雪との相互作用は考慮されていない。CO2

が長期にわたって大気中に残り、排出後も長く温暖効果を持ち続けることを強調

したい。このことは、2007 年までの船舶排出による残存効果が気温に対する冷

却効果から温暖効果に切り換わることを示すことによって証明された。対照的に

硫酸塩は大気中の残存期間が約 10 日しかない。硫酸塩による気候応答は 10 年の

オーダーであるが、CO2の場合は数百年から数千年のオーダーとなる。 
.5 全球平均の RF 応答及び気温応答を簡略化計算によって求め、他の研究結果（例

えば Fuglestvedt 他 2008）と一致することを確認した。他の研究でも強調され

たように、全球平均気温応答は気候変動の 1 次の指標でしかない。今回の調査報

告の計算によって海運による RF が複雑な空間分布を有することが分かった。雲

による間接的な強制効果を扱ったより一般的な他の研究では、局地的なマイナス

の強制力によって気温応答がさほど変化しない場合でも、降水パターンがかなり

変化したことが報告された。マイナスの強制力によるとしてもそのような降水パ

ターンの変化も気候変動の一つである。これは複雑な課題であり、更なる検討が

必要である。 
.6 船舶からの NOX、SO2、粒子状物質の排出抑制は、大気環境、酸性化、富栄養化

に対する有効な対策であり、船舶及び他の運送形態を含む全ての発生源からの

CO2排出削減は、地球温暖化防止のために必要とされる。さらにクリーン燃焼及

びクリーン燃料へのシフトは、使用する燃料の単位量当たりの CO2 排出量を削

減させる技術が強力な推進力となる。 
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.7 気候安定化のためには、将来 CO2 グローバル排出量をかなり削減しなければな

らない。今回の調査報告用に作成したシナリオ（気候施策による介入が無いこと

を前提とする SRES シナリオに基づくもの）における 2050 年の海運の予測排出

量は、WRE 450 シナリオ排出量の 12%から 18%を占める。ここでの WRE 450
シナリオ排出量とは、全球平均気温の上昇を 50%以上の確立で 2°C に抑制する

場合に、2050 年に許容される CO2のグローバル排出量を指す。 
 
特記事項 
 
8.57 全球モデルシミュレーション並びに海運によるゾーン別年間平均 RF 計算をお願いし

した Jerome Hilaire（MMU 英国）、Axel Lauer（ハワイ大学 米国）、Michael Ponater
（DLR ドイツ）、Ruben Rodriguez（MMU 英国）の諸氏に感謝の意を表します。こ

れらは本報告書の図 8-6 に提示されている。 
 
参考文献 
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第 9 章 船舶からのCO2排出量と他の輸送モードからの排出量との比較 
 
はじめに 
 
9.1 この章では、CO2排出インベントリ及び貨物輸送能力の平均稼働率の仮定に基づく貨

物船の輸送効率について述べる。それを他の輸送モードにおける同様の数字と比較す

る。効率改善対策の進捗についても紹介する。 
 
定義及び計算方法 
 
9.2 輸送の CO2排出効率は、CO2/ton*km で表わし、ここで、「CO2」は輸送活動によって

排出される総質量（単位：グラム）、「トン・キロメータ」（単位：ton-km）は総輸送

仕事量を示す。 
 
9.3 ある期間における CO2排出効率を以下のように定義する。 
 

    
 

ここで、CO2：期間内に輸送手段が排出したトータル CO2量 
トン・キロメータ：同じ期間内に実際になされた仕事のトータルトン・キ

ロメータ量 
 

この原則は、海運、鉄道、航空などの全ての輸送部門に対して適用される。この定義

を使うということは、列車、船、大型トラック、その他の運搬手段が貨物を積んでい

た、積んでいなかったに限らず、報告期間内に輸送手段から発生した CO2総排出量に

カウントされることを意味する。さらに CO2効率が、負荷係数、すなわち積載時に実

際に運ばれた貨物の量によって変わることを意味する。この式はエネルギー効率設計

指標（EEDI）及びエネルギー効率運航指標（EEOI）でも使用される。 
 

9.4 結果的に同じくトン・キロメータ当たりの CO2 グラムで表わす CO2 効率の別の定義

がある。例えば満載時の輸送効率を示す場合にこの計算をする。すなわち平均積載率

や空の搬送などの事情を考慮しない。そのため、他の文献で報告された数値がここで

の数値と異なる場合があり、比較する場合は同じ定義が使われていることを確認する

必要がある。海運の場合は、距離の単位として海里がしばしば使われるが、その場合、

CO2 効率は CO2-g/ton-mile で表わされる。CO2-g/ton-mile から CO2-g/ton-km への変

換は 0.540 をかける。 
 
輸送モード別 CO2効率の比較 
 
海上輸送の CO2効率 
 
9.5 世界貨物船腹のさまざまなカテゴリ別の輸送効率について論じる場合、2007 年イン
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ベントリの CO2排出量の推定値が起点として使われる。一方、各船腹カテゴリが実行

した輸送仕事量（トン・キロメータ）も推定する必要がある。今回の調査報告の場合

は、Fairplay データベースによる船舶カテゴリ別の平均航行速度と 2007 年インベン

トリによる主エンジン稼働日数（洋上にいる日数）に基づいてキロメータを推定した。

CO2効率は主エンジンの稼働日数には依存しない。なぜなら、CO2排出量も稼働日数

に比例するため、互いに相殺されるからだ。輸送トン数は、船舶の輸送能力（貨物重

量）と平均稼動率の推定値の積として計算する。平均稼動率は、各種船舶が空荷のま

ま戻る航海（バラスト航海）、複数の港への配送、通常の積載率などを加味して決定

する。現実的には季節変動、競合、世界貿易の変動などによる船舶能力を満たさない

需要不足は珍しくはないが、今回は考慮しなかった。 
 
9.6 貨物輸送能力を推定する場合、コンテナ船に対しては、コンテナ当たり 7 ton という

ネット重量を使用した。RO-RO 船の場合は 2 ton/車線メータ、車輌専用運搬船の場合

は 1.5 ton/車輌換算ユニットを使用した。計算結果を表 9-1 に示す。 
 
9.7 表 9-1 に示す数字は、船舶カテゴリ別の輸送効率の現実的なレベルを示したものだ。

個々の船舶の実際の値及び年間平均は、貿易需要の変動も含めた係数の取り方によっ

て変わる。需要変動の影響は、UNCTAD[1]の船腹生産性データを使って図9-1に示す。

この図は、船腹輸送能力（DWT で表示される）に対する海上貿易推定量（トン・マ

イル）の比率が年ごとにかなり変動する可能性があることを示す。この結果、洋上日

数、速度、積載稼動率などの多くのパラメータが変動する。 
 
 

世界船隊生産性 

 
図 9-1 UNCTAD[1]データに基づく船隊生産性 

 
 

道路輸送の CO2効率 
 

9.8 陸上輸送手段の輸送効率は、海運と同じく多くの要因の影響を受ける。すなわち輸送

効率は、負荷係数及び車輌と貨物の重量比によって大きく変わる。貨物重量が重くな
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るほど、輸送手段が大きくなるほど、貨物/輸送手段の重量比が改善され結果的に

CO2/ton-km 値が向上する。世界の大半の国が法律でトラックやトレーラの総重量を

規制するが、それも重要な要因である。規制によって、極めて低密度の貨物（350 kg/m3

以下）の輸送でさえも、道路の総重量制限に抵触することが多い。また短距離輸送と

長距離輸送では特性が異なる。短距離輸送は主に都市部で利用され、トラックが往路

は荷物を積んで走り、復路は空荷で戻るケースが多い。長距離輸送は、都市部まで進

入することもあるが、大体は混雑度の低い高速道/自動車専用道を走ることが多い。長

い距離を走行するため、往復ともにいかに搬送能力を活用できるかが重要である。急

峻な丘、曲がりくねった道路、或いは混雑を含んだ地域の輸送は燃料の消費を増大さ

せる。道路輸送手段による排出量に関する詳細な調査研究は未だ実施されていないが、

船舶のデータに匹敵する効率データを、表 9-2 に示す参考文献から引用した。これら

の数字から道路輸送の効率が 150 CO2-g/ton-km を平均値として 80 CO2-g/ton-km か

ら 180 CO2-g/ton-km の範囲にあると結論付けた。必然的に、個々のトラック間の効

率のばらつきは、表 9-2 に示した平均値の範囲よりもずっと広い。 
 
 

表 9-1 貨物船の推定 CO2効率 
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注：「載荷効率」は、貨物を満載した船舶が航海速度/85%負荷の条件で航行した時の理論的最大効

率のこと。 

満載時のエンジン負荷がバラスト航海及びその他航海も含む全平均よりも高いため、「載荷効率」と

「総合効率」欄の違いは稼働率の差だけでは説明できない。 
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表 9-2 道路運送の CO2効率 
 

 CO2効率 
(CO2-g/ton-km) 

推定方法 出典 

重量物 
輸送車輌 

138 「National Road Traffic Survey」及び「Continuing Survey of 

Road Goods Transport」のデータを結合したものから計算  

[3] 

道路運送 
127 トップダウン法。Trend Database。Eurostat のデータで

EU 地域のみのデータ 

[3] 

40 トン超えの

トラック 
80 190 台の車輌でサンプル調査 [1] 

40 トン未満の

トラック 
181 44 台の車輌でサンプル調査 [1] 

道路運送 

153 トップダウン法。（National Transportation Statistics 2007; 

U.S. Department of Transportation, Research and 

Innovation Technology Administration: Washington, DC, 

2007; and Energy Information Administration Annual 

Energy Outlook 2007 with Projections to 2030, 

Supplemental Transportation Tables）からのデータ 

著者の 

計算 

道路運輸送 156 EU 統計に基づくトップダウン法で計算 [4] 

2007 年 
道路運送 

144* 日本統計局データに基づくトップダウン法で計算 [5] 

* 日本における 2007 年の 144 g/kW・h というトラック輸送効率は 2004 年の 174 g/kW・h よりもかなり

良い。この 20%の改善は、日本で大事故の対策として全てのトラックに対して速度制限を実施したこ

とが影響したと思われる。 

 
 

鉄道輸送の CO2効率 
 

9.9 道路輸送及び海上輸送と異なり、鉄道輸送の主力エネルギー源は電力である。電車の

CO2効率を評価する場合、発電による CO2排出量も考慮する必要がある。鉄道の輸送

効率は、列車の速度、重量、長さのほか地形、貨物の種類、高さ制限、帰りの貨物の

確保、空車輌を処理する物流効率などの影響を受ける。鉄道輸送の効率のデータを表

9-3 に示す。ここでは貨物の種類による影響が極めて重要となる。すなわち、バラ積

み貨物は、コンテナのような一般的なインタモーダル貨物に比べてはるかに輸送効率

がよい。また、石炭火力発電プラントの発電（CO2限界出力）及び送電網の送電損失

を考慮した場合に、電車はディーゼル車よりもわずかに効率がよいと評価される。 
 
9.10 以上の結果、鉄道輸送の効率は 10 CO2-g/ton-km から 119 CO2-g/ton-km の範囲で変

動し、代表値は 48 CO2-g/ton-km であると結論づけられる。バラ積み貨物列車が効率

のよい領域カバーし、インタモーダル列車が効率の悪い領域をカバーする。必然的に

個々の列車の範囲はもっと広い。 
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表 9-3 鉄道輸送の CO2効率 
 

 CO2効率 
(CO2-g/ton-km) 

推定方法 出典 

ディーゼル機

関車 
138 英国大気排出インベントリデータ（1990-2004）   [3] 

鉄道運送 
119 トップダウン法。Eurostat のデータ、EU 地域のみのデー

タ 

[3] 

鉄道運送 
（EU 平均） 

81 トップダウン法。Eurostat のデータ [4] 

鉄道運送 
（米国平均） 

14 トップダウン法。（National Transportation Statistics 2007; 

U.S. Department of Transportation, Research and 

Innovation Technology Administration: Washington, DC, 

2007; and Energy Information Administration Annual 

Energy Outlook 2007 with Projections to 2030, 

Supplemental Transportation Tables.）からのデータ 

著者の 

計算 

ばら積み 
貨物列車 

10-14 バラ積み貨車の代表的な米国列車仕様 0.6-0.8 hp/s-ton

（0.49-0.65 kW/m-ton）から計算 

著者の 

計算 

インタモーダ

ル(コンテナ)
列車 

35-50 バラ積み貨車の代表的な米国列車仕様 3-4 hp/s-ton（2.2 

–2.9 kW/m-ton）から計算 

著者の 

計算 

 
 

航空運送 
 

9.11 航空貨物は速いが高価である。そして腐りやすい物及び、メール、緊急部品のような

速さが絶対条件となる特殊な貨物に限定される。航空貨物は専用の貨物航空機で運ば

れるが、一部は旅客機でも運ばれる。離陸及び上昇に燃料を使うため、長距離飛行に

なるほど効率がよい。しかしある距離になると、機体にかかる抵抗が重量とともに増

えるため、燃料の重量による効率悪化を招く。また長距離飛行になると、燃料の重量

が貨物の最大重量を制約する。広く利用されている2種類の貨物航空機の効率を表9-4
に示す。機種による差は、エンジン技術の差と機体の大きさの違いによるものである。 

 
表 9-4 航空貨物運送の CO2効率 

 
 CO2効率 

(CO2-g/ton-km) 
推定方法 出典 

Boeing 
747 F 

435-474 事例研究の直接計算。総重量：113 ton、平均稼働率：70％、

453-493 kJ/km（飛行距離による） 

[8] 

Ilyushin 
IL 76T 

1100-1800 事例研究の直接計算。貨物重量：28-50 ton（飛行範囲によ

る）、平均稼働率：70％、飛行範囲：500-5500 km 

著者の計算

[9]のデータ
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モードの比較 
 

9.12 図 9-2 で船舶の効率を他のモードの効率と比較した。この図から、マルチモーダル輸

送を増やすことによって CO2効率の改善が図れることが分かる。この種の比較をする

場合、貨物の種類による影響に注意する必要がある。海上輸送、鉄道輸送、道路輸送

を問わず、鉄鋼、石炭、石油のような重い貨物（バラ積み貨物）は、軽い貨物（例え

ば製品）に比べてより効率的な搬送が可能となる。そのため高エネルギー効率搬送を

達成するポテンシャルは、貨物の種類の影響が大きい。図 9-3 では同様の比較に航空

輸送も含めた。 
 
 

貨物輸送手段別の一般的な CO2効率の範囲 

 

図 9-2 鉄道、道路運送と比較した船舶の CO2効率の一般的な範囲 
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貨物輸送手段別の一般的な CO2効率の範囲 

 
図 9-2 鉄道、道路、航空機運送と比較した船舶の CO2効率の一般的な範囲 

 
 

海運の過去の効率推移 
 
9.13 技術の進歩と船舶の大型化によって、海上輸送効率が年々向上した。船舶の効率の過

去の推移を見るため Lloyds Register - Fairplay のデータを分析した。ここでは、デー

タベース中の DWT、速度、燃料消費のデータを使った燃料効率指標を設定した。平

均の搬送負荷を全ての船舶および時代に対して DWT 数の 50％と仮定して、効率指標

を計算した。効率指標は以下のように定義した。 
 

    
 

ここで、燃料消費量の単位は g/h、船舶速度 v の単位はノットである。 
 

9.14 この効率指標は傾向をみるために計算されたものであり、表 9-1 のデータと直接の比

較はできない。データベース中の燃料消費量の数字は一般的には用船用の燃料消費量

であり、補機の燃料消費量およびある程度の余裕が見込まれる。 
 
9.15 燃料消費量のトレンドに関して船腹統計を分析する場合、技術の進歩によるもの、速

度によるもの、大きさによるものといった要因別に改善効果を区分する試みが過去に

もなされた。しかし傾向の特定が困難で、通常は何の知見も得られない。燃料消費量

データの精度が低いことが主な理由である。にもかかわらず、この統計は、大きさ、
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速度、技術進歩の効果を統合した総合効率の、船腹別最高値のはっきりした傾向を示

している。。 
 

 

図 9-4 船舶設計輸送効率平均値の進歩 
 
 

 

図 9-5 船舶設計輸送効率最高値の進展 
 
 

輸送モード別総排出量 
 
9.16 船舶からの CO2総排出量を、IEA 統計[7]で報告された他部門の燃料消費量データを基
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に、他の輸送モードと比較してある。Appendix 1 で取り上げるように、グローバルな

統計に内在するいくつかの問題点は各輸送モードの燃料消費量統計にも当てはまる

けれども、国内航海と国際航海の区別、沖合での燃料補給の可能性などに関連する問

題点が海運及び航空固有のものとして存在する。 
 
9.17 航空機の飛行は、出力、総重量、上昇飛行の要件を満たすため、1 回の燃料補給によ

る飛行回数が少ないという特性を持つが、航空燃料の消費量は舶用バンカー重油統計

と同様に分類した。もし船舶が航海ごとに燃料補給をするのであれば、IEA の舶用燃

料統計もさらにより正確なものになるであろう。しかしながら数週間に及ぶ航海で複

数の港に寄港する場合、船舶は主要な燃料市場の所在地で給油する。 
 

9.18 IEA が集計した国内限定の道路及び鉄道輸送の統計は、国内輸送と国際輸送間の区別、

燃料販売記録の IEA 方針の遵守度、など集計上の食い違いがない。また、道路輸送の

燃料使用量は船舶の使用量に比べるとはるかに多い。これらは、IEA が各国から集め

た燃料データの統計的な信頼性を比較した場合に、道路輸送及び鉄道輸送の方が海上

輸送よりも高いことを意味する。国内で販売される燃料が課税対象で国際舶用燃料が

非課税である状況で、国際舶用燃料に比べて国内の燃料販売に対する販売量の精度及

び見直しに対する要求がより強まると思われる。航空の場合は、燃料の重量及び飛行

距離が飛行計画及びその許可にとって重要な要素であるため、燃料消費量は厳密に監

視される。 
 

9.19 IEA のグローバルなデータは 2005 年までが利用可能であるため、船舶排出量のデー

タも 2005 年のものを使用した。この比較結果を表 9-5、図 9-6、図 9-7 に示した。「道

路ディーゼル」は道路輸送に販売されたディーゼル燃料の総量であるが、貨物運送、

旅客輸送、ディーゼル車で使用されたものも含まれる。 
 
 

表 9-5 輸送モード別 CO2排出量（2005 年、100 万トン） 
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輸送モード別 CO2排出量（2005 年） 

 
図 9-6 海運による CO2排出量と他の輸送モードの比較（2005 年） 

 
 

 

グローバル排出量 

図 9-7 CO2のグローバル排出量と海運による排出量の比較 
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Appendix 1 国際海運による 2007 年燃料消費量の推定 
 
はじめに 
 
A1.1 この付属書では、2007 年の船舶燃料消費量を次の 2 通りの方法で推定する。 
 

.1 活動量データ基準 

.2 燃料統計データ基準 
 
A1.2 推定結果を比較・考察して、国際海運及び全ての海運活動による 2007 年の燃料消

費量の総意の推定値を決定する。 
 
活動量データ基準による船舶の燃料消費量の推定 
 
推定方法 
 
A1.3 燃料消費量の推定には、これまでの推定値に差があることで分かるようにかなり

の不確かさを伴う（Corbett 他 1997[15]、Corbett と Kohler 2003[1]、Endresen 他 
2003 2007[5, 6]、Eyring 他 2005a[3]、Olivier 他 2001[11]、Skjolsvik 他 2000[12]、Gunner 
2007[8]）。 

 
A1.4 世界船腹の燃料消費量を「活動量基準・ボトムアップ法」によって推定した。そ

こでは船舶カテゴリ別に消費量を推定し、次いで各推定値を集計してグローバル

な総消費量を求めた。このインベントリ用の船舶カテゴリは、大きさだけでなく

典型的な運航パターンの観点からも明確な区分となるよう選定した。それによっ

て活動データの確認及び評価がしやすくなる。 
 

A1.5 ある船舶カテゴリの主エンジン（ME）の燃料消費量を推定するには、まずカテゴ

リの船舶数に平均 ME 出力を掛けて、カテゴリ別の装備出力（kw）を求める。次

いでその装備出力にカテゴリ固有の推定値である主エンジン稼働時間とエンジン

の平均負荷係数を掛けて、年間の出力仕事量（kWh）を求める。最後に、出力仕

事量にそのカテゴリのエンジンの燃料消費率（g/kWh）を掛けることによって総燃

料消費量が求められる。燃料消費量を推定するプロセスを図 A1-1 に示す。同じ原

則を補助エンジンの燃料消費量にも適用した。 
 

 
図 A1-1 燃料消費量の計算 
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排出インベントリモデルの入力データ 
 

A1.6 排出インベントリには船舶カテゴリ別に以下のデータを必要とする。 
 

.1 船舶数 

.2 主エンジン及び補助エンジンの平均出力（kw） 

.3 主エンジンの平均使用年数（年）（燃料消費量の推定精度をあげるため） 

.4 船舶の平均設計速度（ノット）（AIS データから負荷を推定する際に使用） 

.5 主エンジン、補助エンジンの平均燃料消費率（g/kwh） 

.6 主エンジン、補助エンジンの平均稼働時間（日） 

.7 主エンジン、補助エンジンの平均負荷（%MCR） 

.8 蒸気ボイラの平均燃料消費量（ton/年） 

.9 ボイラの平均燃料消費量（ton/年） 

.10 燃料の平均炭素含有率（C-g/燃料-g） 
 
船舶数及び技術仕様 
 
A1.7 2007 年の世界船腹に関する統計データが Lloyd’s Register-Fairplay データベース

によって提供されている。このデータベースには 100 GT を超える全船舶の情報が

含まれている。補助エンジン出力や船舶の設計速度などの補足的な技術データも

掲載された Lloyd’s Register-Fairplayデータベースの拡大バージョンを使用した[16]。

この拡大バージョンでは技術データに関していくつかの欠如が散見される。従っ

て、特定の分野及び用途においては、統計的な関係式から求めた推定値を投入し

たデータセットも含まれているようだ。これは、補足的なデータ（補助エンジン

出力や船舶の設計速度など）の正確さがコアデータ（船舶数、トン数、主エンジ

ン出力など）に比べると劣ることを意味する。本調査報告書で使用した主なデー

タを表 A1-8 に示す。 
 
主エンジン、補助エンジンの平均燃料消費率 
 
A1.8 燃料消費率（SFOC）とは、仕事量当たりの燃料消費量をいい、通常は g/kWh の

単位で示す。この燃料消費率は、エンジンの大きさ、年齢、燃料のエネルギー密

度などいろいろなパラメータによって決まる。燃料消費量に関するデータは、試

験台での試験結果、海上試運転中の測定データなどから得られ、さらにある程度

は用船契約や船舶の運航データベースに記載された毎日の燃料消費量も参考にな

る。SFOC は、熱力学第一法則とエンジン特性から計算することも可能である。

燃料消費率（SFOC）の代表的な数字を表 A1-1 に示す。この表は、CIMAC 新聞[25]、

メーカカタログ、Diesel & Gas Turbine Worldwide[18]などを参考に作成した。表で

は、年齢による約 10％の差、大きさによる約 20％の差が表れている。 
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表 A1-1 燃料消費率の代表的な値（g/kWh）[17] 

 

 
A1.9 燃料消費率はエンジン試験台で測定される。ただし超大型（2 ストローク）エンジ

ンだけは大きすぎて試験台に収まらないため例外となる。燃料消費量は ISO が標準化

した試験方法及び試験条件（ISO 3046-1）に従って測定し、標準的な燃料エネルギー

及び大気条件に修正する。燃料消費率の最高値はある一点の運転条件で得られる。 
 
A1.10 実際の運転時の燃料消費率は試験台での測定値よりも増える。その理由は以下の

とおりである。 
 
.1 エンジンが必ずしも最適運転点で運転されるとは限らない。 
.2 燃料のエネルギー含量が試験台のものよりも低い場合がある（残留燃料を使

用した場合は、通常は約 5％の差となる）。 
.3 最高 SFOC 値は 5%の誤差を含む。 
.4 エンジンの摩耗、劣化、メンテナンス（インジェクタ及び噴射ポンプの摩耗、

設定不良、ターボチャージャーの汚れ付着、オイルフィルタの詰まり、熱交

換器の汚れ付着など）によって消費量が増える 
 

A1.11 エンジンの新旧、平均使用年数による SFOC の差を考慮して、表 A1-2 の値をイン

ベントリモデルに使用した。船舶データベースにはエンジンの気筒数、ストロー

ク数の記載がないため、出力、気筒による微調整は加えず、さらに低速・中速の

違いを考慮した微調整もおこなわなかった。 
 
A1.12 LNG タンカーで使用される蒸気タービンは重油（HFO）ベースで 275 g/kWh を消

費すると仮定した。この数字は、就航中のタービン駆動 LNG 船の燃料消費データ

を参考に設定した。補助エンジンの SFOC については、補助エンジンは主として

部分負荷対応で運転されるという実態を考慮した。モデルで使用した値を表 A1-3
に示す。 

 
表 A1-2 インベントリモデルに使用した主エンジン燃料消費率（g/kWh） 
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表 A1-2 インベントリモデルに使用した補助エンジン燃料消費率（g/kWh） 

 
 

活動量の入力データ 
 
A1.13 排出モデルは船舶の活動量を表わす以下の入力データを必要とする。 
 

.1 主エンジン及び補助エンジンの平均稼働時間 

.2 主エンジン及び補助エンジンの平均負荷 

.3 蒸気ボイラの平均燃料消費量 
 

A1.14 海運業界ではカテゴリごとの船腹量と輸送量需要の関係などの影響で年ごとに活

動量が変動するため、その推定がことさら難しい。過去の調査研究では、Lloyd’s 
Marine Intelligence Unit が実施した船舶活動等に関する訪問調査のエンジン稼働

時間のデータを使って活動量が推定された例がある。今回は、AISLive ネットワー

クの自動船舶識別システム（AIS）のデータを、活動量に関する独立性を持った新

たな情報源として利用した。 
 
AIS データ 
 
A1.15 船舶自動識別システムは、船舶の識別番号とその船種、位置、航路、速度、航行

状況（すなわち投錨中あるいはエンジン駆動により移動中などの）あるいはその

他の安全に関する情報を適宜設置された地上局及び他の船舶や航空機に自動的に

伝送する一種の安全装置である。 
 
A1.16 海上における人命の安全のための国際条約 1974（SOLAS）[28]は、国際航行に従

事する 300 GWT 以上の船舶、国際航行に従事しない場合は 500 GWT 以上の船舶、

及び大きさに関係なく全ての旅客船に対してAIS応答装置を装備するよう求めた。

この要請は 2004 年 12月 31 日付で実施された。AIS を装備する船舶は、国際協定、

国際規則、国際標準などによって航海情報の保護が認められた海域を除いて常時

AIS を稼働状態に保たなければならない。 
 

A1.17 AISLive は 100 カ国の 2000 カ所を超える基地をカバーする AIS 地上受信機のネッ

トワークである。このネットワークは AIS データの収集・処理をおこない、その

情報をさまざまな解析目的の利用に対してコマーシャルベースで提供する。今回

の調査報告では、2007 年に 1 時間ごとに記録された AIS 観測記録を全て包含する

データベースを使用した。受信機の設置場所を図 A1-2 に示す。この図で、緑色の

四角が AIS ネットワークのベース基地が置かれた場所である。オレンジ、黄色、

赤の四角形は受信機が密集した地域を示す。 
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図 A1-2 AISLive ネットワークの地上受信基地の配置状況(Lloyd’s Register- Fairplay) 
 
 

A1.18 AIS の地上基地は、基地の近くにいる船舶の存在を連続的に検知することができ、

併せて船舶の軌跡および速度も把握可能である。ただしその範囲は限定される（ア

ンテナの高さや大気の状態などによるが、一般的にはおよそ 100 km 以内）。その

ため AIS は港間の船舶の追跡はできない。しかし、船舶の身元が送信されるため、

ある船舶が AIS ネットワーク内のある港のカバーエリアから消えた時と別のカバ

ーエリアに現れた時の間の時間を記録できる。船舶がこれらの港間を直線的に航

行したと仮定すれば、これらのデータから船舶が洋上にいた時間と平均速度が分

かる。残念なことに、船舶が迂回をした場合、あるいは AIS ネットワークがカバ

ーしない港に寄港した場合はそれが分からない。 
 
A1.19 ネットワークで検知された船舶が以下の状態で過ごした時間数を 2007 年のデー

タから集計することによってデータを整理した。 
 
.1 AIS ネットワークのカバーエリア内で、ステイタスが「入港中」 
.2 AIS ネットワークのカバーエリア内で、入港中ではないがステイタスが「投錨

中」 
.3 AIS ネットワークのカバーエリア内で、航行中 
.4 AIS ネットワークのカバーエリア外 

 
船舶が AIS ネットワークのカバーエリア外に出た場合、観測地点間の最短経路を

たどったものと仮定して、別のエリアに再び現れるまでの時間から平均速度を計

算するために使用した。この計算は陸塊の存在を考慮していないため、場合によ

っては距離に関するかなりの推定誤差を生む可能性がある。しかし船舶は出発

港・到着港のみで検知されるのではなく、他の港あるいは AIS ネットワークがカ
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バーする戦略的な拠点（例えばスエズ、パナマ、ジブラルタル、マラッカ海峡、

アラスカ半島、スリランカの南）を通過する際も検知されるため、直線ルートの

推定による誤差が緩和される。 
 

A1.20 計算による平均速度が、その船舶の航海速度（service speed）（拡大 Fairplay デー

タベースで与えられる）の 80％を超える航海は「正常」のカテゴリに分類され、

航海速度の 80％未満の航海は「低速」に分類される。この手順で船舶の活動を表

A1-4 に示す 4 種類のカテゴリに区分した。 
 

表 A1-4 データカテゴリの定義 
カテゴリ 説明 

入港 AIS ネットワークエリア内で、航行ステイタスが「係留」 

投錨 AIS ネットワークエリア内で、航行ステイタスが「投錨中」 

低速 AIS ネットワークエリア内外で、計算された平均速度が航海速度の 80％未満 

正常 AIS ネットワークエリア内外で、計算された平均速度が航海速度の 80％超え 

 
 

A1.21 入力一覧表（表 A1-5）（訳注：表 A1-8 の誤り？） に、AISLive ネットワークが

2007 年に検知した船舶数（独自集計）を示した。 2008 年 4 月のデータベースに

掲載された船舶数と、そのうち少なくとも一度は AIS ネットワークで検知された

船舶の割合（カバー率）も示した。表にあるカバー率は、全般的に大型貨物船で

高く、小型船（特に漁船）で低い。この理由は、小型船は小さな港に度々寄港し

て AISLive ネットワークのカバーエリア外となりがちな海域を航行するためとみ

てほぼ間違いない。 
 
A1.22 場合によっては、統計の数字以上の船舶が AIS に検知されているケースもある。

これは、船腹サイズの減少、統計の修正遅れ、その他誤差によるものであろう。 
 
洋上日数及び平均出力の推定 
 
A1.23 インベントリモデルでは、カテゴリ別に船舶が海上を移動しながら過ごす平均日

数を推定しなければならない。AIS データを使って海上日数を推定するためには、

まずデータの解釈が必要である。AIS データのサンプルを表 A1-5 に示す。 
 

表 A1-5 AIS データのサンプル（船舶カテゴリ別累積時間） 
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A1.24 「入港」及び「投錨」で過ごす時間は海上で過ごす時間ではない。「低速」カテゴ

リでカウントされた時間には、移動中の時間のみならず、港内で遠回りを正当化

するための時間が含まれることがあり、平均速度が異常に低い場合などはこの可

能性がある。低速航海の別の理由として、AIS データによる距離の計算では予測で

きない陸地を迂回した可能性もある。「正常」カテゴリの時間には、理論上は入港

中の時間や迂回時間も含まれる。しかし平均観測速度と航海速度の差は、混雑海

域における一時的な減速、天候あるいは他の自然現象による迂回などの原因も考

えられる。この調査報告の目的に照らして、「正常」の速度カテゴリに記録された

時間は全て海上で過ごす時間と仮定した。残るのは、Lloyd’s/AIS のデータ分析の

「低速」で記録された時間の解釈である。 
 
A1.25 「低速」航海が、AIS カバー範囲内の二つの港の間にある港に停泊した結果であり、

海上での速度が「正常」航海で観測される平均速度と同じであると仮定すると、

海上での時間は次のように計算される。 
 

 
 
航路途中に追加的に寄港したとの仮定は特に理不尽ではない。なぜなら航海のか

なりの割合で沿岸を航行し、迂回ではなくそこに立ち寄る可能性があるためだ。

しかし船舶が大幅に迂回をし、寄港地が通常の航路途中とはいえない場所であれ

ば、上記の計算は誤差を生じ、洋上時間を過小に推定する。当然ながら、海上時

間の推定精度は仮定の有効性だけでなく、このデータが全体としてその船舶カテ

ゴリを代表するものかどうかによって変わる。 
 
A1.26 AISデータを使って平均エンジン負荷の推定が可能である。すなわち、出力と速度

の間に出力が速度の 3 乗に比例するとの関係が成り立つと仮定し、全ての船舶の

シーマージンを 10％と見込んで、海上で観測された平均速度を船舶の航海速度と

比較することによって行なわれる（表 1-6 に例を示す）。この表は、10％のサービ

スマージン16を見て、船体がクリーンで、かつ天候が平穏な状態で、フル計画喫水

において得られる最大速度（即ち、100%速度）が 90%MCRに相当することを示

している。速度を落とすと、プロペラ負荷及びエンジン負荷がそれに応じて下が

る。そこで、AIS観測速度と船舶の最高速度を比較することによって平均負荷を求

めることができる。ただしこの推定値は単なる指標に過ぎない。なぜなら多くの

重要なパラメータ（途中の速度変動、風、波、船体の劣化、ドラフトの変化が平

均負荷に及ぼす影響）を含んでいないためである。 
 
 

 

                                                  
16 サービスマージンは船体の極端な汚れ、悪天候の際のエンジンオーバロード防止のために使用する。 
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表 A1-6 クリーンな船体、平穏な海上条件での計画喫水における船舶速度と典型的なエン

ジン及びプロペラ負荷の関係 

 
 
 

A1.27 上記の手順に従って、AIS データ及び船腹統計を使ってインベントリの船舶カテゴ

リごとに海上日数と主エンジン負荷を推定した。海上日数の推定結果は、過去の

調査データ及びロジスティック分析などの他のデータと照合しながら後でチェッ

クした。次いで、他のデータソース及びこの手法では正確に予測しにくいバラス

トや低負荷運転の影響を考慮に入れながら、主エンジンの平均負荷を推定した。

海上日数、負荷ともに修正を数回加えた。特に小型船の場合は AIS のカバー率が

低く、海上日数の推定値が他のデータと比べてかなり高く出たため、全てのカテ

ゴリーに対して修正を加えた。結果的なインプットデータは表 A1-8 
に示す。 

 
補助エンジンの平均負荷及び稼働時間 
 
A1.28 補助エンジンの燃料消費量を計算するために、補助エンジンの平均負荷と稼働時

間が必要である。負荷と稼働時間は船種によって大きく異なる。通常は、さらに

Lloyd’s データによると、船舶は少なくとも 3 基の発電機を装備している。1 基が

運転用、1 基が予備、そして 1 基がメンテナンス用として使われる。発電機は通常、

稼働時間を均一化するため、交代で運転される。予備の発電機は高負荷運転時、

あるいは高負荷ピークのリスクがある場合、例えば操船のためにスラスタを使用

する場合、大型のポンプ、ウィンチ、クレーンを運転する場合などに使用される。

この代表的なケースが港に到着した時である。船舶によっては換気や冷凍など貨

物の保管上、電力を必要とするものもある。シャフトジェネレーターを使用する

船舶もあるが、この場合、補助エンジンは通常海上では運転されない。このよう

な考察を踏まえて、当調査チームは補助エンジンの年間稼働時間と負荷係数に関

して予測をたてた。その際、主エンジンと補助エンジンの消費量の相対比率も判

断材料とし船舶カテゴリ別に代表的な運転データと比較した。 
 
蒸気ボイラの平均燃料消費量 
 
A1.29 残留燃料油を使用する全ての船舶はそれを液体として保つために燃料の加熱を必

要とする。船舶が海上に居る間は、通常、蒸気ボイラで排熱を回収することによ

って燃料加熱の熱源とする。そのため新たな燃料を消費することはない。しかし

港の中では主エンジンが停止中であるため、船舶は油炊きの補助ボイラを使って

蒸気を発生させなければならない。全体的には燃料加熱のための燃料消費は取る

に足りないと考えられる。貨物の加熱やポンプ作動のために蒸気を使うタンカー

の場合、蒸気ボイラの燃料消費量はもはや取るに足らないなどといえる程度では

ない。これらの船舶のために、IMO 専門家グループの検討（BLG 12/INF.10）[4] を
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参考にしてボイラの燃料消費量を推定した。 
 

.1 VLCC タンカー 
超大型原油輸送タンカー（VLCC, DWT 200 000+）は年間 10 航海をおこない、

うち 5 回が載荷航海と仮定する。よって毎年 5 回の荷揚げが実行される。荷

揚げごとに 1 隻の VLCC（DWT 200 000+）が主ポンプを駆動するために 250 
ton の燃料を消費する。 

.2 スエズマックスタンカー 
スエズマックス（120 000-200 000 DWT）原油タンカーは年間 12 航海をおこ

ない、うち 6 回が載荷航海と仮定する。よって毎年 6 回の荷揚げがある。載

荷航海ごとにスエズマックスは、移送ポンプの駆動および貨物の加熱のため

150 ton のボイラ燃料油を消費する。 
.3 アフラマックスタンカー 

アフラマックス（80 000-120 000 DWT）原油タンカーは年間 50 日、加熱の

必要な原油を輸送すると推定される。加熱のため 1 日 60 ton のボイラ燃料油

を必要とする。 
.4 小型原油タンカー 

より小型の原油タンカー（60 000–79 999 DWT、10 000–59 999 DWT、＜9999 
DWT）は年間 100 日、加熱の必要な原油を輸送すると推定される。加熱のた

めそれぞれ 1 日 30、15、5 ton のボイラ燃料油を消費する。 
.5 プロダクトタンカー 

プロダクトタンカーには以下の仮定をする 
- プロダクトタンカーの 40％が加熱の必要な荷物を輸送する。 
- これらの荷物は年間 150 日をかけて輸送される。 
- インベントリモデル中のサイズカテゴリごとに、それぞれ 1 日 5、15、

30、50、60 ton のボイラ燃料油を消費する。 
.6 LNG タンカー 

整合性と将来シナリオのモデル化を簡単にするために、ボイラの消費量は主

エンジンの消費量としてモデル化する。モデル化の際に、蒸気ボイラの低い

効率と燃料中の LNG ボイルオフによる燃料の炭素係数の変化を考慮する。 
 
信頼性及び不確かさ 
 
A1.30 活動基準による舶用燃料消費量の推定は、一連の入力値がベースとなる。不確か

さはすべてこれら入力値に起因する。入力項目の一覧とその信頼性の定性評価、

および入力値の不確かさを表 A1-9 及び表 A1-10 に示す。 
 
A1.31 これまでの調査によって、この種のボトムアップ活動モデルにおける不確かさの

最大の原因となる入力変数は、エンジン負荷係数（負荷サイクル）と海上日数（エ

ンジン稼働時間）であることがわかっている[1]。今回の調査では世界規模の AIS デ

ータをこれらの入力値の評価を支えるために使用した。それでもなお、この種の

インベントリにはかなりの不確かさが残る。過去の調査研究で使われた主要な入

力データと比較すればこれが明らかである。主要パラメータの推定値及び過去の
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調査研究のデータソースを表 A1-7 に示した。表 A1-7 に示すように、各種データ

ソース及び評価結果によってモデル入力に差が生じ、それによって異なる推定が

生まれる。引用した数字は、代表的な入力の指標的な数字であるが、カテゴリの

分け方の違い、入力の定義の違いなどによって完全な対応が取れるものではない。 
 

A1.32 不確かさをより正しく把握するために、モデル入力データを 2 セット用意して燃

料消費量の予測の上下限を求めた。ここでは、海上日数と平均負荷係数のみを操

作した。カテゴリごとに、それぞれ燃料消費量の上下限を示す海上日数と負荷の

組合せを特定した。上下限を生む組み合わせは実現可能性があるものと考えられ

るが、今回の総意の推定に比べればかなり低いと思われる。求められた上下限は

絶対的な限界ではない。 
 

表 A1-7 バンカー燃料の活動基準インベントリの比較 
（結果の比較は A1-19 を参照） 

 
 活動データの主な

出所 
船舶カテゴリ： 
主エンジン 
平均稼働時間 
（日/年） 

主エンジン 
平均 SFOC 
（g/kWh） 

主エンジン 
平均%MCR 

Corbett 他 2003[1] ディーゼルエンジ

ン大手メーカの提

供によるエンジン

稼働時間及び運転

データ  

貨物船： 
229-292 
（平均 271） 

貨物船： 
平均 206 
（範囲 185-225）

貨物船： 
65-70%定格出力に

対する平均負荷 
55-80% Max 
全ての船舶 
加重平均 63% 

Eyring 他 2005[3] ディーゼルエンジ

ン大手メーカの提

供によるエンジン

稼働時間及び運転

データ 

貨物船： 
225-275 

貨物船： 
平均 210 

貨物船： 
平均 70-80% 

IMO 専門家グルー

プ 2007[４] 
20 の大手船主を選

んでアンケート 
全ての船舶 
175-310 
（加重平均 226）

全ての船舶 
加重平均 185 

全ての船舶 
62-90% 
（加重平均 80%）

Endresen 他 2007 
[5] 

海上貿易搬送距

離、係船船腹、搬

送能力稼働率、航

行速度に関する発

表済みデータ 

貨物船： 
平均 181 

貨物船： 
平均 221 

貨物船： 
平均 70% 

本調査研究の 
総意の推定値 

AIS データを船腹

統計及び従来の調

査結果と組合せ

た。上記で協力い

ただいた方々も今

回の見直し作業に

参画された。 

全ての船舶 
100-285 
（加重平均 240）

全ての船舶の加重

平均 196 
貨物船： 
65-80% 
（加重平均 70） 
全ての船舶： 
16-80% 
（加重平均 64%）
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表 A1-8 インベントリ入力データ一覧表 
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備考 1： 「海上日数」は、総累積海上日数を表わす。船舶がその日の一部を洋上で過ごしたという日数はさらに多くなる。短距離航行をする小型船、フェリーな

どの場合にこの差異は無視できないものとなる。 

備考 2： 「平均 AUX 稼働日数」は、複数のエンジンの合計のため、年間の稼働日数が 365 日を超える。 

備考 3： 「燃料の種類」は、主エンジンと補助エンジンの代表的な燃料を表わす。複数の燃料表記は、主エンジンと補助エンジンの使用頻度の差あるいはこのカ

テゴリの一部の船舶が両方の燃料を使用することを意味する。 

備考 4： 「AIS 独特のカウント」は、年間 1 回以上検知された船舶の数をいう。 

備考 5： 「AIS カバー率」は、使用したデータベースに登録された船舶数に対して、少なくとも年間 1 回以上検知された船舶の比率をいう。 
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表 A1-9 主エンジン燃料消費量計算の信頼性と不確かさ 
 

入力 データソース 信頼性 備考 
カテゴリ別 

船舶数 

Fairplay データベース 非常に高いとの定評あ

り 

登録船の精度が高い。全ての船舶が活発に活動しているかどうか、あるい

はあるカテゴリのある船舶が係船中かどうか、などに不確かさがある。 

主エンジン 

平均サイズ 

Fairplay データベース 非常に高いとの定評あ

り 

高精度と思われる 

主エンジン 

平均稼働日数 

AIS データから計算した。 

ただし、AIS カバー率が低い

船種は除いた。 

中位のレベル 

しかし不確かさの主要

因である 

精度は以下の精度の影響を受ける。すなわち、AIS 集計システム、AIS ネ

ットワークエリア内の港間を移動する船の全体の代表程度、船舶の動きに

対する仮定、データのカットオフ及びフィルタリング、平均非稼働/係船日

数の仮定、港間距離の計算、船舶設計速度、など 

主エンジン 

平均負荷 

AIS 平均速度及び Fairplay 設

計速度データからデフォル

ト値を計算。他のデータある

いは特殊条件によってより

適正と思われる場合は、デフ

ォルトを置き換えた。 

中位のレベル 

不確かさの二次要因と

なる 

計算は、拡大 Lloyd’s データベースの船舶設計速度データ及び AIS データ

から推定した海上速度の誤差に影響されやすい。船舶がバラスト航行ある

いは軽荷航行の場合、負荷を過大評価しやすい。他のデータとの比較で妥

当性が疑わしい場合は、専門家の判断により置き換えた。 

平均非稼働/係船

日数 

仮定 中位のレベル 

主エンジンの稼働日数

に影響する。 

全ての船舶に対して有効歴日を 355 日と仮定した（平均して 10 日が非稼

働日） 

AIS 観測点間の

距離の計算 

AIS の協力の下で計算 中位のレベル AIS データの平均速度の計算に使用。AIS 受信基地間の最短ルート途中に

陸塊があると精度に影響する。他のデータとの比較で妥当性が疑わしい場

合は、専門家の判断により置き換えた。 

船舶設計速度 拡大 Fairplay データベース 中位のレベル 「正常」航海と「低速（異常）」航海の区別に使用。海上での出力係数の推

定にも使用 

主エンジン 

平均 SFOC 

試験台データ及び他の測定

データから推定  

高いとの定評が運航者

及び製造者からある 

エンジン間のばらつきがあるが、それに比べると平均値の精度は高いと思

われる。 
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表 A1-10 補助エンジン燃料消費量計算の信頼性と不確かさ 
 

入力 データソース 信頼性 備考 
カテゴリ別 

船舶数 

Fairplay データベース 非常に高いとの定評あ

り 

登録船の精度が高い。全ての船舶が活発に活動しているかどうか、あるい

はあるカテゴリのある船舶が係船中であるかどうか、などに不確かさがあ

る。 

補助エンジン 

平均サイズ 

拡大 Fairplay データベース 高いがデータ間にギャ

ップ有り 

主エンジンよりはデータの精度が少し劣る。しかし一般的には精度が高い

と思われる。 

補助エンジン 

平均稼働日数 

専門家の判断と運航者との

相談による 

中位のレベル： 

船舶稼働日数と補助エ

ンジンに対する需要に

よる。 

船舶の出力需要及び運航慣行にばらつきがあるため、評価が難しい。信頼

性は中位のレベルだが、トータルインベントリに対する影響は小さい。 

補助エンジン 

平均負荷 

専門家の判断と運航者との

相談による 

中位のレベル： 

船舶の運航条件と需要

による。 

船舶の出力需要及び運航慣行にばらつきがあるため、予測が難しい。 

補助エンジン 

平均 SFOC 

試験台データ及び他の測定

データから推定  

高いとの定評が運航者

及び製造者からあり 

エンジン間のばらつきがあるが、それに比べると平均値の精度は高いと思

われる。 

 
 蒸気ボイラの燃料消費量推定値の信頼性は「中位のレベル」であるが、全体のインベントリに対する影響はほとんどない。 
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活動基準モデルに基づく国際海運によるバンカー燃料消費量の推定 
 
A1.33 本調査報告で使用した活動基準モデルは、国際海運と国内海運の排出量を区別で

きない。活動基準モデルによって国際海運の排出量を推定するためには、漁船の

排出量をインベントリから除外し、国内海運の排出量を（燃料統計に報告されて

いるように）全海運による排出量から差し引かなければならない。 
 
A1.34 活動基準モデルと表 A1-8 に示した入力を使って、2007 年の軍事を除く全海運活

動による総燃料消費量（訳注：原稿は排出量）は表 A1-11 のように推定される。 
 
 

表 A1-11 軍事を除く海運活動による総燃料消費量（2007 年、100 万トン） 

 

 
A1.35  上下限値は、総意の推定値に比べるとはるかに起こりそうにない「可能性ある極

端」を表わすものだ。上記の数字は軍事を除く全ての船舶の消費量である。プロ

ダクション船やリグのようなオフショア固定設備も除外した。これらの数字には、

すでに国内海運及び漁業によるものとして登録された消費量（= 排出量）が含ま

れている。 
 
A1.36 漁業による排出量は漁船固有のものであり、活動基準インベントリから差し引く

ことが可能である。表 A1-12 では既に差し引いてある。 
 
 

表 A1-12 漁船を除く全船腹による総燃料消費量（2007 年、100 万トン） 

 

 
A1.37 IEA[26]の記録に基づく 2005 年の国内海運の燃料消費量を表 A1-13 に示す。表には、

A1.50 項から A1.53 項で説明する世界全体の海上貿易量に関する Fernleys データ

を使って 2007 年に換算した消費量も合わせて記載した。 
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表 A1-13 IEA データによる国内海運の燃料消費量（100 万トン） 

 
 

A1.38 2007 年の国際海運による燃料消費量、すなわち国内分として集計されない軍事と

漁業を除いた燃料消費量を表 A1-14 のように推定した。 
 
 

表 A1-14 国際海運による燃料消費量（2007 年、100 万トン） 

 
*統計には国内と漁業は含まれていない 

 
 
バンカー燃料統計に基づく船舶による燃料消費量の推定 
 
はじめに 
 
A1.39 「船舶による GHG 調査報告 2000」は、燃料基準インベントリ法によって排出量

を推定した。この方法は、バンカー燃料の世界販売量が総消費量に等しいとの暗

黙の前提を置いた。2000 年の船舶による GHG 排出報告書では、IEA 及び米国エ

ネルギー情報局（EIA）などの舶用バンカー燃料の世界消費量に関するデータソー

スをチェックした。その時多くの矛盾点が発見された。 
 
A1.40 バンカー燃料の世界販売量は、各国が異なるカテゴリで報告した舶用燃料のデー

タを集計しなければならない（例えば国内と海外のバンカー燃料販売量）。これを

世界的な規模で集計するのは非常に難しい課題である。なぜなら大部分のエネル

ギーインベントリは IEA のエネルギー分類基準に準拠した集計方法を採用してい

るが[13]、一部の統計ソースでは国際舶用燃料の定義が異なるためである[10]。この

セクションでは現状の燃料統計データについて簡単に説明し、A1.54 項から A1.68
項では燃料基準によって推定したインベントリを提示して、A1.3 項から A1.38 項

で作成した今回のより明確な活動基準インベントリと比較する。 
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IEA の統計及び報告慣行 
 
A1.41 国際エネルギー機関（IEA）は、船舶による燃料消費量の記録を含むエネルギーデ

ータベースを管理する。IEA は経済協力開発機構（OECD）によって設立された。

IEA に加盟する政府は、石油供給の緊急事態に対処するための共同措置を講ずるこ

とを約束した。さらにエネルギー情報を共有し、エネルギー政策を融和させ、エ

ネルギーの安全を確保し、経済成長を促し、環境保護を保証する分別あるエネル

ギー開発で協力することに合意した。これらの規定は「国際エネルギー計画に関

する協定」として具体化され、その協定に基づいて 1974 年に IEA が設立された。

IEA データベースには、重油（HFO）及び舶用留出油を次の三つのカテゴリに分

けて記録した需要（販売量）に関するデータが含まれる。 
 

.1 国際舶用バンカー油 

.2 国内航行 

.3 漁業 
 
用語は IEA によって以下のように定義された。 
 
.1 「国際舶用バンカー」は国際航行に従事する全ての旗国の船舶に供給された

量を対象とする。国際航行は、海上、内陸の湖と水路、沿岸水域で行われる。

国内航行に従事する船舶の消費量は除外する。国内/国際の分割は、出発港と

到着港によって決定され、船舶の旗国あるいは国籍によって決まるものでは

ない。漁船及び軍艦による消費量は除く。 
.2 「国内航行」は、国際航行に従事しない全ての旗国の船舶に供給された燃料

を対象とする。国内/国際の分割は、出発港と到着港によって決定され、船舶

の旗国あるいは国籍によって決まるものではない。外洋、沿岸、内陸部での

漁業及び軍事による消費は除く。 
.3 「漁業」は、内陸、外洋、沿岸、での漁業に使用される燃料を含む。「漁業」

は、その国で給油される全ての旗国の船舶に供給される燃料のみならず、漁

業で使用されるエネルギーも対象とする。 
.4 「重油」（HFO）は、蒸留残滓を調合した油と定義される。重油には調合によ

って作られる全ての残留燃料油が含まれる。その動粘性は 80 度で 10 cSt 以上

である。引火点は常に 50C 以上、密度は 0.9 kg/l 以上とする。 
.5 「舶用留出油」（MDO）は、船舶に供給される軽油及びディーゼル油を指す。

それらには重質軽油も含まれる。用途によっては数種のグレードが利用でき

る。例えば、ディーゼル圧縮点火用のディーゼル油（車、トラック、舶用）、

工業用、商業用の灯油、その他の軽油など。 
 

A1.42 実際面で、燃料消費量の国内/国際の分割が意味するところは、船舶が燃料を積み

込む場合、次の寄港地が同じ国の港であれば燃料の全量が「国内」として登録さ

れるということである。それ以外は、燃料は「国際」として登録されることにな

る。 
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IEA 統計データの分析 
 
A1.43 IEA は加盟国、非加盟国を問わず統計データを管理する。そのため IEA はグロー

バルなエネルギーデータを提供できる。しかし非加盟国は固有の方法及び基準に

従ったデータの報告を IEA 条約によって義務付けられていないため、非加盟国に

関して IEA が収集したデータは精度が劣る。 
 
A1.44 IEA のバンカー統計データの品質について判断するため、「国際舶用バンカー」と

「国内舶用バンカー」の入力データを、IEA データにある全ての国のものについて

評価した。1 年の間の大幅な変化が報告される場合もあれば、同じ量が毎年報告さ

れる場合もあった。これが真実で現実を反映したものとも考えられる場合もある

が、このような例が多く見られるということは、燃料消費量の報告にミスやずさ

んさが含まれることを意味する。概してこのような例は供給量が少ない国で多く

見られた。まとめを表 A1-15 及び表 A1-16 に示す。 
 
 

表 A1-15 表 IEA に対する報告：国際舶用バンカー（1971 年－2005 年） 
 年間供給量が 25％以上変

化したとの報告が少なく

とも 1 度あった国の数* 

25％以上変化したとの

報告の回数 
連続してゼロ以外の同

じ数字を報告した国の

数 
供給国トップ 10 
（全報告量の 61％） 

9（90％） 63（18％） 1（10％） 

次の 20 カ国 
（全報告量の 29％） 

17（85％） 121（17％） 8（40％） 

次の 44 カ国 
（全報告量の 6％） 

40（100％） 485（31％） 27（59％） 

* これらは概して同じ年には起きていない。 

 
 

表 A1-16 表 IEA に対する報告：国内舶用バンカー（1971 年－2005 年） 
 年間供給量が 25％以上変

化したとの報告が少なく

とも 1 度あった国の数* 

25％以上変化したとの

報告の回数 
連続してゼロ以外の同

じ数字を報告した国の

数 
供給国トップ 10 
（全報告量の 53％） 

7（70％） 46（13％） 2（20％） 

次の 20 カ国 
（全報告量の 25％） 

10（50％） 107（15％） 6（30％） 

次の 44 カ国 
（全報告量の 10％） 

21（48％） 146（9％） 16（36％） 

* これらは概して同じ年には起きていない。 
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A1.45 ある年から翌年にかけての変化は、急激な需要の変化によって引き起こされるが、

国ごとの集計の定義と実施方法の変更の結果でもある。またダブルカウントを避

けるために、燃料の売上の報告は 1 回に限定する必要がある。そこで、陸上用と

して販売された燃料がその後に船舶用に転売される場合、この燃料はバンカー売

上の統計への登録を回避される可能性がある。また、燃料が輸出された後に舶用

に販売される場合も登録されない可能性がある。 
 
A1.46 2005 年の IEA データは、世界の舶用燃料の 55％が OECD 諸国で販売されたこと

を示している。舶用燃料の世界販売量に占める OECD 諸国のシェアは 65％のピー

ク値を記録した 1991 年以降は低下してきた。漁業向けでは OECD 諸国の報告が

99％を占めることになるが、これは非 OECD 国における漁業向けの燃料販売が他

のカテゴリとして報告されているか、全く報告されていないかのいずれかだと思

わせる。漁業の燃料消費量が、海運以外の例えば農林業のカテゴリに含まれてい

る可能性もある。OECD 諸国ではこの後者の扱いが以前は慣行とされてきた。 
 
IEA 統計に基づく燃料消費量の推定 
 
A1.47 報告期間の 1971 年からの 2005 年までの間の年間燃料消費量のデータが IEA デー

タベースから入手できる[26]。全ての国を対象としたさまざまなカテゴリの燃料デ

ータを集計して図 A1-3 を作成した。 
 
 

船舶による全燃料消費量 

 

図 A1-3 船舶による全燃料消費量（IEA 統計に基づく） 
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A1.48 2005 年の HFO 及び MDO 燃料のトータル消費量及びそれから類推した（輸送

ton-mile 基準で）2007 年の消費量を表 A1-17 に示す。 
 
 

表 A1-17 IEA の舶用燃料消費量データ[26]
（100 万トン） 

 
 

EIA 統計データに基づく燃料消費量 
 

A1.49 EIA はバンカー燃料の世界統計を提供する。バンカー燃料には、舶用及び航空用と

して国内外を問わず供給される燃料が含まれ、舶用の残留油と留出油及び航空用の

ケロシンベースのジェット燃料が主たるものとなる[27]。「IMO 船舶 GHG 調査報告 
2000」は、IEA と EIA データは OECD 諸国の場合は似ているが、その当時の EIA
データ内の国際ジェット燃料の量が少なすぎると結論付けた。その後の調査報告は、

IEA データと EIA データは大体が重なり、限定的ではあるが国によっては大幅な差

があると結論付けた[29]。最近の IEA と EIA データの比較を表 A1-18 に示す。IEA デ

ータには国内航行と漁業が含まれる。EIA データは、エネルギー情報年鑑でいうバ

ンカー燃料である[27]。表 A1-18 は、EIA と IEA データが数字の上ではさほど違いが

ないことを示す。この 5 年間で、EIA データは、留出油が常に多めで、合計が 5 年

間の内の 4 年で多い。 
 
 

表 A1-18 IEA[26]と EIA[27]燃料データの比較（100 万トン） 
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燃料消費量の推定の将来予測と過去類推 
 

A1.50 年が異なる燃料消費量の推定値を比較するために、世界貿易量の伸びと輸送効率

の改善を考慮して数字を調整しなければならない。 
 
A1.51 過去 30 年の間、燃料消費量と海上貿易量（ton-mile）の間には明快で説得性ある

相関関係が観測されている。すなわち世界貿易で行なわれる仕事量と必要エネル

ギーは比例関係にある（Skjolsvik 他 2000[12]、Corbett 他 2007[2]、Endresen 他 
2007[5]）。海上貿易量（ton-mile）の最近の年間成長率は、2002 年から 2007 年の

平均が 5.2%となり、その前の 10 年間に比べるとはるかに高い（Fearnleys 2007[7]）。

そのため、2001 年から 2006 年ではトータルの設備能力（トータル出力）も 25％
増加し（Lloyd’s Register – Fairplay 2006[9]）、燃料消費量が著しく増加した。 

 
A1.52 報告書本文で示したように新建造船の効率は年々改善されてきた。この効率改善

は、技術の進歩及び市場の変化がもたらした代表的な進歩である。1985 年と 1995
年に建造された船舶の比較では、バルク船及びタンカーの平均効率が向上し、一

方で一般貨物船とコンテナ船の平均効率はわずかに低下した。船腹平均効率は計

算していない、しかし正味の変化は、同じ期間で倍増した貿易量（ton-mile）に比

べてかなり低いと思われる。 
 
A1.53 従って、年が異なる燃料消費量の推定値を比較するため、また 1990 年から 2007

年までの排出量の推移を計算するために、ある時点の推定値を基準にしてそれ以

前とそれ以後の排出量を、Fearnleys[7]による年間総輸送量（ton-mile）を尺度とす

る海上貿易量の年間伸び率を基準にして類推した。 
 
バンカー燃料消費量推定値の比較 
 
A1.54 「IMO 船舶 GHG 調査報告 2000」は、バンカー燃料の世界販売統計を使った。

Corbett 他[1]、Eyring 他[3]、IMO 専門家グループ[4]、Endresen 他[5]の調査は、船舶

活動量の推定値を基準としている。 
 
A1.55  上記の各調査は異なる年の燃料消費量と排出量値を予測した（2000 年、2001 年、

2007 年）。これらを今回の調査報告（2007 年）の結果と比較するために、各推定

点を基準にして「それ以前とそれ以後の類推」（backcasts and forecasts）をおこ

なう必要がある。A1.50 項から A1.53 項で概説したように、これらの推定点の「そ

れ以前とそれ以後の類推」は、Fearnleys[7]の輸送 ton-mile 量に基づく時間展開法

によって計算した。結果を図 A1-4 に示すが、その図には国際バンカー販売統計[26]、

および Eyring 他（2005a）、Endresen 他[5]の推定による 1950 年から 2007 年まで

の推移も併記した。これらの研究報告のいくつかは、軍艦の排出量も含んでいる

ため、それらの船からの排出量を差し引いた。また必要に応じて比較できるよう

に、ボイラと補助エンジンの推定消費量も表 A1-19 に併記した。 
 
A1.56 今回の調査報告による活動基準による総意の推定値を図 A1-4 に青い点で示した。
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この点から延長した水色の縦棒は、上下限予測によって求めた不確かさの範囲を

示すものだ。この図で分かるように、今回の調査報告の総意の推定値は； 
 

.1 IMO 専門家グループの推定値よりも低い 

.2 Eyring 他（2005b）（軍艦は除いた）の 2020 年排出量予測から線形内挿した

類推値よりも高い、但し総意の推定値は、 
.3 A1.50 項から A1.53 項で概説した運賃傾向法による Eyring 他（2005a）の推

定値を基準とした「以後の推定値」よりも低い 
.4 元の数値から軍艦分を除いた Corbett 他の予測に近い 
.5 Endresen 他（2007）[5]に基づく推定値よりも高い 
 

A1.57 Endresen 他（2007）[5]の場合、総意の推定値は、勾配の差によって 1985 年付近

で一致する。 
 
 

表 A1-19 既存インベントリの比較のための修正 

 

(1) 今回の調査に基づく推定値 

(2) Corbett 他 2003[1]
に基づく推定値 
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図 A1-4 船舶活動量及び統計に基づく世界船腹燃料消費量（軍艦は除く） 
 シンボルマークは、各年のオリジナルの推定値を表わし、実線は、傾向のオリジ

ナルの推定値を表わす。破線は、原点推定値から輸送 ton-mile ベースで時間展開

した「以前と以後の推定」を表わす。青い四角は、今回の調査報告の活動基準に

よる推定値をし、青い縦棒は、推定の上下限範囲を表わす。 
 

 

考察 
 

A1.58 IEA と EIA データはほとんどが重なる、しかし、一部の国ではあるが推定値に大

幅な差がみられる[29]。そこで IEA 統計中の全ての国の「国際舶用バンカー」と「国

内舶用バンカー」の入力データを再チェックした。バンカー燃料統計を編さんす

るには、異なるカテゴリ（国内または国際バンカー燃料などの）で報告された燃

料データの統合が必要となる。大部分のエネルギーインベントリは IEA のエネル

ギー分類基準[13]に準拠した集計方法を採用しているが、いくつかの舶用燃料統計

データは国際舶用燃料の定義が異なるため[10]、この作業を世界規模で実行するの

はかなり困難である。外洋海運で消費されるエネルギーのどの範囲が国際舶用燃

料販売統計に示されているかを理解するのは、各国間のエネルギー協力及びその

報告実態を歴史的に把握する必要がある。このセクションでは IEA のこれまでの

歴史及び舶用燃料の過去の需要に対する現在の調査という観点から関連する背景

について述べる。 
 
A1.59 IEA は OECD の枠組みの中で 1974 年に設立され、その狙いの一つに「全ての国

のために、安定した国際エネルギー取引体制の確立及び世界のエネルギー源の合

理的な管理と利用を視野に産油国と消費国の連携を推進する」ことを掲げた[19]。

国際エネルギー計画（IEP）に関する IEA 協定は、「供給の安全、長期方針、情報

の透明性、エネルギーと環境、研究開発、国際的なエネルギー取引などの課題に
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対して工業国間のエネルギー政策の連携をとるための原点」となるよう設定され

た[19]。 
 
A1.60 このためエネルギー統計、特に 1973 年の石油危機の間に混乱した石油供給に関す

る統計の整備が必要とされた。エネルギーの安定確保（石油共有制度など）を目

的として、この統計が調印国の間における緊急割り当ての基準となった。IEA 協

定[19]によれば、燃料が (a) はしけ、(b) 沿岸航行のタンカー、(c) 港内のオイル

タンカー、(d) 内航船バンカー、などの中に貯蔵されている場合は国内の「石油

備蓄」に含められる。燃料が (a) 洋上航行中の船舶の中、(b) 海上のタンカーの

中、にある場合は国内備蓄から除外される。 
 
A1.61 国際舶用燃料統計は、世界貿易に従事する船舶が消費する総エネルギーを把握す

るためのものではない。むしろこれらのデータは、ある国の国内備蓄に該当する

燃料を、石油緊急事態共有制度における緊急割当量の計算にふさわしくないもの

と区別するために使われるものである。さらに説明すれば、IEP 協定において「緊

急時における舶用バンカーの取り扱いの共通ルール、備蓄対象とする消費量に舶

用バンカーを含める共通ルールを検討する」という課題が緊急時問題常設作業部

会に与えられた[19]。その後 IEA は、「各国の舶用燃料備蓄は、それらが国際舶用

バンカーとして保管されるのであればカウントされない。なぜなら緊急時管理マ

ニュアル（EMM）に取り入れられた 1976 年理事会で、そのようなバンカーは輸

出として扱うことにされている」ことを明確にした[19]。 
 
A1.62 それ以来、この IEA の定義は、IPCC の下での報告指針に一致するものとの評価を

受けている[22]。現状では、IEA は「国際舶用バンカー（燃料）は、軍艦を含む全

ての旗国の海上航行船舶に供給された量を対象とする。内陸及び沿岸水路の輸送

に従事する船舶による消費は含まない」と定義している。IEA は国内航行を「内

陸及び沿岸航行（国際舶用バンカー契約の下で必要なバンカーを購入しない小型

船舶及び沿岸航行船舶を含む）とし、外洋、沿岸、内陸での漁業に使われる燃料

は農業に含む」と定義した。 
 
A1.63 この用語法により、船舶活動データとの整合性に欠けるために、「国際舶用燃料」

という用語が環境アセスメントとの間で分類上の齟齬を招くようになった。さら

に IEA に対して報告される舶用燃料売上の集計データが、国によってあるいは時

期によってその質にばらつきがある。例えば非加盟国は、IEA 独自の方法及び基

準に基づくデータ報告さえ IEA条約による義務付けがない。非加盟国に関して IEA
が集めたデータは精度が劣る。IEA データに一貫性が欠けることの影響は、消費

量の過小評価として表れる。これは特に IEA の非加盟国に当てはまる。非加盟国

は先ず燃料売上の報告という原点の義務を負わず、データ報告に関しても所定の

基準や定義を使用する必要がない。 
 
A1.64 時としてある１年と次の 1 年の間で大きな変化が報告される、あるいは毎年同じ

数字が報告されるといったケースが見受けられるが、これが多発するということ

は燃料消費量の誤差あるいは精度の悪さを意味する。IEA 統計に「舶用燃料」と
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して集計されたエネルギーのトータル量は、国による報告データの質のばらつき

を含んでおり、舶用燃料の国際販売と国内販売の区別も信頼性に欠ける。 
 
A1.65 歴史的な販売データが、国際貿易に従事する船舶（すなわち国際登記簿にある船

腹）が消費したエネルギー量と完全に一致すると誤って解釈されるならば、この

国際/国内の区分を頼ることによって、船腹が消費するトータルエネルギーに関し

て大幅な推定誤差を生じる。例えば、1997 年と 1999 年の調査報告では Corbett
もFischbeckも、国際舶用燃料の販売量が消費量を表わすとの前提に立っている[23, 

15]。「2000 年の IMO 船舶 GHG 調査報告」もまた燃料ベースの排出量推定にこれ

らのデータを使用した。その後の調査研究で活動基準による推定手法が生み出さ

れ、最新のグローバル排出量を計算するためのベストな方法を特定する指針とな

った[13, 20, 21, 22]。 
 
A1.66 2003 年と 2004 年に Corbett と Koehler、Endresen 他は、これらの販売量基準に

よる推定を活動基準による船舶エネルギー需要の推定に置き換え、その結果、販

売量統計の偏りを明らかにし、誤差の範囲が貨物船の場合で 25％、世界船腹全体

では 2 倍になる可能性を示唆した[1]。これらの独立した研究によって、活動基準

の推定方法の妥当性が十分に裏付けられた[4, 5, 6]。（そして世界の船腹のエネルギ

ー需要は国際舶用燃料販売＋国内に割り付けられた販売の合計であると見方が支

持された[5, 6]。）これらの境界線上にある世界燃料消費量の推定に関するさらなる

議論が続くが、活動基準インベントリの手法的な要素は幅広く受け入れられてき

た。 
 
1990 年から 2007 年の年間排出量の総意の推定 
 
A1.67 従来までの燃料消費量の推定とその後に検討された推定を比較した結果、今回の

調査報告作業にあたった技術者の国際チームは、詳細の活動データによる活動基

準推定の方が、現状で利用可能な燃料統計を使った推定よりも船舶の総排出量の

正しい値を示すという結論を下した。従って、当チームは以下の合意に達した。

(1) 活動基準による推定を本調査報告の総意の推定として扱う、(2) 今回の調査報

告による船腹別の燃料消費量と排出量の上下限範囲は、活動基準による排出量計

算に対してもっとも現実性の高い入力パラメータを考慮した結果である、(3) IMO
が今後使用する総意の推定値が求められた、の 3 点である。しかしながら、2007
年以外は AIS データベースの利用が難しいため、年ごとのインベントリが作成で

きない。その代わり、A1.50 項から A1.53 項で述べたような「以前の推定」の時

間展開によってそれまでの排出量推移を構築した。 
 
A1.68 今回の調査報告による総意の推定値を表 A1-20 に示した。発生ソース別燃料消費

量を表 A1-21 及び表 A1-22 に、歴史的な排出量推移を表 A1-23 及び図 A1-5 に示

した。船舶カテゴリ別の燃料消費量は不確かさの範囲を示す縦棒とともに図 A1-6
に示した。さらに、沿岸航行と洋上航行に分けた燃料消費量および大分類の船舶

カテゴリ別の燃料消費量を図 A1-7 及び表 A1-24 に示した。  
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表 A1-20 燃料消費量の総意の推定値（2007 年、100 万トン） 

 
 
 

表 A1-21 ソース別総燃料消費量（2007 年、100 万トン） 

 

 
 

表 A1-22 国際海運によるソース別燃料消費量（2007 年、100 万トン） 

 
 
 

燃料消費量の総意の推定値（軍艦を除く）   国際海運による燃料消費量の総意の推定値 

（1990 年－2007 年）       （1990 年－2007 年） 

 
図 A1-5 燃料消費量の総意の推定値（1990 年－2007 年） 
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表 A1-23 燃料消費量（1990 年－2007 年、100 万トン） 

 
 
 

船舶カテゴリ別燃料消費量 

 

図 A1-6 主要船舶カテゴリ別燃料消費量推定と不確かさ範囲 
（20007 年、100 万トン） 

船舶カテゴリ別燃料消費量 
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（沿岸海運とは、15000DWT を超える Ro-R0 客船、クルーザ、サービス船、漁船を指す） 
図 A1-7 主要船舶カテゴリ別・運航形態別燃料消費量（100 万トン） 

表 A1-24 燃料消費量の活動基準による推定（2007 年） 
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表 A1-25 燃料消費量の総意の推定結果のまとめ（1000 トン） 
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* 船舶の大きさによるカテゴリ O: 外洋航行船、C: 沿岸航行船、N: 非輸送船（沿岸航行船としてモデル化） 

全てのコンテナ船は大きさに限らずシナリオ中では「コンテナ」としてモデル化した。 

個々の船舶カテゴリの不確かさはトータル推定の不確かさよりも大きいことに注意されたい。 
 



MEPC 59/INF.10 
ANNEX 

 

船舶通行量及び排出量の地理的分布 
 
はじめに 
 
A1.69 活動基準のボトムアップ推定によるあるいは燃料販売統計基準の推定による燃料

消費量及び排出量のグローバルインベントリを、グリッドセル当たりの船舶通行

量度数に基づいて分布させることができる。船舶通行量度数とは、該当する船舶

報告回数あるいは船舶の大きさにより加重平均した報告回数をいう。この場合の

総排出量の精度を限定するものは先に述べたグローバル推定の不確かさであり、

さらに排出量の配分精度（空間的精度）を限定するものは空間尺度の偏りである。 
 
グローバルな船舶通行量の空間尺度 
 
A1.70 Corbett 他（1997）は、統合海洋気象データセット（COADS）から求めた船舶通

行量度数を使って、船舶排出量のグローバル空間分布図を最初に作成した。

COADS とは、船舶の位置とそこの海洋及び大気の観測結果の自主的な報告を受

けた結果を記録したデータセットであり、自由に利用できる。Endresen 他（2003）
は、自動相互船舶救助制度（AMVER）から求めた船舶の大きさ（GT）で加重平

均した報告回数を使って、船舶排出量のグローバル空間分布図の精度を上げた。

米国沿岸警備隊が主宰する AMVER には、さまざまな船種からの毎日の報告に基

づく詳細の航海情報が蓄積されている。つい最近までは、AMVER に加入できる

のは 24 時間以上の航海に従事する 1000GT 以上の商船に限定され、そのデータ

は厳格な機密扱いとされた。12,250 隻の船舶が AMVER に加入しているが、実際

に報告を寄せるのは約 7,100 隻である。Endresen 他（2003）は、COADS と AMVER
から読み取れる地理的分布がたいそう異なることを観測した。Wang 他（2007）
は、国際総合海洋気象データセット（ICOADS）と AMVER データセット（この

２つは世界的な船舶通行量度数を表す最も適切な手段だが）に内在する統計的お

よび地理的なサンプリングの偏りに取り組み、ICOADS を使って過大報告と思わ

れる船舶を調整することによってグローバルな尺度の表示を改善する方法を提示

した。これによってサンプリングの偏り、サンプルデータセットの増加、船舶に

よる情報の不均一性などの問題点が緩和された。 
 
A1.71 本プロジェクトの第 1 フェーズでは、排出量に地理的分布を反映させた計算はお

こなわなかった。しかし、参考までにグローバルな船舶通行量の分布を図 A1-8 に

示す。 
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図 A1-8 ICOADS データに基づく船舶通行量分布 
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Appendix 4 海運の CO2 限界削減費用の試算 
 
はじめに 
 
A4.1 海上輸送における CO2 排出量の削減に寄与する各種の対策は、限界削減費用カー

ブ（MACC: marginal abatement cost curve）の形に示すことができる。MACC は、

相互に排除しない削減対策の最大削減ポテンシャルを費用効果順に並べて図示し

たものだ。このような MACC を 2020 年について作成したが（第 5 章および以下

を参照）、そこには 25 項目の対策を以下の括りで取り込んだ。 
 

.1 プロペラのメンテナンス 

.2 プロペラ及び推進システムの性能向上 

.3 船体塗装及びメンテナンス 

.4 航海及び運航面の改善オプション 

.5 主エンジン改装 

.6 船体改造による性能向上 

.7 補助システム 

.8 その他改造 

.9 減速航行 

.10 エア潤滑 
 

この括り方は、異なるグループに属する対策が相互に排除しないよう考慮した。

同じグループに属する対策は相互に排除し合い、併用されることはない。また対

象とした大部分の対策は船舶改造による適用が可能である。A4.22 項に対策項目の

一覧を示す。 
 
A4.2 MACC はグループごとの費用効果と最大削減ポテンシャルを提示している。費用

効果及び最大削減ポテンシャルは対策ごとに試算したが、グループ単位での推定

値を示した。これは不確かさが、特に削減対策の費用に関して、依然として非常

に高いという事実によるものである。同じ理由で、対策グループごとに 3 種類の

推定値、すなわち推定下限、推定上限、中央推定値を用いた。 
 
A4.3 ここでは、最初にバンカー燃料価格が 500 US$/ton、金利 4％という前提条件の下

での MACC を提示し、さらにバンカー燃料価格の変動または金利の変動によって

もたらされる MACC の変化について簡単に説明した。その後に、各対策の費用効

果及び最大削減ポテンシャルの試算方法について詳しい説明を加えた。 
 
2020 年の限界 CO2 削減費用カーブ 
 
A4.4 図 A4-1 に、燃料価格が 500 US$/ton、金利を 4％と仮定した場合の 2020 年の限

界 CO2 削減費用カーブを示す。 
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図 A4-1 限界 CO2 削減費用カーブ：2020 年 

（燃料価格：500 US$/ton、金利：4％） 
 
 

A4.5 考慮の対象とした対策の総最大削減ポテンシャルは、CO2 が 210～440 Mtの範囲

にあり、考慮の対象とした船種による推定総排出量の15％から30％に相当する1。

費用効果がマイナスを示す一連の対策があるが、それはこれらの対策がCO2 排出

に対して値段がつかない場合でさえも採算が取れることを意味する。これら対策

の総最大削減ポテンシャルはCO2 が 135～365 Mtの範囲にあり、中央推定値は

CO2 が約 255 Mtとなった。表A4-1 に対策グループ別の費用効果及び最大削減ポ

テンシャルを示す。 
 
A4.6 減速措置、その他の改造策、プロペラ/推進システムの性能向上が、最も高い削減

ポテンシャルを示し、船体改造対策、航海及び運航面の改善オプション、空気潤

滑が最善の費用効果を示した。 
 

                                                  
1 ベースラインとして、IMO 2020 予測（IMO, 2008）の、需要レベルが中位で、減速レベル及び輸送効率が低位のシナ

リオである A1B シナリオを採用した。そのため、本調査報告（これ以後を参照）において考慮の対象とした船種のトー

タルベースライン排出量は約 1,250 Mt となる。 

 2 / 28 
 



MEPC 59/INF.10 
ANNEX 

 

表A4-1 対策グループ別
2
の概算費用効果及び最大削減ポテンシャル 

（2020 年、燃料価格：500 US$/ton、金利：4％） 
 
 

A4.7 上記MACCは、バンカー燃料価格が 500 US$/tonという前提で試算したが、図A4-2
は、燃料価格の変動が MACC に及ぼす影響を中央推定値に対して示したものだ。

バンカー燃料価格によっても最大削減ポテンシャルは変化しないが、各対策の費

用効果は改善される。これは、それぞれの CO2 削減レベルをより少ない費用で達

成する事ができるようになること及び費用効果がプラスにならない範囲で実施可

能な対策の最大削減ポテンシャルが増加することを意味する。燃料価格が 1,500 
US$/ton という前提条件では、考慮の対象とした全ての対策の費用効果がマイナス

になることに注目されたい。 
 

 
図 A4-2 燃料価格の変動が限界 CO2 削減費用カーブに与える影響（中央推定値のみを示す） 

 

                                                  
2 対策を費用効果の順に並べたので、対策の順番は異なる推定によって変わる。 
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A4.8 図A4-1 に示したMACCは、金利 4％に対して求めた。図A4-3 に金利が上昇した場

合、この場合は 16％に上昇した場合のMACCの変化を示した。金利が上昇すると、

対策の年間支払費用3を上昇させて費用効果の悪化を招き、MACCは上方向に移動

する。 
 

 
図 A4-3 燃料価格が 500 US$/ton で金利が変動した場合の限界 CO2 削減費用カーブ 

（中央推定値のみを示す） 
 

 

費用効果及び最大削減ポテンシャル 
 
試算方法及び共通の前提 
 
A4.9 ある削減対策の費用効果とは、ある年に単位 CO2 排出量を削減するために必要な

ネット費用として定義される。ネット費用とは、その対策を適用するために必要

な費用からその実行によって達成される省燃料の費用効果を差し引いたものであ

る。この定義によれば、CO2 規制などが存在しなければ、対策は費用効果がマイ

ナスの場合のみ採算が取れる。 
 
A4.10 費用効果を計算する場合、各対策の削減ポテンシャルに関して上下限の幅を設定

する。また以下に説明するように、対策の費用に関する不確かさも相対的に高い

ものがある。そのため費用についても推定上限と推定下限を扱うこととし、２通

りの削減シナリオと相まって、結果的に一つの対策あたり 4 通りの費用効果が求

                                                  
3 以下で説明するように、ある対策の費用効果を計算する場合、削減対策のうち繰り返し発生しない費用は年間支払費

用と考えられる。 
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められることになる4。費用の推定上下限は 2 通りの削減シナリオに対して同じも

のを用いる。 
 
A4.11 削減対策の費用に関しては、非繰り返し発生費用及び年間繰り返し発生費用を区

別する。非繰り返し発生費用は、年間支払費用を計算することによって年間コス

トに変換される。投資の分散年数は、対策の推定耐用年数によって決まる。推定

耐用年数及びそれに対して想定する投資分散年数の全体像を下表にまとめた。 
 
 

表 A4-2 対策の推定耐用年数に対応する非繰り返し発生費用の分散年数 

 
 

A4.12 耐用年数が 10 年以下と推定される対策の場合、その推定耐用年数に投資を分散さ

せる。耐用年数が 10 年から 30 年と推定される対策の場合は、10 年以降に再投資

があるとの暗黙の仮定に基づき 10 年間に投資を分散させる5。耐用年数が 30 年以

上と推定される対策の場合は、30 年間に投資を分散させる。 
 
A4.13 年間支払費用に算入する金利はモデルの中で変わる。 
 
A4.14 バンカー燃料消費量のデータは 2020年IMO船腹予測から引用した6。金利と同様、

バンカー燃料価格もモデルの中で変わる。燃料の品質レベルによる価格差は考え

ない。 
 
A4.15 ある対策の最大削減ポテンシャルとは、ある特定の年にその対策によって達成が

可能な最大レベルの削減量、すなわちその対策の適用が可能なすべての船舶が実

際にそれを利用した場合の削減レベルをいう。従ってある対策の最大削減ポテン

シャルを計算するためには、その対策の適用が可能な船種及びその特定の年にそ

の対策の適用が可能な船舶数を把握する必要がある。後者を把握するためには「改

造による適用が可能な対策」と「改造による適用が不可能な対策」の仕分けが極

めて重要である。改造による適用が不可能な対策は、新造船にのみ適用が可能と

                                                  
4 A4.18 項から A4.69 項では、個々の対策の費用効果及び削減ポテンシャルを 4 通りのケースに対して求めた、すなわ

ち「低削減ポテンシャルで低推定費用」「低削減ポテンシャルで高推定費用」「高削減ポテンシャルで低推定費用」「高削

減ポテンシャルで高推定費用」である。MACC に取り込む 10 の対策グループの費用効果及び削減ポテンシャルの算定

では、これらの数がベースとなる。しかしながら、ここでは、グループあたり 3 種類の推定量、すなわち下限、上限、

中央推定値のみを示す。 
5 再投資は船舶の耐用年数が以後の 10 年間にも投資の分散が可能な場合に限って発生する（最大削減ポテンシャルに関

する項も参照のこと）。 
6 より具体的には、IMO 2020 年予測の、需要レベルが中位、減速レベル及び輸送効率レベルが低位の A1B シナリオを

採用した。 
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なる。そこでその対策の市場への導入年と検討対象年の間に市場に参入する新造

船の数を求めなければならない。IMO 船腹インベントリから、2007 年における船

級別の稼動船舶総数が分かる。IMO の予測によって 2020 年における同様の情報も

与えられている。ただしこの二つの年における船腹の船齢構成が不明であり、2008
年から 2020 年の期間中の船腹の年齢構成に関する情報もない。そこでこの溝を埋

めるために以下の 4 つの前提を置いた。 
 

.1 2007 年には新造船の市場参入がない。 

.2 船級別の総船舶数は 2007 年と 2020 年の間は直線的に増減する。 

.3 すべての船舶は船齢 30 年まで使用され、31 年目に変わった時点で廃棄される。 

.4 2007年に船舶は船齢に関して均一に分布する。すなわち2007年の船舶の1/30
が船齢 1 年、船舶の 1/30 が船齢 2 年、以下同様とする7。 

 
このような前提の下では、ある年に市場に投入される新造船の数は、「その年の総

船舶数」と「前年の総船舶数から 2007 年の総船舶数の 1/30 を引いたもの」の差

と等しくなる。 
 
A4.16 年ごとの船腹のサイズ構成及び船齢構成が得られたことによって、ある改造対策

が適用が可能な船舶数が決定される。改造対策が非常に古い船舶にまで適用され

るというのは現実的でないため、その対策の予測される耐用年数に応じて、ある

老朽度に達した船舶には排出削減設備を適用する改造は実行されないという前提

も設けた。より具体的には、改造対策が適用されるのは、投資を年間支払い費用

のベースとなる年数（上記参照）に完全に分散させることが可能な船舶寿命が残

っている船舶に限ると仮定した。一例として、ある対策が 5 年間の推定耐用年数

を有する場合、その非繰り返し発生費用は 5 年間に分散される。その対策が市場

に投入される年に、船級の残存寿命が 4 年のものにはその改造対策は適用されな

い。 
 
A4.17 対策供給側の供給不足または需要側の説明のつかない行動などは、最大削減ポテ

ンシャルの計算には考慮していない。 
 
計算結果及び対策固有の前提 
 
A4.18 以下に、今回 MACC の考慮の対象とした各 CO2 削減対策の費用効果及び最大削

減ポテンシャルの試算結果を提示する。対策ごとに、対策の適用性、これまでの

適用例及び計算の基となる費用並びに削減ポテンシャルに関するデータも紹介す

る。その結果は海運部門全体の、すなわち全ての船種にわたって集計した値を提

示する。ただし、部門レベルで採算が取れないと判明した対策であっても、ある

特定の船種に対しては採算が取れる場合もあることに留意する必要がある。 
 
                                                  
7 2007 年から 2020 年の期間に船舶数が 13/30 以上も減少する唯一の船種は、4,999 DWT 以下のケミカルタンカーであ

る。ここでは、2007 年から 2020 年の間に市場に参入する新造船はないものと仮定した。 
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A4.19 以下の試算結果は、一定の市中金利を前提に求めたものである。米国及びヨーロ

ッパの 10 年もの国債の平均償還率は過去 5 年間で 3％から 5％の間で変動した。

このため金利を 4％で計算することとした。バンカー燃料価格は 500 US$/ton と仮

定した。 
 

A4.20 考慮の対象とした船種を Appendix 1 の表 A1-8（国際海運による 2007 年燃料消費

量推定）にリストアップした。ただし漁船、沖合作業補給船、業務用船舶（例え

ば調査船）及びヨットは対象外とした。 
 

A4.21 IMO調査報告2008によると、対象となる船舶のCO2総排出量は2020年で約1,250 
Mt である。 
 

A4.22 限界削減コストカーブを作成するため、25 項目の対策を先に示したグループに分

類した。異なるグループからの対策が相互に排除せず、同じグループからの対策

は相互に排除し合い、併用されることがまずないようにグループの括り方を考慮

した。以下のリストに示すように、試算対象とした対策のうち 2 項目のみが新造

船に限って適用可能な対策であり、他の対策はすべて改造による適用が可能であ

る。 
 

.1 プロペラのメンテナンス 
- プロペラ性能の監視 
- プロペラのブラッシング（頻度の増加） 
- プロペラのブラッシング 
 

.2 プロペラ及び推進システムの性能向上 
- プロペラ/舵の性能向上 
- プロペラの性能向上（小翼、ノズル） 
- プロペラボスキャップフィン 
 

.3 船体塗装及びメンテナンス 
- 船体性能監視 
- 船体塗装（2 種類） 
- 船体ブラッシング 
- 船体水圧ブラスト（水中） 
- 乾ドックでの全面ブラスト（スポットブラストに代わるもの） 
 

.4 航海及び運航面の改善 
- 軸出力計（性能監視） 
- 燃料消費量計（性能監視） 
- ウェザールーティング 
- 自動操舵装置の性能向上及び調整 
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.5 主エンジン改装 
- 主エンジンのチューニング 
- コモンレール改善 
 

.6 船体改造による性能向上 
- サイドスラスタ開口部（流れの最適化、グリッド） 
 

.7 補助システム 
- 省エネルギー型低発熱照明 
- ポンプ及びファンの回転数制御 
- 出力管理（新造船に限定） 
 

.8 その他改造：凧による曳航 
 
.9 減速航行 
 
.10 空気潤滑（新造船に限定） 
 
各対策について重要な前提条件及び費用効果並びに最大削減ポテンシャルを以下

に提示する。対策は次の順番で提示する。すなわち最初に、後ろの 3 グループ（す

なわち他の改造：凧による曳航、減速航行、空気潤滑）並びに船体塗装について

詳細に説明し、続いて他の対策について上記の順で簡単に説明する。 
 
A4.23 その前に、個々の対策がどの船種に適用可能かという前提の概要を紹介する。 
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表 A4-3 分析の中で前提とした個々の削減対策の異なる船種への適用性 
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他の改造オプション：凧による曳航システム 
 
A4.24 曳航用の凧はエンジン出力の代用として風力エネルギーを利用するものである。

このシステムは改造による適用が可能だが、船長 30 m 以上の船舶に限定され、16
ノット以下の船舶で効率よく機能する。この速度制約のためにタンカー（原油、

製品、化学品、LPG、LNG 他）及びバルクキャリアが適用先としての可能性を持

つと考えられる（船種ごとの平均速度は Corbett 他 2006 を参照）。 
 
A4.25 現時点で（2008 年 12 月）貨物船、トロール漁船及びヨット用に最大面積 640 m2

までの凧が入手可能で、3 隻の船舶でこの曳航システムの装備実績がある。3 隻の

内訳は試験用船舶が 1 隻と商船が 2 隻で、商船はともに多目的貨物船である。商

船のうち 1 隻が新造船で、1 隻は改造によって設置され、両船舶とも 160 m2の凧

を取り付けた。現在、最大面積 5000 m2までの凧が計画中である。凧による曳航

システムの費用効果及び最大削減ポテンシャルを試算するに当たっては、2020 年

には最大面積 5000 m2の凧が市場で入手できるものと予測した。表 A4-4 に、船種

別に割り当てた凧の寸法を示した。 
 
 

表 A4-4 適用が予測される船種別の凧の表面積（2020 年） 
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A4.26 凧による曳航システム使用による燃料消費量削減（従ってCO2 排出削減）ポテン

シャルの算定は難しい。なぜならポテンシャルは、適用される凧の面積のみに依

存するのではなく、船舶が選ぶ航路及び個々の気象条件等に影響されるためであ

る。表A4-5 に凧の寸法に対して今回使用したエンジンの等価出力を示す。これら

の数字は、標準的な条件8の下で有効である。 
 
 

表 A4-5 異なる凧の寸法に対応したエンジン等価出力の概算 

 

 
A4.27 今回の試算に用いた費用に関するデータを表 A4-6 に示す。購入価格は使用する凧

のシステムによって変わる。設置費用及び運航費用は、購入価格に対する一定の

比率を占める。単純化のために、設置費用の比率は、改造システム及び新設シス

テムともに同じとした。 
 
 

表 A4-6 分析に使用した凧による曳航システムの費用概算 

 
 

A4.28 費用データは、船舶寿命、すなわち 30 年間の間に起こり得る再投資も含まれるこ

とに注意されたい。費用効果及び最大削減ポテンシャルの概算結果を表 A4-7 に示

す。削減ポテンシャルの低（高）の各シナリオは、洋上日数のうち凧を使用でき

る日数の比率 1/3（2/3）に対応する。 
 
 
 

                                                  
8 標準的な条件とは以下に定義される：真風を 130°

の風向きに受けて 10 ノットの速度で航行する。風速は 25 ノット、

波高は最大 60 cm、凧は動的に操縦される。 
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表 A4-7 凧による曳航システムの費用効果及び最大削減ポテンシャルの概算 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 

 
 

減速航行 
 
A4.29 船舶による排出量は概して航行速度の 2 乗に比例する。そのため例えば 10％の減

速航行によって排出量が ton-km 当たり 19％削減される。ただし減速航行はある期

間内に船舶が輸送する貨物量に影響するため、運航者は輸送量のロスを避けるた

めに追加の輸送能力を手当てしなければならない（AEA, 2008）。今回の分析では、

追加の輸送能力は新造船によって供給されると仮定した。すなわち市場が余剰能

力を持たないある種の平衡状態からスタートして、減速航行によっても負荷係数

を高めることにはならないという基本前提を設けた。分析におけるもう一つの重

要な前提は、市場にある全ての船舶が同じ比率だけ速度を落とし、その結果購入

しなければならない新造船の数は、世界船腹が一人の船主に所有されるかのよう

に決定されるというものである。購入が必要な船舶の割合は次式で求められる。 
式：1/（1 – 減速率(%)）- 1；速度を半分に落とすと 2 倍の船腹が必要となる。 
 

A4.30 減速航行対策の非繰り返し発生費用は、追加する船舶の購入費である。繰り返し

発生費用は、減速後の速度における消費燃料を含む追加船舶の年間運航費用であ

る。当初から保有する船腹の排出削減量は、追加船舶の排出量と相殺しなければ

ならない。 
 
A4.31 新造船の価格は UNCTAD（2008）データから推定した。過去 10 年を見た場合、

新造船の価格は 2007 年を 10 年間の平均価格の年とすると、非常に不安定な傾向

にあり、今回は 2007 年のデータに 0.7 の修正係数を適用した。 
 

A4.32 燃料費を除く船種ごとの運航費用を 1 日当たり 6,000 US$から 8,000 US$と推定

した。次の 4 つの船種を適用対象から除いた。クルーズ船とフェリーは、航路/時
間の枠組みに拘束されるため除外した。RORO 船及び車両運搬船も、UNCTAD
（2008）にこれら船種の新造船の価格データが収録されていないため除外した。

表 A4-8 に 10%の減速航行を実施した場合の試算結果を示す。 
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表 A4-8 適用対象の全ての船舶が 10%減速航行した場合の費用効果及び最大削減ポテンシャルの概算 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 

 
 

A4.33 上記の数字は控えめな推定値であると考えなければならない。なぜならこの分析

では、減速航行による影響が常に新造船の購入によって補正されることが前提と

なっているからである。実際には余剰能力の活用によってこの対策の費用効果が

確実に改善されるであろう。 
 

A4.34 表A4-8に示した試算結果が船腹平均の数字であることも強調しなければならない。

この試算結果は、船腹全体が 10%の減速航行を実施した場合の削減ポテンシャル

及び費用効果を示すものである。10％の減速によって高い費用効果を得る船種が

存在する一方で、そうでない船種もある。一般的には、より高速船及びより大型

船の方が小型の低速船よりも費用効果が高い。 
 

空気潤滑 
 

A4.35 船舶船体の摩擦抵抗を、いわゆる空気腔システム（ACS: Air Cavity System）によ

って削減できる。ACS は耐用年数が 30 年と推定されるが、改造による適用が不可

能な対策だ。タンカー、バルクキャリア、コンテナ船がこのシステムを活用する

可能性を持つ。全長（LOA）が 225 m 以上の船舶でなければならず、適用候補と

して次の船舶を考えることとした。 
 

.1 60,000DWT を超える原油タンカー及びバルクキャリア 

.2 容量 50,000 m3以上の LPG タンカー 

.3 すべての LNG タンカー 

.4 2000 TEU を超えるフルコンテナ船 
 
最近、試験船による最初の海上試運転及び外海における航行試験が実施された。

この技術は 2008 年の末には商品化される。 
 
A4.36 燃料消費量及び CO2 排出量の削減に関しては、メーカーによって以下の範囲が提

示された。タンカー及びバルクキャリアの場合は 10～15％、コンテナの場合は 5
～9％。今回の分析では、削減ポテンシャル下限としてこの下限の半分を、削減ポ

テンシャル上限としてメーカーの提示した値を採用した。 
 
A4.37 ACS の運航費用は海象条件にもよるが 0.3～0.5 ton/day の燃料費に相当する。た

だし、空気腔システムのようなシステムの省燃料ポテンシャルは船体の滑らかさ
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に大いに影響されるとのステッチン FOM 財団及びトゥエンテ大学の研究者によ

る指摘もある。すなわち省燃料計画値を実際に達成するためには良好なメンテナ

ンスが要求される。ACS を適用することによりメンテナンスに必要な運航費用が

上昇するが、この追加費用はここでは考慮に入れない。 
 

A4.38 増加する非繰り返し発生費用は、従来型の新造船（ACS 無し）の価格の 2～3％と

予測される。 
 

A4.39 再び新造船の価格を 0.7 の修正係数を適用して UNCTAD（2008）から類推した。

表 A4-9 に今回の分析に用いた価格の一覧を示す。 
 
 

表 A4-9 UNCTAD（2008）から類推した新造船価格 

 
 

A4.40 この情報を考え合わせて試算した空気腔システムによる費用効果及び最大削減ポ

テンシャルを表 A4-10 に示す。 
 
 

表 A4-10 空気腔システムによる概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 
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付着防止船体塗装 
 
A4.41 船体の摩擦抵抗を減らすことにより、燃料油の消費量を減らし、結果的に CO2 排

出量を削減できる。摩擦抵抗を減らす方法の一つとして、付着を防止及び抑制す

る塗装によって船体をより滑らかにする方法が挙げられる。 
 
A4.42 そこで 2 種類の塗装、以下それらを塗装 1 及び塗装 2 と呼ぶ、に対して費用効果

及び最大削減ポテンシャルを試算した。そこでは通常の TBT フリー塗装と比較し

て、これらの塗装の適用による費用の増分及び得られるメリットの増分を算定し

なければならない。以下において、それらの算定方法及び算定結果を簡単に紹介

し、最後に、この塗装の費用効果と最大削減ポテンシャルを提示する。ただし、

この試算結果は精密な計算によるものではなく、データ不足のためむしろ概算と

して考えるべきものといえる。 
 

A4.43 一般的な TBT フリー塗装と比較した塗装の増分費用を算定する基準としたのが、

パナマックスバルクキャリアの塗装費用のデータである。これらの費用は、塗装 1
の場合で 43,000～51,600 US$、塗装 2 の場合で 221,000～265,200 US$の範囲に

あると推定される。 
 

A4.44 船舶カテゴリによって船体の塗装面積が異なるため、この増分費用は船舶カテゴ

リによって変わると思われる。船舶カテゴリ別の増分費用の算定に当たっては、

パナマックスバルクキャリアの増分費用に対して、各船舶カテゴリの総トン数か

ら計算した費用係数を掛けることにより求めることとした。費用係数は 
式：（総トン数船舶 i）

2/3 /（総トン数パナマックスバルカー）
2/3によって計算したが、これは

単純化のために、船体の塗装面積が船舶総トン数の 2/3 乗に比例し、増分費用はこ

の推定塗装面積に直線的に比例するとの前提に基づくものである。船舶カテゴリ

別に求めた結果の増分費用の推定範囲を表 A4-11 に示す。 
 

A4.45 費用効果の算定に当たって、以下に示す燃料消費削減・排出量削減メリットを享

受するためには上記で算定した費用を 5 年ごとに負担しなければならないと仮定

した。また建造時あるいは改造時の塗装費用を単純化のため同じとした。 
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表 A4-11  2 種類の船体塗装による概算の増分費用 
（一般的な TBT フリー塗装との比較：US$） 
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A4.46 一般的な TBT フリー塗装と比較した増分メリットを算定する基準としたのもパナ

マックスバルクキャリアのデータである。これらの燃料消費削減量・CO2 削減量

の増分は、塗装 1 の場合で 0.5～2%、塗装 2 の場合で 1～5%の範囲にあると推定

される。 
 
A4.47 これらの削減メリットは船種によって変わるものと思われる。船種による燃料消

費削減量対比のため、あるメーカーが保証したある塗装の最初の一定期間内の燃

料消費削減量データを利用した。そこに示された船種間の差を、パナマックスバ

ルクキャリアの燃料消費削減量の増分範囲に割り付けて、表 A4-12 に示す船種別

の燃料消費削減量増分範囲を求めた。 
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表 A4-12 船種別の概算の燃料削減ポテンシャル増分 

 
 

A4.48 適用性に関しては、両塗装ともどの船種にも使用可能、さらに改造による適用も

可能と考えた。 
 
A4.49 引用したデータ及び上記に示した単純化された前提条件に基づいて試算した 2 種

類の異なる塗装による費用効果及び最大削減ポテンシャルを表 A4-13 及び表

A4-14 に示す。 
 
 

表 A4-13 船体塗装 1 による概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 
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表 A4-14 船体塗装 2 による概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 

 
 

A4.50 これから後は、先に述べた括りの順で、その他の対策に関して簡単な説明を加え

る。いくつかの対策については、費用データが明確に示されていないが、それら

のデータは Wärtsilä（2008）から引用した。このデータ集には対策ごとの削減ポ

テンシャル及び資金回収期間が示されている。このデータの前提となるバンカー

燃料価格を 300 US$/ton と仮定し、IMO の 2007 年の船腹燃料消費量データを利用

して、船種別の相応対策費用を求めた。削減ポテンシャル及び資金回収期間は船

種別に区別されておらず、一方燃料消費量は区別されているため、ある対策の費

用は船種によって異なる。表 A4-15 に、各対策及び今回の試算で使用したそれら

の平均削減ポテンシャル並びに資金回収期間を示す。耐用年数を投資の頻度で割

った数値を三番目の欄に追記した。その他の対策に関してデータは、別に説明が

ない限り、コンソーシアムの専門家の判断に基づいた。 
 
 

表 A4-15 各対策の費用算定に利用した平均削減ポテンシャル及び資金回収期間データ 
（Wärtsilä 2008 から引用） 
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プロペラのメンテナンス 
 
プロペラ性能の監視 
 

表 A4-16 プロペラ性能監視による概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 

 
 

プロペラのブラッシング頻度の増加 
 
A4.51 前提 
 

.1 費用推定下限： 3,000 US$、費用推定上限： 4,500 US$ 

.2 費用データは 5 年周期で適用 

.3 費用は各船種とも同じ 

.4 削減ポテンシャル下限： 0.5％、削減ポテンシャル上限： 3% 

.5 全ての船種でこの対策を利用可能 
 

 
表 A4-17 プロペラブラッシングの頻度増加による概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 

（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 

 
 

プロペラのブラッシング 
 
 

表 A4-18 プロペラのブラッシングによる概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 
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プロペラ及び推進システムの機能向上 
 
プロペラ/舵の性能向上 

 
 

表 A4-19 プロペラ/舵の性能向上による概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 

 
 

プロペラの性能向上（小翼、ノズル） 
 
 

表 A4-20 （各種の）プロペラ性能向上による概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 

 
 

プロペラボスキャップフィン 
 
A4.52 前提 
 

.1 資本費用：20,000 US$（735 kW エンジン）～146,000 US$（22,050 kW エン

ジン）、（Frey と Kuo, 2007） 
.2 価格は主エンジンの KW に正比例 
.3 繰り返し発生費用はゼロ 
.4 削減ポテンシャル： 4～5％ 
.5 推定耐用年数：10 年 
.6 すべての船舶で利用可能 
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表 A4-21 プロペラボスキャップフィンによる概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 

 
 

船体塗装及びメンテナンス 
 
船体性能監視 
 
A4.53 前提 
 

.1 非繰り返し発生費用： 45,000 US$（5 年ごと） 

.2 年間運航費用： 5,000 US$ 

.3 船種による費用差はない。 

.4 削減ポテンシャル： 0.5～5％ 
 
 

表 A4-22 船体性能監視による概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 

 
 

船体ブラッシング 
 
A4.54 前提 
 

.1 費用推定下限： 26,000 US$、費用推定上限： 39,000 US$ 

.2 ブラッシングは 5 年ごとに実施する 

.3 船種別に費用を区別するため、船体塗装対策と同じ費用係数を適用する 

.4 削減ポテンシャル： 1～10％ 

.5 すべての船種に適用可能 
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表 A4-23 船体ブラッシングによる概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 

 
 

水中での船体水圧ブラスト 
 
A4.55 前提 
 

.1 費用推定下限： 33,000 US$、費用推定上限： 49,500 US$ 

.2 ブラッシングは 5 年ごとに実施する 

.3 船種別に費用を区別するため、船体塗装対策と同じ費用係数を適用する 

.4 削減ポテンシャル： 1～10％ 

.5 すべての船種に適用可能 
 
 

表 A4-24 水中での水圧ブラストによる概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 

 

 

乾ドックでの全面ブラスト（スポットブラストに代わるもの） 
 

A4.56 前提 
 

.1 費用推定下限： 68,000 US$、費用推定上限： 81,600 US$ 

.2 船種別に費用を区別するため、船体塗装対策と同じ費用係数を適用する 

.3 削減ポテンシャル： 5～10％ 

.4 スポットブラストに代わる全面ブラストは、老朽化した船舶に対し状態修

復のため 1 度のみ適用される（船齢 25 年の船舶を想定）。 
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表 A4-25 乾ドックでの全面ブラストによる概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 

 
 

航海及び運航面の改善オプション 
 
性能監視： 軸出力計 
 
A4.57 前提 
 

.1 費用推定下限： 26,000 US$、費用推定上限： 31,200 US$（出力計購入費） 

.2 すべての船種に対して同じ費用 

.3 出力計の推定耐用年数は 10 年 

.4 削減ポテンシャル： 0.5～2％ 

.5 バラスト、積み荷、トリムを最適化することによるメリット 

.6 すべての船種に適用可能 
 
 

表 A4-26 軸出力計による概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 

 
 

性能監視： 燃料消費計 
 
A4.58 前提 
 

.1 費用推定下限： 46,000 US$、費用推定上限： 55,200 US$（燃料消費計購

入費） 
.2 すべての船種で同じ費用 
.3 燃料消費計の推定耐用年数は 10 年 
.4 削減ポテンシャル： 0.5～2％ 
.5 バラスト、積み荷、トリムを最適化することによるメリット 
.6 すべての船種に適用可能 
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表 A4-27 燃料消費計による概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 

 
 

ウェザールーティング 
 
A4.59 前提 
 

.1 費用推定下限： 800 US$/年、費用推定上限： 1,600 US$/年 

.2 削減ポテンシャル： 0.1～4％ 

.3 航路選択に自由度を持つ外洋航行船舶に適用される。フェリー及びクルーズ

船には適用されない。 
 
 

表 A4-28 ウェザールーティングによる概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 

 
 

自動操舵装置の性能向上及び調整 
 
 

表 A4-29 自動操舵装置の性能向上及び調整による概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 
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主エンジン改装対策 
 
コモンレール改善 

表 A4-30 コモンレール改善による概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 

 
 

主エンジンのチューニング 
 
 

表 A4-31 主エンジンのチューニングによる概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 

 
 

船体改造による性能向上 
 
サイドスラスタ開口部（流れの最適化、グリッド） 

 
 

表 A4-32 サイドスラスタ開口部の改善による概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 
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補助システム 
 
省エネルギー型低発熱照明 

 
 

表 A4-33 省エネルギー型低発熱照明による概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 

 
 

ポンプ及びファンの回転数制御 
 
 

表 A4-34 ポンプ及びファンの回転数制御による概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 

 
 

出力管理 
 
 

表 A4-31 出力管理による概算の費用効果及び最大削減ポテンシャル 
（バンカー燃料価格：500 US$/ton、金利 4％） 
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